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１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年２月２５日

自 午後 ２時０２分

至 午後 ４時００分

於  委 員 会 室 ４

２、出席委員の氏名

委 員 長 近藤 智昭 君

副 委 員 長 中村 一三 君

委   員 八江 利春 君

〃 坂本 智徳 君

〃 中島 廣義 君

〃 山田 博司 君

〃 浅田ますみ 君

〃 西川 克己 君

〃 坂本  浩 君

〃 饗庭 敦子 君

    〃 山下 博史 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

産業 労働部 長 廣田 義美 君

水 産 部 長 坂本 清一 君

農 林 部 長 中村  功 君

６、審査事件の件名

○予算決算委員会（農水経済分科会）

第91号議案
令和元年度長崎県一般会計補正予算（第7号）

（関係分）

第92号議案
令和元年度長崎県県営林特別会計補正予算

（第2号）
第72号議案

直轄特定漁港漁場整備事業に対する県の負担

についての一部変更について

７、審査の経過次のとおり

― 午後  ２時００分 開会 ―

【近藤委員長】ただいまから、農水経済委員会

を開会いたします。

まず、委員席でございますが、今、お座りい

ただいている席で決定したいと存じますので、

ご了承をお願いいたします。

議事に入ります前に、選任後初めての委員会

になりますので、一言ごあいさつ申し上げます。

このたび、農水経済委員会の委員長を仰せつ

かりました近藤智昭でございます。中村副委員

長をはじめ、各委員や理事者の皆様方のご指導

とご協力を賜りながら、公正かつ円滑な委員会

運営に努めてまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

本委員会は、本県の主要産業である農林水産

業及び産業振興の分野を所管しておりますが、

本県の厳しい財政状況の中、より効率的かつ効

果的な事業執行の検証が求められているところ

でございます。

中村副委員長をはじめ、委員の皆様方におか

れましては、積極的に論議を深めていただきま

すとともに、円滑な委員会の運営にご協力賜り

ますよう重ねてお願い申し上げる次第でござい

ます。微力ながら本県の農水経済委員会所管行

政の進展に取り組んでまいりますので、委員及
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び理事者の皆様方のご指導とご鞭撻を賜ります

よう、よろしくお願いいたしまして、簡単であ

りますが、私のご挨拶といたします。

それでは私から副委員長並びに委員の皆様方

をご紹介いたします。

〔各委員紹介〕

以上でございます。どうぞよろしくお願いし

ます。

次に、理事者側の紹介を受けたいと思います。

【坂本水産部長】水産部長の坂本清一でござい

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

農水経済委員会の開会にあたり、関係部局を

代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。

私ども、本委員会所管の各部におきましては、

商工業・農林水産業の振興、雇用の促進など、

本県の経済活性化にかかる各種施策を展開して

おります。本県の景気は、緩やかな回復傾向を

続けておりますが、中小企業の景況感は弱い動

きとなっております。

農林水産業におきましても、就業者の高齢化

や後継者不足、環境変化や資源の変動による生

産量、水揚高の伸び悩みのほか、国内消費の低

迷、生産コストの高止まりなど、多くの課題を

抱えております。

このような状況の中、令和２年度は「長崎県

まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく新

たな戦略の実現に向けた取組をスタートさせる

とともに、「長崎県総合計画チャレンジ２０２

０」の最終年となります。

これから総合計画とその個別計画である「な

がさき産業振興プラン」、「長崎県水産業振興

基本計画」及び「新ながさき農林業・農山村活

性化計画」も、次期計画の策定を進めていくこ

ととしております。

本委員会におかれましても、計画策定に向け

て議論を深めていただき、ご助言、ご指導を賜

りたいと存じます。委員会におけるご議論を踏

まえながら、実効性のある計画を策定する所存

でございます。また、地方創生におきまして、

国は引き続き様々な支援に取り組むこととして

おり、こうした国の施策を積極的に活用し、県

内の産業、経済の活性化に全力を注いでまいり

ます。

近藤委員長、中村副委員長をはじめ、各委員

の皆様のご指導、ご協力を賜りながら、県政推

進に全力を尽くしてまいりたいと存じますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。

甚だ簡単ではございますが、重ねて温かいご

指導をお願いいたしまして、ご挨拶といたしま

す。

それでは、本日出席しております幹部職員を

紹介させていただきます。産業労働部長 廣田義

美君です。農林部長 中村功君です。

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

ありがとうございました。それでは、これよ

り議事に入ります。

まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、饗庭委員、山下委員のご

両人にお願いいたします。

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。

今回の議題は、農水行政所管事務について、

第91号議案令和元年度長崎県一般会計補正予
算(第7号)のうち関係部分ほか2件、令和2年2月
定例会における本委員会の審査内容等について

であります。
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お手元に配付しております審査順序のとおり、

本日は委員会を協議会に切り替えて、産業労

働部、水産部の所管事務の概要について説明を

受け、明日は午前中に農林部の概要説明を受け

た後、午後から国の経済対策に関する議案につ

いて、一括して分科会審査を行いと存じますが、

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

なお、所管事務の概要説明についてのご質問

等につきましては、今回は特に理解しにくかっ

た点についての質問にとどめ、具体的な質問に

つきましては、各課へ個別に質問していただく

か、２月定例会の委員会の中で行うことにした

いと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進めるこ

とにいたします。それでは、ただいまから、委

員会を協議会に切り替えます。

― 午後 ２時１２分 休憩 ―

― 午後 ３時５９分 再開 ―

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。

本日の会議はこれにてとどめ、明日は午前10
時から再開いたします。

お疲れ様でした。

― 午後 ４時 ０分 散会 ―



２ 月 ２６ 日

（経済対策補正予算審査）
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年２月２６日

自 午前 １０時 ０分

至 午後 ３時 ３分

於  委 員 会 室 ４

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 近藤 智昭 君

副会長（副会長） 中村 一三 君

委   員 八江 利春 君

〃 坂本 智徳 君

〃 中島 廣義 君

〃 山田 博司 君

〃 浅田ますみ 君

〃 西川 克己 君

〃 坂本  浩 君

〃 饗庭 敦子 君

    〃 山下 博史 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

水 産 部 長 廣田 義美 君

水産 部政策 監 高屋 雅生 君

水 産 部 次 長 西  貴史 君

水産 部参事 監 内田  智 君

漁 政 課 長 松尾 信哉 君

水産加工流通課長 岩田 敏彦 君

漁港 漁場課 長 橋本 康史 君

農 林 部 長 中村  功 君

農林 技術開 発
セン ター所 長

荒木  誠 君

農 林 部 次 長 岡本  均 君

農 林 部 次 長 綾香 直芳 君

農林 部参事 監
（農村整備事業・
諫早湾干拓担当）

山根 伸司 君

林 政 課 長
（ 参 事 監 ）

内田 陽二 君

農 政 課 長 吉田 弘毅 君

農産加工流通課長 長門  潤 君

農村 整備課 長 土井 幸寿 君

森林 整備室 長 永田 明広 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前 １０時 ０分 開会 ―

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。

農林部の所管事務の説明を受けるため、委員会

を協議会に切り替えます。しばらく休憩します。

― 午後 １０時 １分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【近藤委員長】 委員会を再開します。

【近藤分科会長】 これより、第91号議案「令
和元年度長崎県一般会計補正予算（第7号）」
のうち関係部分外2件について、分科会による
審査を行います。

なお、理事者の出席範囲につきましては、付

託議案に関連する範囲とし、お手元に配付して

おります配席表のとおり決定したいと存じます。

ご了承をお願いします。

議案を議題といたします。

水産部長より議案の説明をお願いします。

【坂本水産部長】 水産部関係の議案について、

ご説明いたします。
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今回、ご審議をお願いしておりますのは、予

算議案、第91号議案「令和元年度長崎県一般会
計補正予算（第7号）」のうち関係部分、議案
第72号議案「直轄特定漁港漁場整備事業に対す
る県の負担についての一部変更について」でご

ざいます。

初めに、第91号議案「令和元年度長崎県一般
会計補正予算（第7号）」のうち関係部分につ
いて、ご説明いたします。

今回の補正予算は、国において決定された「安

心と成長の未来を拓く総合経済対策」に沿って、

1月30日に成立した国の補正予算に適切に対処
するため、必要な予算を追加しようとするもの

であります。

歳入予算は、分担金及び負担金1億8,625万円
の増、国庫支出金54億1,410万円の増、合計56
億35万円の増。歳出予算は、水産業費68億3,833
万1,000円の増。合計68億3,833万1,000円の増
となっております。

次に、補正予算の内容について、ご説明いた

します。

水産物輸出拡大施設整備事業費についてでご

ざいますが、水産物の陸揚量が多い港湾を核と

した地域における一貫した衛生管理の下での集

荷、保管、分化、出荷等に必要な共同利用施設

等の整備を支援するため、水産物輸出拡大施設

整備事業費28億円の増を計上いたしておりま
す。

水産基盤整備についてでございますが、漁場

水産基盤整備事業費で国直轄特定漁港漁場整備

事業負担金4,550万円の増、水産環境整備費6億
9,400万円の増、県営漁港水産基盤整備費で水産
流通基盤整備費22億7,000万円の増、水産生産
基盤整備費7億3,662万5,000円の増、機能保全

事業費2億1,500万円の増、市町村営漁港水産基
盤整備費で水産生産基盤整備費7,720万6,000
円の増を計上いたしております。

次に、繰越明許費について、ご説明いたしま

す。

今回の国の補正予算に対処するため、予算計

上した事業について年度内に適正な工期が確保

できないことから、水産業振興費28億円の増、
漁場水産基盤整備費7億3,950万円の増、県営漁
港水産基盤整備費32億2,162万5,000円の増、市
町村営漁港水産基盤整備費7,720万6,000円の
増として、繰越明許費を設定しようとするもの

であります。

次に、第72号議案「直轄特定漁港漁場整備事
業に対する県の負担についての一部変更につい

て」でございますが、昨年2月定例会において
議決をいただいた国が対馬海峡地区で実施して

いる直轄特定漁港漁場整備事業に対する県の負

担について、このたびの経済対策補正予算によ

り、国が追加事業を実施するため、県負担限度

額の増額変更に同意しようとするものでありま

す。

以上をもちまして、水産部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

いたします。

【近藤委員長】次に、補足説明をお願いします。

【岩田水産加工流通課長】お手元に配付してお

ります資料1、「予算決算委員会農水経済分科
会補足説明資料」をご覧ください。

令和元年度2月補正（経済対策）予算案の内
容について、補足説明をさせていただきます。

まず、1ページ目の資料で松浦魚市場の整備
について、説明させていただきます。

左上の「1．魚市場の概要」に記載しており
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ますとおり、松浦魚市場は全国10位の取扱量が
ございますが、施設の老朽化が激しく、水揚げ

機能の向上や衛生管理への対応、産地間競争力

の強化や需要が高まっている輸出拡大への体制

整備が急務となっております。

そこで、「2．事業の目的」並びに「3．事業
の概要」に記載しておりますとおり、国の水産

物輸出拡大施設整備事業を活用して平成28年
度から閉鎖型荷捌き所や製氷・冷凍及び冷蔵施

設を初めとした高度衛生管理施設を一体的に整

備しており、東アジアへアジ、サバ等の輸出を

促進するとともに、高鮮度な水産物を国内向け

にも販路拡大を図ることとしております。

今回の補正予算では、右上の図の青色の線で

囲みました部分の荷捌き所の右側部分と冷凍・

冷蔵施設の工事を予定しております。

次に、2ページ目の資料を使いまして、これ
までの事業費と今回の補正予算額について説明

させていただきます。

上段に松浦市が実施しております荷捌き所の

事業費、中段に日本遠洋旋網漁業協同組合が実

施しております製氷・冷凍・冷蔵施設の事業費、

下段に合計金額を記載しております。

今回、予算を計上させていただいております

のは、令和元年度補正（計画）欄に記載してお

りますとおり、松浦市が整備する荷捌き所の整

備に係る事業費20億7,069万4,000円の補助金
相当額である13億8,000万円と、日本遠洋旋網
漁業協同組合が整備する冷凍・冷蔵施設の事業

費21億3,200万円の補助金相当額である14億
2,000万円、合わせまして28億円を予算計上し
ております。

県としましても、水産振興の柱の一つとして

輸出拡大に資する流通・輸送体制の構築を目指

しているところであり、松浦市並びに日本遠洋

旋網漁業協同組合と連携しながら本事業を推進

してまいります。

以上をもちまして、補足説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたしま

す。

【内田水産部参事監】 それでは、資料2をもと
に水産公共の補正予算の内容について、補足を

させていただきたいと思います。資料2をご覧
ください。

まず、1ページ目をご覧ください。
今回の補正は、ＴＰＰ等関連政策大綱に基づ

く水産物の輸出促進対策、それと、近年激甚化

かする台風・低気圧災害に備えた防災・減災対

策事業の効果を早期に発現させることを目的に

予算を計上しているものでございます。

表に記載のとおり、公共事業では、県営漁港

11カ所、市町営漁港3カ所の計14漁港の事業、
それと県営漁場4カ所、市町営漁場1カ所の5カ
所、合わせて19カ所の整備に県予算ベース39億
9,283万1,000円を計上しております。また、直
轄漁場の漁場整備の負担金として4,550万円を
計上しております。

2ページ目は、補正予算の事業箇所の一覧表
となっております。水産物の輸出促進に向けた

陸揚げや生産機能の充実、それと防災・減災に

資する防波堤などの漁港施設の機能強化を図る

ため、表に記載の箇所で事業を実施する予定と

しております。

3ページ目以降に、その事業内容を記載して
おりますが、このうち代表的な3カ所について、
ご説明をいたします。

3ページ目をご覧ください。水産物の輸出促
進対策として、長崎漁港の事例をご説明いたし
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ます。

長崎漁港では、水産物の高品質化による産地

間競争力の強化、それと水産物の輸出促進を図

るため、高度衛生管理に対応した荷捌き所の整

備、それと大規模災害においても水産物流通の

早期回復が可能となる岸壁の耐震化等を実施す

ることとしており、合計22億7,000万円を計上
しています。

4ページ目をご覧ください。防災・減災対策
として、佐世保市の宇久島にございます平漁港

の事例を挙げております。

こちらは大規模地震被災時においても、早期

の水揚げ再開と防災拠点漁港としての役割を果

たすため、防波堤や岸壁の改良等を行うもので

あって、2億円を計上しております。
続きまして、5ページ目をご覧ください。漁

場整備については、輸出に向けられるアジやサ

バ等の魚種を対象に、漁獲量の増大等に資する

魚礁や増殖場を整備してまいります。

右の整備位置図をご覧ください。

対馬や五島、県南地区で、魚礁4カ所、増殖
場1カ所、それと国直轄によるマウンド礁1カ所
の整備を加速化させることとしております。

6ページ目から8ページ目までは、その他の事
業箇所の概要を記載しておりますが、説明につ

いては割愛させていただきます。

最後に、9ページ目をご覧ください。繰越明
許費について、ご説明いたします。

この2月補正予算につきましては、年度内の
工期が十分に確保できないため、繰り越しの手

続が必要になることから、全額を繰越額に計上

させていただいております。

続きまして、資料3について、ご説明いたし
ます。

資料3の「予算決算委員会農水経済分科会補
足説明資料【第72号議案 直轄特定漁港漁場整

備事業に対する県の負担についての一部変更に

ついて】」をご覧ください。

本議案は、平成31年2月定例会で可決された
第55議案「特定漁港漁場整備事業に対する県の
負担について」について、このたびの補正で国

が行う特定漁港漁場整備事業に要する経費が増

額変更されたことにより、県負担限度額を改め

ることについて議会の議決をお諮りするもので

ございます。

1ページ目をご覧ください。
本事業の内容は、国が対馬東方沖の排他的経

済水域に、マアジ、マサバ、マイワシの増殖を

図るための湧昇流漁場を整備するもので、事業

費は全体で42億円、施設の規模は、高さ約20メ
ートル、長さ約170メートル、幅80メートルの
山型の構造物を計画しております。

平成29年度に事業が開始され、令和3年度の
完成を目指し、現在、工事が進捗しているとこ

ろでございます。

漁場の整備箇所は、図に「▲」印で示してい

る位置があると思いますけれども、対馬市の美

津島町黒島灯台東約14キロメートルの地点と
なっております。

次に、2ページ目をご覧ください。
マウンド礁の造成は、令和元年度までに土台

となる石材の投入が完了し、令和2年度以降は
土台となる石材を覆うためのブロックの製作・

投入が引き続き行われる予定となっております。

続きまして、3ページ目をご覧ください。
令和元年度は、これまでに製作したマウンド

礁のブロックを前倒しで投入するため、対象事

業費が7億2,225万5,000円から10億7,225万



令和２年２月定例会・農水経済委員会（２月２６日）

- 8 -

5,000円に増額となりましたことから、この金額
に法令に基づく県負担金の基準13％を乗じて
算出した県負担限度額は、9,389万3,150円から
1億3,939万3,150円に変更となります。負担金
の基準については、漁港漁場整備法の規定に基

づき、事業に要する経費の25％となっておりま
すが、「後進地域の開発に関する公共事業に係

る国の負担割合の特例に関する法律」の適用に

より、本県における令和元年度の負担金の基準

は13％に低減されております。
また、本県の負担分については、地方債を充

当することになり、その一部が後年度に交付税

として措置されますので、実質的な負担は、さ

らに軽減されます。

この費用負担に係る根拠法令につきましては、

4ページに規定をお示ししております。
補足説明は以上でございます。よろしくご審

議を賜りますようお願いいたします。

【近藤分科会長】続いて、農林部長より議案の

説明をお願いします。

【中村農林部長】 農林部関係の議案について、

ご説明いたします。

関係議案説明資料、経済対策補正、農林部の

1ページ目をお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第91号議案「令和元年度長崎県一般会計補正予
算（第7号）」のうち関係部分、第92号議案「令
和元年度長崎県県営林特別会計補正予算（第2
号）」であり、その内容について、ご説明いた

します。

今回の補正予算は、国において決定された「安

心と成長の未来を拓く総合経済対策」に沿って、

1月30日に成立した国の補正予算に適切に対処
するため、必要な予算を追加しようとするもの

であります。

それでは、まず第91号議案「令和元年度長崎
県一般会計補正予算（第7号）」のうち関係部
分について、ご説明いたします。

歳入総額は、41億8,129万4,000円の増、歳出
総額は、60億4,767万円の増となっております。
以降、計上事業等について記載しております

が、後ほど担当課長から補足説明をさせていた

だきます。

4ページ目をお開きください。
中段の債務負担行為の主な内容につきまして

は、山地治山費、地すべり防止費における工事

請負契約に係る支払額等であり、内容につきま

しては、それぞれ記載のとおりであります。

繰越明許費につきましては、国の補正予算を

活用する事業について、年度内に適正な工期が

確保できないことから、それぞれ記載のとおり

設定するものであります。

5ページ目をご覧ください。
第92号議案「令和元年度長崎県県営林特別会
計補正予算（第2号）」について、ご説明いた
します。

歳入歳出総額は、2億1,433万5,000円の増と
なっております。

事業内容につきましては、後ほど、担当課長

から補足説明をさせていただきます。

繰越明許費につきましては、国の補正予算を

活用する事業について、年度内に適正な工期が

確保できないことから、記載のとおり設定する

ものであります。

以上をもちまして、農林部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

いたします。

【近藤委員長】次に、補足説明をお願いします。
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【吉田農政課長】私から、今回の補正予算の補

足説明をさせていただきます。

「予算決算委員会農水経済分科会補足説明資

料」の一番下に「農林部」と書いている資料を

お手元にお願いいたします。

1ページをご覧ください。
今回、農政課の補正予算として計上いたして

おりますのは、環境制御施設整備費の1件、1億
4,669万3,000円となっております。

2ページをご覧ください。
1の事業概要につきましては、今回の事業は、

花き栽培におけるスマート農業の導入普及を推

進するため、農林技術開発センターにおいて、

ＡＩやＩｏＴを活用した高度な環境制御技術を

開発するために施設整備を行うものでございま

す。

2の事業内容につきましてですが、財源につ
いては、記載のとおりでございます。

（2）の施設整備の内訳でございますが、具
体的な内容といたしまして、右側のイメージ図

をご覧ください。

花き農家の所得向上のために菊栽培の生産性

向上と安定生産を目指しまして、イメージ図の

下段になりますが、栽培に当たり光合成を最大

にする最適な温度、湿度、二酸化炭素などの環

境データや菊の生育データを過去のデータと合

わせてビッグデータとして蓄積し、菊の栽培に

一番適した環境をＡＩを活用して解析し、イメ

ージ図の右側になりますが、自動でその快適な

生育環境を制御するシステムを開発するために

必要なハウスや附帯設備の整備を行おうとする

ものでございます。

なお、この事業につきましては、年度内の事

業完了が困難であることから、全額、繰越明許

費を設定することといたしております。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【長門農産加工流通課長】続きまして、農産加

工流通課の補正予算について、補足説明をさせ

ていただきます。

同じく説明資料の3ページをご覧ください。
資料掲載分が、今回、補正予算で計上してお

ります農産加工流通課分の事業でございます。

事業の具体的な内容をご説明いたしますので4
ページをご覧いただきたいと思います。

ながさき農産物輸出促進事業費につきまして

は、今回の補正予算におきまして、国庫事業を

活用し、輸出した国の輸入条件やニーズに対応

した輸出体制を確立し、加工食品等の輸出拡大

を図るため、食品製造事業者の施設の新設、機

器等の整備に要する経費の助成として2億
3,036万1,000円を計上しております。
具体的には、五島市において、国の六次産業

化市場規模拡大対策整備交付金の中で経済対策

で措置された事業を活用し、レトルト食品の輸

出向けＨＡＣＣＰ等対応施設の整備に要する経

費を支援しようとするものでございます。

なお、ご説明いたしました事業につきまして

は、国の交付決定の遅れにより、事業年度内完

了が困難であることから、事業費と同額の繰越

明許費を設定することといたしております。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【土井農村整備課長】私のほうから、同じく補

足説明資料に基づいて補足説明をさせていただ

きます。

まず、説明資料の5ページをご覧ください。
5ページから12ページに記載しておりますの
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が、今回、補正計上しております農村整備課分

の事業及び地区の一覧となります。

国のＴＰＰ等関連対策や防災・減災、国土強

靱化のための緊急対策に基づき本県に配分され

ており、畑地帯総合整備事業や経営体育成基盤

整備事業、ため池整備事業などの52地区におい
て、合計42億8,490万円を計上するものでござ
います。

次に、主な事業内容について、ご説明をいた

します。

資料の13ページをご覧ください。
西海市で実施中の白崎地区の写真です。畑地

帯総合整備事業は、畑作農業経営の体質強化の

ため、区画整理、畑地かんがい施設、農道など

を総合的に整備するものでございます。

今回の補正予算では、西海市の白崎地区ほか

12地区の計13地区において、畑の区画整理51.5
ヘクタール、畑地かんがい施設整備31.7ヘクタ
ールなどを実施するために24億8,400万円を計
上しております。

続きまして、資料の14ページをご覧ください。
波佐見町の駄野地区の写真です。経営体育成

基盤整備事業は、経営体の育成を図り、高生産

性農業の取組を可能とするために、区画整理や

暗渠排水などの生産基盤を整備するものでござ

います。

今回は、駄野地区のほか2地区の計3地区にお
いて、水田の区画整理32.8ヘクタール、かんが
い施設整備10ヘクタールを実施することとし、
6億8,210万円を計上しております。
続いて、15ページをご覧ください。
五島市の富江地区の写真であります。ため池

整備事業は、豪雨等による災害を未然に防止す

るため、堤体から基準値以上の漏水が見られる

ものや、洪水吐の断面が不足し、洪水を安全に

流下することのできないため池の整備を行うも

のです。

今回は、五島市の富江地区ほか26地区の計27
地区において、老朽化による災害発生のおそれ

があるため池の整備などを実施するために6億
4,220万円を計上しております。
続いて、資料の16ページをご覧ください。
南島原市の座木地区の写真です。地すべり防

止対策事業は、地すべりが続いている地区にお

いて、地すべりによる災害を未然に防止するた

め、地下水排除工、アンカー工等の防止対策工

事を行うものです。

今回の補正予算では、南島原市の座木地区ほ

か3地区の計4地区において、地すべり防止のた
めの対策工事を実施するために2億2,600万円
を計上しております。

なお、ご説明いたしました事業については、

国の交付決定の遅れにより適切な工期が設定で

きないことから、不正計上額と同額の繰越明許

費を設定させていただいております。

以上で説明を終わります。よろしくご審議賜

りますようお願いいたします。

【内田林政課長】 同じ資料の17ページをご覧
いただきたいと思います。

私の方からは、資料の下段に記載分、今回、

補正予算で計上いたしております県営林事業費

について、ご説明をいたします。

これは国の補正予算を活用し、県営林におい

て適正な森林整備及び健全な経営を行うために

森林整備及び路網整備を一体的に実施するもの

でございます。

今回の補正予算により、搬出間伐310ヘクタ
ール、森林作業道3万8,000メートルの整備を計
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画しております。これに要する経費といたしま

して2億1,433万5,000円を計上いたしておりま
す。

なお、この事業につきましては、国の交付決

定の遅れによりまして事業の年度内完了が困難

であることから、事業費と同額の繰越明許費を

設定いたしております。

以上でございます。よろしくご審議を賜りま

すようお願いいたします。

【永田森林整備室長】私の方から森林整備関係

事業について、同資料の17ページからご説明い
たします。

説明資料の17ページから21ページが、今回、
補正予算で計上しています森林整備分の事業一

覧でございます。具体的な事業について、ご説

明いたします。

18ページをご覧ください。
合板・製材生産性強化対策事業費でございま

す。これは総合的なＴＰＰ等関連政策大綱に即

し、合板・製材工場等への原木を安定的に供給

するために間伐材の生産及び路網の整備を一体

的に実施するものです。

左下の図が路網整備のイメージになります。

大型車両が通行可能な林業専用道及びその支線

として森林作業道を開設し、高性能林業機械に

より木材を生産いたします。

今回の補正予算により、間伐材の生産332ヘ
クタール、林業専用道の整備500メートル、森
林作業道の整備110.8キロメートル、高性能林業
機械1台の導入を計画しております。これに要
する経費として3億9,518万3,000円を計上して
おります。

次に、造林事業関係でございます。22ページ
をご覧ください。

まず、育成林整備造林事業費でございます。

これは右の写真のとおり、森林の持つ公益的機

能を持続的に発揮させるための森林整備とＴＰ

Ｐ対策として合板・製材工場等に原木を安定的

に低コストで供給するため、搬出間伐573ヘク
タールを実施するものです。これに要する経費

として4億1,757万9,000円を計上しております。
23ページをご覧ください。環境林整備造林事
業費でございます。

これは気象上等の原因により被害を受けた森

林の復旧をするため、公的主体により森林整備

を実施するもので、具体的には県北地区の離島

部で昨年から増加している松くい虫被害の被害

木を伐採処理する衛生伐を2,000立方メートル
計画しております。これに要する経費として

5,803万4,000円を計上しております。
次に、治山事業でございます。24ページをご
覧ください。復旧治山費です。

写真は長崎市東立神町東立神地区でございま

す。住宅地直上の山腹斜面において、豪雨等に

より荒廃が進み、民家へ落石等の被害が発生し

ております。今後、豪雨等によって崩壊が拡大

し、山腹直下の保全対象に被害を及ぼすおそれ

が非常に高くなっていることから、地山補強土

工や落石防護工を実施し、住民の安全・安心の

確保を図ります。

復旧治山費につきましては、このほかにも7
カ所、合計8カ所、4億7,880万円を計上してお
ります。

25ページをご覧ください。調整保安林整備費
です。

写真は、島原市湊町湊島地区でございます。

平成27年度の台風で防潮堤の一部が破壊した
ことにより山腹斜面が崩壊いたしました。保全
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対象である人家や漁港を潮風害から守るため、

防潮工等を実施し、防風林の維持造成による地

域住民の安全・安心の確保を図ります。

共生保安林整備費は、1カ所で3,612万円を計
上しております。

以上、森林整備室関係で9億9,053万3,000円
を計上しております。

なお、説明いたしました事業につきましては、

国の交付決定の遅れにより、事業の年度内完成

が困難であることから、事業費と同額の繰越明

許費を設定しております。

続きまして、説明資料の26ページをご覧くだ
さい。これ以降は債務負担行為の資料となりま

す。

債務負担行為は、事業効果の早期発現を図る

ため、令和2年度計画箇所を今年度中に前倒し
して工事契約を行いますが、国からの補助は次

年度となるため、その債務を負担する行為でご

ざいます。

27ページをご覧ください。
復旧治山費でございます。写真は、大村市溝

陸町溝陸地区でございます。平成30年、台風7
号の豪雨により、住宅地及び県道直上の山腹斜

面から落石が発生いたしました。今後の豪雨等

により落石や崩壊が発生すると山腹直下の保全

対象に被害を及ぼす危険性が高いことから、地

山補強土工や法枠工を施工し、地域住民の安

全・安心の確保を図ります。9,975万円を計上し
ております。

28ページをご覧ください。
予防治山費です。写真は、雲仙市小浜町平山

地区でございます。平成26年6月の集中豪雨に
より、渓流より土石の流出が発生いたしました。

渓流荒廃が進んでおり、今後の豪雨等により下

流集落へ被害を及ぼすおそれがあるため谷止工

を設置し、地域住民の安全・安心の確保を図り

ます。5,250万円を計上しております。
29ページをご覧ください。地すべり防止費で
す。

写真は、松浦市今福町坂野地区でございます。

石積擁壁のひずみ圧で道路への押し出しによる

水路の破壊等地すべり被害が発生している状況

です。被害の拡大防止、軽減を図るため、杭工

や土止工を実施し、地域住民の安全・安心の確

保を図ります。6,825万円を計上しております。
以上、債務負担行為として2億2,050万円を計
上しております。よろしくご審議賜りますよう

お願いいたします。

【近藤委員長】ありがとうございました。以上

で説明が終わりましたので、これより議案に対

する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【山田(博)委員】 それでは、質問を幾つかさせ
ていただきたいと思います。

まず最初に、水産部の方から順に質問させて

いただきたいと思います。

まず、水産物の輸出拡大施設整備事業費とい

うことで28億円ですね。これは簡単に言うと松
浦の西日本魚市ですね。また、水産流通基盤整

備費として22億円ということで、これは長崎魚
市ですね。この予算の規模というのは、長崎県

がこういうふうな予算の規模を要望してこうな

ったのか、国からきたのか、どうだったのか。

事業計画というのは、松浦魚市ですね、これが

大体120億円ですか、長崎魚市が330億円ぐらい
の事業計画があるわけでございます。

事業の規模からすると、長崎魚市の方を早く

せんといかんのじゃないかと思うんですけど、
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補正予算では逆になっているんですね。これは

どういった形でこうなったのかというのをまず

説明いただきたいと思っております。これは担

当課長が答弁するのかどうかよくわかりません

が、その点についてまずお尋ねしたいと思いま

す。

【岩田水産加工流通課長】まず、松浦魚市場の

整備につきましては、令和2年度までに完成さ
せるということで計画を松浦市と県でしており

まして、国で予算をつけていただいています。

これにつきましては補正予算で国にずっとつけ

ていただいております。必要額につきまして、

県、あるいは市と一緒になって、国に来年度こ

のくらいの事業費が必要ですということでずっ

と要望をしているところでございます。それで

今回、これだけの金額をつけていただいて来年

度完成に何とかこぎつけようかなという状況で

ございます。

一方、長崎魚市につきましては、令和5年度
の完成を目指して今順次工事をやっております。

それに向けて毎年度必要な事業費について、予

算がこのくらい必要でありますということを水

産庁にお願い申し上げまして、予算を順次つけ

ていただいて令和5年度の完成を目指している
ということでございます。

【山田(博)委員】 ということは、今の話であれ
ば、担当課長としては、松浦魚市場というのは

令和元年度に完成が厳しいということで前倒し

の補正予算をお願いして、こうなったんだと。

長崎魚市の方は令和5年度だから、まだこれぐ
らいの予算でいいだろうということで、国と県

と市、関係団体と話してこうなったということ

で理解していいんですか。そこだけ、大事なと

ころですから確認させてください。

【岩田水産加工流通課長】松浦魚市場につきま

しては、先ほど申し上げましたように令和2年
度完成に向けてずっと協議をしておりまして、

それに向けて予算要求をしております。

長崎魚市につきましては、工事の都合上、1
カ所する時は、そちらを壊して、そこでしてい

た方々がこちらに移動していただいてというふ

うにずっとやっております。松浦も同じなんで

すけど、長崎魚市は、もっとそれが複雑に動き

まして、工事ができる範囲も限られております

ので、それで必要な部分は国の方から十分予算

をいただいて令和5年度の完成を目指している
ところでございます。

【山田(博)委員】 初歩的なことだけど、長崎魚
市の整備計画というのは、漁港漁場課じゃない

のかね。長崎魚市の整備計画は漁港漁場課でし

ょう。長崎魚市のことに関しては、漁港漁場課

長が責任持って答弁しないといけないのに、水

産加工流通課長が答弁するということは、両方

を兼ねているということで理解していいんです

ね。びっくり仰天だな、これは。橋本課長、そ

こは責任持って、あなたの領域を侵されてるん

だよ。しっかりせんといかんじゃないか、とい

うことを言っておきたいと思います。

【近藤委員長】 課長の答弁はいいですか。

【山田(博)委員】 委員長が言うんだったら、ど
うぞ、答弁してください。

【橋本漁港漁場課長】長崎漁港の整備につきま

しては、水産基盤整備につきましては、漁港漁

場課が所管しておりますけれども、上物の市場

につきましては、水産加工流通課と役割分担を

して整備をしているところでございますので、

先ほど、水産加工流通課長から答えさせていた

だいたところでございます。
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【山田(博)委員】 そう説明すればいいじゃない
か、最初に、違いますか。そういったことを最

初に説明してもらえば、こういって質問しなか

ったんだ、俺も。ということを言っておきたい

と思います。

続きまして、具体的な中身に入っていきたい

と思います。漁港漁場課長にお尋ねしたいと思

います。

今回、5ページにあります魚礁の中で大村湾
に長崎南地区というのがありますけれども、こ

れは大村湾の位置ということで理解していいで

すか、いかがですか、そこだけお答えください。

【橋本漁港漁場課長】ご指摘のとおり、大村湾

の中に湧昇魚礁整備をいたします。

【山田(博)委員】 私は、今まで「大村湾の閉鎖
的な海域で県営事業でできませんか」という話

をしたら、「閉鎖的なところではできないんだ」

と、「ここは市とか町の役割分担でやっており

ます」という話だったわけです。それで、「そ

ういうことはないだろう。そういった規程とか

規約とか指針とか決めているのか」と言ったら、

「決めておりません」と。「決めてなかったら、

そういった閉鎖的な海域でもしっかりと県の方

で責任を持って漁業者の所得向上対策をやらん

といかんのじゃないか」と私は指摘をさせてい

ただいた経緯があるんですが、そういうことを

踏まえた上でされたか、されてないのか、そこ

を確認したいと思っております。

私が以前確認した時には、あなたの前任者の

中田課長の時に、髙屋政策監もいらしたと思う

んですね。その時に聞いたことは、「閉鎖的海

域ではしたことがない」と。「なぜしないのか」

と言うと、「役割分担を決めているんだ」とい

う話でした。「指針とか規約とかルールがある

のか」と言ったら、「ありません」と、慣例か

なんかということだったけど、それじゃいかん

ということで見直しをすべきだということであ

ったんですが、見直しをして、こういった魚礁

整備に至ったのかどうかということを質問させ

ていただきたいと思います。

【橋本漁港漁場課長】漁場の整備につきまして

は、県と市町の役割分担でございますけれども、

基本的に共同漁業権内につきましては、地元の

市や町が整備を行いまして、共同漁業権の外で、

いわゆる不特定多数の方が利用できるようなと

ころにつきましては、県の方で整備をするとい

うことで整理をしているところでございます。

【山田(博)委員】 質問に答えてない。私は、指
摘をされたことでこういうふうになったのかと

いうことを聞いているんです。以前、そういっ

た答弁があった。だから、「大村湾でそういっ

たことができるか」と言ったら、「大村湾はで

きません」と言ったんです。

ここは今回、大村湾でしょう。大村湾は閉鎖

的なところだから、限られた漁業者しかいない

んですよ。「ここでできるのか」と言ったら、

「できません」と言ったんだ、前は。「しかし、

そういったことがあってはならんだろう」とい

うことを言ったら、「わかりました、今から先

生のご指摘のとおり、見直しをしていきます」

という話があったんです。「ここは大村湾でし

ょう」と言ったら、「大村湾です」と言うから、

「それはどうなっているんですか、私の指摘ど

おりになったんですか」と聞いているんですよ。

イエスかノーでお答えいただければいいんです。

部長。

【坂本水産部長】以前、山田博司委員からお尋

ねのあった魚礁整備について、市と県の役割に
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ついてどうなのかということ、あとは今まで市

が実施主体となって行っていた魚礁事業につい

て県が行うことができないかといったお尋ねが

以前あったというふうに記憶しております。

この件につきましては、「市なり町からご要

望があれば、また、その事業の実施のあり方に

ついて検討させていただきたい」というふうに

私は答弁した記憶がございます。

今回の事業につきましては、そういった検討

を踏まえたものではなくて、従前の整理の中で、

共同漁業権の中については市が実施主体となる、

のであれば県が実施主体になるという従前の仕

切りに基づいて事業実施を行っているというも

のでございます。

【山田(博)委員】 そういったことなんですよ、

橋本課長ね、しっかりと勉強していただきたい

と思っております。今回はそういうことだった

わけですね、わかりました。

参事監にちょっとお尋ねしますが、今回の増

殖場とか魚礁というのは、魚礁といったら、す

ぐコンクリート魚礁とかで決まっているような

ことで誤解を招いてはいけませんからね。あく

までも地元の漁業者の意見を聞きながら、どう

いったつくりがいいのか、コンクリートの魚礁

がいいのか、石積みの魚礁がいいのかというの

は、あくまでも受益者の漁業協同組合なり漁業

者の意見を踏まえながら取り組んでいくという

ことで理解していいんですね、これは。そこだ

けお尋ねしたいと思います。

【内田水産部参事監】増殖場の整備や魚礁の整

備について、どのような構造にするのかという

ことについては、今、山田(博)委員のご指摘の
とおり、漁業者さんの意見をよく聞きながら、

何が効果的な整備なのか、構造なのかというこ

とを決めていくということでございます。

【山田(博)委員】 また参事監にお尋ねしますけ
ど、資料3の事業計画の内容、位置図を拝見さ
せていただいていますと、今回、県の負担が、

割合が決まっているから13％ということで金
額が追加で出ているんですが、この位置を拝見

させていただきますと、この位置というのは、

領海ラインをちょっと外れておりますね。とい

うことは、領海内だったら長崎県の漁業者が主

にとるんでしょうけど、領海外だから、例えば、

山口県の旋網とか来てここで魚をとってもいい

ということで理解していいんですか、それをお

尋ねしたいと思います。

【内田水産部参事監】漁場については、特に排

他的にここの近くでとってはいけないというこ

とは、特に決めておりません。

【山田(博)委員】 それで、いいですか。長崎県
の財政が厳しい中に、いくら国の直轄事業とい

えども、この前、対馬に行ったら、「堂々と山

口県の旋網船団が対馬漁港の中にずっと入って

きて我がものみたいに来られる。今から漁をし

ようとしたら山口県の旋網がずらっととって、

次行ったら魚がとれないんですよ、山田先生。

こんな理不尽なことがありますか」と言ってね、

涙ぐみながら私に訴えたんだな。参事監、私は

ね、「これはひどいな」と思ったんだ。

そしたらですね、長崎県の財政が厳しい中に、

領海外という中で長崎県の厳しい財政の中で血

税でつくったこの魚礁で山口県の旋網船団がこ

こに来て、その魚をとるということは可能だと

いうことですかね。そこを確認させていただき

たいと思っております。

【内田水産部参事監】公共施設ですので、ほか

の県が使ってはいけないというようなことには
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なっておりません。こちら、増殖場の整備とい

うことで海域全体の魚の資源を増やすというこ

とですので、増えた資源を当該海域で操業して

いる船は、それを漁獲していいことが起こると

いうことは、特に排他的に考えておりません。

【山田(博)委員】 私はね、参事監ですね、ここ
にあります漁港漁場整備法の中に、負担をしな

いといけないということがうたわれているわけ

ですが、県民感情、漁師感情からすると、今、

マグロの漁獲を規制しながら、その中で税金を

納めながら、挙げ句の果ては、国直轄事業とい

えども、県もお金を負担してますよと。その中

で、目の前の魚を領海外だから堂々ととってい

いんですよということになると、それは島民感

情、漁師感情からすると、いかがなものかとな

るわけですね。ここは十分考えた上で、そこは

調整せんといかんのじゃないかと思うんですよ。

長崎県民の税金が投じられて、山口県じゃない

んです。

水産部長ね、機会があるたびに、そこは島民

感情、漁師感情からすると、そこはいろいろ配

慮しながら調整を検討していただきたいという

ことを要望していただきたいと思います。部長、

何か見解がありますか、私の意見に関して。

【坂本水産部長】この漁場の整備位置につきま

しては、主に長崎の漁船が使うということで、

主たる受益者が長崎県ということで負担金を県

の方で、今回、同意について議案を提出させて

いただいている次第でございます。

漁業については、魚の群れを追いながら漁船

が移動するということから、逆に山口県の沖合

に漁場ができれば長崎県の漁船が、また山口県

の方にお邪魔して漁業を行うという実態もござ

います。そういった実態も踏まえながら、公共

的な立場で漁場を整備しますけれども、主たる

便益を受けるのは、やはり地元の長崎というこ

とで負担金を出しているという実態がございま

す。

整備後のこの魚礁の周辺の実態につきまして

は、いずれにしろ、県の水産部としてもきちん

と把握しながら、問題があれば関係県、国の方

に適切な要望を行ってまいりたいと考えていま

す。

【山田(博)委員】 部長、その思い、姿勢、決し
て忘れちゃいけませんよ。その姿勢はすばらし

い。水産部長に対しては、敬意を表したいと思

います。

それで、もとに戻って水産加工流通課長にお

尋ねしますが、今、松浦の魚市場の整備をする

中でハードでやっておりまして、漁場とか桟橋

とかつくっておりますけれども、中身の選別機

とかなんか、要するに、ただでさえ、お聞きし

たら、高齢者が多くて、そういった集荷なんか

の省力化というか、そういったことをしっかり

とやらんといかんのじゃないかと。こういった

桟橋をつくるだけじゃなくて、そういったこと

をしっかりやらんといかんのじゃないかという

話を聞いているんですけど、こういったことに

今回の補正予算というのは目を向けなかったん

ですか。この整備計画というのは、そういうの

を含めてやられているんですか。要は、今、労

働者不足で外国人労働者も雇わんといかんとい

う状況の中に、そういった将来性を見込んだ上

で、この松浦の魚市場では人手不足が深刻だと

いうふうにお聞きしてるんですね。そういった

省力化を踏まえた上で整備計画、また、補正予

算を組まれたのか、組まれなかったのか、そこ

をお尋ねしたいと思います。
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【岩田水産加工流通課長】松浦魚市場の整備に

つきましては、今回の補正の中身につきまして、

荷捌き所の整備とあわせまして、その中に魚体

選別機の最新型のものを入れるという工事も入

っております。それでいくらか省力化を図れる

ものと考えております。

【山田(博)委員】 いくらかって、どれぐらいな
んですか。詳しい資料を提出していただけませ

んか、それは。いくらかと、大切な、28億円だ
よ。明確なそういったものは持ってらっしゃる

んでしょう。持ってるんですか、持ってないん

ですか、そこだけお答えください。

【岩田水産加工流通課長】整備費の積み上げを

持っております。申し訳ありません。

魚体選別機ほかの機器の整備で今回の分では

松浦市の中に6億5,600万円ほど入っておりま
す。

【山田(博)委員】 6億円余りの予算で省力化と
いうか、松浦の魚市というのは、大体どれぐら

いの省力化を踏まえて将来ビジョンを考えてい

るかということを明日提出していただけません

か。これをすると時間がかかるので、本来はそ

こまで審議したいんだよ。しかし、時間が限ら

れてますので、私は一旦これで、時間も20分き
てますので一旦終わりたいと思います。次は農

林部の質問に移りたいと思いますので、よろし

くお願いします。

【近藤委員長】 ほかにございませんか。

【山下委員】今日は、お疲れさまでございます。

国の経済対策の補正予算ということで、私ども、

特に防災、災害復旧等が入っておりますので、

速やかに予算を成立させていくことが必要かな

と思っております。

その中で農林部にお願いをいたします。

環境林整備造林事業費ということで松くい虫

の被害の補正が出ております。この資料には小

値賀町ということで例が挙がっておりますが、

私は、先日、宇久島にお伺いした際に同様の被

害があるということでございました。この補正

について宇久島でもこの対策を打っていただけ

るということでよろしいでしょうか、確認でご

ざいます。

【永田森林整備室長】今回の補正予算の前に既

存の松くい虫被害対策の予算がございます。そ

こでできる分については、当然、先ほどご指摘

がありました宇久島の対策については既存の予

算、年度当初の予算で対応させていただいてお

ります。

今回上げさせていただいております小値賀町

については、被害が拡大していますので、当初

予算で不足する分について補正予算をいただい

て対応しているということでございますので、

宇久島については、当初予算で対応させていた

だいております。

【山下委員】ぜひとも宇久島もお忘れなく、一

緒によろしくお願いしたいと思います。

2点目ですが、関連で、これは駆除するとい
うことでポンチ絵に書いてありますが、駆除さ

れた後、これは暴風林の役割も果たしているん

じゃないかなと思うんですが、駆除した後の、

例えば、植林という部分まで見据えた上でのこ

ういう取組であるんでしょうか。駆除してしま

うと、そこが何もない状態になってしまうと。

その後の植林について、お考え等ありましたら

お聞かせいただきたいと思います。

【永田森林整備室長】松くい虫の被害でござい

ますけれども、全面的にやられた場合、委員ご

指摘のとおり、そこははげ山になってしまいま
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すので、そういったところについては植栽、特

に松でなければならない、例えば海岸線である

とか、そういったところについては抵抗性松と

いいまして松くい虫に強い松がございますので、

そういったものを植栽しています。内陸部、ど

うしても松でなくてもいいところについては、

天然更新、もしくは植栽等によって更新をして

いるという状況でございます。

一遍に枯れずに、まばらに枯れている分につ

いては、その状況を判断しながら、補植が必要

なところには補植をいたしますし、そうでない

ところについては、そのまま植栽しないという

部分も当然ございます。

【山下委員】ありがとうございます。ぜひとも

そのように、その後のケアというか、フォロー

まで、もちろん一体的に考えていただいている

と思いますが、引き続きお願いしたいと思いま

す。

3点目が、こうやって補正予算を組んでまで
緊急的にやるということでありますが、その前

の段階で、例えば予防とか防除という形で何か

手が打てなかったのかなと思うんですけれども、

松くい虫の予知というか、予測というか、そう

いったものは何かしらできなかったんでしょう

か。

【永田森林整備室長】今回の補正予算につきま

しては、枯れた松の駆除ということで補正を上

げさせていただいていますが、松くい虫被害対

策につきましては、防除と駆除を両輪として事

業を実施しております。防除につきましては、

大面積の部分については空中散布、ヘリコプタ

ーによる薬剤散布、面積が小さかったり、木が

小さい部分については地上散布という形で、薬

剤の散布によって松のマダラカミキリ、いわゆ

る伝染病を運ぶ運び屋を殺すということをやっ

ております。

予測できなかったかということでございます

けれども、小値賀島の例を申しますと、平成28
年度までは、そんなに被害はございませんでし

た。平成29年度に梅雨期の少雨と夏季の高温に
よって松がかなりダメージを受けたということ

で被害が多く発生し、全面的に町と県が一体と

なって駆除をやっているんですけれども、どう

しても海岸線で人が入って伐採ができないとこ

ろが、どうしても駆除ができずに残ったところ

から被害が拡大しているという状況でございま

すので、そういったところについてもしっかり

と防除、駆除を今後もやっていきますし、先ほ

どの防除につきましても、マダラカミキリが発

生する、発生予察といいますけれども、いつ頃

飛び出すのかということも予測しながら薬剤散

布を実施しているということで、委員ご指摘の

とおり、防除と駆除ということで両輪で今やら

せていただいております。

【山下委員】ありがとうございます。ぜひとも

原因究明というか、今、分析はある程度されて

いるようでございますので、今後もこういう予

算を少しでも減らせるように、財政厳しい中で

すから、そういうこともやっていただければな

と思っております。

いずれにしましても、県北地域のこういう小

さな島、小値賀や宇久にぜひともいろんな細か

い目を向けていただいて対応をしていただけれ

ばと思います。宇久も小値賀も、島民は一生懸

命あちらで生活をされているわけでありますの

で、ぜひとも今後ともいろんなご協力をしてい

ただければと最後に要望させていただいて、質

問を終わらせていただきます。ありがとうござ
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いました。

【近藤委員長】 ほかに質疑はございませんか。

【山田(博)委員】 農林部に質問させていただき
たいと思います。

まず最初に、資料の3ページに、長崎農産物
輸出促進事業ということで、これは将来、ＨＡ

ＣＣＰの施設をつくるということになっていま

すけど、実は、こういった施設をつくった時、

ある地域で臭いがするとか、排水の問題で地元

が大変紛糾しました。こういった国からの交付

金なりを使ってする時に、土地の確保とかいろ

いろしていくわけですけど、地元の同意という

のはきちんと確認して文書でもらっているか、

もらってないか。最終的に予算を執行する時に、

そういったことを文書で確認しているかどうか、

そこだけお尋ねしたいと思います。

【長門農産加工流通課長】事業を執行する際に

は、地元との協議がしっかり進んでいるかどう

かというのは確認させていただいていますけれ

ども、文書でのやりとりをやっているかどうか

の確認までは行ってないところでございます。

【山田(博)委員】 農林部長ね、大変恥ずかしな
がら、私は県議会議員を5期させていただいて
おりますけれど、いろんな事業ですね、畜産、

養豚、こういった加工施設の中で、関係する団

体ですね、農協、市、町、そういったところが

「十分協議している」と言って、行政、県とか

市、県の出先は事業者を信じてしてたんですが、

そういった文書がきてないとか、見てないとか、

相手を信じ切って、「同意はとっているんです

よ」と言っていても、後で蓋を開けてみたら、

地元の人は、そんな話は聞いてませんとかね、

もう大変もめたんですよ。実際、五島振興局の

職員も大変な目に遭ってるんですよ、2回も3回

も。これは事業者がそういったことをしっかり

しないと、これから予算を執行した行政の方は、

事業者なり信用していたけれども、言った、言

わんやった、やった、やらなかったになったわ

けですね。

結果的にどうなったかというと、私もずっと、

2つの事業があったけれども、文書を持ってな
かったから確認のしようがなかったんです。最

終的には、言った、言わなかった、聞いてない

となって、地元の同意ということで文書を・・・

いるような状況なんです。

だから、今後は、こういうふうにすると、県

も、市も、町も、関係団体も、住民も、トラブ

ルに巻き込まれたらいかんからですね、きちん

とした文書で、・・なり、排水とか、地域の同

意をとってからしないと、もう予算だけ先走っ

て、着工したけれども、冗談じゃないと言って

ですね。私も地元の県議会議員として板挟みに

なって大変苦しい立場に何度も立たされた。1
度や2度じゃないんですよ。なんで私がこれ、
しないといけないのかと思う時もあるわけです

けれども、しかし、そこは地元の選出議員とし

て頑張っているわけでございまして、農産加工

流通課長、そういったところはしっかりとやっ

ていただきたい。

そういった規程があるかというと、ないんで

しょう。ないんだったら、ちゃんと設けて、地

元の同意をしっかりとらないと今後トラブルの

もとになりますから、県として地元の同意をも

って国に上げるなり、要綱なりきちんと設けて

対応していただきたいと思うんですが、いかが

ですか。

【長門農産加工流通課長】地元住民としっかり

協議して、異議があったら問題解決をしていく
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必要は当然あろうかと考えております。文書で

残す形なのか、どういう形がいいのかというの

は検討させていただきながら、しっかり形が残

るような形で協議が進んでいるということが確

認できるような形で事業を進めてまいりたいと

考えております。

【山田(博)委員】 そういった要綱なりをきちん
と設けてやっていかないと、今後、また同じト

ラブルがありますからね。

もう一つお尋ねしますけれども、要綱なり実

施要領なり、そういったことをきちんと設けて

しないといけないと私は思うわけです、そこは

ね。これはほかの課でもあったんですよ。

もう一度お尋ねします。課長、そこは実施要

綱なりを設けるべきだと思うんですが、いかが

ですか。もう一度お尋ねしたいと思います。

【長門農産加工流通課長】地元住民との協議が

しっかり進んでいることを確認できる、チェッ

クできるような形で実施要綱の中に様式等を定

められないか、検討してまいりたいと考えてお

ります。

【山田(博)委員】 ぜひそういうふうにお願いし
たいと思います。これは今後、事業を推進する

に当たって、いろんなトラブルのもとになって、

担当者の方はよかれと思ったことが、後からま

た大変ですから、ぜひお願いしたいと思います。

次の質問ですが、森林整備室長にお尋ねしま

すけど、環境林整備造林事業費とありますが、

この中で松くい虫の駆除を空中散布でするとい

う話がありましたけれども、空中散布する時、

いいですか、殺虫剤を山に散布すると海に流れ

る。海に流れると、そこで定置網をしている人

とかなんか、養殖をしている人に影響が出るん

じゃないかということを心配するわけですね。

漁港漁場課長、そうでしょう、思いませんでし

たか、隣で聞いとって、同じ部屋で聞いてたで

しょう。そこを森林整備室長、明確にどうなの

か。空中散布で松くい虫を駆除した時に漁場に

影響がないのか、あるのか、そこをしっかりと

踏まえて見解を聞かせていただきたいと思いま

す。

【永田森林整備室長】空中散布を行う場合につ

いては、確実に散布されているのか、それとも

区域外に、いわゆるドラフトといって飛び散っ

てないのかということを、いわゆる転光紙みた

いな、フィルムみたいなもので確認しておりま

す。当然、散布すべきところについては、そこ

に散布された跡が残りますし、散布されてはい

けない、飛び散ってはいけないところの盤には

跡が残らないという形で、いわゆる散布区域の

中できちっと散布ができているかということを

事業の中で確認している状況でございます。

もう1点、河川を介して流れ出る部分がござ
いますので、それについては散布後、確実に水

質調査を委託して行っていまして、薬剤の残存

があるかというのは確認しているところで、規

定値がありますので、それ以下になるようなこ

とをしています。

薬剤についても、魚毒性のないものを使わせ

ていただいているところでございます。

【山田(博)委員】 要は、松くい虫の駆除剤をま
くでしょう。その薬が漁業に影響があるか、な

いかを聞いてるんですよ、私は。そんな、ゴム

を伸ばしたようなことは聞いてないんだよ、室

長。あなたの名前は「ナガタ」といって「永い

田んぼ」という名前だけどさ、俺は「山」ぞ、

もうちょっと明確に答えてくれよ。いらいらす

るな、もう。
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【永田森林整備室長】大変申し訳ございません

でした。薬剤については、魚毒性はございませ

ん。

【山田(博)委員】 漁港漁場課長、安心してくだ
さい。問題ないということですからね。そうい

ったことであればですね。しかし、そういった

時には森林整備室長、関係機関には、いつ頃す

るという話はしよっとでしょう、そこはね。そ

こが大切なポイントだから、あえて聞かせてい

ただきました。

そこで、今、松くい虫というか、私も最近は

いんなところに行ってるんです。壱岐、対馬、

上五島ですね、そして大村も、東彼杵3カ町も
行ってるんです。そしたら特に対馬の方は松く

い虫かなんかしらんけど、ものすごく荒廃が多

いんですよ。こういった荒廃した山というのは

把握してるんですか。私も聞こうと思ったけど、

先ほど山下委員が同じことを聞かれたから、松

くい虫から守る方法と駆除する方法、2つの方
法でやっていると言ってましたけど、実際、松

くい虫の被害がどれだけあるのか、県当局は把

握してるんですか。県内でどれだけ、そういっ

た荒廃した山があるのか。私も対馬をずっと見

てたらね、森林整備室長、対馬の山も、伐採は

したけれども、その後に木が生えてないところ

はいっぱいあるんだよ。そういったところをあ

なたは把握しているか、把握してないか、まず

そこをお尋ねしたいと思います。松くい虫の被

害面積がどれだけあるかという認識がどれだけ

あるのか。さっき、宇久とか小値賀という話が

ありましたけど、そういったことをどれだけ把

握されているのか聞かせていただきたいと思い

ます。

【永田森林整備室長】松くい虫の被害につきま

しては、現在は離島を中心に被害が発生してお

りまして、体積で申しますと、大体8,000立方メ
ートルぐらいは発生している状況です。通年で

いきますと1,000立方メートル程度ですけれど
も、最近、離島で多く発生しているということ

で被害量が増えている状況でございます。

それと、対馬における、いわゆる更新ができ

ない山の面積でございますけれども、そういっ

た山があるというのは承知しておりますが、面

積が幾らというのは把握しておりません。

【山田(博)委員】 なんで私がこのことを言うか
というと、地元の漁業者が言うんですよ。「藻

場再生も大切だが、山田先生、もっと大切なこ

とがあるんですよ」と。山を見てみろと、さっ

き言ったろう、はげ山が多いとか。「はげ山が

多いから、こうなってるんですよ。山田先生、

あなたの髪はふさふさだけど、あなたの髪みた

いにしっかりやってもらわなきゃ困るよ」と言

われたんだ。

室長、そういったところを把握してないとい

うのはどういうことかと。そういったところを

整備するための補正予算じゃないのかと思うわ

けだよ。どれだけあるかということがわからな

い状態で、ただ単に松くい虫でこうしますでは

いかんから、そういったことをしっかりと把握

しながら来年度予算は取り組んでいただきたい

と思うんです。いかがですか。

【永田森林整備室長】まずは数字、面積等をし

っかりと把握して、どのような対策が必要かと

いうことも含めて検討してまいりたいと思いま

す。

【山田(博)委員】 お願いしますね。「人間には
リアップとかなんかがあるけど、山にはそんな

ないんだよ、山田先生」って言われてさ、対馬



令和２年２月定例会・農水経済委員会（２月２６日）

- 22 -

の漁師から大分怒られたよ、先週。2時間言わ
れたんだから、2時間、たまったもんじゃなか
った。

続きまして、森林整備室長、もうちょっと、

すみませんけどね。室長、21ページに美津島町
の久須保地区とありますね。この久須保区を私

も見てみたら、急傾斜工事をやってたんですね。

そしたらね、山を削っているけどね、途中でや

めてるんですよ。なんでやめているのかと、山

を削ってるんだよ。そしたらですね、「先生、

もうここで終わりですよ。もう対象の家があり

ません」と言うてさ。災害地域に指定しておき

ながら、予算がないと言いながら、こういうふ

うになっているわけですね。

こういったところもたくさんあると思うんで

すよ。そういったところが予算がないから、こ

れ以上しませんとか、そういったことがないよ

うに、今後、こういった補正予算、当初予算を

しっかりと計上しながら整備をやっていただき

たいと思っております。私はこれからずっと回

っていきますからね、そういったことがないよ

うに、一度、この地区も指摘をしておりますけ

れども、今後はそういったところがないように、

森林整備室長、よろしくお願いしたいと思いま

す。よろしいですかね。見解を聞かせていただ

けますか。

【永田森林整備室長】工事につきましては、予

算がある、ないという観点ではなく、当然、危

険度、保全対象を見据えた上で工事をやってい

きます。そういったことで必要なところについ

てはしっかりと予算をつけて事業をやっていき

たいと思っております。

ちなみに、久須保地区につきましては、地元

からの要望があると聞いていますので、そこは

地元との協議をしっかりしながら、現在、事業

化に向けて地元と調整を図っているところでご

ざいます。

【山田(博)委員】 その思い、考え、姿勢という
のは決して忘れちゃいけませんよ、永田室長。

あなたがおっしゃることはごもっともです。あ

なたがおっしゃっていることを各出先にきちん

とお伝えいただきたいと思っております。あな

たが言うことはごもっともでございます。しか

し、現場までそのことが伝わってないから私は

言ってるんですよ。地元からの要望というけど、

私が行ったら5歳か6歳の子供が来たんだ、飴玉
を2個持って、「頑張ってください」と。そう
いうことがあったということをよろしくお願い

します。

最後に、林政課長にお尋ねします。

合板・製材生産性強化対策事業とありますけ

れども、これは工場等への搬入ということです

が、工場というのはどこに持っていくんですか、

工場というのはどこを指してるんですか、これ。

「合板・製材・集成材工場等の大規模化・高効

率化をはじめ」とありますが、どこの会社なり

を指しているかということを確認をさせていた

だきたいと思います、念のために。

【永田森林整備室長】新たに合板・製材の大規

模化、効率化を図っている工場ということで、

県内でいきますと対馬のもりのめぐみ協同組合、

本土でいきますと県央木材協同組合、その他県

外にもそういった指定されている工場に流して

いるという状況でございます。

【山田(博)委員】 県外に持っていっているんで
すか。長崎県産材を県外に持っていくわけです

か、そんなお人好しだったんですか、いつから

ですか。県外にどれぐらい持っていっているん
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ですか、聞き捨てなりませんよ。さっきの漁業

だって、そうだったでしょうが。山口県の船が

来て、長崎県の予算をつけながら魚をもってい

くって、対馬の人から言われたんだ、「何、考

えてんだ、山田先生」と言って。

これ、あなた、水産部と同じことをやってい

るのか、永田室長。県外のどこに持っていって

るんですか、何割の割合ですか、お答えくださ

い。

【永田森林整備室長】県内で生産された木材の

半分もしくは4割ぐらいは伊万里木材市場を介
して県外の製材工場に流れているという状況で

ございます。

【山田(博)委員】 あなたは、そんなお人好しだ
ったんですか、初めて知ったぞ、永田室長。あ

なたはどこの職員ですか、長崎県でしょう、佐

賀県じゃないでしょう、伊万里市の職員ですか。

永田室長、そこはしっかりと検討していただか

ないと。長崎県の林業、対馬とか県央、こうい

ったところを支えてるんですよ。なんでわざわ

ざ県外まで持っていかないといけないんですか。

「そんな、いつからあなた、お人好しになった

んですか」と言われますよ。どういうふうに考

えているのか、しっかり答えていただきたいと

思います。

【内田林政課長】 平成30年度の実績でいいま
すと、県産材の生産量が14万4,000立方メート
ルということで、5年前の約2倍ほどに増えては
いるんですが、なかなか県内での製材工場の消

費量といいますか、加工量というのがそれほど

ございませんで、どうしても単価の高い有利な

方へ、森林所有者へ少しでも収入として還元す

るために、我々は幾らかでも高い方へ流すとい

うのが取組方針でございまして、当然そこは伊

万里を経由して大分の製材工場、あるいは熊本

の製材工場とか、あるいは合板工場へ流れる部

分がございまして、県内での流通というのは、

今のところ、4割ぐらいです。6割ぐらいが県外
に出ていって有利な販売をやっているところで

ございますので、そこはご理解いただきたいと

思います。

【山田(博)委員】 参事監ね、それは小学生でも
わかりますよ、ごもっともです。

それではお尋ねしますけれども、この事業は

いつからやってるんですか。それは参事監がお

っしゃるとおりです。そしたらね、対馬とか県

央で長崎県産材が高く売れるように協議しなが

ら、それは努力をしてるんですか。確かに、伊

万里に持っていった方がお金になりますという

のはわかるんです。それはごもっともです。小

学生でもわかる、そんなことは。そしたら対馬

と県央の木材市場で1円でも高く売れるように、
あなたたちは努力しているんですか、協力して

いるんですかということになるんです。そこが

大切なとこなんですよ。じゃ、そこはやってお

りますか、お尋ねしたいと思います。

【内田林政課長】山側の生産者、対馬の場合に

おいては、森林組合、それから国有林、県有林、

林業公社がございますが、そこは有利な販売と

いうことで1円でも高く売るということで、ロ
ットをまとめて定期的に流すという協定を結び

ながら供給をしておるところでございますが、

製材工場と山側の単価の契約については、民民

の一般的な取引ですので、そこの部分について

は、県はちょっと立ち入ることができませんの

で、関係者で協議をして山側の供給量と、それ

から下流の需要量をうまくマッチングさせるよ

うな情報提供をやりながら流通量を増やしてい
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こうということで進めております。

【山田(博)委員】 私は、そういうことを言って
いるんじゃないんだよ。高いところに持ってい

くのは、それは市場原理はそうなんです。私が

言っているのは、長崎県の林政課長として対馬

と県央の木材市場で幾らかでも高く売れるよう

な工夫を一緒に協議しながらやっているんです

かと聞いているわけだよ。今、持っていくのは

わかるんですよ。それはそうです。それはそう

とはいえども、対馬と県央でしっかりと高く売

れるように、生産者、木材市場の方、長崎県の

林政課、長崎県の林政課というのは、内田参事

監、あなたがすぐ浮かぶんだよ、あなたしかい

ないんだよ。それが、あなたみたいな答弁をね、

係長でもそんな答弁できるよ。あなたらしくな

いぞ、今日は、ということですよ。あなたも今

言いにくい立場があるでしょうから、部長、お

答えいただけますか。

【中村農林部長】 今、山田(博)委員がご指摘の
とおりだと思っております。実際に川上、川中、

川下の県内の関係者の皆さんで集まって、いか

に県内流通を増やしていくのか。特に、出口で

ある県内での県産木材の活用をいかに促進して

いくかといった面で、なかなかぱっとは進まな

いんですけれども、公共施設だけではなくて、

今後は民間の事務所とかレストランとか、そう

いったところまで県産木材の利用を広げていく、

そういった出口を広げることで全体の流通量を

県内の方に増やしていくといったことを進めて

まいりたいということで、先ほど言いました、

川上、川中、川下の方々が集まった協議会でし

っかりと協議をさせていただいておりますし、

今後もそこをしっかりとやらせていただきたい

と思います。

【山田(博)委員】農林部長、そのとおりですね。
林修さんの番組だったら百点満点じゃないです

かね。そういうふうな姿勢が大変必要だと私も

思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思

います。

最後に、水産部に要望と資料の請求をして終

わりたいと思います。

まず、先ほどの松浦の市場に関して、省力化

というのは具体的にどういうふうなことをして

今回の補正予算に関係してやっているのか。実

際、松浦魚市場の水揚げがどれだけになって、

だから省力化が進んでいるということが明確に

わかる資料をいただきたいと思っております。

また、先ほど、水産環境整備事業の中で長崎

南地区というのは大村湾でありますけれども、

あくまでもこれは県が今までやっていたという

ことであります。しかしながら、閉鎖的海域の

共同漁業権内でも、先ほど水産部長は、地元か

ら要望があれば真摯に受け止めてやっていくと

いうことでありましたけれども、そういった事

業が計画されているのか、資料を請求しておき

たいと思います。

農林部に至っては、永田室長ですね、実際に

松くい虫の被害をどれだけ受けているのか、地

域とか、はげ山とか、そういったことがどうな

っているかということをきちんと把握していた

だいて、本委員会におきまして、伐採した後の

対応がどうなっているのか、そういったことを

わかる資料を請求したいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

なおかつ、そのままはげ山になった山を、た

だ単に松くい虫みたいなそういった防御じゃな

くて、再生する方法として県当局はどういった

取組を今後していくかということを予算的なこ
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とを含めてお答えいただきたいと思っておりま

す。

資料は、本委員会の時によろしくお願いした

いと思います。終わります。

【近藤分科会長】 暫時休憩します。

― 午後 ２時５６分 休憩 ―

― 午後 ２時５７分 再開 ―

【近藤分科会長】 分科会を再開いたします。

ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、次に討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了します。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第91号議案のうち関係部分及び第92号議案、
第72号議案については、原案のとおり、それぞ
れ可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤分科会長】 異議なしと認めます。

よって、各議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定されました。

議案の審査結果について整理したいと思いま

す。

しばらく休憩します。

― 午後 ２時５８分 休憩 ―

― 午後 ２時５８分 再開 ―

【近藤分科会長】 分科会を再開いたします。

これをもちまして、分科会の審査を終了いた

します。

【近藤委員長】 引き続き、3月9日からの委員
会の審査内容等を決定するための委員間討議を

行います。

理事者退席のため、しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時５９分 休憩 ―

― 午後 ２時５９分 再開 ―

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。

これより、令和2年2月定例会の審査内容等に
ついての委員間討議を行います。

審査の方法について、お諮りいたします。

委員会を協議会に切り替えて行いたいと思い

ますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤委員長】ご異議がないようですので、そ

のように進めることにいたします。

委員会を協議会に切り替えます。

しばらく休憩します。

― 午後 ３時 ０分 休憩 ―

― 午後 ３時 ２分 再開 ―

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ３時 ３分 散会 ―



第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年３月９日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ４時３１分

於  委 員 会 室 ４

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 近藤 智昭 君

副委員長(副会長) 中村 一三 君

委    員 八江 利春 君

〃 坂本 智徳 君

〃 中島 廣義 君

〃 山田 博司 君

〃 浅田ますみ 君

〃 西川 克己 君

〃 坂本  浩 君

〃 饗庭 敦子 君

〃 山下 博史 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

産業労働部長 廣田 義美 君

産業労働部政策監
（産業人材育成・県内定着
促進・働き方改革担当）

貞方  学 君

産業労働部政策監
（新産業振興担当）

三上 建治 君

産業労働部次長 村田  誠 君

産業政策課長 小林  純 君

企業振興課長 宮地 智弘 君

企業振興課企画監
（企業誘致推進担当）

佐倉 隆朗 君

新産業創造課長 井内 真人 君

新産業創造課企画監
（海洋・環境産業担当）

福重 武弘 君

経営支援課長 吉田 憲司 君

若者定着課長 宮本浩次郎 君

雇用労働政策課長 吉村 邦裕 君

６、審査事件の件名

○予算決算委員会（農水経済分科会）

第1号議案
令和2年度長崎県一般会計予算（関係分）
第3号議案
令和2年度長崎県農業改良資金特別会計予算
第4号議案
令和2年度長崎県林業改善資金特別会計予算
第5号議案
令和2年度長崎県県営林特別会計予算
第6号議案
令和2年度長崎県沿岸漁業改善資金特別会計
予算

第7号議案
令和2年度長崎県小規模企業者等設備導入資
金特別会計予算

第10号議案
令和2年度長崎県長崎魚市場特別会計予算
第14号議案
令和2年度長崎県港湾整備事業会計予算（関
係分）

第77号議案
令和元年度長崎県一般会計補正予算（第6号）
（関係分）

第78号議案
令和元年度長崎県農業改良資金特別会計補正

予算（第1号）
第79号議案
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令和元年度長崎県林業改善資金特別会計補正予

算（第1号）
第80号議案
令和元年度長崎県県営林特別会計補正予算

（第1号）
第81号議案
令和元年度長崎県沿岸漁業改善資金特別会計

補正予算（第1号）
第82号議案
令和元年度長崎県小規模企業者等設備導入資

金特別会計補正予算（第1号）
第89号議案
令和元年度長崎県港湾整備事業会計補正予算

（第3号）（関係分）

７、付託事件の件名

○農水経済委員会

（1）議 案

第19号議案
長崎県の事務処理の特例に関する条例の一部

を改正する条例（関係分）

第53号議案
長崎県魚市場条例を廃止する条例

第54号議案
長崎県地方卸売市場長崎魚市場条例

第55号議案
長崎県港湾管理条例の一部を改正する条例

第56号議案
長崎県卸売市場条例及び長崎県卸売市場審議

会の組織及び運営に関する条例を廃止する条

例

第69号議案
権利の放棄について

第70号議案

権利の放棄について

第71号議案
権利の放棄について

第73号議案
直轄特定漁港漁場整備事業に対する県の負担

について

（2）請 願

  な  し

（3）陳 情

・長崎県主要農作物種子条例の制定を求める陳

情書

・海運・船員の政策諸課題に関する申し入れ

・産業動物診療及び公務員獣医師等の確保と処

遇改善に関する要望書

・要望書

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開会 ―

【近藤委員長】ただいまから、農水経済委員会

及び予算決算委員会農水経済分科会を開会いた

します。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

19号議案「長崎県の事務処理の特例に関する条
例の一部を改正する条例」のうち関係部分外8
件であります。そのほか、陳情4件の送付を受
けております。

なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を農

水経済分科会において審査することになってお

りますので、本分科会として審査いたします案

件は、第1号議案「令和2年度長崎県一般会計予
算」のうち関係部分外14件であります。
次に、審査方法についてお諮りします。
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審査は、従来どおり、分科会審査、委員会審

査の順に行うこととし、各部ごとに、お手元に

お配りしております審査順序のとおり行いたい

と存じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午前１０時 １分 休憩 ―

― 午前１０時 １分 再開 ―

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。

以上をもちまして、審査内容に関する協議を

終了いたします。

ほかに何かご意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤委員長】ほかにないようですので、これ

をもちまして委員間討議を終了いたします。

これより、産業労働部関係の審査を行います。

【近藤分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

産業労働部長より、予算議案の説明をお願い

いたします。

【廣田産業労働部長】 おはようございます。

産業労働部関係の議案についてご説明いたし

ます。

「予算決算委員会農水経済分科会関係議案説

明資料」の産業労働部をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしております議案

は、第1号議案「令和2年度長崎県一般会計予算」
のうち関係部分、第7号議案「令和2年度長崎県
小規模企業者等設備導入資金特別会計予算」、

第77号議案「令和元年度長崎県一般会計補正予
算（第6号）」のうち関係部分、第82号議案「令
和元年度長崎県小規模企業者等設備導入資金特

別会計補正予算（第1号）」であります。
議案の説明に先立ちまして、産業労働行政の

取組方針について、ご説明いたします。

本県におきましては、令和2年度を目標年度
とする「ながさき産業振興プラン」に定める「生

産性／競争力を高める」、「新たな需要を発掘

／創出する」、「働く場を創る／改善する」、

「有能な人材を育成／確保する」という4つの
基本指針に沿って各種施策を推進してまいりま

した。

中でも、人口減少や産業構造の変化等の課題

に対応するため、令和2年度は特に、成長産業
の育成・創出及び県内産業の人材確保、若者の

県内定着の視点から新たな事業を立ち上げ、積

極的に推進してまいります。

まず、成長産業の育成・創出を図るため、も

のづくり産業においては、新たな基幹産業への

成長を目指す海洋エネルギー関連産業、ロボッ

ト・ＩｏＴ関連産業、航空機関連産業について、

企業間連携の推進、サプライチェーンの構築強

化や専門人材育成、企業誘致等、引き続き複合

的に施策を実施してまいります。

サービス産業においては、今後、成長が見込

まれるヘルスケア産業や観光関連産業である宿

泊、飲食、小売等に的を絞り、経営力の向上を

後押しするとともに、引き続き地域や事業者グ

ループの生産性向上に向けた戦略の立案・実践

等を支援してまいります。

また、その他に首都圏の人材との交流等、新

たな取組によるスタートアップの創出・育成や

事業承継に係る個別支援体制の充実、県外から

の移住創業等への支援を強化してまいります。
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さらに、若者の県外流出を止めるため、①県

内企業の魅力向上、②学生と企業の交流強化、

③県外進学者等のＵターン就職の3つの切り口
から、引き続き、多面的に施策を推進し、特に、

キャリアコーディネーターの活用等により、新

卒・既卒含めた若者と県内企業とのマッチング

をさらにきめ細かく推進してまいります。あわ

せて、多くの産業人材の確保に向けて民間の主

体的な取組を促進するため、業界団体・事業者

等への働きかけを強化してまいります。

それでは、初めに、第1号議案「令和2年度長
崎県一般会計」のうち関係部分及び第7号議案
「令和2年度長崎県小規模事業者等設備導入資
金特別会計予算」について、ご説明いたします。

歳入予算、歳出予算は、記載のとおりであり

ます。

一般会計予算の主な内容について、ご説明い

たします。

3ページ、産業政策課でございます。
中小企業振興費について。

商工会、商工会議所による小規模事業者対策、

中小企業団体中央会による協同組合の連携組織

化対策等に要する経費として、中小企業団体指

導育成費16億7,640万7,000円等を計上いたし
ております。

同じく3ページの企業振興課でございます。
工鉱業振興費について。

県内ものづくり企業の事業拡大に向けた取組

への総合的な支援や地場企業の工場立地、設備

投資等を促進するための助成等に要する経費と

して、地場企業総合支援事業費10億9,554万
1,000円。本県航空機関連産業のサプライチェー
ンの充実・強化を図るため、設備投資や技術力

向上、ビジネスマッチング等、県内企業の状況

に応じた支援に要する経費として、長崎県航空

機クラスター強化推進事業費1億1,373万9,000
円、誘致企業に対する助成や企業誘致活動の推

進などに要する経費として企業誘致推進費6億
7,380万円、市町が実施している工業団地整備の
支援に要する経費として新工業団地整備事業費

10億1,916万7,000円等を計上いたしておりま
す。

続いて、4ページ、新産業創造課でございま
す。

工鉱業振興費について。

県内ロボット・ＩｏＴ関連企業の高度専門人

材の育成及び企業間連携の促進等に要する経費

として、ロボット・ＩｏＴ関連産業育成事業費

1億794万6,000円、県内海域への実証プロジェ
クト誘致と産学官が連携した専門人材の育成や

研究開発等により海洋エネルギー関連産業への

参入、企業群の創出促進に要する経費として海

洋エネルギー関連産業創出促進事業費9,232万
5,000円等を計上いたしております。
続いて、5ページ、経営支援課でございます。
中小企業振興費について。

廃業予定事業者と創業希望者のマッチングの

促進に要する経費等として、中小企業経営改善

推進事業費2,184万2,000円等を計上いたして
おります。

中小企業金融対策費について。

中小企業の経営基盤の安定等に要する資金の

貸付に要する経費として金融対策貸付費208億
9,970万円、融資枠694億1,730万円等を計上い
たしております。

同じく5ページ、若者定着課でございます。
雇用安定対策費について。

企業内の人材育成やキャリアパス構築、魅力

発信力の向上等の支援に要する経費として、人

材確保に向けた企業の魅力向上事業費3,535万
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5,000円、学生と県内企業の交流機会の充実、県
内大学との連携協定に基づく支援、就職イベン

トや県内企業ＣＭ放映を集中的に実施する県内

就職促進キャンペーンに要する経費として、学

生と企業の交流強化事業費5,102万6,000円、Ｓ
ＮＳ等を活用した県内企業を知る機会の提供や

福岡県における県人サークルの立ち上げ、Ｕタ

ーン就職のための旅費助成等、県外進学者の地

元就職対策に要する経費として県外進学者Ｕタ

ーン就職促進事業費3,702万4,000円等を計上
いたしております。

続いて6ページ、雇用労働政策課でございま
す。

職業能力開発運営費について。

県立高等技術専門校の管理運営、若年求職者

や中小企業の在職者等に対する職業訓練等に要

する経費として職業能力開発校費3億7,968万
9,000円、離職者等に対し、就職支援のために実
施する職業訓練に要する経費として緊急離職者

能力開発事業費4億9,801万8,000円等を計上い
たしております。

雇用安定対策費について。

人材活躍支援センターを設置し、産業人材の

確保や求職者の就業支援等に要する経費として、

人材確保総合支援事業費1億675万5,000円等を
計上いたしております。

続いて、7ページの債務負担行為の主な内容
について、ご説明いたします。

産業労働行政県有施設等管理業務は、工業技

術センター等の維持管理に要する経費について

5,275万1,000円の債務負担行為を設定するも
のであります。その他経営安定資金について、

長崎県信用保証協会が保証を行い、代位弁済を

した場合の損失補償については、同資金の代位

弁済額のうち信用保険等による補塡部分を除い

た額の50％に相当する金額を限度に損失補償
しようとするものであります。

同じく7ページ、小規模企業者等設備導入資
金特別会計について、ご説明いたします。

歳入予算、歳出予算は、記載のとおりであり

ます。

その主な内容は、高度化資金に係る中小企業

基盤整備機構への償還金等であります。

次に、8ページの第77号議案「令和元年度長
崎県一般会計補正予算（第6号）」のうち関係
部分及び第82号議案「令和元年度長崎県小規模
企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第1
号）」について、ご説明いたします。

歳入予算、歳出予算は、記載のとおりであり

ます。

補正予算の主な内容について、ご説明いたし

ます。

9ページ、企業振興課でございます。
工鉱業振興費について。

地場企業の工場立地、設備投資等に対する補

助金の減等に伴う、地場企業総合支援事業費1
億4,631万2,000円の減、市町が実施している工
業団地整備に対する補助金の減等に伴う新工業

団地整備事業費5億3,726万9,000円の減等を計
上いたしております。

同じく9ページ、経営支援課でございます。
中小企業金融対策費について。

中小企業向け制度資金の貸付額の減に伴う金

融対策貸付費60億5,049万9,000円の減等を計
上いたしております。

続いて10ページ、雇用労働政策課でございま
す。

職業能力開発運営費について。

離職者訓練に係る訓練実施経費や就職支援経

費の減等に伴う緊急離職者能力開発事業費1億
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2,487万7,000円の減等を計上いたしておりま
す。

同じく10ページ、債務負担行為の主な内容に
ついて、ご説明いたします。

市町営工業団地整備支援事業費は、市町が実

施している工業団地整備の支援に要する経費に

ついて、債務負担行為を設定するものでありま

す。

同じく10ページの小規模企業者等設備導入
資金特別会計について、ご説明いたします。

歳入予算、歳出予算は、記載のとおりであり

ます。

その主な内容は、中小企業高度化資金償還金

の減に伴う小規模企業者等設備導入資金償還事

業費の減等であります。

最後に、令和元年度の予算につきましては、

本議会に補正をお願いいたしておりますが、国

庫補助金等に未確定のものがあり、また、歳出

面においても年間の執行額確定に伴い整理を要

するものがあります。

従いまして、これらの調整、整理を行うため、

3月末をもって令和元年度予算の補正について
専決処分により措置させていただきたいと考え

ておりますので、あらかじめご了承を賜ります

ようお願いいたします。

以上をもちまして、産業労働部関係の説明を

終わります。よろしくご審議を賜りますようお

願いいたします。

【近藤分科会長】次に、雇用労働政策課長より

補足説明をお願いします。

【吉村雇用労働政策課長】それでは、私のほう

から「長崎で輝く！人材マッチング事業費」に

ついて、補足で説明をさせていただきます。

資料は、「令和2年2月定例県議会 予算決算

委員会 農水経済分科会 補足説明資料（産業労

働部）」、説明事項、「長崎で輝く！人材マッ

チング事業費」についてでございます。

1ページをお開きください。
まず、事業内容の説明の前に、今回、人材活

躍支援センターを設置するに至った背景などに

ついて、ご説明をさせていただきます。

有効求人倍率が1倍を大きく下回る就職難の
状況にあった平成26年度に、若者、女性、中高
年、高齢者の再就職を支援するためのワンスト

ップ窓口として総合就業支援センターを設置し、

求職者の就職支援を行ってまいりましたところ

でありますけれども、近年は有効求人倍率も大

幅に改善されて、相談件数も大幅に減少し、開

設時と比較すると約44％の減少となっており
ます。

一方で、現在、県内企業は、全ての業種にお

いて人手不足が常態化しておりまして、特に、

中小企業・小規模事業者においては、厳しい状

況にあり、人材不足の問題を抱える県内の中小

企業等に対して多様な求職者を紹介し、就職さ

せることで人材不足の解消を図ることが求めら

れていると考えております。

ただ、人材確保のためには、賃金や雇用条件

の改善は大きな要素となりますけれども、これ

以外にも労務環境や職場環境の改善など、賃金

以外にも重要な要素があり、企業側が、求職者

が求める職場とはどのようなものかを理解し、

改善に向けた取組を進めていただくことが必要

と考えております。

このような昨今の経済・雇用環境の変化を踏

まえまして、現在、長崎市の長崎西洋館内に設

置している総合就業支援センターを改称し、就

職支援に加え、企業の採用力向上を支援する機

能を持たせ、産業人材の確保を支援するため、

新たに人材活躍支援センターを設置しようとす
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るものであります。

それでは、資料に基づきまして事業内容につ

いて、ご説明をいたします。

まず、（1）人材活躍支援センター経費でご
ざいますけれども、県が雇用しますそれぞれ4
名の採用力向上支援員及び就職支援員の人件費

のほか、センターの広報経費、事務費など、人

材活躍支援センターの運営に要する経費を計上

しております。

次に、（2）採用力向上に係る業務委託費で
ございますけれども、企業に対する採用力向上

支援については、県内各地域の商工団体や業界

団体、市町、振興局等との連携のもと、取り組

んでいくこととしております。そのために必要

となる商工会連合会に配置する人材確保対策員

の人件費のほか、各商工団体の活動経費や各企

業のコンサルティング経費を計上しております。

次に、2ページをご覧ください。
人材活躍支援センターの概要等について、ご

説明をいたします。

まず、センターの概要でございますけれども、

冒頭でご説明いたしましたように、昨今の経済

雇用情勢を踏まえ、総合就業支援センターの機

能を維持しつつ、企業の採用力向上を支援する

ため、新たに人材活躍支援センターを設置する

ものであります。

具体的には、新たに職業紹介機能を持たせ、

若者、女性、中高年、高年齢者に加え、第二新

卒や就職氷河期世代など、県内外の多様な求職

者と県内企業のマッチングを行うとともに、産

業人材の確保のため、県内企業の採用力向上に

向けた伴走支援を実施するものであります。

次に、人材活躍支援センターの体制でござい

ますけれども、現在の総合就業支援センターは、

民間事業者に委託して運営しておりますが、新

センターにつきましては、産業労働部長や政策

監の指揮のもと、県の直営で運営してまいりま

す。

具体的には、雇用労働政策課職員をセンター

長に当て、県が雇用するそれぞれ4名の就職支
援員と採用力向上支援員のほか、雇用労働政策

課の職員がセンターの業務を行うこととなりま

す。

次に、企業支援でございますけれども、人材

確保に苦労している企業に対して、雇用労働政

策課職員と採用力向上支援員が中心となり、地

域別、産業別に、各地域の商工団体や市町、振

興局等から成る支援チームを構成し、企業の採

用力向上に向けて伴走型で支援してまいります。

具体的には、企業の求人ニーズや人材確保に

対する課題を抽出、検討するとともに、必要に

応じて中小企業診断士や社会保険労務士など専

門家の力も借りながら課題解決に取り組み、人

材確保につなげていくため、個々の企業に寄り

添いながら企業の採用力向上を支援するもので

す。

あわせて、各地域で採用力向上に向けたセミ

ナーや個別相談会を実施するほか、関係団体を

通じて企業の意識啓発を図ってまいります。

次に、就職支援についてでございますけれど

も、センターに就職支援員を配置し、若者、女

性、中高年、高齢者、第二新卒や就職氷河期世

代など、県内外の多様な求職者の就職相談に対

応するとともに、新たに無料職業紹介機能を持

たせ、県内企業とのマッチングを行ってまいり

ます。

具体的には、これまでどおり、長崎西洋館内

にセンターを置き相談対応を行うほか、県内各

地域に就職相談員が定期的に出向き、面談によ

る相談、あるいは電話やメール、スカイプ等の
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ＳＮＳも活用しながら、さまざまな手法で求職

者の個別相談を受けるとともに、無料職業紹介

機能を活用して県内企業への就職につなげてま

いります。

また、事業の実施に当たっては、資料の右側

に記載しておりますけれども、長崎労働局のほ

か、県のほかの部局が設置する相談窓口とも連

携してまいりたいと考えております。

新しい人材活躍支援センターでは、人手不足

で人材確保が厳しい中、中小・小規模企業に対

して支援をしつつ、県内外の多様な求職者に対

しても相談支援を低下させることなく業務を行

ってまいりたいと考えております。

以上で私からの説明を終わります。よろしく

ご審議を賜りますようお願いいたします。

【近藤分科会長】 次に、提出がありました「政

策等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料（政策的新規事業の計上状況）」について、

説明をお願いします。

【小林産業政策課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づく産業労働部関係の状況

について、私からご説明いたします。

お手元にお配りしております「農水経済委員

会提出資料 産業労働部・水産部・農林部」の1
ページ目をご覧ください。

これは決議第5（3）に基づきまして政策的新
規事業に係る予算要求内容についての査定結果

を提出するものでございまして、産業労働部に

おいては、1ページの4事業の計上状況を記載し
ております。右のほうに要求額と計上額をそれ

ぞれ記載しておりますけれども、いずれも事業

規模の見直し等によるものでございます。

以上でご報告を終わります。

【近藤分科会長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対しての質疑を行います。

質疑はありませんか。

【山田(博)委員】 おはようございます。
先般の委員会の勉強会でいただいた資料に基

づいて質問させていただきまして、その後に横

長の予算書の資料に基づいて大まかに質問させ

ていただきたいと思います。

まず最初に、企業振興課にお尋ねいたします。

市町の工業団地の分譲状況ということで資料

をいただいているわけでございます。これは事

前にいただいております。分譲中と整備中とあ

りますが、分譲中の中では平戸市と大村市と佐

世保市とあります。この合計した分譲面積と、

実際、分譲済みがどれだけあるのか。

なおかつ、今後この分譲の目標として、いつ

までに分譲を終えるのか、予定を、スケジュー

ル感をご説明いただきたいと思います。

【佐倉企業振興課企画監】資料に基づいてご説

明いたします。

現在、分譲中の町営の工業団地につきまして

は、平戸市で全体2.0ヘクタール、大村市の第2
大村ハイテクパークで12.4ヘクタール、佐世保
相浦工業団地が5.9ヘクタール、合計約20ヘクタ
ールほどの分譲がなされております。そのうち

第2大村ハイテクパークにつきましては、今年
度2件、約1.7ヘクタールほど分譲が進んでいる
という状況でございます。

整備中でございますが、現在、諫早市で南諫

早産業団地が約20ヘクタール整備中でござい
ます。今年の12月までには第1期といたしまし
て約10ヘクタール、令和3年12月ぐらいまでに
は約10ヘクタールという形で整備が行われて
いるところでございます。

それと西海市の大島地区の工業団地がござい
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ます。これが令和5年4月の完成予定ということ
で、これが13.1ヘクタール。あと、長崎市の企
業用地ということで、現在、埋め立て工事を行

っておりますが、一部、有害物質等の調査が必

要ということで、完成時期は未定という状況に

なっているところでございます。

工業団地につきましては、これらを合わせて

約50ヘクタール以上の用地が確保されるとこ
ろでございますが、工業立地の状況といたしま

しては、経済動向等に大きく左右されてまいり

ます。企業誘致につきましては、産業振興財団、

県、市が連携してやっているところでございま

すが、いつまでに全てが完売できるというとこ

ろまでのお答えはなかなか難しいところがござ

いますが、少しでも早く工業団地が埋まるよう

に頑張っていきたいと思っております。

【山田(博)委員】 今、整備が終わったのが20ヘ
クタールあって、整備中も含めていつまでに分

譲を目標にするかということは、今、特段目標

はないということですね。ということは、目標

がない中に整備していると。ある程度見込みが

あって、こういった分譲なり整備をやっている

というわけじゃなかったということですね。行

き当たりばったりということで理解していいん

ですか。そういうふうにとられるわけですから、

しっかりと目標感を持って取り組んでいただき

たいと思っております。

続きまして、新産業創造課長にお尋ねしたい

と思いますが、食品加工センターの施設整備と

して今回予算が計上されているわけです。その

中で備品購入費として1億5,000万円上がって
います。この中にいろんな細かい下処理とか2
次加工とかいろいろ機械がありますけど、この

機械の選定はどのような形でされたのかという

ことをまず説明をいただけますか。

【井内新産業創造課長】新たに整備します食品

加工センターにおきましては、試作、加工をメ

インに事業者の支援を行おうとするものでござ

います。

その中で、資料の中に下処理から始まりまし

て、1次加工、乾燥、粉砕、2次加工とあります
が、それぞれの中で必要となる機器がございま

す。

また、事業者等のヒアリング、アンケートも

行いまして必要となる機器を選定したところで

ございます。

【山田(博)委員】 事業者からのヒアリング、ア
ンケートと言われましたけど、事業者へのアン

ケートというのはどういった形でされたんです

か。これはつくる時に、どういうふうな形でや

るかとか、農業団体を中心に、もともとこの話

は農林部から上がってきたんですね。農林部か

らきて、最終的には新産業創造課にきたんです

ね。これは廣田部長、ご存じだと思うんですけ

どね。これは農林部としっかりと協議した上で

やったんですか。今の話では、農林部の農の字

も出なかったので、そこを明確にお答えいただ

きたいと思います。

【井内新産業創造課長】産業労働部だけではあ

りませんで、農林部関係の事業者とも協議をし

て、その上で選定を決定しております。

【山田(博)委員】 わかりにくいので、新産業創
造課長、これは選定委員会なんかをつくってき

ちんと機器の見積もりなりを取ったかどうかと

いうのを明確にお答えいただけますか。そうい

った選定委員会を開いた上でされたかどうかと

いうのをね。

なぜかというと、予算計上が1億5,942万
7,000円、「7,000円」まで出ているからですね、
えらく細かい数字が出てきたなと思っているわ
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けですね。だから、選定委員会を開いた上でこ

ういった形でやられているか、やられてないか、

そこだけまずお答えいただけますか。

【井内新産業創造課長】機器の選定に当たりま

しては、農林部の関係者も含めて、このような

機器が必要だということで、そういう場を設定

して選んだものでございます。

機器の価格、備品購入費の価格が約1億6,000
万円でございますが、この価格算定に当たりま

しては、それぞれ複数の見積もりを取得して予

算を計上しているものでございます。

【山田(博)委員】では、新産業創造課長ですね、
きちんとした選定委員会に基づいてされたのか

ね。つまみ食いして農林部に聞いたり、アンケ

ートをとったりしたのか。資料をきちんとまと

めて午後からでも答弁できるようにしていただ

けませんか。今の答弁ではちょっと納得がいき

ませんので。

関連して、今回、予算が計上されている食品

加工センター整備費が、設計業務委託費の減額

に伴うということで3,267万円が出ていますけ
ど、これはなぜこういうふうになったのか、お

答えいただけますか。

【井内新産業創造課長】食品加工センター整備

費の2月補正としまして3,267万1,000円の減と
なっております。こちらの内容としましては、

設計費の入札減に伴うものが2,009万5,000円、
分析機器を11台導入しましたが、こちらも同じ
く入札減に伴うものが523万8,000円の減。そし
て、整備に先立って地質調査を行いましたが、

こちらも同じく入札減で497万4,000円の減で
ございます。

【山田(博)委員】 分析機器というのは、何の入
札ですか。分析機器というのは、どういった分

析なんですか、お答えいただけますか。

【井内新産業創造課長】食品加工センターにお

きましては、試作、加工の支援を行うものでご

ざいます。分析につきましては、工業技術セン

ターのほうで従来から支援を行っておりまして、

それに関する機器の答申等の予算を令和元年度

の当初予算に計上しておりました。その入札減

によるものでございます。

一例を申し上げますと、アミノ酸・有機酸分

析システムというものがございまして、こちら

はうま味成分でありますとか食品の機能性を測

定するものでございます。

【山田(博)委員】 分析機器というのは、食品加
工センター整備費とありますけど、これはあく

までも、いいですか、機器というのはきちんと

した加工施設ができて分析機器を置くというの

は一般論として理解しますけど、先に購入して、

先に加工センターの整備として充てるんですか。

要するに、建物ができて機器を配置するのが順

番じゃないかと普通思うわけですよ。先に分析

機器だけなぜ買わないといけないのかと。あく

までも食品加工センターとしてやるわけでしょ

う。

私たちが理解しておったのは、いいですか、

この整備費というのは、設計とか地質調査費と

いうふうに私は理解しておったわけです、当初

から。それが分析機器を含めているというのは、

私たちは当初は聞いておりませんよ、これは。

三上政策監、私は、この委員会に一昨年当初

から籍を置かせていただいておりますけれども、

あくまでも整備費として、設計費、地質調査費

と私は理解しておったわけです。分析機器を当

初含んでいたかどうかというのは、前回も農水

経済委員会の委員というのは私しかいないんだ

な。これは三上政策監、きちんと答弁していた

だけますか。私は、そういったものは入ってい
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ると思ってなかったよ。わかりやすく言うと整

備費だから、建物をつくってから、機器とかな

んかを入札するという順番になるけれども、先

になんで分析機器を、必要性というのは、いろ

いろなものがあるというのは理解できますけれ

ども、あくまでも食品加工整備費だから、順番

が違うんじゃないかと思うんですよ。そこを政

策監、明確にお答えいだだけますか。

【三上産業労働部政策監】ご指摘ありがとうご

ざいます。食品加工センターにつきましては、

当初、工業技術センターの中で行われておりま

した食品分析機能を強化する形で設立が決まっ

たと聞いております。また、食品加工センター

が立ち上がるまでには、確かに地盤の整備、建

物の整備までには時間がかかるわけでございま

すけれども、それが建て終わってから備品を購

入するのでは、どうしてもタイムラグが発生い

たします。我々県としましては、建物ができた

らすぐにこの加工センターを軌道に乗せるため

に、従来行ってきた工業技術センターでの分析

機能をそのまま拡大しつつ、食品加工センター

に継続的に行わせていくということから、今回、

当初予算においては分析機器の購入を決めたと

聞いております。

【山田(博)委員】 そしたら三上政策監、この食
品加工整備費の中に食品分析機器を最初から入

れていたということですか。私は、購入を否定

はしません、それは必要だから。それはあくま

でも工業技術センターの部品なりの、あちらの

予算で計上すべきじゃないかと思うんですよ、

これは。なんでそれを入れるんですか。あくま

でも整備費ですよ、これ。私たちは、建設の、

建物ということはわかってたんですよ。

もっと言いますと、その分析機器というのは、

どこに配置するんですか、将来的には、購入し

た後には、この食品加工センターじゃないんで

すか、工業技術センターですか、そこをまずお

答えいただけますか、2点。
【井内新産業創造課長】分析機器におきまして

は、工業技術センターに食品・環境科がござい

ます。そこに配置をするところでございます。

食品加工センター開設後は、従来から分析機

能というのは工業技術センターの中にありまし

たので、それを新しいセンターに移設というの

ではなくて、工業技術センターに引き続き配置

しまして、支援としては一体的にやってまいり

ます。

【山田(博)委員】 そしたら食品加工センターの
分析機器というのは、工業技術センターの部品

の中に入れてするのがスマートじゃないですか。

そしたら、いいですか、食品加工センターの

整備費で予算化しているのであれば食品加工セ

ンターの中に置いてやるのが普通のあり方じゃ

ないか、予算上、そういうふうになっているの

であればよ。部長、そう思いませんか。研究し

て後でお答えいただきたいと思います。

続きまして、若者定着課長にお尋ねしたいと

思います。

県内の大学の県内就職率ということでいろい

ろと資料をいただきまして、ありがとうござい

ました。

それで、これは皆さん方にご披露というか、

したいと思いますが、長崎大学が県内就職率を

公表していただきました。理解を示していただ

いて、大変敬意を表したいと思います。せっか

くの機会ですから委員の皆さん方にもご紹介さ

せていただきたいと思います。

長崎大学の県内の就職率がどれだけかという

と、26％です。長崎県立大学が34％、長崎純心
大学が70％、長崎外国語大学が33％、長崎国際
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大学が27％、長崎短期大学が75％、その他の大
学は非公表ということです。

そこで、県内就職率について若者定着課がい

ろいろ予算を組んでますね。若者定着課長に確

認ですが、医療政策課におきましては、看護師

の養成学校に一定の支援をしております。そこ

で私が言ったのは、県内の就職に一段と頑張っ

ているところには厚い支援をしていいじゃない

かと、別の形でね。そしたら、「そうですね」

ということで、今ここにいらっしゃる村田次長

が、その時は医療政策課長で、いい制度をつく

っていただいて、学校関係で大変ね、さらにさ

らに県内の医療関係、福祉関係で県内就職率を

頑張っているということになっています。

若者定着課長ね、私は、県内の大学は一生懸

命頑張っている。こんなね、長崎大学も厳しい

県内就職率でもちゃんと公表して頑張っている

という姿勢をあらわしている。こういった大学

にもしっかりとした、何らかの支援策を、ただ

単に学生と企業を会わせるんじゃなくて、大学

側にもしっかりと応援できるような環境づくり

を今後、今回の予算にそういったものが含まれ

ているかどうかも含めてお答えいただきたいと

思います。私の考えに関する見解も聞かせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。

【宮本若者定着課長】まず、県内大学の就職率

について、先ほど山田(博)委員から、例えば長
崎大学が26％というお話がございました。これ
は平成30年度の実績でございます。平成31年3
月分を公表いただけるところについて確認をと

ったということでございます。一つは、県内の

大学でも、例えば県内の大学生が多いとか、あ

るいは県外からの学生が多いとかで、一概に率

だけを見てはいけないというところはあろうか

と思っております。

一方で、来年度どうしていくかということで

ございますが、今回、「ＣＯＣ＋事業」という

ことで長崎大学を中心にこの5年間やっていた
だいたところですが、次年度は県が主導して県

内大学とこれまで培ってきた連携体制をさらに

深めてやっていこうと思っております。

その中で県内大学に対する新たな支援という

ことで、県内大学がより県内就職率の向上に向

けて取り組む。例えば、それは企業との交流会

のさらなる拡大であったり、一部、大学によっ

ては独自で学生と一緒になって、例えば、県内

企業のＡ企業とＢ企業がつながっていて、Ａ企

業は東京の大きなところとつながっている、そ

ういった取組をやっていきたいという大学もご

ざいます。

新年度におきましては、そいうった取組が何

らか支援できないかということで、新たに大学

独自の取組を支援するような補助金を新たに創

設しようと思っております。そういった中で県

内就職率のさらなる向上を図ってまいりたいと

考えているところでございます。

【山田(博)委員】 ということは、若者定着課長
がおっしゃっていることは、頑張っている大学

に対してもしっかりと、いろんな提案があれば

支援をやっていこうと。予算的な枠組みも今回

あるということで理解していいんですか。

これからは、ただ単に県とか企業が一生懸命、

大学の学生に紹介しても、そこに日頃からお世

話になっている先生方の後押しがあって、県内

企業があるんだからと言って後押しをすれば、

また県内就職率がアップするような施策を大学

独自でしていただくような形をとっていかない

と。それを大学側が競ってやっていただきなが

ら県も支援していくといったスキームを予算の

範囲内でやっていこうということで理解してい
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いのかどうかということを確認させていただき

たいと思います。

【宮本若者定着課長】県内の大学、頑張ってい

る大学も含めて、そういった新たな県内定着の

支援を行っていこうと思っておりますので、今

まさに委員がおっしゃっている考え方と同じで

ございます。

【山田(博)委員】 ぜひそういうふうにお願いし
たいと思います。

若者定着課長にもう一つお尋ねしたいんです

けど、外国人受入促進セミナーとあります。こ

の実施予定地が長崎市、佐世保市、島原市、五

島市ということで4カ所になっております。こ
れはなぜ4カ所なのか。私の地元の五島市は予
定地に入っているけど、壱岐や対馬も人材不足

で大変困っているという話も聞きますが、そう

いったところはどのようになっていくのか。ま

た、大村とかああいったところを含めてどのよ

うに考えているのかお尋ねしたいと思います。

【宮本若者定着課長】外国人材の受入セミナー

ということで、委員おっしゃったように、長崎

市、佐世保市、島原市、五島市の4カ所を想定
しております。

まず、参加するであろう企業様の利便を考え

まして、長崎市、佐世保市を想定しております。

諫早市、大村市は長崎市か佐世保市のどちらか

に来ていただくようなことで考えております。

五島市におきましては、実際、令和元年10月末
時点の外国人技能実習の状況を一定念頭に置い

ておりますが、労働局のデータでは五島市には

32人、あるいは監理団体もできているというこ
とで、やはりニーズが一定あるんだろうなとい

うことで五島市を想定させていただいていると

ころでございます。あとは島原市ということで

考えております。

【山田(博)委員】 若者定着課長、今の答弁を聞
いたら、ざっとしているんじゃないかと思った

よ。もうちょっとぴしゃっと、こうで、こうで

というのはわかるけど、ここに来るんじゃない

かという形でするというのはどうかなと。

今、外国人受入促進セミナーを実施予定とい

うことで4カ所上がっておりますけれども、ほ
かの地域も、例えば、大村でしてほしいという

要望があった場合には、これが実施できるか、

できないか、そういうところをお尋ねしたいと

思っております。大村と諫早の人は佐世保に来

てもらえばいいんですよとか、そんな大雑把な

ことを言っちゃ、いかがなものかと思うわけで

すよ。いいですか、人口が多いですからね、事

業者も多いんです。大村にも諫早にも県議会で

も有力議員がいるんですよ、東彼杵もいるんで

すよ。ところが、今の答弁だったら、いかがな

ものかと思いますよ。しっかりとした、もうち

ょっと前向きな答弁をいただきたいと思います。

要するに、この外国人受入促進セミナーとい

うのは4カ所でしかしないのか。例えば、要請
があればほかのところでもするのかしないのか

ということをお答えいただきたいと思います。

【宮本若者定着課長】今の委員のご指摘も踏ま

えて検討してまいりたいと思います。

【山田(博)委員】 ぜひね、それはそうすべきだ
と思います。

私ばっかり質問できませんので、ここでひと

区切りして、ほかの委員に質問していただきた

いと思います。

【浅田委員】 今、山田(博)委員が質問しており
ましたさまざまな若者定着について、私も予算

質問の中でインターンシップ制度などについて

お伺いをさせていただきましたけれども、あの

時は県立大学に絞っての質問でしたので、全般
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的なことをお伺いさせていただければと思いま

す。

今回の中にもインターンシップ企業セミナー

費等が入っております。これまでも大学とかも、

課長がおっしゃるようにいろいろとご努力いた

だいてインターンシップなどをやっていた。し

かしながら、企業が余り学生のニーズとマッチ

してないのではないかということもあって、こ

ういうセミナーを開かれているのだと思うんで

すけれども、このあたりもう少し詳しく教えて

いただけますでしょうか。

【宮本若者定着課長】 新年度におきましては、

委員ご指摘のとおり、インターンシップについ

て新たに力を入れていこうと思っております。

一つは、インターンシップ企業向けセミナーと

いうことで開催したいと思っております。

昨今、インターンシップについては、県内企

業のほうが意識醸成のところが若干足りてない

かなという思いもございますし、そういった中

でカリキュラムを充実していくとか、そういっ

たことをしていく必要があると思います。

次年度におきましては、企業を支援するとい

いますか、企業向けのインターンシップセミナ

ーとして、まず100社程度を想定したインター
ンシップセミナーを開催したいと思っておりま

す。そういったことで意識醸成を図る中で、そ

のうち20社程度については、個別に自分のとこ
ろはもうちょっとカリキュラムをグレードアッ

プして学生のニーズとマッチングさせたりとい

う企業も当然出てくると思いますので、そうい

った100社の中で20社については伴走といいま
すか、3回ほど個別相談を繰り返しながら、そ
の企業のインターンシップを充実させていきた

いということを考えているところでございます。

【浅田委員】 私も、何度も繰り返しますが、イ

ンターンシップというのは非常に重要だと思っ

ておりまして、我々の時にもこういうのがあれ

ば、もっといろんな企業のことを知ることがで

きたかなという気がしております。

そんな中で県立大学では必修だったというこ

ともあって、大学が選んでくれた企業に行かざ

るを得なかったので、企業側が正直言って連続

20日間という中で、割とバイト感覚のような感
じで迎え入れて、普通の大学生のバイトと同じ

ような感じでインターンシップを使ってしまっ

ているというような現状の声がたくさんありま

した。

今回、こうやってインターンシップをさまざ

まな学校がやる場合においては、必修とかでは

なくて、企業側もある程度、インターンシップ

を望んでというところがあるとは思うんですが、

学生のニーズとマッチしていないということで、

ある程度これをやろうとしたきっかけなり、そ

ういう声があったのでこれをやっているんだと

思うんですけど、課長、そこはどうですか。

【宮本若者定着課長】「県内企業のインターン

シップのカリキュラムが充実してないんじゃな

いか」という学生の声、県立大学だけではござ

いませんけれども、私どももさまざまな大学と

意見交換する中で、このインターンシップのカ

リキュラムの充実というあたりが県内企業の支

援にもつながりますし、学生にとっても魅力的

な事業になっていくだろうというところの、そ

ういった声があったので、こういう予算を計上

しているところでございます。

【浅田委員】 その中で20社程度を特に絞って
伴走型で3回程度個別相談をすると。この20社
程度に絞るという、なんかあるんですか、水準

みたいなものとか、公募制なのか、特に個別を

やりたいという企業に絞るのか、何か制約があ
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るのであれば、どうなんでしょうか。

【宮本若者定着課長】 まずは参加いただく100
社の中で手を挙げていただくところが中心にな

ってこようかと思います。一方で、私どもも一

定、例えば、参加する企業さんの中で、仮にで

すけれども、学生さんのほうから、その企業さ

んが「もう少しインターンシップのカリキュラ

ムが充実していたらよかったな」という声があ

れば、そこでこちらから能動的に声かけをして

いくということで考えているところでございま

す。

【浅田委員】インターンシップフェアとか、い

ろんなことがなされておりますよね。そういう

こととの連動性とか、積極的に絶対今年はうち

は必ず就職をさせたいんですみたいなところに

絞り込むのかなと思ったんですけれども、いろ

んな声を聞いてというお答えでしたので、それ

は理解したいと思います。

そんな中で学生の方にいろいろ企業ＰＲをす

るのに「Ｎなび」とか、いろんな活用があった

りとか、中には大学では入学と同時に登録をし

なければいけない学校がある。県内就職の人は、

きっとそれを活用するんでしょうけど、どの程

度の方々が、それぞれ企業だったり、学生が今

現在登録をしているのか。それは長崎県内にい

る学生全体のどれぐらいの割合を占めているの

か、教えてください。

【宮本若者定着課長】「Ｎなび」の登録学生数

につきましては、現在、約7,000名程度が登録し
ております。それは単純計算で県内大学生が大

体1万6,000人とか1万7,000人ですけれども、全
体として見れば半分よりちょっと下というよう

なことの登録数となっております。

【浅田委員】「Ｎなび」も含めて、その半分が

どれぐらい活用して、そこから就職につながる

か、つなげていくのかというのが大事なところ

で、これが全部になればいいのか、希望者数な

のか。

企業においては、登録に対する要件とかは別

になくてということだったと思うんですけれど

も、学生の中からは「ＰＲのあり方が見づらい」

とかいろんな声があって、改善していただいた

ほうが、若者はこれをより活用しやすいのでは

ないかなと思っているんですが、そのあたりも

いろいろ予算を含めて入っているかと思うんで

すが、いかがでしょうか。

【宮本若者定着課長】「Ｎなび」に対する学生、

あるいは企業からの意見はいろいろございます。

ちょっと紹介させていただきますと、企業のほ

うに聞きましても、もともと県内就職の学生な

のかもしれませんけれども、「Ｎなびだけを見

て企業に就職した」という方もいらっしゃいま

すし、企業さんによれば、前は「リクナビ」、

「マイナビ」にもお金を払って登録していたけ

ど、最近は「Ｎなび」だけでもとれるようにな

ってきたので、「「Ｎなび」は無料なので「Ｎ

なび」だけでうちの企業は勝負する」と言って

いだたくような声も大分出てきていると思って

おります。

一方で、画面を見ていただくと、少し固かっ

たり、あるいは企業の魅力情報が一番上にきて、

それから会社名がきてとかいう順番になってい

るんですけれども、必ずしもそこが大手で一番

見やすいと言われている「リクナビ」、「マイ

ナビ」と項目の順番が違ったりというのがあり

まして、そういったところが少し見にくいとい

うような声があるのも事実です。

あと、デザインがちょっと、簡単に言えば「若

者受け的にはいまいちかな」というような声も

ありますので、令和2年度の予算において、「Ｎ
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なび」のそういった企業のさらなる魅力向上、

あるいは多くの学生が見やすいような感じのデ

ザインの変更、そういったあたりにちょっと力

を入れていくような予算案を計上しているとこ

ろでございます。

【浅田委員】担当課の方たちがいろんな声を聞

いて改善していただく、そしてまた、県内に増

やしてくれる。「Ｎなび」の企業からの声も上

がっているということで、それは一定評価をす

べき点だと思いますし、これはますます伸ばし

ていただきたいなと思います。

この予算の中にもＳＮＳなどを増やした情報

発信というのがあるんですが、インスタとかツ

イッターとかいろいろありますよね。その実態

は、学生が登録して、どれぐらいフォローされ

て、どれぐらい活用されているかということを

把握していて、それが実態としてどのように感

じておられるのか、そこまで教えてください。

【宮本若者定着課長】ＳＮＳによる情報発信に

つきましては、私ども、「つながるナガサキ」

というものを今年度から運用しているところで

ございますが、インスタグラムの例でいきます

と、年度当初が400ぐらいだったのが、現状で
1,000をようやく超えてきたというようなとこ
ろでございます。

大きいか小さいかと言えば、まだまだです。

特に、これは県外の学生にふるさとを思い出し

てほしいというようなところがございますので、

もっと増やしていきたいと思っております。

そういったものを増やす手段といたしまして

は、次年度は県内で県内就職促進キャンペーン

ということで、一定、四月末ぐらいから何カ月

か期間を区切って、さらに盛り上げていくよう

てところもやっていきたいと思いますので、そ

ういった中でフォロワー数を増やしていきたい

と考えているところでございます。

【浅田委員】 インスタとか、例えば「つながる

ナガサキ」は、長崎のいいところだったり、い

ろんなものを出していると思うんですが、それ

を実態として書いているのは県職員さんですか。

【宮本若者定着課長】書いているのは嘱託でご

ざいます。県職員がライターとして今年度から

「つながるナガサキ」を書いてもらうようにし

ております。

【浅田委員】今年度からということですね。そ

れがどれぐらいの世代の人たちかわかりません

けれども、やっぱり若者が欲しい情報だったり、

若者に通じる書き方だったり、いろいろあると

思うんですね。そういう意味においては、近し

い世代の方々の活用だったり、大学生自体が今

こっちにいて、もっと戻ってきたいような情報

を提供するようなスタッフィングというか、そ

ういったところの視点も少し増やしてもいいの

かなと個人的には思っているんですが、いかが

でしょうか。

【宮本若者定着課長】既に今年度のライターに

おきましては、各大学に行って学生の意見を聞

きながら、アイデアをもらってインスタグラム

に投稿しているということは一定やっていると

ころでございます。

今のご意見を踏まえまして、さらに興味が湧

くような形の工夫は加えてまいりたいと考えて

おります。

【浅田委員】そういう意味で、ますますフォロ

ワー数が増えることを期待します。

もう1点だけ若者定着課のほうにお尋ねした
いんですが、キャリアパス導入支援について、

いろんな説明会をなさって企業等も参加してお

りますが、行った上での現状というか、企業の

反応があれば教えてください。
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【宮本若者定着課長】キャリアパス導入支援に

つきましては、今年度の新規事業ということで

やらせていただいております。

これまで6回開催してきたところでありまし
て、アンケートもまだ集計中のところがありま

すけれども、8割以上のところが、「キャリア
パスという言葉を聞いたことがあっただけ」と

か、そういった企業さんもかなりおられるみた

いで、入ってきた子が具体的にステップアップ

していくイメージを、「セミナー自体、非常に

すばらしかった」という声がアンケートで多う

ございますし、「これから取り組んでいきたい」

というところも一定以上あるということになっ

ております。

【浅田委員】これは今回の新規予算もあります

し、今後というところでどういうふうな状況に

なっていくのかということを本委員会の中でお

示しいただけるものと思います。ありがとうご

ざいます。

それともう一つ、創業・起業支援事業の中で

先進地との連携型スタートアップ集積創出促進

事業というのがありまして、長崎の「ＣＯ－Ｄ

ＥＪＩＭＡ」と渋谷の交流拠点、これは多分「Ｑ

ＷＳ」だと思うんですが、私も友人の会社がこ

この中にありましたので、できてすぐの時に早

速行かせていただいておりました。ここの強化

企業に2,000万円ちょっと計上されております
が、ここを具体的に、そして今後のあり方等を

教えてください。

【井内新産業創造課長】先進地連携型スタート

アップ集積創出促進事業費、予算額が約2,100
万円でございます。

この内容としましては、委員ご指摘のように、

渋谷の産業交流施設の「渋谷ＱＷＳ」との連携

が新しい内容でございます。その「渋谷ＱＷＳ」

に対して一つの連携を図る取っかかりとしまし

て、本県の地域課題を幾つか提示しまして、そ

れを渋谷側でどのように解決できるのかという

ことを検討、提案をいただいて、その実証を私

ども長崎県で「渋谷ＱＷＳ」と一緒にやってい

くということがまず1点ございます。
また、こちらの長崎県の意欲ある方々にも「渋

谷ＱＷＳ」を活用していただいて、いろんな刺

激であったり交流とか、そういうものをいただ

いて新しいものにつなげたいということで、そ

の相互利用の支援というものもございます。

また、この「ＣＯ－ＤＥＪＩＭＡ」自身の機

能の強化を図りたいということでございまして、

外部の専門家によるアドバイスも受けながら集

客アップにつながるような助言指導をいただく、

あるいはオンラインの相談機能を新たに「ＣＯ

－ＤＥＪＩＭＡ」に設けまして、スタートアッ

プの支援機能としての強化も図ってまいりたい

と考えております。

それに加えまして、「ＮＡＧＡＳＡＫＩ起業

家大学」でありますとか、「スタートアップラ

ウンジ」でありますとか、従来からの事業も含

めて継続してまいりたいと考えております。

【浅田委員】 課長、今の話で私が感じたのは、

2,100万円ということで一定計上されていると
思うんですが、コンサル的業務をというふうに

考えたほうがいいですか。それともそれぞれの

イベントがいろいろありますよね。この間、ば

ったりお会いしたイベントは、東京のほうが茶

業農家さんとか長崎のいろんな人を招いていた

ところにたまたま行って皆さんともお会いでき

たわけですけれども、ああいう単体に対して、

いろんな事業にある一定予算を注ぐというよう

な形でしょうか。

【井内新産業創造課長】単体のイベントの開催
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費にそれぞれ予算を投入するというわけではご

ざいませんで、その開催に係る費用も含めてで

すが、そういうトータルのコーディネートも渋

谷のほうにしていただくと、あくまでトータル

ですね。そういう視点での予算でございます。

その渋谷との連携に係る費用としまして2,100
万円のうち約430万円の予算を計上していると
ころでございます。

【浅田委員】幾つかの会社がございましたよね。

この「渋谷ＱＷＳ」の中にそういう支援団体が

あって、そこにある一定任せるということでし

ょうか。いろんなグループがございましたが、

渋谷に、渋谷にというところと、渋谷に求めて

いる長崎県のあり方で、渋谷からスタートアッ

プ事業とか学ぶことは多々あろうかと思うんで

すけれども、その終着点の見え方というのか、

先々があると思うので、そこをすみません、ち

ょっとわかりづらいんですが。

【井内新産業創造課長】委員おっしゃられます

ように、「渋谷ＱＷＳ」には、創業者だけでは

なくて、その支援者も多く集まって、あるいは

入居をされております。その渋谷のプレーヤー

を長崎に引き込むというところもあるんですが、

それに加えて渋谷のほうから長崎のほうにアド

バイスをいただいて、長崎の初のスタートアッ

プを、創出を図ってまいりたいというのが目指

すところでございます。

【浅田委員】繰り返しになりますが、これはこ

れからの事業なので見ていかなければいけない

部分もあろうと思います。私も渋谷に住んでい

たので、渋谷の、渋谷の言われると、渋谷で何

かが起これば、それが全て長崎にプラスという

か、長崎とマッチングがしやすいというところ

でもないでしょうし、そこにどういった方たち

がかかわって、長崎の何を、どういった産業を

スタートアップの時にフォローアップしてくれ

るかというところがちょっと見えづらいもので

すから、今後またここは注視していきたいと思

います。

【近藤分科会長】 ほかにございませんか。

【饗庭委員】私は、人材活躍支援センターにつ

いてお尋ねしたいと思います。

総括質疑でも質問があっていたかと思うんで

すけれども、先ほどの説明で、人手不足を補う

ために、求人倍率とかも変わってきたのでとい

うご説明でしたけれども、もともとこれは委託

をしていたのが県で直営することの理由として

は、人手不足とか変わってきたことは委託のま

までもいけるんじゃないかというふうに思うん

ですけれども、そこを県の直営に変える理由を

教えてください。

【吉村雇用労働政策課長】人材活躍支援センタ

ーを現在の総合就業支援センターの委託から県

の直営にする理由についてのお尋ねでございま

す。

現在、総合就業支援センターについては、主

に求職者、職を探している方たちを対象にセミ

ナーですとかカウンセリング、適職診断、その

ような主に求職者に対する対応をしているとこ

ろでございます。

先ほどもご説明したとおり、人手不足が深刻

化して企業支援にも力を入れていく必要がある

と考えておりまして、この企業支援については、

県下には大体6万を超える事業所がございます。
それを県が一手にというのは、なかなか厳しい

部分もございます。さらに、地元の企業を一番

よくご存じなのは、商工会、商工会議所の経営

指導員といった部分もございます。あと、事業

所の企業の集積状況ですとか、規模とか、産業

構造、そういったものは地域、地域でばらばら



令和２年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月９日）

- 44 -

でございまして、県下一律の支援というのはな

かなかしっくりこない部分もあろうかというこ

とで、地域ごと、あるいはケースによっては業

界ごとに商工団体ですとか、地元の市町、ある

いは振興局、そういった要員が一緒になって支

援チームをつくって企業に寄り添って伴走型の

支援をしていくということを考えております。

その際、例えば、商工会、商工会議所、商工

団体、あるいは企業の経営者の方と直接お話を

するケースも出てくる。そういったことについ

ては、委託で、丸投げと言うと言葉はちょっと

よくないんですけれども、任せてしまうよりは、

県が直営で、あるいは場合によっては幹部職員

も出向きながらやっていくことが効果的だろう

と考えておりまして、併せて無料職業紹介機能

を持つということは、相談部分だけを切り離し

て委託すると、そういうことはできなくなりま

すので、相談部分を含めて県の直営としたいと

考えているところでございます。

【饗庭委員】県で直営で見るということだと思

うんですけれども、今まで総合就業支援センタ

ーでやってこられた方々が、そのまま県の直営

になっても、委託なので1年更新かと思うんで
すけれども、ずっと長年働いてこられた方もい

らっしゃるかと思うんですが、そのあたりは県

の直営になっても、そのままいこうということ

にはならないんでしょうけれども、その方々の

人材も活用しながらということもおありなんで

しょうか。

【吉村雇用労働政策課長】先ほどご説明の中で、

企業の採用力向上支援員を4名、就職支援員を4
名置くと申し上げましたけれども、この4名は、
身分としては会計年度任用職員での雇用になり

ます。

ハローワークを通じて求人を出して、そこに

応募いただいた方の中から選考するという形に

なっております。現在、総合就業支援センター

で働いている方たちが応募してくるケースもあ

ろうかと存じます。

【饗庭委員】私が心配しているのは、県の直営

になることで委託していた業者、民間になろう

かと思うんですけれども、そこの仕事がなくな

るのではないかということで、何でも県が直営

となると、今までされていた方が、そこは委託

であっても、そんなに収益はないんでしょうけ

れども、それで働く人を活用しているというこ

とがあろうかと思ったので、お聞きしました。

じゃ、今後、県でされるということの中で、

「就職氷河期世代を含む求職者全般と」と書い

てあるんですけれども、この就職氷河期世代の

方が、県内にどれぐらいいらっしゃって、どれ

くらいを見込んでされておるのか、教えてくだ

さい。

【近藤分科会長】 暫時休憩します。

― 午前１１時１３分 休憩 ―

― 午前１１時１３分 再開 ―

【近藤分科会長】 分科会を再開いたします。

【吉村雇用労働政策課長】これは正確な統計等

はございませんで、国の厚生労働省の外郭団体

の試算によるところでございますけれども、概

ね35歳から44歳までの世代の中で、不安定な就
業状況にある方、いわゆる不本意非正規と言わ

れるような方々が約5,000人、長期にわたり無業
にある方々が約4,000人という推計になってお
ります。

【饗庭委員】その方々の具体的な支援としては、

県としてどのように考えておられるのか、教え

てください。

【吉村雇用労働政策課長】就職氷河期世代の方
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は、私が申すまでもございませんけれども、学

校を卒業する時に就職難に遭って職にありつけ

なかった、あるいは正規に職員になりたかった

けれども、非正規で働かざるを得なくてキャリ

アがなかなか積めていない。そういったことで

不遇をかこっておられる方々もいらっしゃると

存じます。

ただ、そのような方々を職と結びつけるとい

うことにつきましては、従来から幅広い支援を

やっております、どのような職が向いているの

かといった適職診断ですとか、カウンセリング

とか、履歴書の書き方ですとか面接の受け方、

そういったこともやっております。

そういった困っておられる就職氷河期世代の

方々を労働市場に引っ張り出すといいますか、

例えば、無業の方、「俺はどうせ働けないんだ」

といった形でおられる方を、やっぱり働いてみ

ようかというふうに労働市場に引っ張り出すと

いうことも必要と考えておりますので、そうい

った就職氷河期世代に対する対応をきちんとや

っていきますということ。これは国も盛んに言

っておりますけれども、しっかりとＰＲして就

職に目を向けていただきたいと考えております。

もう一つ、今回私ども、企業支援、採用力向

上の部分をやってまいりますので、氷河期世代

も含む求職者が、こういったスキルがあります、

こういった職に就きたいと思いますと、そこと

企業側の希望をすり合わせながら、あるいはそ

ういった方たちにおいても、一概に就職氷河期

世代だからということで切り捨てるのではなく

て、きちんと人を見て採用してくださいといっ

たようなこともお願いをしながら、就職氷河期

世代の支援に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

【饗庭委員】今のご説明だと、普通の就職支援

と全然変わらないように感じるんですね。氷河

期世代の方は正職員になれなかったとか、今の

働き方で満足しておられない方が多いんだと思

うんですね。その方を今後は正社員とか安定し

た職に就いていただくためにどうやっていくの

かということを教えていただきたいんですけど。

【吉村雇用労働政策課長】一義的には先ほど申

し上げた丁寧なマッチングというのがメインに

なってこようとか思います。就職氷河期世代で

不本意非正規を長く続けてきて、例えばキャリ

アがなかなか積めてない。そういう方々に対す

る支援というのは、要はキャリアを積むための

支援については、例えば、厚生労働省のキャリ

アアップ助成金というものもございます。また、

新年度、新たな対応も出てこようかと思います

けれども、現在、県として直接的にキャリアア

ップを支援するような制度はつくれておりませ

んけれども、国の制度もよく調査をして、そう

いった助成金等の利用も働きかけてまいりたい

と考えております。

【近藤分科会長】 暫時休憩します。

― 午前１１時１８分 休憩 ―

― 午前１１時１９分 再開 ―

【近藤分科会長】 分科会を再開いたします。

【廣田産業労働部長】氷河期世代に対する対応

のお尋ねでございます。

先ほど課長からご説明がございましたけれど

も、県といたしましては、就労の意欲、能力が

ありながら、希望に沿った就職ができていない、

いわゆる就職氷河期世代の方を可能な限り希望

に沿った就労に結びつけるということに対応し

ていく必要があるものと考えております。

そのようなことから、新たに開設します人材

活躍支援センターで、対象者については、就職
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氷河期の方に限らず、中高年、若者、全ての世

代の方を対象といたしておりますけれども、そ

この中で県内企業とのマッチングをしていくよ

うな導きをやっていこうと思います。

そのためには意識改革、これは両方あろうか

と思います。求職者側の考えも変えないといけ

ないと思います。いわゆる雇用していただく企

業の方も考えていかないといけないと思います

ので、そういった対象になる方々の意識改革を

まず進めていく必要があろうかと思っておりま

す。

あと、今、国も国策としていろんな検討をし

ておりまして、具体的に申し上げますと、今後、

長崎労働局を中心といたしまして、国、そして

私ども県、そして経済団体、労働団体、あるい

は支援団体等で構成する就職氷河期世代活躍支

援のプラットホームというものを立ち上げるよ

うにいたしております。そこの中で関係者がい

ろいろ議論をいたしまして、都道府県ごとの事

業計画というものを策定するようにいたしてお

ります。

また、地方自治体が行う就職氷河期に対する

取組に対しての交付金がつくられることになっ

ております。このことについても今後の申請と

いうことになりますので、まず、先ほど申し上

げた労働局が中心となったプラットホームでの

事業計画の策定、それに基づく実行というのが

あろうと思いますし、やはり経費がかかると思

いますので、それは国が予定している交付金を

最大限に活用して就職氷河期世代に対する対応

を行っていきたいと考えております。

【饗庭委員】ぜひ県でも具体的なことを考えて

いただいて、就職氷河期に当たったばっかりに

やりたいことがやれないという方が県内にもた

くさんいらっしゃると思っているんですね。そ

の方々が、この人材活躍支援センターを通じて

就職できるようにお願いして、終わりたいと思

います。

【山下委員】 お疲れさまでございます。

まず、予算に関する2点の質問の前に、新型
コロナウイルスの影響が県下で広がっている中、

産業労働部におかれましては、部長を筆頭に、

いろんな支援策、相談窓口等、対応に当たって

いただいていることにまずは心から敬意を表し

たいと思います。ありがとうございます。引き

続き、ぜひともよろしくお願いしたいと思いま

す。

予算について2点、若者定着課の高校生の県
内就職促進事業費と企業振興課の産地活力強化

事業費についてお尋ねをしたいと思います。

今般示されております第2期「まち・ひと・
しごと創生総合戦略」の中にも若者定着をどん

どん促進しようということでうたってあります。

高校生の就職希望者の県内就職率が60％台
前半でとまっているというような記載もある中

でございますが、予算書の28ページに高校生の
県内就職促進事業費が、額は小そうございます

が、減額の予算を組まれているわけであります。

これだけ県も力を入れてやっていこうという中、

なぜ減額予算が組まれているのか、そこらあた

りからまずご質問させていただきたいと思いま

す。

【近藤分科会長】 暫時休憩します。

― 午前１１時２３分 休憩 ―

― 午前１１時２４分 再開 ―

【近藤分科会長】 分科会を再開します。

【宮本若者定着課長】 横長資料の28ページ、
上から3段目、「△」の195万8,000円につきま
しては、今年度に高校生向けのパンフレットを
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更新する作業を3年ぶりに行ったところでござ
います。それにつきまして新たに高校生向けだ

けでなくて、保護者向けのパンフレットも新規

に令和元年度に作成することとしております。

その分については新規に作成するということで、

いわゆる作成委託料が令和元年度のほうが高う

ございました。来年度は、それを更新する、印

刷するとか、原版がもうすぐできますので、そ

の分が下がって約200万円の減となっておりま
す。

【山下委員】そういう理由でありましたらよく

わかるんですが、その下の高校生のためのふる

さと長崎就職応援事業費は増額の編成になって

おりますが、この中身について教えていただき

たいと思います。

【宮本若者定着課長】 その下につきましては、

930万円ほどの増額になっております。これに
つきましては私どものほうで就職者が多い高校

にキャリアサポートスタッフということで、県

内企業の魅力とかを生徒と面談しながら、学校

の先生と連携しながら、別にそういうことをし

ていただくキャリアサポートスタッフ、県内就

職支援員を置いておりまして、その方を2名、
次年度は増員することにしておりまして、それ

により、さらに県内就職率を図っていこうと。

そういったところの2名分の人件費が一番大き
な要素でございます。

【山下委員】 いずれにしましても、「まち・ひ

と・しごと」の中でもこれだけうたっておられ

るわけですから、ぜひとも高校生が県内に定着

していただけるように、引き続き施策の充実を

お願いしたいと思います。

2つ目でありますが、今回、企業振興課のほ
うで新規ということで産地活力強化事業費とい

うことで予算を組まれております。私もちょっ

と勉強不足のところがあるんですが、同じよう

な支援が過去にあったような気がするんですが、

今回、あえて新規というところの事情等があり

ましたらご説明いただきたいと思います。

【宮地企業振興課長】今、山下委員からお尋ね

がございました産地活力強化事業は、今回、新

規事業ということでご提案をさせていただいて

おります。

実は事業全体としては全く新規になりますが、

この事業と同様な事業というのは、この中で島

原手延そうめんと五島手延うどんにつきまして、

平成26年度から新しい食べ方、市場を開拓しよ
うということで、ヨーロッパでの販路開拓など

の取組を今まで続けてまいりました。

この事業は県だけではなくて、県、市町、産

地の団体、全体で協議会をつくってやってきた

事業でございますが、昨今はその取組を受けて、

その中で首都圏で少しそういうことを生かして

販路開拓したいという話が1つございました。
前提になりますけれども、これを含めて本会

議で部長から中島委員にもご答弁申し上げてお

りますけれども、陶磁器を含め、地域産業がし

っかりしていないと、県全体の産業として振興

するのはなかなか難しいだろうということで、

そうめん、うどんを含めて、今、産業労働部で

お預かりしている壱岐焼酎、長崎かんころもち

と併せて地域産業の強化を図ろうというのが1
点、今回、こういう事業を組み立てた状況でご

ざいます。

【山下委員】ありがとうございます。本当にす

ばらしい県産品が県内にはございます。そうい

うことで取り組んでいただきたいと思います。

2つ目の括弧にあります伝統的工芸品の支援
ということで、中島委員のところの波佐見焼、

私の地元の三川内焼等ございますが、これは限
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度額を見ていると、県産品は上限が400万円と
書いてありますが、工芸品のほうは20万円とい
うことで書いてあります。20万円ではちょっと
心細いなというところがありますが、このあた

り、なぜこういうふうな限度額が設定されてい

るのかお尋ねいたします。

【宮地企業振興課長】今お尋ねがございました

限度額のことからまず申し上げますと、（1）
のイメージとしましては、補助対象に記載させ

ていただいておりますが、産地の団体というこ

とで、そうめんの団体であるとか、うどんの団

体であるとか、企業様が多数集まられた団体に

ご支援するということで、限度額が一定あると

いう状況でございます。

下の（2）の工芸品のほうにつきましては、
製造されている事業者の方、少ないところでは

お1人というところもございます。まずは今回、
新しく補助制度を財政当局にも認めていただき

ましたので、額はこれで十分とは言えないかも

しれませんが、小さいところから始めて、効果

があれば当然拡大していきたいと思っていると

ころでございます。

【山下委員】ありがとうございます。五島うど

ん、島原そうめん、壱岐焼酎、長崎かんころも

ちということで、今後、ほかの部分についての

拡充といいましょうか、予定といいましょうか、

そのあたりがございましたら教えていただきた

いと思います。

【宮地企業振興課長】今、山下委員からお尋ね

がございました、産品は県内にはいろいろ、例

えば、かまぼこを含めてございます。

全体がどうなっているかと申し上げますと、

全体は文化観光国際部の物産ブランド推進課で

戦略会議を持っておりまして、その中で、今、

重点商品として22商品を指定しております。農

林部が所管する農産物、中には「長崎四季畑」

に入っているような商品もありますが、それは

農林部のほうで、かまぼこなどは水産部でお世

話しております。では、産業労働部はというこ

とで、この4品目、私のところで製造業の振興
をやっておりますので、地域において製造品出

荷額が大きいとか、そういう視点で製造業から

のアプローチが効果的だろうという4品目につ
いては、現在、私どもがお預かりしているとい

うことで、全体としましては各部において支援

策を講じておられるところでございます。

【山下委員】ありがとうございました。最後に

なりますけれども、やはり長崎はカステラ、ち

ゃんぽんが余りにも有名過ぎて、その次の品目

が、県産品が日本、世界になかなか羽ばたいて

いかないという状況がございますので、こうい

う事業費を活用していただいて、ぜひとも長崎

県産品がもっともっと販路拡大できますように

お願い申し上げまして、質問を終わりたいと思

います。

ありがとうございました。

【八江委員】企業振興課に今の質問の関連にな

りますけど。

我々が、長い間、議会の中でいろいろ聞くこ

とは、長崎県の産品のことで、五島うどん、島

原手延べそうめん、焼酎、かんころもちだとい

う話はずっと、当然ながら、長崎県の産品です

から出てくるんですけど、なかなかこれが軌道

に乗らないといいますか、ずっとやっておりな

がらも、なかなかうまいこといってないという

イメージも我々は持っております。

ですから、長崎県は製造には非常に優秀な技

術があり、製造地としては立派なところがある

けど、販路拡大のほうがうまくいかないのが長

崎県じゃないかとよく言われておりますし、
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我々も痛感しております。アンテナショップを

はじめ、いろんな形でやっておりますから徐々

に浸透はしていると思いますけど、もう少し思

い切ったことの政策的な転換を図って販路拡大

をやっていかなければいけないんじゃないかな

と。それは一つの商品そのものでは、なかなか

拡大ができないと思いますので、長崎県全体の

ものとして一括して販路拡大のための大きな予

算をつけながら、本格的な販路拡大に取り組ま

なければならないんじゃないかなと思います。

ちょぼちょぼ、やっていることは事実ですけど、

ところが、それがなかなかうまくいかないので、

もう少し思い切った予算をつけながら、大手販

売会社とよく戦略を立ててやるべきだなという

イメージを持っておったんですけど、そういっ

たことについて考えていただくようなことはで

きませんか、あるいは検討したことがあります

か。

【宮地企業振興課長】今、八江委員がご質問の

とおり、我々の取組が消費者の皆さんに十分に

届いていないという状況は、我々もそう感じて

いるところでございます。

販売のところにつきましては、先ほど申し上

げましたように、文化観光国際部の物産ブラン

ド推進課のほうで「長崎フェア」を初め、いろ

いろ予算を講じて対策をとっておりまして、各

部のそういう取組と併せて、私どもも販路開拓

をやっていきたいという思いがございます。

今回、ご提案している事業でございますが、

我々としましては、最近、そうめんとか、うど

んがそうですが、例えば、パスタの替わりに食

べてみるとか、若い方を中心に、東京でそうい

う食べ方をされているんですけれども、カレー

につけて、つけ麺風で食べるとか、そういう動

きは、これはちょっと悔しいんですが、秋田の

稲庭うどんとかは東京でも最近結構聞くように

なってまいりまして、新しい消費者、若い人を

取り込んでいるという状況がございます。

我々の予算としましては、市町、産地と連携

しながら、そういう新しい消費者を開拓してい

くのが我々の予算と考えております。八江委員

がおっしゃる本体部分につきましては、物産ブ

ランド推進課を中心にある程度の予算額を講じ

て現在やっているところでございます。

【八江委員】 今、うどんにしても、そうめんに

しても、あるいは焼酎にしても、全国各地で特

産はたくさんあります。そこで打ち勝っていか

なければ販路拡大はできないわけでありますか

ら、販売の仕方については、いろんな知恵比べ

もあると思いますけど、同時に影響力というか、

販売力のある企業との連係が必要じゃないかな

ということをつくづく感じておりましたので、

そのあたりをもう一度掘り下げて検討していた

だいて、そして、思い切って予算等をつけなが

ら短期でやっていくことも戦略として必要じゃ

ないかなということ。

もう一つ、五島うどんにしても、そうめんに

してもそうなんですけど、長崎県の中には各地

区にうどん屋ばっかりなんですよ。県内には右

も左も、うちの入り口のところにはうどん屋が

あります。毎日、うどん屋を眺めながら出勤し

てますけど、お客さんがいっぱい入っています。

ところが、五島うどんの食べるところが長崎県

にはほとんどない。空港に1軒あるぐらい、あ
るいは長崎市に1軒あるぐらいで、産地であり
ながら、県民自らが食べてないというのの一つ

は、乾麺と生うどんという問題もあるかもわか

らない。じゃ、生うどんをつくればいいんじゃ

ないかという、その技術的な問題とか、醤油の

あり方とか、こういったことも指導していくか、
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また、業界で考えていただくかということを考

えていかないと、よそのうどん、四国のうどん

屋が目の前にあるんですけど、私は食べずに通

り過ぎておりますけど、そんなことが、外に売

ることもですけど、もう少しやり方といいます

か、それから製造の仕方、もう昔からあった、

椿油を入れたいうどんでありますから、こしの

強いうどいではあるんですけど、端的にそうい

うことも言えるんじゃないかと。

そしてまた、壱岐の焼酎も麦焼酎の発祥の地

と言われておりますけど、芋焼酎なんかに比べ

て伸び悩んでいると思いますけど、そういった

ことも一緒だと思いますので、もう少し視点を

変えながらやっていただきたいなというのが私

の要望であります。

うどんのやり方については本気で考えていた

だいて、今年度は2～3店舗ぐらい開店できるよ
うに、例えば、佐世保のほうに1店舗、島原の
ほうに1店舗、長崎市内に何店舗かできるぐら
いのことはあってもいいんじゃないかと思いま

すけど、そのようなことを要望して、一旦終わ

りたいと思います。

【宮地企業振興課長】 今、八江委員から3点、
企業との連携、予算の状況、あと県内で食べる

ところをという3点についてご質問がございま
した。

企業との連携につきましては、先ほど、山下

委員にご答弁申し上げましたが、今年の産地ブ

ランド事業におきまして、東京のイタリアンで

すとか、フレンチのシェフを招いて、うどん、

そうめんを使っていただくよう売り込む事業を

実はやっておりまして、その事業で今年、首都

圏で8店舗、そうめんやうどんの取り扱いをし
ていただくようになっております。その中では、

銀座の大型商業施設に入っているフレンチレス

トランでそうめんを使ったコース料理を出して

いただくような成果も出ているところでござい

ます。

予算につきましては、先ほど申し上げました

けれども、私どもとしましては、今回の事業を

含めて成果を出して、次、大きく予算を取れる

ように頑張っていきたいと思っております。

最後の食べるところでございますが、南島原

市、新上五島町におきましても、現在、地元で

そうめんなりうどんを食べられるような動きを

事業者様がかけておられますので、そういう状

況も見ながら、適宜、市町と一緒になってご支

援していきたいと思っております。

【八江委員】 期待しております。

【近藤分科会長】ぜひ、八江委員の言われるよ

うに、五島うどんをよろしくお願いします。

【坂本(智)委員】 当委員会に何年かぶりに来ま
したので、よく言えば浦島太郎になっているか

もしれませんけれども、浦島太郎というのは、

前のこともよく覚えていて、海に沈んで、そし

て上がったら何もかも忘れてたと、まさかこん

なことではなかったというふうな。そんないい

ものではございませんけれども、ちょっと質問

します。

82号議案ですが、小規模企業者等設備導入資
金特別会計です。使用料及び手数料が706万円
の増で、あとは歳入が65億6,009万円の減、歳
出が72億6,485万4,000円の減ということで、部
長説明の8ページ、9ページ、10ページ、11ペー
ジを見ますと、各課、全部減額になっているん

ですね。こういうことってあるのかなと。補正

予算の第1号、どういうことなのか。
例えば、企業振興課にいたしますと、新工業

団地整備事業費が5億3,700万円の減となって
いますが、この金額が大きいか小さいかという
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のは考えようではあろうかと思いますけれども、

結構大きい数字だなというふうに私は思うんで

すけれども、いかがでございましょうか。

【佐倉企業振興課企画監】 今回の2月の補正に
おきまして、新工業団地整備事業費が5億3,726
万9,000円の減というふうになったところでご
ざいます。今年度、現計予算におきましては、

現在、11億円ほどの予算で5億円ということで
大きな割合になっております。

この減額の要因につきましては、今年度は佐

世保市、諫早市、西海市、大村市等の5市町に
対する整備費の支援というものを予定しており

ました。しかしながら、諫早市において、整備

中に一部岩が出たということで、工事進捗の状

況が少し減ったということで、諫早市の工業団

地で2億4,800万円ほどの事業費が翌年度に回
っていくということがございました。

あと、西海市のほうで工事内容、土砂の搬入

方法を変更するということで、今年度の分が約

3億7,000万円でしたけれども、これが2億4,000
万円減るということです。

工業団地につきましては、今年度につきまし

ては、そういった工事の進捗等の内容で少し大

きなものとなったところでございます。

【坂本(智)委員】 どうもありがとうございまし
た。

これは大きいなと思ったんですけれども、9
ページの下に経営支援課の中小企業金融対策費

がマイナス60億5,000万円という数字が計上さ
れているわけでございますが、中小企業向け制

度資金の貸し付け減、どういうことだったんで

しょうね、60億円の減というのは。
【吉田経営支援課長】一般会計におきまして銀

行へ無利子で預託をして、それを原資の一部と

して金融機関が中小企業に対して制度資金の貸

し付けを行う分につきまして、例年、40億円か
ら50億円ぐらい、この補正で補正をさせていた
だいております。

今回、韓国人観光客の減少、あるいは足元の

コロナウイルスの関係、こういった不測の事態

に備えるために、言葉はあれですけど、一定そ

ういった事態にも対応できるような予算を組ん

でおります。その預託した分につきましては、

年度末に全額返還してもらうという形ですので、

その分は諸収入というふうな形で財源としては

計上しております。

【坂本(智)委員】 私の地元である対馬のことに
ついても予算をちゃんと準備していただいたに

もかかわらず、なかなか借りられなかったとい

うこともあってのことだろうと思いますけどね。

ありがとうございました。

いずれにしましても、65億6,000万円の歳入
で72億6,000万円の歳出の予算が減額になって
いるわけでございますが、当初予算はどうだっ

たのかということを考えざるを得ないわけでご

ざいますが、部長、その辺はいかがでございま

しょうか。

【廣田産業労働部長】この制度資金の預託でご

ざいますけれども、年間の貸付額を想定いたし

まして、前もって各金融機関に預託をし、そし

て、それに基づく貸付限度額を設定いたしてい

るところでございます。

先ほど、当初予算でも二百数十億円、そして、

貸付限度額が600億円という形でとっておりま
すけれども、あくまでもこれはそれぞれの制度

資金の事業者の方の貸し付け申し込みというも

のがあって初めて発動されるものでございます。

先ほど、経営支援課長がご説明したように、制

度資金でございますので、いろんな場合に対応

できるように、予算としては少し多めに組ませ



令和２年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月９日）

- 52 -

ていただいて預託している。しかしながら、あ

くまでも年度末については、その実績に基づい

た形で補正をし、そして、全額また県のほうに

戻ってくるというシステムになっております。

そういったことで、繰り返しになりますけれ

ども、事業者の方が幅広い形で活用できるよう

に少し見込みを多めに設定し、予算を計上させ

ていただいているところでございます。

【坂本(智)委員】 わかりました。冒頭に申し上
げましたように、今浦島太郎みたいな、そうい

うことになっているわけでございまして、当部

がそういう予算の積み上げ方、そして実績とい

うようなものについて、ほかの部とはまたちょ

っと違うんだなということを改めて感じた次第

でありまして、できるだけそういう金額の差が

少なくなるように、ぜひ頑張っていただきたい

と思います。

【坂本(浩)委員】 各課に、それぞれわからない
点を含めてありますので質問いたします。

企業振興課、経営支援課、若者定着課、雇用

労働政策課に質問をいたしますので、ご準備方

よろしくお願いいたします。

県全体の新年度の予算については、ご案内の

とおり、3年ぶりに7,000億円を超えて経済対策
が盛り込まれているということで、産業労働部

においても、特に県政の最大の課題である人口

減少対策の中心を担っている部局でありますの

で、その分、新規事業も含めて今議論があって

いたとおりであります。

県全体の予算は7,000億円で、前年度に比べて
4.1％伸びています。ところが、産業労働部の予
算全体につきましては、前年度比で約15億円程
度減額ということで、下げ幅がマイナス4.5％と
いうことになっております。とりわけ、先ほど

申し上げました4課のうち企業振興課と経営支

援課、それから若者定着課の減額幅が5％台か
ら6％台のマイナスとなっておりますので、そ
の理由等について横長資料に基づいて幾つか質

問をさせていただきます。

委員長、減額幅が大きい部分だけ抜粋します

ので、各課ごとによろしいでしょうか

【近藤分科会長】 はい。

【坂本(浩)委員】まず、経営支援課であります。
今、坂本智徳委員からも言われたとおり、若

干関連するんですけれども、横長資料の26ペー
ジに金融対策貸付費というのがありまして、こ

れが前年度に比べてマイナス13億7,400万円と
いうことになっております。内容については右

側にずらっとあるんですけれども、「ながさき

産業振興プラン」によりますと、今も比率的に

は変わらないんでしょうけれども、中小企業が

99.9％、そのうち小規模が87.5％を占めている
わけなんですね。もちろん、ここに書いてあり

ますように、資金の調達力が弱いというところ

で、その支援を含めて中小企業の底上げをする

ということが、県内の総体的な産業の底上げと

いうことになるんじゃないかなと思っているん

ですけれども、そこが13億円減額をされている
ということが1点目です。
それから、経営支援課の2点目は、23ページ

にサービス産業活性化事業費というのがありま

す。これは3,700万円の減、前年度比で70％の
減、30％ということなんですね。
内容を見てみると、部長説明資料にも書いて

ありますけれども、今後、成長が見込まれると

いう観光関連産業経営支援事業とヘルスケア産

業創出促進事業というのが入っているにもかか

わらず、前年度比大幅減額ということになって

おりますので、まず、経営支援課にこの2点に
ついてお尋ねいたします。
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【吉田経営支援課長】まず、金額的に大きな金

融対策貸付費についてのご説明をいたします。

先ほど少し申し上げましたけれども、県の制

度資金ということで信用保証協会の保証制度を

活用して担保力の弱い県内の中小企業者が借り

入れるような制度をつくっているということで

すけれども、この分の予算組みに関しましては、

ここ数年は新規貸付は一定額、前年度と同額を

確保しながら、過年度に貸し付けた分について

は、償還が進んでいく結果、融資残高が減って

いくということになります。その分については、

それ見合いで預託の額を落とすというふうな形

で対応してきておりまして、ここ最近の低金利

の中で、この制度資金ではない、いわゆるプロ

パーと呼ばれるような金融機関が独自に貸し付

けている分の充実というのもあると思いますけ

れども、過年度に貸し付けた分、これは足元で

韓国人観光客ですとか、コロナウイルスの関係

とか、こういう不況とか、何らかの事件、事故

等があると増える傾向にありますけれども、こ

こ数年はその分の償還が進んできて残高が減っ

てきたというのが大きな流れと思っております。

次に、サービス産業活性化事業費についての

3,700万円ほどの減額ということでございます。
サービス産業につきましては、委員からも御指

摘がありましたように、観光関連産業とヘルス

ケア産業について注力していくということで、

ここ数年取り組んでおります。

その中で宿泊業に特化して支援する事業を4
年間やってきております。事業の周期として4
年間で今年度、平成31年度、令和元年度で終了
ということになりまして、令和2年度からどう
いう事業を組み立てるかということでいろいろ

検討してまいったんですけれども、それは観光

関連産業の一部として業界と連携したモデル事

業の創出という形で新たに取り組んでいこうと

いうことで、従前の宿泊業に特化した事業をと

りやめたという形になっておりまして、その影

響で3,700万円ほどの減になっているという形
でございます。

【坂本(浩)委員】 そしたら、この貸し付けの分
については、過年度に貸し付けた分が順調に償

還が進んでいて、要するに、使い勝手といいま

すか、トータルとしても、先ほど答弁があった

ような突発的なことがあれば別ですけれども、

別に縮小したわけではないという理解でいいと

いうことですね。わかりました。

サービス産業活性化事業のことについてもわ

かりました。ただ、宿泊業特化という部分が4
年間で終わったということですけれども、いろ

いろ聞くと、宿泊業は、そう順調じゃないとこ

ろもあるんじゃないかなと思っていますので、

それは観光関連産業経営支援事業の中でモデル

事業としてやっていくということでありますの

で、ぜひ今後も、減額はされておりますけれど

も、取組方の強化をよろしくお願いいたします。

次に、企業振興課についてお尋ねです。

横長資料の16ページです。企業誘致推進費6
億7,380万円ということで前年度に比べて4億
7,300万円ぐらい減っています。この間の概要説
明の時にもらった資料を見ますと、企業誘致で

すね、総合計画の期間内において、来年度まで

ということになりますけれども、目標2,700人に
対して実績が2,897人ということになっており
ますので、それでいくと目標を超えているから、

その分、少しトーンダウンということかなとい

うふうにも思うんですけれども、そこら辺の認

識をお伺いいたします。

【佐倉企業振興課企画監】委員お尋ねの企業誘

致推進費でございます。昨年度の当初予算は11
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億4,700万円、今年度は6億7,300万円ほどで約4
億7,000万円の減額となっております。これにつ
きましては16ページの内容説明に記載してお
ります企業立地推進助成事業と企業誘致特別強

化対策費、それと企業誘致総合展開推進事業、

国境離島企業誘致強化事業、主にこの4つを合
わせた費目でございます。

一番最初の企業立地推進助成事業は、過去、

誘致した企業に対する補助金でございます。残

りの3つにつきましては、産業振興財団の企業
誘致推進本部における誘致活動の活動費、人件

費等でございます。財団等の誘致活動の人件費

につきましては、前年度とほぼ同額という形で

確保させていただいておりますので、誘致につ

きましては、引き続き全力で頑張っていきたい

というところでございます。

あと、企業推進助成事業です。これが昨年度

9億8,500万円ほどございました。これが今年度
5億4,100万円となっております。令和元年度に
おきましては、16件で大口の1億円を超えるよ
うな誘致補助金が4～5件ございましたので9億
8,500万円という金額になっておりますが、令和
2年度につきましては、11件で、そういう大き
な案件がないということで、今年度、昨年度と

比較して約4億4,000万円の減になっていると
ころでございます。

【坂本(浩)委員】 来年度の誘致の、今、11件と
言われましたかね、ほぼもうめどがついている

という理解になるんですか。

【佐倉企業振興課企画監】 今申し上げました

11件というのは、これまでに立地した、投資に
応じた、雇用に応じたものです。11件というの
は、来年度に目標とする見込みということでは

ございませんで、過去に立地した案件の投資額

等に応じた実績による補助金ということでござ

います。

【坂本(浩)委員】 来年度の分は盛り込まれてな
いという理解でいいんですか。例えば、立地の

状況に応じて年度で補正を組んで、例えば半年

ぐらいで5件できたら、その分の補助というふ
うなことで年度途中で編成していくという理解

でいいですか。

【佐倉企業振興課企画監】誘致企業に対する補

助金につきましては、通常、例えば、今年度立

地した企業につきましては、その準備期間とか

投資額が来年度以降に今年度投資分も含めて補

助金の申請をいただくということになっていま

すので、当該年度に立地した分で補正というこ

とはあんまりないんですけれども、そういうケ

ースが生じましたら補正等の対応が必要になっ

てこようかと思います。

【坂本(浩)委員】 次に、すみません、若者定着
課の分は、どうしても数字が理解できなくて、

横長資料の27ページ、若者定着課のトータルが
前年比で2,388万円ということで減っているん
ですね。この内訳をずっと拾っていっても、合

計がこれにならないんですよ、減額が。なんで

かなと思って、すみません、簡単な質問なんで

すけど。

【宮本若者定着課長】大変申し訳ございません、

資料が見にくくなっておりまして。と申します

のが、一番大きな減の要素として、この資料に

あらわれていないもので令和元年度で終了する

「ながさき輝く人財雇用創造プロジェクト」と

いうものがございます。それが1億200万円程度
でございます。すみません、これは資料のつく

り方の話ですけれども、来年度ないものですか

ら、この資料からマイナスの1億円が見えてな
い状態になってます。ただ、トータルでは、例

えば27ページの一番上の行に本年度4億4,800



令和２年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月９日）

- 55 -

万円いうと数字があります、その隣に4億7,200
万円という数字があるんですけれども、ここに

1億円が入っていたという整理になっておりま
して、その下にマイナスで1行、本年度予算が
ゼロで右側にマイナス1億円という欄があると
電卓が合うような形になっているんですけれど

も、すみません、そこをこの資料で読み取れな

いようになっておりまして、大変申し訳ありま

せん。

【近藤分科会長】 暫時休憩します。

― 午後 零時 ５分 休憩 ―

― 午後 零時 ５分 再開 ―

【近藤分科会長】 分科会を再開します。

【宮本若者定着課長】「ながさき輝く人財雇用

創造プロジェクト」で約1億円落ちております。
それに加えまして27ページあるいは28ページ
でプラス、プラスで出てきているものがござい

まして、結果としては、大きな国庫補助事業だ

ったんですけれども、事業終了を補うような形

で新たな施策を組み込んでいるところでござい

ます。

【坂本(浩)委員】最後に、雇用労働政策課です。
先ほども饗庭委員から質問がありました。それ

から、先日の予算総括質疑でも改革21の山田朋
子委員から質問があった件です。

長崎県人材活躍支援センターについてであり

ますけれども、1億円以上の予算がついて、企
業と人材のマッチングということで、これはこ

れで内容的には理解しているんですけれども、

ただ、どうしても納得がいかないのが、要する

に、企業向けに支援をしていく部分に力を入れ

るということなんですよね。その理由は先ほど

課長から答弁があったとおりです。

ただ、その一方で一番懸念するのは、求職者

に対する相談業務だとか、そういう体制が縮小

しているんじゃないかという問題意識なんです

よ。しかも、予算を見てみたら前年度に比べて、

横長資料の32ページに人材確保総合支援事業
費ということで、前年度比2,900万円減額されて
いるわけです。そしたら、企業向けの支援のと

ころは、もちろんこれで力を入れてもらって、

今までどおり求職者に対する対応も、例えば、

佐世保は従来どおり常駐する、あるいは大村、

五島についても巡回相談を今までどおりして、

なんでそれができないのかということなんです

よ。そこら辺の認識はどうなんですか。

【吉村雇用労働政策課長】求職者に対する支援

の重要性、これは変わらずにあると思っており

ます。ただ、雇用情勢が好転しまして求人倍率

が上がる。要は、求職者の方が就職しやすい状

況になってきております。

現在の総合就業支援センターは、平成26年度
に開設いたしましたけれども、開設次年度の平

成27年度で相談件数は約1万1,500件ぐらいご
ざいました。これが平成30年度につきましては
6,500件程度、約44％減少しております。です
から、重要性は非常に強く認識しておりますけ

れども、ボリュームとしては下がってきている

と考えております。

そして、減額要因の大きなものでございます

けれども、現在、長崎西洋館の2階と3階、それ
と一部、中二階も使用して事業を行っておりま

す。これを今回2階部分、ここが一番広くて平
米単価も高いんですけれども、この2階から3階
と中二階に集約するということを考えておりま

して、2階部分の室料が大きく減っております。
【坂本(浩)委員】 重要性は認識しているという
ふうなことは共通しているんだろうと思うんで

すけれども、問題はボリューム、今言われまし



令和２年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月９日）

- 56 -

たように、相談件数が40％ぐらいまで下がって
きているということと、有効求人倍率が1.1倍台
で回復してきていると。求職者が就職しやすい

ということです。

ボリュームは、相談件数は確かにそうかもし

れませんけれども、ただ、有効求人倍率の1.1
倍というのは全国最下位なんですね。その1.1
倍の中身も、要するに求職者が、例えばこうい

う職種で自分は正規で働きたい、そことのマッ

チングがなかなかうまくできてなくて、今の経

済状況の中でやむを得ず働いている、要するに、

求職者側から見てですね。それが結構あるとい

うふうに私は認識しているんですよ。

だから、ボリュームが下がったのはあるのか

もしれませんけれども、課長が言われるように

重要性は引き続き認識をしていただいて、今後

の推移次第では、場合によっては常駐体制だと

か、あるいは巡回回数の増だとか、そういうこ

とも含めて、年度途中でも結構ですから検討を

していただきたいということを要望として申し

上げさせていただきます。部長、いかがですか

【廣田産業労働部長】先ほど、総合就業支援セ

ンターを見直して人材活躍支援センターを設置

する背景について申し上げました。

この総合就業支援センターは、有効求人倍率

が非常に低い時に設置されたところでございま

す。確かに、有効求人倍率は改善されておりま

すけれども、そういった中でも仕事をしたい求

職者は依然としておられるのは十分認識してお

ります。その待遇面についても、非正規であっ

たところを正規にという動きがあるのも十分認

識しております。

そういうことから相談業務については、先ほ

ど件数が非常に少なくなっているという状況に

鑑みて相談員の人数は縮小いたしますけれども、

ただ一方で、現在、電話と面談で受け付けてい

るところ、今、若い人はＳＮＳといったものを

活用されているということもありますので、そ

ういった新たな手法での受け付けもやっていき

たいと。

それともう一つが、これまでは完全に民間に

委託をしておりました。それを今回、県の直営

にいたしましたので、状況に応じては県の職員

も対応できるということで考えております。

それともう1点、大きいところは、これまで
は民間企業にいて就職相談だけを受けておりま

したけれども、やはり求職者が希望する仕事に

就いてもらうためには、やはりマッチングも必

要だろうということで、新たに無料職業紹介の

機能を付加しまして、これまでは相談を受けた

方をハローワークにつなぐだけだったんですけ

れども、それを相談を聞いて直接県がご紹介す

ることもできると思います。

それで、あと、どこに紹介するかということ

ですが、これは企業の採用力向上と関連すると

ころですけれども、企業側には、人が足りない

のであれば人材が確保できるような改善をやっ

ていただきたいというお話をしますけれども、

その中で各企業が求める人材という情報も当然

入ってきますので、そういったことからすると

就職相談と企業支援を同じ部署で一元的にやる

ことによって求職者の希望に添った就職につな

がることも期待できるということで考えている

ところでございます。

【近藤分科会長】 暫時休憩します。

― 午後 零時１４分 休憩 ―

― 午後 零時１４分 再開 ―

【近藤分科会長】 分科会を再開します。

午前中の審査はこれにてとどめ、午後は1時30
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分から再開します。

― 午後 零時１５分 休憩 ―

― 午後 １時２９分 再開 ―

【近藤分科会長】 分科会を再開します。

質疑はありませんか。

【山田(博)委員】 それでは、横長資料に基づい
て幾つか質問させていただきます。

こちらは事前に各課に具体的な説明もいただ

いているわけでございますので、その中で特に

質問させていただきたいことがありますので、

よろしくお願いしたいと思います。

まず、横長資料の3ページですが、企業振興
課全般に関わってくることなので確認させてい

ただきたいんですが、常盤・出島地区の、今、

置かしている会社さんに50年間の一般定期借
地権ということになっておりますが、これは貸

付料というのが収入に入っているんですけど、

これは月当たり幾らということで出ております。

今度、神ノ島の用地貸付料というのは、固定資

産課税台帳に基づいて1.5％掛けていると。出島
のクレインハーバー長崎ビル用地については、

時価相当額ということでいろいろあるわけです

けれども、これはなぜこういうふうに算定の基

準が、固定資産課税台帳であったり、貸付料が

月幾らとか時価相当額になっているのか。

ほかの課では、横長資料の9ページの雇用労
働政策課におきましては、雇用労働政策課が所

管しているところは、目的外使用ということで、

これは「長崎県県有財産の交換、譲与等に関す

る条例」に基づいて使用料とかなんかを算出し

ているんですね。

課によってなぜこういうふうに違うのかとい

うことをまずお聞きしたいのと、常盤・出島地

区の交流館の貸付料というのは、50年間、この

料金なのか、その2点をお答えいただきたいと
思います。

【佐倉企業振興課企画監】企業振興課におきま

す財産貸付収入のご質問でございます。常盤・

出島地区、東そのぎグリーンテクノパーク、神

ノ島ＡＮＡ用地、出島町クレインハーバーの4
つについて、ご説明を申し上げます。これは4
本とも全て普通財産でございます。

まず、常盤・出島地区交流拠点用地内業務施

設の貸付料につきましては、現在、水辺の森公

園の隣にありますメットライフ生命さんの用地

でございます。面積にしまして8,019平米です。
これにつきましては平成15年当時、土木部にお
いてアーバンルネッサンス構想に基づいて、あ

そこの8,000平米については、雇用力の高い業務
施設の立地ということで全国に公募いたしまし

て、当時、ＡＩＧグループさんの応募がありま

して決定しているところでございます。

その公募条件の中に、貸付料として平米・月

597円ということ、それと50年間の一般定期借
地権設定を締結するということで、公募条件と

して決定されて現在に至っております。平成16
年度から貸し付けを行っておりまして、50年間
の貸し付けですけれども、貸付料金の見直しに

おきましては、この契約につきましては、10年
間ごとに見直しをするということで、その見直

しに当たっては、消費者物価指数を勘案して甲

乙協議の上、設定をするというふうになってお

ります。

続きまして、東そのぎグリーンテクノパーク

用地貸付料でございますが、これは東彼杵町に

ございます東そのぎグリーンテクノパークの用

地の貸し付けでございます。用地面積としまし

ては5万4,709平米になっております。平成17年
度から貸し付けを行っておりまして、この東そ
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のぎグリーンテクノパークに企業誘致を促進す

るために、長崎県工場等設置奨励条例に基づき

まして、東そのぎグリーンテクノパーク工業団

地普通財産減額貸付要綱を策定し、事業用定期

借地権の貸し付けを行っているところでござい

まして、固定資産評価額に1.5％を掛けた額を貸
付料としているところでございます。

3つ目の神ノ島ＡＮＡ貸付料でございますが、
面積としましては1万8,000平米でございます。
これにつきましては神ノ島工業団地にオフィス

系の企業誘致を促進するという目的で、神ノ島

工業団地（オフィス系企業用地）普通財産減額

貸付要綱を策定し、平成22年度から貸し付けを
行っているところでございます。

算定に当たりましては、固定資産課税評価額

に1.5％を掛けるというもので、貸付期間は20
年間という事業用定期借地権を設定して締結し

ております。

最後の出島クレインハーバー長崎ビル用地の

貸付料でございますが、面積は2,091平米でござ
います。これにつきましては長崎県産業振興財

団がクレインハーバー長崎ビルの整備のために

貸し付けた用地でございます。これにつきまし

ては建物を建設するために貸し付けているもの

でございますが、賃貸用のビルと1階の部分は
駐車場用地になっているところでございます。

ビルの建物分につきましては、長崎市、県、そ

れと財団が連携して企業誘致を促進するためと

いうことで、公益事業という形でございますの

で、「長崎県県有財産の交換、譲渡等に関する

条例」に基づきまして無償貸し付けとしている

ところでございます。しかしながら、駐車場部

分につきましては、一般的な用途での駐車場で

ございますので減免ということはしませんで、

駐車場部分の貸し付けにつきましては、普通財

産ではありますが、建物の1階部分ということ
で行政財産使用料基準に定められた地価配分率

を算定に準用しまして貸し付けを行っていると

ころでございます。

【吉村雇用労働政策課長】お尋ねのありました

9ページの行政財産の目的外使用料でございま
す。

横長資料の9ページにあります労働使用料の
中の勤労福祉会館使用料、それと技能会館使用

料、これが行政財産の目的外使用許可に伴う使

用料でございます。

行政財産の目的外使用については、地方自治

法で定めがございまして、行政財産の設置目的

を阻害しない範囲で目的外に使用を許可するこ

とができるとなっております。

その使用料の額につきましては、長崎県県有

財産の交換、譲与等に関する条例というのがご

ざいまして、その第8条で「別表に定めるとお
りとする」とございます。その別表の中で、土

地については当該使用に係る土地の時価相当額

に100分の6を乗じて得た額の範囲内で知事が
定める額」、建物については、「当該使用に係

る建物の時価相当額に100分の7を乗じて得た
額の範囲内で知事が定める額と建物の使用部分

に関する敷地に係る使用料との合計額」という

定めがございます。

この勤労福祉会館、技能会館というのは諫早

技能会館でございますけれども、ここに団体が

目的外使用ということで入居しておりますけれ

ども、この額については、この条例に定めると

おりの料率を掛けて算定しているところでござ

います。

【山田(博)委員】 部長、私が質問したことはご
存じですよね。要は、使用料の算定が、例えば、

常盤・出島地区というのは消費者物価指数で算
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定を10年ごとに見直すという話をされました
ね。ほかのところは固定資産課税台帳で算定を

しておりますと。あと、雇用労政課が所管して

いる建物は、長崎県の条例ということでありま

した。

この中で先ほど雇用労政課長が言われた、建

物の定款の条例があるわけです。この第11条に
何と書いてあるかというと、利用料金が会館と

規模、形態等において類似の施設の同種利用料

金と比較して均衡のとれたものであると認める

時には承認するものと書いてあります。つまり

会館と使う料金が同じ金額で申請があったら貸

しなさいよということにとられるわけです。

つまり私は何が言いたいかというと、産業労

働部の中で使用料とか貸付料とか料金の算定基

準というのがまちまちなんじゃないかと。こう

いった考え方で、いつからそうするのかと。

例えば、何度も言いますが、常盤・出島地区

というのは消費者物価指数でしているとか、普

通、固定資産課税台帳に基づいてするんじゃな

いかと思うんですよ。

大きく言いますと2つあるんです。固定資産
課税台帳に基づいて使用料を算出するんだった

らわかるんです。ところが、今の状態であれば、

片方では貸付料というのは消費者物価指数、も

う一つは長崎県の公有財産の交換とかなんかと

言っているんです。しかし、会館の利用料金は

こういうふうにしなさいという規定がちゃんと

あるんですよ。にもかかわらず、なんでこうい

うふうにするのかと。

村田次長、私が言っていること、わかります

よね。なぜこういうふうに違うのか。この考え

方、なぜこういうふうな算定の仕方になったの

かということを明確にお答えいただけますか。

【村田産業労働部次長】 まず最初に1点、先ほ

ど山田(博)委員がおっしゃいました勤労福祉会
館の、条例11条の利用料の条文につきましては、
勤労福祉会館が貸館業、公の施設としての貸館

を行う時に指定管理者が決める際の利用料金の

ことでございまして、行政目的外使用で長期占

有を県が許可している時の使用料の算定とは根

拠条文が異なるということはご理解をいただき

たいと思います。

それから、各課ごとでそれぞれ使用料、貸付

料の算定をしておりますけれども、特に普通財

産につきましてと行政財産の目的外使用とは、

財産の種類が大きく異なっていると思います。

それぞれ普通財産につきましても、企業誘致等

を前提にした土地等につきましては、誘致に当

たってのいろんな、本県での優位性等も加味し

ながら料金の設定等も行う必要がある。

一方で、2つとも、普通財産、行政財産とも、
根拠につきましては、県有財産の譲渡等に関す

る条例に基づいて、普通財産、行政財産それぞ

れについて貸し付けについての規定がございま

す。その際の算定の仕方もそれぞれ規定がござ

いまして、それぞれの手続に応じてやっている

と。一つは、特に誘致関係の普通財産につきま

しては、それぞれ特別の要綱をつくって、それ

に基づいて算定を行っているということで、一

定、それぞれの貸与目的に応じた算定を行われ

ているというふうな理解でございます。

【山田(博)委員】 じゃ、なんですか。常盤・出
島地区というのは普通財産、神ノ島も普通財産、

普通財産でも企業誘致の場合の貸付料金という

のは、それぞれ算定基準があって、だからこう

いうふうになったと。常盤・出島地区も企業誘

致とかで来てますけど、これは消費者物価指数

でやってますと、神ノ島の貸付料は固定資産課

税台帳に基づいてやってますよと。私が言って
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いること、わかりますかね。固定資産課税台帳

に基づいてやるなら、それで統一せんといかん

のじゃないかと言っているわけでございます。

ということで、もうちょっと勉強したほうが

いいんじゃないかと思うんですが、私が言って

いることは理解してくれたんじゃないかと思っ

ておりますが、そういうことですよ。基準が違

うんじゃないですかと言っているわけです。同

じ企業誘致とか、普通財産に対しても、常盤・

出島地区は、さっき言ったように算定基準は何

かというと、消費者物価指数と言ったんです。

神ノ島と東そのぎは固定資産課税台帳に基づい

てやっていると言ったんです。そこが違うじゃ

ないかと言っているわけです。

次の質問に移りたいと思います。続いてお尋

ねしたいのが、横長資料の13ページ、産業政策
課長にお尋ねします。

中小企業団体指導育成費とありまして、この

中に長崎県の補助金等交付規則においては、暴

力団等を交付決定者から除外することと規定し

ているとありますね、これは間違いございませ

んね。

そうすると、その団体が、そういったところ

とお付き合いがないようにきちんとした規程な

り要綱なりをつくっているか、そこだけお答え

ください。

【小林産業政策課長】長崎県の補助金等交付規

則においては、その補助金というのが基本的に

その補助団体に渡ることのないようにと、間接

的にも反社会的な暴力団員等に渡ることがない

ように規定されております。

ただし、その団体自体が反社会的勢力と関わ

りがあるかないかというところまで制限をする

というものではございません。

【山田(博)委員】 制限はないわけね。しかし、

結果的には、そうなったら困るわけね、長崎県

として。いかがですか、そこだけお答えくださ

い。

【小林産業政策課長】基本的には長崎県の姿勢

としては、反社会的勢力との関わりというもの

は、関係団体についてもないほうが好ましいも

のと考えております。

【山田(博)委員】 この前、ある警察関係者から
お話を聞きましたら、いろんな祭りとかなんか

ありますけど、反社会的勢力の方が堂々とお店

を開いていたと。関係する保健所、商工関係の

方々にお聞きしましたら、そういったお店を開

くに当たっては、食品衛生法では排除できない

と。なぜかというと、そういった規定がないと

いうことですね。私もこれは以前から話をして

いるんですが。祭りの出店自体を許可する商工

関係の方々は、「そう言われても、申請が上が

ったから許可しました」と。

つまり、元をただせば、長崎県の補助金がい

っている団体が、そういったところに許可をす

るとはいかがなものかということで、私は、産

業政策課長に改めて中小企業団体指導育成費に

ついて、長崎県補助金等交付規則において反社

会的勢力の方を除外する規定があるのであれば、

対応を明確にしてもらうように産業政策課長名

か、ここは部長名できちんとそこは周知徹底を

してもらいたい、すべきだと私は思うわけでご

ざいますが、見解を聞かせていただきたいと思

っております。

【小林産業政策課長】先ほど申しましたとおり、

補助金交付におきましては、産業政策課として

は、産業労働部としては、補助金交付の中でし

っかりと誓約書を取るなどして、そういった反

社会的勢力に補助金が渡ることのないように努

めているところでございます。
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それに加えまして、今回、委員からご指摘の

ございました商工団体等について、私たちが把

握している限りにおいては、反社会的勢力が店

を出すとか、そういった話は承知していないと

ころではあるんですけれども、もちろん、関わ

りを持つということは好ましくない状況でござ

いますので、誓約書を徴する時に、しっかりと

商工団体にも反社会的勢力との関わり合いをな

くすような工夫をできるように、例えば、県が

やっていること等をご説明しながら、しっかり

と理解を、協力を求めてまいりたいと考えてお

ります。

【山田(博)委員】 いやいや、産業政策課長、今
の答弁はどうかと思うよ。私は事前に、どこど

この団体で、どういった警察関係者が苦労され

ているかということを事前に説明しております

よ。それで、きちんと確認をした上で、そうい

った通知なり文書なりきちんと出していただき

たいという話をしておりました。前に進むか、

進まないかわからないような答弁じゃ困ります

よ。私は事前通告してますよ、これは、きちん

と。これは担当しているのはどっちですか、次

長ですか、政策監ですか。これはしっかりとや

ってもらいたいと思います。私は、伊達や酔狂

でこういったことを言っているわけじゃないん

だよ。しっかり答えてください。

【村田産業労働部次長】ただいまのご指摘につ

きましては、適切に対応したいと思っておりま

す。

【山田(博)委員】 しっかりやってもらいたいと
思います。なぜかというと、警察関係者も困っ

ているんだから。そこを、言っていることと、

やっていることと違ったらどうなりますか、こ

れは。ぜひお願いしたいと思います。

続きまして、横長資料の17ページ、これは企

業振興課長にお尋ねしたいと思います。

17ページに鉱山対策費とありまして、休廃止
鉱山の坑廃水処理事業に対する支援ということ

で500万円上がっております。私も最近は対馬
のほうに行くことが多くなりまして大変勉強さ

せていただきました。

なぜこういった予算が上がっているかという

と、驚いたことに、昭和63年5月27日に、当時
の通商産業省の立地公害局長が、簡単に言うと

通達を出しております。要は、各地方自治体も

負担をしてくださいということでありますけど、

歴史は企業振興課長もわかっておりますけれど

も、昭和63年に通達が来て、まだお金を払わん
といかんのか。この人は、今、いますか、いな

いんですよ。

それは別として、これは企業の責任としてし

っかりとさ。鉱山の立地というのは、もともと

国が許可してやっていることで、それをなんで

許可していろいろ責任があったのを長崎県に負

担させるのかと私は思うわけです。担当課長と

しても今私から言われて、事前に言っていると

いえども、立場的にね。三上政策監、あなたが

将来戻るところだから、隣でいろいろ言うたら

戻りにくくなるかもしれませんけど、あなたは

今、長崎県の職員だから、そういうことでご理

解いただいて、企業振興課長、明確な答弁をい

ただきたいと思います。

【宮地企業振興課長】 今、山田(博)委員がおっ
しゃられましたように、鉱山対策費につきまし

ては、対馬市にある、現在、休廃止鉱山になっ

ております対州鉱山の廃水処理を、国、県、対

馬市、事業者でおのおの分担して処理をしてい

るところでございます。

先ほど、山田(博)委員からお話がございまし
たように、昭和63年に当時の通商産業省から通
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達が出ておりまして、そこの分担に応じて現在

県においても、今回ご提案していますように、

来年度につきましては500万円ほどの負担を行
いたいというふうな経緯でございます。

負担の経緯は以上のとおりでございますが、

現時点で廃水される水につきまして、一定、中

和の処理が必要だということで、地域の安全を

守る上では、県としても、現在の役割を一定果

たしていきたいという思いがございます。

一方、財政上厳しい中、山田(博)委員がおっ
しゃられますように、我々もそういう中で負担

をしているということにつきましては、委員会

でのご意見を国並びに事業者にしっかり伝えて

いきたいと思っております。

【山田(博)委員】 企業振興課長、そういうふう
にお願いしたいと思います。それが、今、あな

たの立場として言える精いっぱいの答弁じゃな

いかと思っております。ぜひお願いしたいと思

います。

続きまして、横長資料の25ページをお願いし
たいと思います。経営支援課長、中小企業海外

展開支援強化事業費とありますけれども、令和

元年度のアジアビジネス展開支援補助金は、ど

れだけ事業採択をして、今度、中国ビジネスサ

ポートデスクというものに支援をどれだけして、

支援の結果、どれだけの効果をもたらしたかと

いうことを、例えば、売り上げだとか雇用人数

をお話ししていただけますか。

多分、時間がかかるでしょうから、新産業創

造課長にお尋ねしたいんですが、再生可能エネ

ルギー関連産業創出促進事業費とありますね。

この中に燃料電池船建造プロジェクト事業とあ

りますけれども、このプロジェクトはどこを中

心にやるかというと、五島なんですね。なおか

つ、洋上風力も五島です。しかし、洋上風力の

いろんなことの開催は、全部、長崎市でするん

ですね。なぜ長崎市でするかというと、インタ

ーナショナルの会議で五島には翻訳機がないと

か、場所がないとか、そんな失礼極まりないこ

とを今まで言っていたからね。この燃料電池船

の建造をどのような形でやるのか、お尋ねした

いと思っております。

私が言いたいのは何かというと、どこで現地

調査をしながらやっていくかというと、五島で

しながら、肝心な大会は長崎でするんですよと。

ちなみに、五島市漁業振興策研究運営費とい

うのがありますけれども、これは当初は「長崎

市内に事務所を置く」となっていたんです、対

応するとなっていたんですが、これは原則とし

て長崎市ですると。それに加えたのは、「原則」

を外して「長崎市または五島市でする」という

ふうに改正させたんだ、私が。

そういうこともありまして、この開催をどの

ように考えているのか、お尋ねしたいと思いま

す。

【福重新産業創造課企画監】 今、山田(博)委員
からご案内がありました燃料電池船建造プロジ

ェクトの事業で何を実施するかと申しますと、

先ほど委員からご案内がありました五島市離島

漁業振興策研究会、これは長崎県と五島市のほ

うで事務局を置きまして、水産研究・教育機構

の協力の下に、五島市を中心に五島市で漁船の

燃料電池船化を検討してまいろうという事業で

ございます。

あと、同じ事業の中で何をやっているかと申

しますと、それ以外にも国交省、環境省で、将

来的に船舶の燃料が原油ではなくて燃料電池等

を燃料としたものに移行していく中で、燃料電

池船の建造のロードマップをつくっていこうと

いうＦＳ事業をやっておりまして、こちらは東
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京で実施されておりますけど、こちらに長崎県

職員が参画していく費用、こういったものをこ

の事業で計上しているところです。

この五島市離島漁業振興策研究会の設置要綱

につきましては、山田(博)委員のご指摘もあり
まして、設置要綱で開催地を「五島市または長

崎市内とする」というふうに改めて運用してい

るところでございまして、平成30年度は五島市
でこの会議を開催いたしました。そして、今年

度につきましては、長崎市で開催しているとこ

ろでございます。来年度につきましても、五島

市もしくは長崎市のどちらかで開催していこう

と考えているところでございまして、参加する

メンバーのご都合等も聞きまして、そして、今、

山田(博)委員のご指摘もいただきましたので、
五島市も開催場所の候補の一つとして引き続き

検討してまいりたいと思っております。

一方、ＦＳ事業につきましては、国が東京都

で開催しているものに長崎県の職員が参加して

いるという関係上、長崎県内で実施することは

なかなか難しいと思いますが、こちらにつきま

しては、今後、具体的な事業実施、建造等につ

きまして、長崎県内で実施していただきたいと

いうことにつきましてお願いしてまいりたいと

考えております。

【吉田経営支援課長】中小企業の海外展開への

支援に関する成果の部分についてのお尋ねでご

ざいます。

県では、主に中小企業の販路が国内の市場が

縮小していく中で海外に販路を求めていく、拡

大していくという観点から、現地での相談対応

と現地調査等に係る経費への支援の委託と補助

事業を大きく2つ行っております。
この分の成果につきましては、以前も山田委

員から売り上げの拡大等ないのかということで、

今後検討してまいりたいということをご答弁し

ておりましたけれども、具体的に過年度におい

て現地での相談窓口を利用した、あるいは県の

補助金を活用した事業で、現に、例えば、平成

28年度にカンボジアでの相談窓口を活用して
カンボジアの現地で古着を加工というか、洗浄

して、さらに東南アジアに売っていくというふ

うな拠点ですけれども、そういったところを現

地と一緒になって現地法人をつくり、200トン
程度を輸出して売り上げが500万円上がったと
か、あるいは平成28年、平成29年に、同じくベ
トナムの相談窓口を活用した企業が、昨年7月
に現地の営業所を開設したというふうな形で個

別の実績は押さえております。

売上げにつきましては、主に3月決算が多い
と思いますので、決算が固まる6月以降に、今
年度支援した企業の状況等を押さえながら、効

果がより上がるような施策につなげてまいりた

いと考えております。

【山田(博)委員】 再度確認させていただきます
けれども、新産業創造課長がお答えになった国

のプロジェクトというのは、要は、燃料電池船

というは環境省の事業でありまして、今どうな

ったかということは皆さん方もご存じと思うん

ですが、今度は国土交通省でこれをやるんです

か、一緒にやるんですか。国土交通省の予算で

やるのか、やらないのか、そこだけお尋ねした

いと思います。

【福重新産業創造課企画監】燃料電池船建造に

係るＦＳ事業につきましては、国土交通省と環

境省の2省が連携してやっている事業でござい
ます。

【山田(博)委員】 環境省でやって駄目だった。

今度、環境省と国土交通省でやるから参加しま

すということでしょう。三上政策監、あなたは
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国から来られて、並々ならぬ意欲があってやる

ということですね。

私が言いたいのは、環境省の事業で燃料電池

船を五島市でやってだめだった、結論からいう

と、わかりやすく言うと。今度、環境省でだめ

だったけど、国土交通省と一緒にやるから参加

してみますということでしょう。これは県当局

も何かにチャレンジせんといかんということで

思い切ってやろうということは評価します。し

かし、行って、やっぱりだめでしたということ

では話にならんわけね。ある程度成功するんだ

と、失敗は成功のもとでね、貞方政策監、覚え

ているでしょう、あなたも。あなたもいろんな

失敗をしてきましたね、いろいろ失敗してきま

したね。あなたの失敗は、今後、産業労働部で

絶対生かさんといかんとですよ。自分が失敗し

たから、これで終わりじゃいけませんからね。

これはあなたの失敗、県の失敗、これは生かさ

んといかんです。

【近藤分科会長】 暫時休憩します。

― 午後 ２時 ４分 休憩 ―

― 午後 ２時 ５分 再開 ―

【近藤分科会長】 分科会を再開します。

【山田(博)委員】 三上政策監、この事業は、そ
れ相当の意気込みを持ってやっていくというこ

とで理解していいんですか。これ、大切なこと

ですからね。

【三上産業労働部政策監】 今、山田(博)委員か
らご指摘の点につきまして、今、モビリティー

の世の中では化石燃料から電動電気、あるいは

水素に変えていく動きがありまして、船舶につ

きましても燃料電池船へシフトする動きは明確

に見られております。既に国、大手企業での動

きは見られますけれども、国の実証事業という

のは、さまざまな点で行われております。

今取り上げていただいたものは、令和3年度
以降、燃料電池船を環境省、それから国交省で

やっていこうという事業でございますけれども、

国もその実現に向けて非常に覚悟を決めてやっ

ていくと聞いております。この動きに長崎県と

してついていくためにも、産業労働部としても、

しっかりとこの事業で頑張っていきたいと思っ

ております。

【山田(博)委員】 三上政策監、あなたは大変優
秀だと思っておりますし、あなたの見識と、あ

なたがいらっしゃるということで私も随分安心

しているわけでございまして、その決意をもっ

て了としたいと思います。ぜひこれはしっかり

と取り組んでいただきたいと思っております。

続きまして、横長資料の30ページを見ていた
だけますか。30ページに勤労福祉会館の管理運
営に要する経費が計上されております。これは

指定管理が来年度、見直しをされるんですか、

されないんですか、そこだけまずお答えいただ

けますか。

【吉村雇用労働政策課長】これは勤労福祉会館

の指定管理機関が来年度切れるということで、

その次の指定管理者を選定するための選定委員

会に要する経費を計上させていただいておりま

す。現時点では、同じ指定管理者かどうかは選

定の結果によりますけれども、指定管理という

形で運営を続けていきたいと考えております。

【山田(博)委員】 そういうことだったんですね。
確認で質問させていただきました。

それでちょっとお尋ねしますけれども、先ほ

ど、ほかの委員から質問がありました人材活躍

支援センターについてですが、先ほど説明があ

ったんですけど、いろいろ説明をお聞きしまし

たら、前は委託していたんですね、今度は直営
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でするということでありますけど、今まで長崎

県というのは、直営をやめて、今からは委託を

やっていくんだというふうな大きな流れできて

たんです。それで委託をしていたのを、これか

ら直営でするというのは、今、県の予算の中で

こういったことは大きく政策転換をこれからや

っていく第一歩なのかということを確認の上で

まずお尋ねしたいと思います。

もう一度言います。今までは委託、委託でや

ってきたんだ。要するに、直営でしていたのを

全部委託したんです。なぜかというと、県の職

員の人件費とかいろいろ問題があるということ

でしていたんです。これは金子県政の時からず

っとそういうふうにやってきたんです。

ところが、直営でするということになると、

また変わってくるのかなと。産業労働部、つま

り県当局は、今からそういう方向性でいくのか、

いかないのか、そこだけお尋ねしたいと思いま

す。

【吉村雇用労働政策課長】委員ご指摘のとおり、

県の全般的な流れとしては、直営を委託化する

というのはございますけれども、今回、人材活

躍支援センターを、現在、総合就業支援センタ

ーの民間への委託から直営化するということが、

県全体、あるいは産業労働部の方針を大きく転

換するものではないというふうに考えておりま

す。業務を何らかの形で、直営にしろ、委託に

しろ、行う場合には、それぞれ何を、どのよう

に進めていくのかによって直営のほうが望まし

いもの、委託可能なものがあると思っておりま

して、今回の人材活躍支援センターについては、

午前中、饗庭委員の質問にもお答えしましたけ

れども、特に人材の確保支援、企業への採用力

向上支援については、企業経営者ですとか商工

団体と特に連携しながら、場合によっては説得

しながらやっていく必要があるということで、

県の直営でやったほうが、より効果が上がるも

のと考えて直営化をさせていただきたいと考え

ております。

【山田(博)委員】 部長にお尋ねしますけど、さ
っき言ったように、今までは委託をずっとやっ

ていた。これからは、委託していたけど、直営

でしたほうが効果があるからやっていきますよ

と、これは大きく変わってくるんじゃないかと

私は思うんですよ。今、雇用労働政策課長は話

されましたけど、またこれを委託をしますよと

いうことはありませんよね、ありませんよね。

そこを確認で部長に明確な答弁をいただきたい

と思っております。

【廣田産業労働部長】今回の人材活躍支援セン

ターをどのような運営方法にするかということ

でございますけれども、先ほど、雇用労働政策

課長がご説明したように、従来は、総合就業支

援センターについては、相談業務を主にしてい

たということがございまして、民間のそういう

知見を持った方に携わってもらうということで

委託方式をとっておりました。

しかしながら、今回の人材活躍支援センター

を設置した背景についてご説明申し上げたと思

いますが、従来の就職支援についての機能はこ

のまま維持していくということで考えておりま

すけれども、企業等への採用力向上に向けた支

援を行うためには、やはり委託というよりも、

県の直営でやったほうが効果的だろうという判

断のもと、今回のような手法をとることにした

ところでございます。

それで、業務を委託するか、直営にするかと

いう判断でございますけれども、やはり民間が

できるものは民間に、いわゆるアウトソーシン

グという県の基本姿勢には変わりはございませ
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ん。ただ、どういった業務を、どういった方法

でやるかというのは、やはりその業務内容によ

って決めるべきだろうということで考えており

ます。

今回の人材活躍支援センターの運営について

は、先ほど申し上げたように、業務の内容が相

談業務と採用力向上の2つの業務がある。そし
て、それを一体化してやることによって求職者

の就職につなげるし、また、人材不足に悩む中

小事業者の人材確保につなげるという両面を持

っておりますので、そういったことを総合的に

勘案しました時に、やはりこの事業については

直営でやるべきだろうという判断をしたところ

でございます。

そして、今後どうなのかということでござい

ますけれども、これは今後も経済、雇用情勢の

変化というのはあると思います。そして、そう

いうことから、その時々でまた判断をいたしま

して適切な運営方法をとっていきたいと考えて

いるところでございます。

【山田(博)委員】 いずれにしても、アウトソー
シングでしていて、直営にして、やっぱりまた

アウトソーシングにするでは、これは県の行政

の姿勢としていかがなものかとなりますから、

しっかりとお願いしたいと思っております。廣

田部長のもとで、そういったことでやろうとい

う決意でもってやられるんでしょうから、ぜひ

期待を込めて取り組んでいただきたいと思って

おります。

横長資料の32ページに職業能力開発運営費
とありますけど、これは国庫で4億9,000万円き
ておりますが、これで就職者がどれぐらいでき

たのか、数はわかりますか、見込みを説明して

いただけますか。緊急離職者能力開発事業費と

して4億9,800万円、毎年きております。

要は、これは、委員の皆さん方にご理解いた

だきたいのは、緊急離職者能力開発事業費とあ

ります。これは離職者等に対する職業訓練に要

する経費なんです。つまりこれは実は失業者対

策が中心だったんです。ところが、今は失業者

というよりも、有効求人倍率が高いわけです。

にもかかわらず、これをやっているというのは、

どうかなと思っているわけでございますが、こ

れはそれなりの効果があると言うのであれば、

どれだけの方が1年間に、昨年度分だけでいい
んですが、定員は何人になっていて、事業者が

何人おって、そのうち就職者が何人おって、就

職率が何％だったかということをお答えいただ

きたいと思います。それを来年度もそういう見

込みでやっていくんでしょうから、昨年度の状

況と来年度の見込みを、大体の説明をいただき

たいと思うんですが、いかがですか。

【吉村雇用労働政策課長】この事業は、委員ご

指摘のとおり、雇用保険受給者に対して民間の

職業訓練校に委託をいたしまして職業訓練をす

るというものでございます。

大本は国から県が委託を受けて、県が民間の

職業訓練校に再委託をするという形で、100％、
国庫の事業でございます。

お尋ねの昨年度の実績でございますけれども、

コースの定員が1,455人に対して入校者が
1,458人、この入校者は前年度からの継続の分も
入っておりますので定員をオーバーした形にな

っております。そのうち修了者が1,124人、就職
者が874人、就職率が77.8％となっております。
委員ご指摘のとおり、有効求人倍率が1を超

えて、数字だけを見れば全ての求職者が就職で

きるという状況ではございますけれども、やは

りそれぞれの希望ですとか、企業が求める能力

があるのかとか、あるいはマッチングの部分も
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ございますので、こういった訓練を必要として

いる方は依然としていらっしゃるというふうに

認識いたしております。

来年度の予定でございますけれども、現在の

ところ、長崎、佐世保の両校で107コース、1,667
人の定員で準備をしているところでございます。

【山田(博)委員】 今、有効求人倍率が高い中、

こういった事業というのは、これはあくまでも

緊急でありまして、以前のこの委員会で、決算

で、産業労働部長は、「この事業のあり方は見

直しをしていく」というふうな答弁があったと

私は記憶しているわけです。その上で、どうい

う対応をされたのかということをお答えいただ

きたいと思っております。

【近藤分科会長】 暫時休憩します。

― 午後 ２時１８分 休憩 ―

― 午後 ２時１８分 再開 ―

【近藤分科会長】 分科会を再開いたします。

【廣田産業労働部長】 山田(博)委員のお尋ねで
ございますけれども、確かに、有効求人倍率は

1倍を超えている状況があると思います。しか
しながら、実際、求職者が就職できたという、

いわゆるマッチングができた率というのは相当

低いということで認識しております。

その理由といたしましては、先ほど雇用労働

政策課長が申し上げましたように、求職者の希

望、そして、求人、企業が求める能力、スキル

等、そういったところのマッチングというもの

が、なかなか実現していない状況があろうかと

思います。

そういうこともございますので、有効求人倍

率は1倍を超えている状況でございましたけれ
ども、そういったミスマッチが起きている状況

もございますので、企業が求める人材をいかに

して育成するかということが重要かと思ってお

りますので、そういう意味では、この事業につ

いては現時点においては必要な事業であろうと

考えているところでございます。

【山田(博)委員】 そういう考えがあるというこ
とであればしっかりと取り組んでいただきたい

と思います。この前は、見直すという話があり

ましたけれども、考えを修正されたということ

であれば、事前に説明をいただきたかったと思

います。

最後に、横長資料の30ページに労働者福祉対
策費とありますね。これは労働者のスポーツ大

会をやるということで、今まで県議会議員に案

内はなかったんです。これは県のお金でやって

いるので、きちんと案内を出してくださいと言

ってたんです。案内は、長崎県選出の国会議員

の方、委員会の県議会議員にもきちんと出さん

といかんのじゃないかということで、案内先を、

あくまでもこれは県のお金を使っているわけだ

から、昨年度、そこはきちんとされたかどうか

ということを確認しておきたいと思っておりま

す。今年度もちゃんとそういうふうにするかど

うかということを含めてお答えいただきたいと

思います。

【吉村雇用労働政策課長】この事業は、勤労者

福祉団体に対して、スポーツ大会だけではござ

いませんで、研修・啓発相談事業ですとか、ス

ポーツ・文化活動事業、調査研究事業、このよ

うなものを補助対象として2分の1以内で助成
をしているものでございます。

以前、山田(博)委員からご指摘を頂戴しまし
て、県議会の農水経済委員会の委員の皆様方に

対しては、今年度の大会からご案内をしていた

だきまして、次年度以降も同様の形でと考えて

おります。
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ただ、一義的には主催者の、要は、私どもは

事業に対して助成をしておりますけれども、ど

ういった方を案内するのかということについて

は、一義的には主催者団体のご判断によるもの

ではないかと考えております。

【山田(博)委員】 それでは、お尋ねしますけれ
ども、こういった補助金というのが、特定の政

党、特定の個人に、いいですか、スポーツ大会

で使われているということで誤解を招いていい

のか、いけないのか。こんな議論は以前からし

ていたわけだから。

この話は事前にしていたわけですけど、次長

か政策監、どちらかお答えいただけますか。

【村田産業労働部次長】先ほど担当課長が答弁

いたしましたとおり、山田(博)委員のご意見も
ありまして、今年度から農水経済委員の皆様に

はご案内をするようにいたしました。

公費でもって支援をしている以上、特定の政

党に偏った運営というのは、県民の理解もなか

なか得られないのではないかと考えております

ので、そこは公平公正に対応してまいりたいと

思っております。

【山田(博)委員】 委員長、休憩をしていただけ
ますか。これは委員の皆さん方によくわかって

もらわんといかんからですね。説明をしたいと

思っておりますので、よろしいですか。

【近藤分科会長】 皆さん、どうですか。今、山

田(博)委員から休憩をとってというお話が出て
いますが、そのまま続けますか。

【山田(博)委員】 村田次長がおっしゃるように、
それが本当だと思うんですよ。10万円だろうが、
20万円だろうが、それを補助して、その割合が
何％であろうが、特定の政党とかなんかと誤解

があってはいかんから、今、国会でやっている

でしょうが、桜を見る会とかなんかで。これは

逆バージョンなんだよ。雇用労働政策課長ね、

そこの認識をしっかり持たんといけませんよ。

今、村田次長が言ったことが本来の姿なんです。

あなたの考え方というのは、ちょっと偏ってる

よ。今、村田次長が言われたのが本当なんです。

特定の政党とかなんかに偏ったらいけないんで

す、県民の税金なんだから。しっかりと、そこ

は誤解がないようにしてもらわないと、あなた

の考え方はちょっと違ってるよ、何度も指摘し

ておきますけど。そういったことでお願いをし

たいと思いますので、よろしくお願いします。

私ばっかり質問できませんので、一旦終わり

たいと思います。

【近藤分科会長】ほかに質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤分科会長】ほかに質問がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、予算議案に対する討論を行います。

討論はありませんか。

【山田(博)委員】 今回の予算に関しては、賛成
の立場でありますけど、2つほど、大まかに意
見として申し上げたいことがあります。

一つは、先ほどの財産貸付収入とか使用料が

ありますね。この算定の基準というのが余りに

も、こちらはこういうふうにやる、こちらはこ

ういうふうにやるというふうな、きちんとした、

明確な基準というのがされておりませんので、

そこを改めて部当局におきましては、しっかり

とした使用料なり貸付料というのを、基準なり

一定のまとめをしていただきたいと思っており

ます。

もう一つは、先ほど、雇用労働政策課長が、

考え方がちょっと偏っていますから、雇用労働

政策課におかれましては、労働者の立場でしっ

かりとやらんといかんというのはわかります。
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がしかし、特定の政党、特定の団体とかなんか

に偏った見方とか考え方をすると誤解が生まれ

ますから、そういうことがないようにしっかり

とした予算の執行なり予算づけをお願いしたい

ということを付け加えておきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

【近藤分科会長】これをもって討論を終了いた

します。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第1号議案のうち関係部分、第7号議案、第77
号議案のうち関係部分及び第82号議案につい
ては、原案のとおり、可決することにご異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、それぞれ原案のとおり、

可決すべきものと決定されました。

暫時休憩します。

― 午後 ２時２８分 休憩 ―

― 午後 ２時２８分 再開 ―

【近藤分科会長】 分科会を再開いたします。

【近藤委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

まず、産業労働部長より総括説明をお願いし

ます。

【廣田産業労働部長】産業労働部関係の議案に

ついて、ご説明いたします。

資料といたしましては、「農水経済委員会関

係議案説明資料」と、その追加1、追加2がござ
います。お手元にご用意いただければと思いま

す。

まず、農水経済委員会関係議案説明資料の1

ページをご覧ください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第69号議案「権利の放棄について」であります
第69号議案「権利の放棄について」につきま

しては、佐世保高等技術専門校の空調設備保守

点検業務委託の契約解除に伴う違約金について、

債権の消滅時効に係る時効期間を経過し、かつ

債務者は事業を休止しており、将来、再開の見

込みもなく、また、充当可能な財産もないこと

から、債権の回収が不可能であるため、権利の

放棄をしようとするものであります。

次に、産業労働部関係の議案以外の主な所管

事項について、ご説明いたします。

本日ご報告いたしますのは、経済・雇用の動

向について、新型コロナウイルス感染症拡大に

伴う中小企業への対策について、海洋エネルギ

ー関連産業の創出について、ロボット・ＩｏＴ

関連産業の育成について、航空機関連産業の振

興について、地域産業の振興について、食品加

工センターの整備について、サービス産業の振

興について、小規模事業者等の振興について、

事業承継の推進について、スタートアップの創

出について、企業誘致の推進について、産業人

材の確保について、県内定着の促進について、

地方創生の推進についてで、内容につきまして

は、記載のとおりでございます。

そのうち、新たな動きなどについて、ご説明

をいたしたいと思います。

「農水経済委員会関係議案説明資料（追加1）」
をご覧いただきたいと思います。

下段でございます。新型コロナウイルス感染

症拡大に伴う中小企業への対策について。

国においては、新型コロナウイルス感染症拡

大に対し、「新型コロナウイルス感染症に関す

る緊急対応策」及び「新型コロナウイルス感染
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症対策の基本方針」に基づく取組を速やかに実

行するとともに、引き続き、経済への影響を十

分注視し、政府として対応に万全を期すことと

されているところであります。

県内では、クルーズ船の入港キャンセルやイ

ベントを控える動きが続いており、観光関連産

業を中心に大きな影響が生じております。

このため、県では、商工団体などの関係機関

と連携し、2月7日に中小企業の経営・資金繰り
に関する相談窓口を設置するとともに、3月2日
には、中小企業の経営環境の急激な悪化に対応

するため、国のセーフティネット保証4号指定
と連動し、県制度資金で最も貸付条件が有利な

「緊急資金繰り支援資金」の取扱いを開始した

ところであります。

続きまして、「農水経済委員会関係議案説明

資料」にお戻りいただきたいと思います。

7ページをお開きください。
企業誘致の推進について。

去る2月18日、福岡県に本社を置く株式会社
ゼンリンが、長崎市への立地を決定されました。

同社は、住宅地図やカーナビゲーション用の地

図データ作成事業を主要業務とされ、5年間で
12人を雇用してＡＩを活用した地図データ作
成に関する研究開発を行うこととされておりま

す。

また、昨年11月13日に「長崎イノベーション
ラボ」を開設した京セラコミュニケーションシ

ステム株式会社は、オフィスを拡張して、地元

大学等との共創の場となるオープンラボを新た

に設置することを決定されました。これにより、

同社の雇用計画数は50人増加して100人となり、
クレインハーバー長崎ビルは満床となりました。

さらに、2月4日には、平成27年に大村市に立
地した大川原製作所の子会社であるオーカワラ

テック株式会社の新工場が西諫早産業団地内に

完成し、竣工式が執り行われました。同社は、

21人体制で、医薬・食品・化学関連装置の製造
等を行うこととされています。

このほか、大村市への立地が決定しておりま

した株式会社電溶工業と1月28日に立地協定を
締結したところであります。

今後とも、雇用の拡大と地域経済の活性化に

つながるよう地元自治体等と連携しながら、企

業誘致の推進に努めてまいります。

産業人材の確保について。

有効求人倍率の上昇により、求人数が求職者

数を上回っている状態が続いていますが、人を

採ることができる企業と、できない企業の2極
化が進行していると考えられます。

このような中、これまでさまざまな求職者に

対する就業支援を行ってまいりました長崎県総

合就業支援センターを人材活躍支援センターに

改称し、商工会、商工会議所など関係機関との

連携のもと、県内求人企業の採用力向上を支援

するとともに、新たに無料相談紹介機能を備え、

県内外の第二新卒、就職氷河期世代を含む求職

者全般と県内企業のマッチングを実施いたしま

す。

県内定着の促進について。

ここで追加1の2ページをお開きいただきた
いと思います。中段でございます。

高校生につきましては、先般、長崎労働局が

公表した令和2年3月卒業予定の生徒に係る令
和2年1月末の就職内定状況において、本県の就
職内定者数は全体で2,896人、このうち県内就職
の内定者は1,487人、県内就職率は51.3％となっ
ており、前年同期比で1.8ポイント上回っている
状況であります。

一方で、未内定の高校生も相当数いることか
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ら、10月以降、学校や企業と連携を図りながら、
県内企業の情報を提供するなどの支援を行って

いるところであります。

また、説明資料にお戻りいただきたいと思い

ます。

8ページの中段でございます。
令和2年度につきましては、県内企業の魅力

等を伝えながら就職支援を行うキャリアサポー

トスタッフの充実を図るとともに、現在、市町

等と連携して実施している企業説明会に、県内

他地域の企業も加えるなど、生徒の選択肢の拡

大について取り組んでまいります。

追加1にお戻りいただき、2ページをご覧くだ
さい。下段でございます。

一方、大学生につきましては、来春卒業者向

けの企業の広報活動が3月1日に解禁されたと
ころであり、これに歩調を合わせ、2月26日に
佐世保市で、28日に長崎市で企業研究セミナー
を開催する予定でしたが、新型コロナウイルス

の感染拡大の状況を鑑み、参加者及び企業関係

者の皆様の健康安全面を第一に考慮し、共催者

である長崎労働局とも協議の上、中止いたしま

した。

本体に戻っていただきたいと思います。8ペ
ージ下段でございます。

また、県外進学者に対しましては、新たにＵ

ターン就職活動に要する経費を支援してまいり

ます。特に、福岡においては、ながさきＵＩタ

ーン就職支援センターを拠点として、大学への

訪問活動を強化するととも、学生の県人サーク

ルを立ち上げ、学生との繋がりを強めながら、

県内企業との交流会を実施するなど、大学や学

生の働きかけを強化することで、Ｕターン就職

の促進を図ってまいります。

このほか、県内企業の認知度向上を図るため、

企業のテレビＣＭの制作・放映に係る経費を支

援することとしており、これらのＣＭの放映や

各種の就職イベント等を一定期間、集中的に実

施することにより、企業はもとより、生徒、学

生、保護者など県民全体の県内就職促進に対す

る意識の醸成を図ってまいります。

その他の事項につきましては、記載のとおり

であります。

また、権利の放棄について、「政策等決定過

程の透明性等の確保及び県議会・議員との協議

等の拡充に関する決議」に基づく提出資料につ

きましては、それぞれ説明資料を配付させてい

ただいております。

以上をもちまして、産業労働部関係の説明を

終わります。よろしくご審議を賜りますようお

願いいたします。

【近藤委員長】次に、雇用労働政策課長より補

足説明をお願いいたします。

【吉村雇用労働政策課長】 私から第69号議案
について、補足説明をさせていただきます。

資料は、「令和2年2月定例県議会 農水経済

委員会補足説明資料〔権利の放棄について〕雇

用労働政策課」でございます。

今回、放棄しようとする債権は、平成26年
度に佐世保高等技術専門校において発生した空

調設備保守点検業務委託の契約解除違約金1件
でございます。

違約金の債務者である法人は、全て事業を休

止し、債権の消滅時効に係る時効期間も経過し

ており、現在は事業の実態がなく、将来、再開

の見込みもございません。

なお、この法人の役員は、代表取締役1名の
みでございましたけれども、この役員は、平成

27年9月に既に亡くなっておられます。
この法人の財産等について、佐世保市等に対
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する財産調査のほか、債務者である法人の1人
役員の遺族へも聴取調査を行い、債務に充当可

能な財産がないことを確認しており、今後も回

収の見込みがないものと考えております。

以上のことから、今回、権利の放棄を行おう

とするものでございます。

私からの説明は以上でございます。よろしく

ご審議を賜りますようお願いいたします。

【近藤委員長】 以上で説明が終わりました。

暫時休憩します。

― 午後 ２時４１分 休憩 ―

― 午後 ３時 ２分 再開 ―

【近藤委員長】 委員会を再開します。

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【坂本(浩)委員】 権利の放棄議案について、質
問をいたします。

雇用労働政策課長から説明があったとおりで

あります。放棄の理由につきましては理解いた

しますけれども、2点質問をさせていただきま
す。

理由の一つでありますけれども、「債権の消

滅事項に関わる時効期間を経過しており」とい

うようなことで、これは5年でしたか、期間を
もう一度教えてください。この時効期間の年数

と、あと、額によって違うのか、あるいは一律

なのか、それも含めて教えてください。

それと、事業を休止しているというふうこと

でありますけれども、事業の休止の理由につい

てお尋ねいたします。

【吉村雇用労働政策課長】まず、時効の期間で

ございますけれども、これは一律5年間という
ことでございます。時効の起算日が平成26年12
月10日、契約を解除した翌日でございます。そ

れから5年でございますので令和元年12月10日
に時効が完成したということになっております。

事業を休止した理由でございますけれども、

休止した直接の理由は定かでございませんけれ

ども、平成26年度、空調設備の保守点検という
のは、冷房シーズン、暖房シーズンの前に年2
回行うような契約でございました。冷房シーズ

ン開始時の点検業務については、きちんと行わ

れていたということで、秋の暖房開始前の業務

がなされないということで、その年の12月に事
務所を訪問したところ、既に事務所が閉鎖され

ていたということを確認しております。

その後でございますけれども、法人代表者が

平成27年9月で亡くなっております。この業務
停止の理由が経営者の体調によるものだったの

か、あるいはほかの理由によるものだったのか、

そこまでの確認は、申し訳ございません、取れ

ておりません。

【坂本(浩)委員】 わかりました。今度の議会で
外部包括監査の意見ということで債権管理条例

の制定、条例化については今後の検討課題とい

うことでありますけれども、債権放棄を効率的

に行う観点から、1件50万円以下の権利の放棄
に関することについて、いわゆる知事の専決処

分ということで、今、議会の中でも議論をされ

ているところであります。

これは業務委託の契約違約金ということにな

りますので、これは税金でありますから、仮に

そうなったとしても、その理由等についてきち

んとした詳しい説明を議会の中でしていただく

ことを改めて要請をさせていただきます。

【近藤委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山田(博)委員】 吉村課長、今質問があって、

休止した状態というのは、よくわかりませんと。

議案で上がっているのできちんとした説明がで
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きるような状況をしておかないといけないわけ

ですから、なぜ権利の放棄に至ったのか、事業

を中止したかというを人ごとみたいに言うとい

うのはいかがなものかと思いますよ、これは。

以後、そういったことがないようにしっかりと

取り組んでいただきたいと思います。普通、あ

ってはいかんわけですから、これは委員会の議

案審議ですからね。

私から具体的にお尋ねしますけれども、本来

すべきだった点検ができないということで、そ

の後はどのように対応されたんですか。

【吉村雇用労働政策課長】 平成26年の後期の
点検がなされなかったということで、平成26年
12月に事務所を訪問して閉鎖等を確認してお
ります。その後、契約解除の通知、それから違

約金を調定して納付書の発送といったようなこ

とを平成28年1月に行っておりますけれども、
この時点ではまだご存命であったというふうに

認識していたと聞いております。

その後、平成28年6月に債務者、役員の自宅
を高等技術専門校の職員が訪問しておりまして、

法人代表が亡くなっていたということを知った

ということでございます。

土地、建物について、まず、登記簿によって

法人の所有ではないと、借りていたということ

を確認しております。これは数回確認しており

まして、直近は平成30年7月と令和元年8月にも
確認しております。

あと、金融機関に対して、預金、取引の状況

をお尋ねいたしましたところ、これも取引があ

っていないということで確認をしております。

【近藤委員長】 山田(博)委員の質問にちゃんと
答えてください。違うと思いますよ。

【山田(博)委員】 私が雇用労働政策課長にお聞
きしたかったのは、点検業務ができないといっ

た場合は、どこの会社がされているかとか、ど

のような対応をされたかということをお尋ねし

たかったわけです。

今あなたがお答えされたのは、さっき聞いて

いるわけです。私がよっぽど耳が遠いのか、ば

かだと思って言っているのか、それとも私の質

問がわからんでそんな答えなのかよくわかりま

せんが、私が聞きたかったのは、この会社がこ

ういった事情があって点検ができなかった、そ

の後の点検をどのようにしたかというのをお尋

ねしているわけです。

【吉村雇用労働政策課長】大変申し訳ございま

せん。質問をちょっと聞き違えておりました。

秋の点検については、この年はできなかった

というふうに聞いております。

【山田(博)委員】 雇用労働政策課長ね、よかで
すか。この点検がもしできなかったら、別な予

算をするかなんかして、この学校の冷暖房をき

ちんとせんといかんでしょう。

そしたら、冬場はきちんと点検をせずに、要

するに、点検というのは衛生上の問題とかいろ

いろやるわけでしょう。ということは、不衛生

な状態でやっていたんですかとなるわけです。

そこを本来であれば改善すべきじゃなかったの

かと言っているわけです。それができなかった

のは何だったのか。契約上できなかったのか、

予算上できなかったのか、どちらですか。

【吉村雇用労働政策課長】契約の相手が業務が

実施できなかった時、この時点ではまだ契約解

除に至っておりませんでしたけれども、点検を

別途すべきであったのではないかというご指摘

については、そのとおりかと思います。

ただ、申し訳ございません。その時に予算の

制約があったのかどうか、今、この場では確認

ができません。申し訳ございません。
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【山田(博)委員】 この会社が倒産したというの
は、それはこういった事情があったということ

で理解します。

問題は、この議案で私たち議員が指摘をして

おかないといけないのは、その後、点検はどの

ようにしたか。してなかったら、なぜそれがで

きなかったのか。それを議案としてきちんと雇

用労働政策課として調査して報告できるように

しておかないといけないわけです。

今後は、これを教訓にして、どうすべきかと。

例えば、私が思うには、こういった会社ででき

なかった場合には別の会社が、次は、こういっ

たことが二度とあってはいけないけれども、あ

った場合には、別の会社がすぐするとか、そう

いった二段構えをするとか、やっぱり創意工夫

をしないといけないわけです、学習せんといか

んわけです、吉村雇用労働政策課長、そういっ

た対策をされているか、されてないか、それを

含めてもう一度お尋ねしたいと思います。

【廣田産業労働部長】この契約解除についての

山田(博)委員のご指摘でございますが、ごもっ
ともなことだと思います。

空調設備の維持というのは、やはり安全管理

面からやるべきだと思いますので、当時、どう

いう判断の下にされなかったかというのは確認

が取れませんけれども、今後におきましては、

あったらいけないんですけれども、仮にこうい

った契約解除等が生じた場合については、その

後の対応は適切にやっていきたいと思っており

ます。

そういうことで、私どもの所管する地方機関

がございますので、そういったところには周知

徹底を図ってまいりたいと考えているところで

ございます。

【山田(博)委員】 例えば、建設業であれば、以

前は、それを例えば補償する会社なりおってバ

ックアップする体制がありましたけれども、い

ずれにしても、契約的な問題と、あと、一番か

わいそうなのは高等技術専門校の生徒たち、先

ほど委員長がおっしゃるように、今、コロナ対

策は十分せんといかんと、生徒を守る、安全・

安心でせんといかんということで、そういった

ことが十分なされてなかったというのは、いか

がなものかとなるわけです。

だから、雇用労働政策課長、今回、私たちが

学ばないといけないのは、先ほど部長が言われ

たように、今後、こういったことが生じた場合

には速やかに別の企業とかなんかでちゃんと点

検業務ができるようにせんといかんということ

です。

今後は、こういった契約のあり方というのを

きちんと見直しながら、二度とこういった事案

が発生しないようにせんといかんということで

す。

もう一度言いますけれども、雇用労働政策課

長、これは議案だから、もう少し詳細なことを

調査した上で報告できる体制をすべきだと私は

改めて思いました。

なおかつ、こういった会社があった場合に、

暖房シーズンの点検ができなくて、そのまま授

業というか、学校の運営をしたということはい

かがなものかということでありますから、今後、

二度とそういったことがないように、しっかり

と取り組んでいただきたいと思っております。

部長から、今後、適切にしっかりとやってい

くという答弁がありましたから、それで了とす

るしかありませんので、今後、雇用労働政策課

長、しっかりとやっていただかんといけません

よ。なんかちょっと気合いが入ってないんじゃ

ないですか。
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【近藤委員長】 ほかに質疑はありませんか

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤委員長】ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、議案に対する討論を行います。

討論はございませんか。

【山田(博)委員】 今回の議案の権利の放棄とい
うのは、これは金額的には20万円の金額で出て
いますけれども、権利の放棄ということで、今

回の議案というのは、今後の産業労働部におい

て大変重みのある議案じゃなかったかと思いま

す。

今回の議案の教訓を生かして、こういった事

案が二度と発生しないように、この債権の放棄

のみならず、問題は、本来すべき業務が十分な

されてなかったわけですから、今後しっかりと

取り組んでいただきたいと思います。先ほど、

部長の前向きな答弁がありましたので了とした

いと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。

【近藤委員長】 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤委員長】ほかに討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑討論が終了しましたので、

採決を行います。

第69号議案については、原案のとおり、可決
することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、第69号議案は、原案のとおり、可決
すべきものと決定されました

次に、提出のありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について、

説明をお願いします。

【小林産業政策課長】 私からは、「政策等決定

過程の透明性等の確保及び県議会・議員との協

議等の拡充に関する決議」に基づきまして、産

業労働部関係の状況について、説明いたします。

お手元にお配りしております「農水経済委員

会提出資料 産業労働部」をご覧ください。

まず、1ページから6ページでございます。こ
ちらは知事及び部局長等に対する陳情・要望の

うち県議会議長宛てにも同様の要望が行われた

ものに対する県の対応状況を整理したものでご

ざいます。産業労働部関係の計3件について掲
載しております。

次に、別紙をご覧ください。別紙は、営繕課

及び物品管理室が契約手続を代行しております

1,000万円以上の契約案件につきまして、参考資
料として添付しているものでございます。

以上で説明を終わります。

【近藤委員長】以上で説明が終わりましたので、

所管事務一般に対する質問を行うことといたし

ます。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤委員長】 質問はないようです。

暫時休憩します。

― 午後 ３時１９分 休憩 ―

― 午後 ３時２０分 再開 ―

【近藤委員長】 委員会を再開します。

次に、議案外の所管事務一般について、ご質

問はありませんか。

【山下委員】お疲れさまでございます。新型コ

ロナウイルスの対応に連日連夜、取り組んでい

ただいておりまして、感謝と敬意を申し上げる



令和２年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月９日）

- 76 -

次第でございます。

関連しまして、3つだけ、私の方から質問さ
せていただきたいと思います。

まず、私も地元に帰りますと、いろんな影響

を耳にすることが多くなりました。特に、自粛

モードが続いておりまして、あらゆる業種で売

上げに非常に影響が出つつあるということで、

「本当に困った」という意見が大きく一つあり

ます。それから、収束に至る今後の先行きが不

安でありますということで、見通せないことに

対する不安があるということであります。

真っ先に県は3月2日に制度資金を準備いた
だきまして、緊急資金繰り支援資金ということ

で発動をしていただいたところであります。本

当に素早く対応していただきまして感謝を申し

上げる次第でございます。

実際、3月2日以降、相談のある程度の件数と、
主にどのような業種で相談が多く寄せられてい

るのか、そのあたりがわかりましたら教えてい

ただければと思います。

【吉田経営支援課長】今、委員からご意見をい

ただきましたように、3月2日付で緊急資金繰り
支援資金を発動しております。窓口については

2月7日に設置しておりまして、2月7日以降、相
談を受け付けているという状況にございます。

業種についてのお尋ねでございますけれども、

基本的には、相談件数は国への報告が件数だけ

となっている関係で、まず、件数を報告してく

ださいということを言っております。2月7日か
ら2月末までの相談件数が66件であったのに対
しまして、3月の、まだ1週が終わったところで
すけれども、1週ごとに報告を求めるようにし
ておりまして、3月が1週間で132件、ちょうど
倍というふうな形で、先週、週が明けてから日

に日に相談が増えているというふうな状況にご

ざいます。

今申し上げましたように、全ての業種の把握

はできていないんですけれども、聞き取りの中

で把握している分、それと国へセーフティネッ

ト保証の4号を申請した時に、県の方でも市町
を通じて業種ごとの落ち込みをお聞きしており

ます。それで申し上げますと、おおむね把握で

きている事業所が122社ありますけれども、そ
の内訳としては、宿泊が29、小売・飲食が27、
運輸が15、製造が13、その他の数字になります
けれども、中にはカラオケ、スポーツ事務、学

習塾といったような業種も含まれていて、非常

に幅広い業種に影響が及んでいると考えており

ます。

【山下委員】 ありがとうございます。窓口は、

県の信用保証協会であったり、金融機関であっ

たり、これを含むという形でよろしゅうござい

ますか。（「はい」と呼ぶ者あり）ありがとう

ございます。

これに関連してですが、昨日、国は、新型コ

ロナ対策本部で総理が発表されたんですが、中

小企業に無利子・無担保融資の制度をやるとい

うことで、昨日、マスコミ報道でございました。

このあたりの中身について、現在、掌握されて

いる部分で結構ですので、何かお示しいただけ

ればと思います。

【吉田経営支援課長】今、委員からご指摘があ

りました中小企業向けの無利子・無担保融資と

いうことで、日曜日の新聞に載っております。

総理が7日に発言をされたということを受けま
して、新聞では8日に載っております。今朝ほ
ど、一番メインになるであろう日本政策金融公

庫に状況をお尋ねしたんですけれども、現時点

でこれといった形での情報はないと。ただ、こ

ういう方針でやっていくということが示されて
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おりますので、追って制度化されていくものと

理解しております。

【山下委員】報道によると、特に経営が厳しい

くなる、特に打撃が大きいところに無利子・無

担保融資をということで制度化される旨、報道

がなされておりますので、県でも国の施策、金

融公庫からおりてきた場面で素早く対応してい

ただくようにお願い申し上げたいと思います。

3点目ですが、事業所向けの周知ですが、学
校の休校で影響が出ているんですが、従業員の

方が、なかなか休みを取りたいけど、取りにく

いと。そういう取りやすい環境整備を各事業者

さんにもお願いしていかなきゃいけないんです

が、例えば、テレワークだったり、時差出勤だ

ったり、マスクの着用だったりと、そういうと

ころの県内事業者さんへの周知等は、現在、ど

のような取組をされているのか、お知らせいた

だきたいと思います。

【小林産業政策課長】特に、学校の休校につい

ての表明があってから顕著な問題になっていま

す。県としても、従業員が休みやすい環境づく

りということで、テレワーク、時差出勤、働き

方の工夫について非常に重要であると考えてお

ります。

県においては、去る2月28日、皆様、ご存じ
だと思いますけれども、知事が感染予防につい

て「県民の皆様へのお願い」ということで発表

しまして、その中に、今、委員がご指摘の内容

は盛り込んでおります。

さらに、3月4日、事前に委員の皆様にお配り
しておりますけれども、産業労働部から、企業、

事業者の皆様に「新型コロナウイルス感染症防

止に係るお願い」ということで、経営・雇用に

関する支援制度のご案内も含めてまいたところ

でございます。

こちらについては、市町や商工会議所、商工

会連合会、中小企業団体中央会等の関係団体等

を通じて周知を図っているところでございます。

もちろん、県のホームページにも掲載している

ところです。

企業、事業者の皆様の状況をしっかりと把握

しながら、適時適切に対応してまいりたいと考

えております。

【山下委員】最後になりますが、新型コロナウ

イルス感染症の見通しというか、先行きは全く

不透明な状況でございまして、これは誰にもわ

からないという状況であります。ただし、県内

の事業者さんは非常に不安を抱えられていて、

明日、明後日、どうして生きていけばいいのか

というような本当に深刻な状況の方もいらっし

ゃるわけでありますので、ぜひ寄り添って、い

ろんな相談に幅広く乗っていただけるように、

産業労働部の皆さんにもお願い申し上げまして、

質問を閉じたいと思います。

ありがとうございます。

【近藤委員長】 ほかにございませんか。

【浅田委員】山下委員が大分質問していただき

ました。やはりこの1週間でこれだけ倍増して
いる。ただ、まだ長崎県は感染者が出ていない

ような状況の中でも、それだけ不安を持たれて

いる方がいて、職員の方々も本当に大変な中、

こうやって議会対応をしていただいていること

に感謝を申し上げます。

これからがもっともっと大変な状況の中で、

これは福祉のほうとかぶるのかもしれませんが、

企業の中でもテレワークができない職種がどう

してもありますよね、製造業だとかいろんなと

ころ。そういうところに消毒液、マスクといっ

たものがなかなかないと。これから迎え撃たな

ければいけない、かからないようにしなければ
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いけないけれども、そういう企業に対して、前

に文教厚生委員会を委員外で傍聴させていただ

いた時には、例えば、県の備蓄のものも、医療

機関を優先的にしているということで、企業に

対してのそういったところでのフォローという

のは県自体はどのようにお考えか、実態として

やられているのか教えてください。

【小林産業政策課長】現時点で県が事業者の皆

様に消毒のものだとか、そういったものを配る

ということは検討ができていない状況ですけれ

ども、相談等がくると思いますので、関係部局

とそういった実態を共有しながら今後検討して

いく可能性もあるかなと考えております。

【浅田委員】こういった病気が発生した時には、

長崎は「ランタンフェスティバル」期間中とい

うこともあったので、長崎は真っ先に感染者が

増えるんじゃないかというような風評被害もあ

ったりで、2月の段階から宿泊が減り、飲食店
のキャンセルが続出しているような状況で、そ

れを払拭するまでに感染者が出なければいいと

思うんですけれども、やっぱり備えるというこ

とが一番で、備えたくても備えられないような

企業様もいっぱいいらっしゃいます。国の施策

によって、例えば、子供を預ける場所において

も、「フォローするよ」と言っていただいても

物がないというのが実態という、県の方にとっ

ても本当に大変なところであろうかと思うんで

すけれども、関係部局とそこだけは密にしてい

ただければと思います。

また、私はずっとテレワークについても質問

してきたんですけれども、こういうことをきっ

かけに、マイナスだけではなくて、それをさら

に分析していくということがこちらには重要な

ことだと思います。前にも障害者の方々のテレ

ワークについても質問しました。それから検討

していくというところで、産業労働部と福祉と

一体となっていくと。健康状態でなかなか大変

な方にとっては、そこをよりフォローしていか

なければいけないと思うんですが、あの質問以

降にそのあたりで進んだところがあれば、あえ

てお聞かせいただければと思います。

【吉村雇用労働政策課長】テレワークについて

は、障害者の方のみならず、このような場合、

あるいはなかなか通勤が困難な方、あるいは柔

軟な働き方という意味でも非常に重要な手法で

はないかと考えております。

前回の一般質問でのご質問に対しては、障害

者についてのセミナー等の機会に周知を図って

いくといったことをご答弁申し上げたと思うん

ですけれども、一般の企業を対象に働き方改革

推進のためのセミナーをやっております。企業

内で働き方改革のキーになるような方を養成す

る講座ですとか、就業規則の作成講座、そうい

った中でもテレワークについて一こまを設ける

等して、周知、普及に努めているところでござ

います。

【浅田委員】これを機にいろんな働き方が進む

と思いますので、そういうのもスピードアップ

をして方向性をつけていただければと思います。

今回、特にこういう状況になって女性の働き方

というのが見直される部分だったり、問題視さ

れる部分だったと思います。

そもそも論になるんですけれども、女性の就

業だったり、女子大学生に対しては、就活のあ

り方で特別に女性向けのセミナーをなさるとい

うようなところは産業労働部が担っているわけ

ですけれども、女性の活躍推進ですとか、女性

の就業のことになると、どうしても県民生活部

という形で、私たちが女性の相談を受けると、

2つの部に分かれていて非常にやりづらさとい
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うのを実は感じるところでございますが、その

あたりの連携はどういう感じでやられているん

でしょうか。

【廣田産業労働部長】 昨今、女性の活躍の場、

就労の場も含めてですけれども、そういった課

題があるということは認識しております。

そういうことから、先ほどありましたように、

産業労働部、あるいは県民生活部、これはそれ

ぞれ県民生活部については女性の活躍の場、私

ども産業労働部としては就労の場という形にな

るんでしょうけれども、それはもうあくまでも

表裏一体のことでございますので、今現在もい

ろんな事業をやる時には産業労働部と県民生活

部と連携してやっております。

今後とも、特に企業説明会等については、男

女を問わずやっていこうと思っていますし、先

ほどご説明したように、人材活躍支援センター

についても、男女問わず対応してまいります。

これは県民生活部に限らず、福祉保健部とか、

そういったところとも関わってまいりますので、

そこは広く関係部局と連携しながら対応してま

いりたいと考えております。

【浅田委員】どうしても女性活躍となると県民

生活部になっていて、どちらも同じように動い

ていただく必要性があろうかと思うんですけれ

ども、それが部局にまたがっている部分で、例

えば、ホームページを見るにしても、女性の情

報というのがまたがっていて非常にわかりづら

かったり、部局ワンストップ型でというところ

は、相談窓口はやろうとしてくださっているん

だと思うんですけれども、今後の整理として女

性がどんどん前と違ってフォロー型だけではな

くて、もっと一体となってというところに関わ

ってきているかと思いますので、そういうとこ

ろも併せて考えていただければなと思います。

企業振興課長にお伺いしたいんですけれども、

企業誘致等をなさっていただいているかと思う

んですが、大学の、例えば県立大学のセキュリ

ティ学科が40名から80名ということで人数が
倍増しています。この倍増するということは、

それなりに長崎県の体制というものも整えた上

でなのか、まずは学生から先にというところな

のか、今後の見通しとしてお聞かせいただけれ

ばと思います。

【佐倉企業振興課企画監】企業誘致につきまし

ては、若者の魅力のある雇用の創出、それと新

たな基幹産業の創出を目指して、そこを中心に

企業誘致を展開しているところでございます。

県におきましては、ＡＩ、ロボット、ＩｏＴ、

航空機産業、海洋産業というものと、若者の県

内定着ということになりますけれども、ＡＩ、

ロボット、ＩｏＴを推進する中で人材育成をこ

れまで、4年前に県立大学にセキュリティ学科
を40名で創設したところでございます。
企業誘致を推進する中で、今、本県の強みと

して認識されていることは、ＩＴ人材、そうい

った人材育成を長崎県がやっているというとこ

ろが徐々に認識されてきております。県立大学

の増員もそうですけれども、長崎大学で情報デ

ータ科学部が創設される。こういった長崎県と

してのＩＴ人材の育成というのが本県の大きな

強みとなっているところでございます。

そういったことを踏まえて、セキュリティ学

科の評価が高いということで、本県も力を入れ

ていこうと、逆に強力にやっていこうというこ

とで増員をしているというふうに認識しており

ます。

【浅田委員】その中で、外に行かれている方が、

外就職というのがまだまだ多い中で、こうやっ

て人数を増やしている状況なので、そういった
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ところに集中した形で誘致をなさっていくのか

ということをお伺いしたかったので。

【佐倉企業振興課企画監】今年度、日本を代表

するような京セラさんとか、富士フイルムさん

とか、デンソーさんというようなグループ企業

が入ってまいりました。今後、そういった企業

のほうで県立大学とか地元の大学から就職がい

くような流れ、サイクルを回していくようなこ

とを考えております。

【浅田委員】学生もそれを希望している方も多

いと思いますので、そのあたりが目に見えるよ

うな形でご報告をいただければ幸いです。

もう1点、さっき山下委員が質問していまし
た産地活力の中で、うどんとかの今後のもって

行き方というのがあったと思うんですけど、私、

実はこの委員会は10年ぶりなんですね。多分、
10年前の視察か、その前の特別委員会で秋田に
行った時、稲庭うどんが私にとっては憧れの、

ホテルとかのレシピを使って、そちらの方から

ブランド力を上げるようにというのが既に十数

年前にあったんです。

その時に、長崎県で五島うどんとかでもこう

いうのをやりましょうよと私は言ってて10年
たってしまったというのが、実は非常に残念だ

というか、年もとりましたけど、今かというよ

うな気がしてます。その辺が、議員も皆さんも

一体となって視察に行って、そこでそういう意

見が出ていたことを、やっぱり瞬時、瞬時に生

かしていただくことが必要だと思います。

昨日も「日本橋 長崎館」を見た方からメール

が来て、いろんな物産があると。こちらと物産

ブランド推進課と一体となってやるべきところ

だと思うんですけれども、どこを長崎が売り出

したいのか、どういったところにもっていこう

としているのか、その産地のあり方がちょっと

不透明ですというメールが、ちょうどきたとこ

ろだったんですね。その辺のお考え方もお聞か

せいただければ、これで終わります。

【宮地企業振興課長】今、浅田委員がおっしゃ

られました経過がありましたのは、申し訳あり

ません、私は承知しておりませんでした。

ただ、思いとしましては、都心部で、いわゆ

る富裕層といいますか、ある程度付加価値の高

いところに入っていきたいというのがございま

す。午前中に八江委員からも事業者と一体とな

ってというお話もありまして、我々もそういう

ふうに食べる機会をなるべく提供したいと考え

ております。

例えば、私どもも首都圏に出張した際はいろ

いろ見て回るんですけれども、ランチで1,600
円で稲庭うどんを提供しているとか、非常に高

い単価でやられているということも承知してお

りますので、そのような成果を、ぜひ、1つで
も2つでも早くご報告できるように、今回の事
業でやっていきたいと考えているところでござ

います。

【中島(廣)委員】 一般質問で再質問できなかっ
たことをお伺いします。

まず、今、長崎県は若い女性が県外流出をし

ているという話ですけれども、就職なのか、あ

るいは専門学校とか大学で県外に行かれる方が

多いのか、どっちですか。

【廣田産業労働部長】女性の流出が非常に多い

ということは認識しておりますが、その事由に

ついては、まだ承知いたしておりません。

【中島(廣)委員】過去10年間の企業誘致の資料
をいただきました。64件、4,700人の雇用。そ
の雇用の71％が女性なんですよ。ですから、企
業誘致をされる時に、どういう訪問をされて、

一概に女性雇用型を呼び込もうとか、そういう
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ことではないと思うんですけれども、製造業と

か、とにかくどういう企業に訪問されて、長崎

県に企業誘致をされているのか、その辺の状況

を教えてください。

【廣田産業労働部長】ただいまの企業誘致の考

え方でございますが、これは一般質問の時にも

ご答弁差し上げたと思います。

10年前頃においては、リーマンショックで雇
用環境が大変厳しかったということもございま

して、多くの良質な雇用の場を確保するという

ことで、いわゆる自動車関連企業、あるいはコ

ールセンター等の誘致に取り組んでまいりまし

た。特に、自動車関連企業、製造業になれば男

性の方の雇用の場ということになります。一方、

コールセンターということになれば女性の方が

中心になるということでございます。当時とし

ては、男女ということではなくて、いろんな形

で良質な雇用を確保したいということから進め

たところでございます。

その後、「バックオフィス構想」というもの

を策定いたしました。これは金融保険、ＢＰＯ

サービスとかＩＴ関連を誘致するということで

ございまして、これについても特に男女という

ことはございませんけれども、結果として、多

くの企業が立地したのは金融とか保険、特に長

崎市内にはそういった500人から1,000人規模
の雇用の場ができておりますが、業務の内容か

らすると、結果として、そこには女性の方が就

職されているということで、先ほど、委員から

お話がございましたように、7割ぐらいがとい
うところは、そういった結果だと思っておりま

す。

しかし、今後の企業誘致、これは良質の雇用

の場をつくって、最終的には若者を中心とした

県内の就職を促進しないといけないということ

がございますので、今後につきましては、女性

を多く雇用できる場も必要だと思いますし、先

般ご答弁をいたしましたように、男性が働ける

場も非常に大事かと思っております。

そういった中から、企業においては男女とい

う区別はございませんけれども、いわゆる大学

卒の方が就職できるような場が少ないような気

もいたしております。

そういった意味からは、昨今、情報関係の大

手の企業の研究開発部門を誘致いたして立地し

ております。そういったところは業務の内容か

らすると大学卒業の方が就職できる場ではない

かと思っております。

また、ある意味、航空機関連産業、三菱重工

航空エンジンが今年の秋に長崎市で航空エンジ

ンの新しい工場をつくると。そして、そこには

三菱重工に限らず、県内の地場企業が成長産業

である航空機関連産業に参画していただきたい

ということがございますので、その際はそれに

関連する企業の誘致ということも必要になって

こようかと思っておりますので、今後につきま

しては、男女ということではなくて、やはり良

質な雇用の場をつくり、女性あるいは男性の若

い方たちが魅力ある雇用の場と思えるような企

業誘致を進めてまいりたいと考えているところ

でございます。

【中島(廣)委員】 女性型雇用というけど、その
時その時の状況ですけれども、ただ、やはり男

性がもっと働けるような企業の誘致をぜひやっ

ていただきたい。

それと、長崎県の有効求人倍率が上がってま

すね、幾ら、これはやはり皆さん方の努力で企

業誘致をやっていただいた、そういう結果だろ

うと思うんですよ。

ただし、さっきから部長も言われていますし、
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皆さん方も言われますけれども、良質な雇用の

場、立地をされるところは給料なんかも結構い

いだろうと思うんです。ただ、県内の地場企業、

中小・零細企業、こういうところに高校卒とか

大卒とかいろんな県内の人たちが就職できてい

るのか。本当に零細・中小企業は人手不足で困

っているじゃないかと思うんです。そういうと

ころに対する雇用はどうなんですか。

【廣田産業労働部長】委員ご指摘のとおり、正

確な調査をしたわけではございませんけれども、

良質な雇用の場として企業誘致が進んでいる一

方で、地場の中小企業、小規模事業者について

は、人材確保に非常に苦慮しているということ

がございます。

それについては給与をはじめとする雇用条件

等も影響しているところがございますけれども、

私どもとしては、県外から誘致した企業だけが

潤えばいいということではございませんで、最

終的には地場の中小企業なり中小企業事業者が

収益を上げるということにつなげないといけな

いと思っております。

そういう意味から、サプライチェーンと申し

上げておりますけれども、誘致企業と地場企業

が取引関係をもって地場企業の生産性を上げて

いくということが必要かと思っております。今、

私どもの事業としましても、誘致企業と地場企

業がグループを組んで生産性を拡大するに当た

っての支援も行っているところでございます。

あと、立地企業との契約というのもなかなか

簡単にいかない部分がございますので、あと、

地場企業についても、先ほどからご説明してお

ります人材活躍支援センターの地場企業の採用

力向上というところで、個別の事業者とお話を

しながら、その事業者のそれぞれの課題という

ものをお聞きし、その解決策を私どもと一緒に

なって検討しながら人材確保にもつなげていき

たいと考えているところでございます。

【中島(廣)委員】 今、女性がどんどん流出して
おりますので、女性の雇用も引き続き力を入れ

ていただいて、それと良質な雇用の場も確保し

ながら、地場企業の、中小・零細企業の人材不

足にもしっかりと応えていただくように、皆さ

ん方の努力に期待しておりますので、よろしく

お願いしておきます。

【八江委員】関連して質問させていただきます。

今、中島(廣)委員からいろいろお話がありま
した。長崎県は人口減少が著しい。これは長崎

県内の至るところでそうですけれども、私が住

んでいる諫早も合併してから増えるはずなのに、

1万人ぐらいもう減りました。なぜかというと、
仕事がないということもあります。

そういうことでありまして、今の中島(廣)委
員のお話を聞きながら、女性の雇用の問題もあ

ります。私は、コールセンターの誘致が長崎で

順調にいっているのは、長崎が女性のまちだと

いう思いがあって、それもやれやれというつも

りで今までやってきましたし、そこには進出企

業もたくさんあって、今のようなお話がありま

した。最後に女性の味方についてのお話もいた

だきました。

私も、長崎が女性のまちじゃないかというの

は、オフィスビルを中心にした企業となってく

ると、どうしてもそういう雇用になってくるん

じゃないかという思いがあります。私が住んで

いるところは田舎でありまして広い土地があり

ますから製造業の立地をということで、今、諫

早市も工業団地、産業団地をつくって、今、11
ヘクタール、残りの9ヘクタールと合わせて20
ヘクタールが、ここ2～3年ででき上がるという
ことになっております。
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ところが、誘致をするにしても波があって、

景気がいい時は進出企業もどんどん出てきます

けど、停滞をしてくると企業も足踏みをします。

そういう関係で、うまくいくかどうかという

のも、時代の波に乗れるか乗れないかというこ

とがございます。だからといって、工業団地、

産業団地をつくらずにおれば、また次に出てき

た時に、そういうところがあっても、手を挙げ

ても、そこに土地がなければ進出してもらえな

いから、あと3年してつくりますから、5年して
つくりますからと言っても逃げてしまう。諫早

が一つの大きな例じゃなかったかと思っており

ます。

そういう意味で、企業誘致についての問題も

非常に大きくありますので、企業誘致の問題と

してしっかり取り上げていただいておりますけ

ど、予算も昨年度に比べたら、件数が少なくな

っているから5億円近く減っているということ
はわかりますけど、そこには長崎県産業振興財

団と長崎県と地元の市町と一緒になって、タッ

グを組んでしっかりやらなければ、自分のとこ

ろの、市営だったら市営でやりますけれども、

県営だったら県は一生懸命するけど、どうもそ

の点が少し手放した形でやっていくと、うまく

一致してやっていけない部分があるんじゃない

かという思いもありますので、その点はスクラ

ムを組んで、つくる以上、しっかりと他県に負

けないように企業誘致をして雇用の拡大につな

げていただきたい、そのように思いますけど、

企業誘致について改めての考え方、今までどお

りじゃなくて、今から先どうあるべきかという

ことを聞かせてほしいと思いますけど、いかが

ですか。

【佐倉企業振興課企画監】企業誘致につきまし

ては、昨今の経済社会情勢等、いろんなことが

大きく変化してきていると思っております。自

動車業界においても100年に一度の変革期とい
うふうな言葉で動いております。人口減少とい

う、かつて経験したことのないような経済状況

の中で、企業においても働き方改革でございま

すとか、ＩｏＴの進展、ソサエティー5.0の進展
という形で、企業の行動が、ここ何年かで大き

く変わってきているところでございます。

企業誘致につきましては、やはり県だけ、市

だけで成し得るものではございませんので、こ

れから県、地元の市町、商工団体、産業振興財

団、教育機関が一層密に連携し合って、企業を

誘致する支援をしていく、それを地元に根づか

せていくということが経済の活性化、地域の活

性化につながるものと考えておりまして、そう

いう方向性をもって進めていきたいと考えてお

ります。

【八江委員】前は県営の工業団地を行ったこと

だったんですけど、市町営の工業団地等をせろ

ということで、県はそれなりの補助金を出しま

すよということでありますけど、本来なら、長

崎県の人口が1万人以上減っているとすれば、
県も同じ立場で今まで推進はしてもらっている

と思いますけど、自分のところが経営している

ものがそういう減少すれば、それは残業に残業

を重ねてやっていくところですけど、ほかのと

ころの下屋先であるという表現はおかしいかも

わかりませんけど、市町がやった分は2次的な
支援体制になってしまうと。だから、力が入ら

んために、雇用が、あるいは誘致がなかなかう

まくいかないという部分があるんじゃないかと。

私は、そういう気持ちで県営でやってください

ということを相当お願いしてきましたけど、方

針が変わったんだからということになって、今、

市町営の工業団地ということになっております。
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確かに、助成はしていただきますから、それ

はそれでありがたい話ですけど、そうなってく

ると、何が一番心配だったのかというのは、企

業の誘致なんですね。市あたりは2～3人しかい
ない企業誘致なんですよ。長崎県は産業労働部

と産業振興財団という大きな組織を持っていま

す。そこが年間を通じて全国を走り回ってやっ

てもらっている。それが一番大きな決め手なん

です。だから、それが今に生かされているかど

うかということが心配だったから確認したわけ

でありますから、改めてその点はスクラムを組

んでしっかりやっていただきたいと思います。

ある新聞には、そのためには長崎ＩＴ拠点化

ということもあります。製造業を含めて、ある

いは航空機産業を含めて、いろんなことをする

ためには受入体制ができていなければなりませ

ん。そのためには工業系の専門学校といったも

のも整備をしていかなければならないと思いま

すから、先ほど話がありました協議会等を含め

てしっかり整えていただきたいと思いますけど、

全体的なことで部長に確認をしたいと思います

が、いかがですか。

【廣田産業労働部長】企業誘致の今後の方向性

のことについてのお尋ねと思います。

企業誘致につきましては、先ほど八江委員が

おっしゃるように、現在も市町と一緒になって、

当然、長崎県におきましては私どもと産業振興

財団になりますけれども、そこと連携しながら

企業誘致に取り組んでおります。

現在も佐世保市、諫早市、大村市で工業団地

の整備が進んでおります。諫早市については、

現在、整備中でございますけれども、既に諫早

市と私ども長崎県、産業振興財団と一緒になっ

て誘致活動を進めているところでございます。

そういうことから、整備はしても、それが活

用されないということでは、工業団地を整備す

る意義が失われますので、整備することと並行

して早期の企業誘致を、立地を実現するべく市

町と連携して取り組んでいきたいと考えている

ところでございます。

【八江委員】よろしくお願いします。団結をし

てというのは、スクラムを組んでしっかり、こ

れは各県の知恵比べだと、どこでも欲しいんで

す、企業誘致したいんです。雇用の拡大を図り

たいというのは、どこも一緒なんです。そのこ

とがうまくいくためにはどうすればいいかとい

うことの知恵を絞っていただくためには、スク

ラムを組んでしっかりやってほしいということ。

もう一つは、今、製造業の話をしましたけど、

諫早には大型商業施設等の計画も進んでおりま

す。ここには雇用が2,000人という話も出ており
ます。工業団地もさることながら、コールセン

ターも含めて、そしてまた、商業用地だったら

女性の雇用も、2,000名の大半が女性の雇用にな
ってくると思いますけど、その点については同

じ立場で企業の誘致については積極的に地元の

要望を受けて取り組んでいただきたいと思いま

すけど、いかがでしょうか。

【廣田産業労働部長】企業誘致を行うに当たり

ましては、いろんな良質の雇用の場をつくると

いうことがございます。それに当たりましては、

当然、工業団地の整備につきましても、市町の

ご意向を十分踏まえつつ行っていただいており

ますし、それに県としての支援も行っておりま

す。

先ほどご説明したように、誘致に当たっても

市町と一緒になってやっております。今後につ

きましても、それぞれの市町のご意向があろう

と思います。そういうことから、まず、現在、

整備が進んでいる工業団地につきましては、そ



令和２年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月９日）

- 85 -

れを活用して製造業を中心に誘致をしていくこ

とになろうかと思います。そしてまた、特に女

性が働く場として考えられますオフィス系企業

の立地についても併せてやっていきたいと考え

ております。

【八江委員】今申し上げたことの大半が工業団

地で、市町営、あるいは県営というもので公共

事業で行う事業ですけど、民間が進出してくる、

民間が誘導してくる、こういったものも雇用と

かなんとかには全く同じ立場である。補助金を

出しているから云々ということではなくて、そ

こには魅力ある地域であるから、あるいは県民

がいるから、そこに進出する企業もあるわけで

す。だから、民間の企業が出てきたことについ

ても公共事業としてやっていくことと全く同じ

立場で、県としての立場からは誘致をし、そし

てまた、雇用の促進につながるものであればし

っかりやっていただきたい、このように思いま

すけど、そのことだけ最終的に確認して終わり

たいと思いますけど、いかがですか。

【廣田産業労働部長】 委員のご意見のとおり、

良質の雇用の場の創出ということは、県が誘致

した企業に限らず、民間が自主的に立地された

ものも当然入ってくるかと思いますので、雇用

が創出された後の人材の確保等々についても、

必要に応じて対応してまいりたいと考えており

ます。

【山田(博)委員】 それでは、議案外で新型コロ
ナウイルスの感染拡大に関して私から質問した

いと思います。

先ほど、経営支援課長から話がありましたけ

れども、相談件数が200件近くになっていると
いうことであります。件数は国に報告されてい

るということでありましたけど、実際中身とし

ては県当局は把握されてますよね。例えば、ど

ういった業種からの相談が多いとか、どこまで

県当局は認識されているのか、まずそこをお尋

ねしたいと思います。

【吉田経営支援課長】 相談につきましては、2
月の段階では件数が少なかったということもあ

りまして、中身についても割と確認をしていた

ところでございます。

3月の分につきましては、そもそも報告をい
ただいている機関も非常に事務に追われている

と申しますか、とりあえず件数だけというふう

な形になっておりまして、深いところまでは聞

き取りができていないという状況でございます。

一方で、信用保証協会では、信用保証の承諾

とか、実際の実行というふうなところが出てき

ますけれども、これは先週末ではまだ実行はな

い状況ですけれども、そこの数字については、

業種も含め、資金の規模も含め、聞き取りをし

ていきたいと考えております。

【山田(博)委員】 今の状況であると、これは新
型コロナウイルスに関する相談もだんだん増え

てきて深刻なことが出てくると。前は、こうい

った相談窓口というのは、行っていろいろでき

たでしょうけど、先ほど、委員の皆さんから、

今の状態では相談に行くにも人混みを避けると

かとなっております。また、こういうふうな時

期になってくると、相談窓口を過去やっていま

すけど、こちらの相談窓口にダイレクトにでき

るようなフリーダイヤルを設けるとか、対策本

部をそろそろもうしっかりと、多種多様になっ

てきているということであればですね。

私は何が言いたいかというと、新型コロナウ

イルス関係で、当初はそうでもなかったけど、

だんだん増えてきていると、多種多様になって

ね。今、調査をして国に対して報告するにも、

そういったことができるような状態じゃないと、
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混雑してきてね。そうなれば、速やかな対応が

できるように、部長なりが中心となって中小企

業の新型コロナウイルス対策本部を立ち上げて

しっかりと、長崎県は万全にやっていきますと

いう姿勢でやっていかないといけないと思うん

ですけど、いかがですか、見解を聞かせていた

だきたいと思います。

【廣田産業労働部長】今、新型コロナウイルス

の影響で県内の中小企業、小規模事業者が大変

ご苦労されているということは承知をいたして

おります。

それで、先ほどご説明いたしましたように、

経営や資金繰り等に関する相談窓口を2月7日
に設けております。そしてまた、雇用関係の相

談窓口については、従来から本庁に長崎労働相

談情報センターというものを設けておりました

けれども、改めてそこで新型コロナウイルスに

係る労働相談を設けるということで周知したと

ころでございます。

その状況等については、先ほど、経営支援課

長が申し上げましたように、相談件数が大幅に

増えているということを考えますと、やはりそ

の事態は深刻さを増しているという状況は認識

しております。

それで、私ども県におきましては、これは産

業労働部だけの問題じゃないということもござ

いますので、現在も定期的に庁内の部長等が会

議を持って今後の対応策を日々検討していると

ころでございます。

そういうこともございますので、今後の状況

を注視しつつ、その状況に応じた適切な対応が

必要になってこようかと思いますので、そうい

うことから産業労働部に限らず、庁内の関係部

局と連携しながら対応策を考えていきたいと考

えております。

【山田(博)委員】 対応策ということで、産業労
働部長、相談件数が増えてきているということ

の中で、備えあれば憂いなしだから、関係機関

としっかりやらんといかんということでありま

すけれども、中小企業、農業、漁業等あらゆる

分野で増えてくるわけですね。そうしますと、

産業労働部長が旗を揚げて中心になってやって

いこうということをね。

もっと言いますと、対馬は韓国の問題があっ

て観光客が激減した上に新型コロナウイルスで

すよ、ダブルパンチですよ。そうしますと産業

労働部が中心になって関係機関と話をしながら、

そこは対策本部を立ち上げてやりましょうとい

うことで中心的な役割を担っていくことも、特

に、今、経営の相談窓口を所管している課を抱

えている部長として、率先して推進してやるべ

きだと私は思うんですけど、もう一歩二歩、前

向きな見解の答弁をいただきたいと思います。

【廣田産業労働部長】 山田(博)委員のご指摘の
とおり、中小企業、小規模事業者の振興を担う

産業労働部として率先して取り組むべきという

ご意見だと思いますけれども、当然、私ども、

そういう使命感を持って現在も取り組んでおり

ます。

ただ、中小企業、小規模事業者と申し上げて

も、観光事業者もあり、水産の加工の事業者も

あり、産業労働部だけではなかなか対応できな

い分もございますので、そういうこともござい

まして、関係部局と連携し、そして、長崎県全

体として対応していくべき重要な案件だと思っ

ておりますので、そういう意味で先ほどのよう

なお答えをしたところでございますので、ご了

解いただきたいと思います。

【山田(博)委員】 産業労働部長、これは知事な
り副知事が本部長となってしっかりと取り組ん
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でいただくように申し入れていただけませんか。

答弁を聞いたら、経営支援課長が言っているこ

とは深刻だから。農林関係とか水産関係もある

わけだから、部長がおっしゃるように、いろん

な関係機関もあるわけですから、これは知事な

り副知事に申し入れをしていただきたいと思う

んですが、いかがですか。

【廣田産業労働部長】 ただいま山田(博)委員か
らご意見があった分については、お伝えしたい

と思います。

【山田(博)委員】 それと経営支援課長にお尋ね
したいと思いますが、相談窓口をするとなると、

緊急を要するいろんな対応というか、国の問題

とか、無利子・無担保等の政策があるわけだか

ら、これは経営支援課長、相談窓口は窓口とし

て各地方機関に置いたとしても、県当局でフリ

ーダイヤルを設けるなり、長崎県は中小企業を

しっかり応援していくんだということで、そう

いう考えはどうですか、県当局のこちらで。産

業政策課長が答えるんですか、お願いします。

【小林産業政策課長】県の相談窓口につきまし

ては、今、産業労働部においても経営関係で経

営支援課が置いていて、中小事業者に関する相

談ということで産業政策課も置いております。

また、雇用関係ということで雇用労働政策課も

置いております。そのほかにも県内さまざまな

部局が関わる問題になっていますので、今、い

ろんなところが窓口を置きながら適切に配分し

ながらやっているところでございます。

相談窓口につきましては、委員ご指摘の話に

つきましては協議をさせていただきながら、県

全体でしっかりと取り組んでいくべき話かなと

考えられます。

【山田(博)委員】 そういうことでしっかりと取
り組んでいただきたいと思います。

別の角度から新型コロナウイルス対策につい

てお尋ねしたいと思います。

今、職業訓練校が委託訓練をやっていますけ

ど、これは国の指針に基づいて今どのような状

況になっているか、確認をさせていただきたい

と思います。

【吉村雇用労働政策課長】高等技術専門校、あ

るいは委託訓練先については、どうしても一定

程度密閉された空間で行うケースとか出てまい

ります。これについてはなるべく訓練生同士が

離れて座れるような体制ですとか、あるいは消

毒液の装備、あるいはマスクの着用、こまめな

換気、そういったことを指示しているところで

ございます。

なお、高等技術専門校は間もなく修了式を迎

えます。これについては在校生及び来賓を出席

させないかと、それぞれ技能照査の合格証書等

は、今まで一人ひとりに渡していたものを代表

に渡すという形で、出席者の縮小、それから実

施時間の短縮をするようにしているところでご

ざいます。

【山田(博)委員】 私がお聞きしているのは、委
託訓練とか職業訓練校の授業とかはどうされて

いるのかと。今、小学校、中学校は休校になっ

たわけですね。訓練の委託とかなんかはどうな

っているのかということをお尋ねしているわけ

です。

【吉村雇用労働政策課長】現在のところ、新型

コロナウイルス感染症防止対策として休校とい

いますか、訓練を取りやめたりということはし

ておりません。

【山田(博)委員】 ということは、国からの通達
で県内の小学校、中学校は休校になっています

けれども、県内の職業訓練校とか委託訓練校と

いうのは、そのままやっているということで理



令和２年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月９日）

- 88 -

解していいんですか、もう一度確認しますけど。

【吉村雇用労働政策課長】大学、短大等につい

ては、休業措置が取られていないところでござ

います。この件につきまして2月29日付で厚生
労働省人材開発統括官付の各参事官連名で通知

が来ております。これについては適切な関係防

止策について周知を徹底するようにということ

で、これに基づきまして各訓練機関に先ほど申

し上げたような対応策を周知しているところで

ございます。

【山田(博)委員】 その通知というのを後でいた
だけますか。私はちょっと驚きました。国は、

安倍さんは、小学校、中学校、高校は休校しな

さいと言って、厚生労働省からは、訓練は適切

にやりなさいと言っているわけですね。こうい

ったことはどうかと思っているわけです。

委員長、書類をもらいたいと思いますので、

よろしくお願いしたい。また時間があれば再度

質問したいと思いますので、よろしくお願いし

ます。

【近藤委員長】 ほかにありませんか。

【饗庭委員】 私は2点お尋ねしたいんですけれ
ども、県内定着の促進についてのところで、県

内高校生の方は県内就職率が伸びている状況で、

大学生ですけれども、3月1日から就活が解禁さ
れたんですけれども、県内にということで企業

研究セミナーを開催する予定が、今回の新型コ

ロナウイルスの影響で中止ですということにな

っております。

今後、県として就活をしている学生も不安が

ありますし、企業のほうもかなり不安があられ

ると思うんですけれども、県としては、どのよ

うな対策をとられるのか、お伺いしたいと思い

ます。

【宮本若者定着課長】 まず、3月1日に新4年生

を中心とした企業の広報活動が解禁になってお

ります。私ども、先週、大学のお話をいろいろ

聞いたところ、個別に学生から相談はあってい

るけれども、大学から見た場合の学生の動きと

して特段大きな混乱は生じていないということ

がまずございました。

ただ一方で、軒並み、私どもも中止しました

し、大手の合同企業説明会が中止になっていく

中で、どう動くかとなった時に、たまたまです

けれども、昨今の大学生は動画とかを見る傾向

が今回のコロナに限らず、年々増えてきている

状況で、それがかなり加速するだろうと、実際

加速しているような状況でございます。

そういうことで、私どもとしては、まず、先

週、これは長崎市との連携になるんですけれど

も、長崎市のほうで県内の企業57社の動画を一
覧にしているものがございますので、それにつ

いて私どもの「Ｎなび」を通じて、まずそこを

見てくださいということは先週のうちに通知し

たところです。

一方で、企業さんに対しましても、動画を作

っているところもまだ「Ｎなび」に載せてなか

ったり、あるいは動画は簡単に企業紹介でとれ

たりしますので、そういったものを作ってくだ

さいというアナウンスも先週しております。そ

こを一旦取りまとめたところで、今度は県内企

業の動画を学生にできるだけ早く周知していき

たいというような動きをしているのが現在の状

況でございます。

【饗庭委員】動画が進んでいるのでいいかと思

うんですけれども、県外の大手企業になると、

それで面談ができると言っておられて、そうな

ると県外に行くことがますます増えるのではな

いかと思うんですね。県内で、そこで面談とか

までできるような企業さんがあるのかお伺いし
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ます。

【宮本若者定着課長】結論から申し上げますと、

面談ができる企業はございます。ただ、そこら

辺も我々は企業さんの声を聞きながら今進めて

いるところでありまして、恐らくそんなに数が

多くないものと思っていますので、何ができる

か、どういった形ができるかは、先ほどの動画

の活用も含めまして、今、企業さんと話をさせ

ていただいているところでございまして、早急

な対応を考えていきたいと思っております。

【饗庭委員】コロナウイルスのなかなか収束が

見えないので非常に難しいかというふうに思う

んでけれども、就活をしている学生さんもかな

り不安を抱えておられるので、決まったら周知

を早くしていただきたい、どういう形というこ

ともＳＮＳとかも使って周知をしていただきた

いと思います。

もう一つ、ロボット・ＩｏＴ関連産業の育成

についてのところで、今年1月末現在で延べ296
人の専門人材の育成ができましたということで、

ある講座でできたんだろうと思うんですけれど

も、今後はこの方々を活用して長崎で企業誘致

とか先ほどから話が出ていますが、なかなか企

業誘致もできないから、ここで起業して雇用を

生んでいくというような考えも必要かと思うん

ですけれども、そのあたりをこの296人の人材
がどのように活動しているのか教えてください。

【井内新産業創造課長】ロボット・ＩｏＴ関連

産業におきまして、専門人材の育成について委

員ご指摘のように努めておるところでございま

す。今年度1月末現在、296名の人材育成をして
おるところでございます。この多くはシステム

インテグレータと俗に申しまして、新しいシス

テムを、最初の顧客のニーズの把握から始まっ

て、実際に導入、そして、その後の運用まで一

手に引き受けることができるような高度な人材

の育成を図ろうというものでございます。

この育成した人材が新しいサービスの創出と

申しますか、製品というか、そういうものを企

業が開発しようとする時についても、この事業

の中で開発実証の補助制度を設けておりまして、

この人材育成にとどまらず、その先の新しいサ

ービスの創出につなげていきたいと考えており

ます。

そうやって企業の付加価値と申しますか、力

を上げていくことで、委員おっしゃられるよう

な企業誘致にも、長崎の力が上がることで誘致

企業との協業が図れるということもございます

ので、そういう面でもプラスになろうかと考え

ております。

【饗庭委員】ぜひ新しい企業というところで企

業誘致につながり、県内定着がより進むことが

必要かと思いますので、これは今後も進めてい

く事業かと思いますけれども、今年度は何人の

予定ということがわかれば教えてください。

【井内新産業創造課長】今年度が、こちらの資

料に書いておりますように296名で、先ほどか
ら話に出ているコロナウイルスの影響で2月下
旬からこの育成講座というものが止まっている

状況でございます。今年度の実績については、

この296人になろうかと思います。来年度以降
についても同じ水準の育成ができるように努め

てまいりたいと考えております。

【坂本(智)委員】 部長説明の2ページ、海洋エ
ネルギー関連産業の創出についてということで

お尋ねをいたします。

洋上風力発電というのは五島市沖だというふ

うに私は思っておりましたが、またぞろという

か、ゾーニング事業というのは、これはどうい

うことなんでしょうか。
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その前に、ゾーニング事業を今年度から実施

しますというふうにありますけれども、これは

国の指定は五島市沖が国内初というふうに思っ

ているんですけれども、国の事業なのか、それ

ともその事業を踏まえて県が新たにやろうとし

ているのか、どっちなんでしょうか、まずその

点を伺います。

【福重新産業創造課企画監】ゾーニング事業に

つきましては、環境省から県が委託を受けて実

施しております事業でございまして、今年度か

ら来年度にかけて実施する予定でございます。

これは本県の海域におきまして洋上風力発電

の商用事業の導入を促進しまして関連産業の市

場を拡大していこうということを目的といたし

まして、最終的には県内企業の振興に資するた

めに洋上風力発電事業に適するであろう海域の

区分けを行うものでございます。

その手順といたしまして、まず今年度、県内

海域におきまして保全するエリア、風車が建て

られないであろうエリアと、それ以外の適地と

して検討できるエリアに分けて、こちらにつき

ましては2月5日、県のゾーニング検討協議会で
お示ししたところでございます。

このエリアの中から、当該海域の近隣自治体

がゾーニングを実施し、自分たちの近隣海域で

洋上風力発電をできるかどうか検討していきた

いといった声を拾いまして、各地域ごとに協議

会を設置して、来年度から本格的にこの協議を

個別の地域ごとに入っていきたいと思います。

この地域ごとの協議会につきましては、地元

の関係者、主に漁業協同組合の皆様であるとか

航路運航者もしくは地元の商工関係者の方々な

どにご参加いただきまして、こういった方々に

構成員になっていただきまして、文献等ではわ

からない、より詳細な海域の利用実態などにつ

きましての情報収集を行って、この海域であれ

ば地元としても洋上風力発電を行ってもよいと

いうような合意形成を行うことを外部に公表し

ていく、そういった事業になっております。

五島市と西海市につきましては、ゾーニング

については、既に市のほうで実施されていると

ころでございます。今回、このゾーニングにつ

きましては、五島市と西海市の江島沖以外のエ

リアで主にやっていこうと考えているところで

ございます。

【坂本(智)委員】 五島市と西海市とおっしゃっ
たんですかね、最後のところがちょっと聞き取

れなかったんですけれども。

今年度から実施しておりますというふうに書

いてありますけれども、ただいまのご説明のと

おりなんだろうと思いますけれども、実際、県

内で何カ所ぐらい、ゾーニング事業をやろうと

していらっしゃるんですか。どこどこを考えて

いらっしゃるのか。

【福重新産業創造課企画監】ゾーニングの事業

費の規模等から申しますと、恐らく県内で最大

で4カ所ぐらい地域協議会ができるかと我々は
考えております。

そういった中で、広い海域を有する離島エリ

ア、先ほど、五島市、西海市の江島沖のゾーニ

ングが既に終わっていると申しました。それ以

外にも新上五島町では一部終わっているところ

があります。新上五島町につきましては、まだ

ゾーニングが、前回の国の委託事業の中で事業

推進エリアまで詰めている状況ではございませ

んので、そこも含めまして今後詳細なゾーニン

グをするエリアとしての候補エリアと考えてい

るところでございます。

【坂本(智)委員】 ありがとうございます。昔、

私の地元対馬で海洋温度差発電というものをや
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られた、佐賀大学の学長がやられたというふう

に記憶しておりますけれども。

最後のほうに、「令和2年度につきましても」
といろいろ書いてあって、「専門人材育成に努

めてまいります」というふうに書いてあります。

これは何年度ぐらいまでやる事業と考えていら

っしゃるんですか。

【福重新産業創造課企画監】この専門人材育成

は、長崎海洋産業クラスター形成推進協議会が

日本財団の支援を受けまして、そして、県も補

助金を入れまして海洋産業を支えていく人材の

育成を行うという機関です。我々は、「長崎海

洋アカデミー」と呼んでおりまして、こちらを

創設していく事業でございまして、今年度から

そのアカデミーの開講の準備を進めているとこ

ろで、来年度秋頃に正式に開講を予定しており

ます。

こちらにつきましては、何年度までというこ

とにつきましては、当初は県の補助金を入れな

がら、最初から黒字経営で事業体として継続的

にやっていくということは、収支の部分で最初

は苦しいことが予想されますので県の補助金も

入れていきますけれども、最終的にはなるべく

長く、そういった人材を継続的に輩出していた

だけるような機関として、県の補助金の支援と

いうのは徐々に額等を下げることから進めてい

きたいと考えているところです。

期間につきましては、何年度までということ

を決めているところではございません。

【近藤委員長】 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤委員長】ほかに質問がないようですので、

産業労働部関係の審査結果について整理したい

と思います。

しばらく休憩します。

― 午後 ４時３０分 休憩 ―

― 午後 ４時３０分 再開 ―

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、産業労働部関係の審査を

終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から委員会を再開し、水産部関係の審査を行

います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ４時３１分 散会 ―



第 ２ 日 目



令和２年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月１０日）

- 92 -

１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年３月１０日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ５時 ２分

於  委 員 会 室 ４

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 近藤 智昭 君

副委員長(副会長) 中村 一三 君

委 員 八江 利春 君

〃 坂本 智徳 君

〃 中島 廣義 君

〃 山田 博司 君

〃 浅田ますみ 君

〃 西川 克己 君

〃 坂本  浩 君

〃 饗庭 敦子 君

〃 山下 博文 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

水 産 部 長 坂本 清一 君

水産 部政策 監 髙屋 雅生 君

水 産 部 次 長 西  貴史 君

水産 部参事 監 内田  智 君

漁 政 課 長 松尾 信哉 君

漁業 振興課 長 中村 勝行 君

漁業 取締室 長 松本 啓一 君

水産 経営課 長 川口 和宏 君

水産加工流通課長 岩田 敏彦 君

水産加工流通課企画監 吉田  誠 君

漁港 漁場課 長 橋本 康史 君

漁港漁場課企画監 森川  晃 君

総合水産試験場長 平野 慶二 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【近藤委員長】 おはようございます。

委員会及び分科会を再開いたします。

これより、水産部関係の審査を行います。

【近藤分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

水産部長より、予算議案説明をお願いいたし

ます。

【坂本水産部長】それでは、水産部関係の議案

についてご説明いたします。

「予算決算委員会農水経済分科会関係議案説

明資料」水産部という資料をお手元にご用意く

ださい。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和2年度長崎県一般会計予算」の
うち関係部分、第6号議案「令和2年度長崎県沿
岸漁業改善資金特別会計予算」、第10号議案「令
和2年度長崎県長崎魚市場特別会計予算」、第
14号議案「令和2年度長崎県港湾整備事業会計
予算」のうち関係部分、第77号議案「令和元年
度長崎県一般会計補正予算（第6号）」のうち
関係部分、第81号議案「令和元年度長崎県沿岸
漁業改善資金特別会計補正予算（第1号）」、
第89号議案「令和元年度長崎県港湾整備事業会
計補正予算（第3号）」のうち関係部分であり
ます。
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本県水産業は、造船、漁業資材、流通及び加

工等の幅広い関連産業を支え、特に離島・半島

部において、地域の経済・社会の維持に大きな

役割を担う重要な基幹産業でありますが、2018
年の漁業センサスによりますと、漁業就業者の

高齢化や減少が進んでおり、さらに水産資源の

変動や国内消費の低迷、原油価格の高騰による

コストの増大などにより大変厳しい状況にあり

ます。

このような中、県におきましては、平成28年
度にスタートした長崎県水産業振興基本計画の

下、広大な漁場で多種多様な漁業が営まれてい

る本県水産業の特性を踏まえ、本県独自に策定

した「地域別施策展開計画」において、地域ご

とに重点的に取り組むべき対策を整理し、各種

施策を効率的かつ重点的に取り組むことにより、

水産分野における所得向上対策を重点的に推進

しているところであります。

令和2年度は、漁業者の所得向上をさらに推
進するため、漁業者の経営力強化、養殖業の成

長産業化と水産物の輸出増大、販売力強化、新

規漁業就業者の確保・育成、資源管理の推進、

藻場回復等による漁場づくり、漁港整備や浜の

環境整備等の施策を重点的に推進してまいりま

す。

そのため、令和2年度当初予算におきまして
は、これまで推進してきた事業の強化を図ると

ともに、様々な国の予算や地方創生推進交付金

等を活用し、必要な予算を計上いたしました。

それでは、まず、第1号議案「令和2年度長崎
県一般会計予算」のうち関係部分についてご説

明いたします。

歳入は合計127億861万6,000円、歳出は合計
216億5,532万3,000円をそれぞれ計上いたして
おります。

歳出予算の主な内容についてご説明いたしま

す。3ページをご覧ください。
離島漁業再生支援についてでございますが、

離島の漁業集落が行う漁場生産力の向上や新た

な漁法導入等の漁業再生活動、新規就業者に対

する漁船・漁具等のリースの取組、特定有人国

境離島地域の雇用創出の取組等を支援するため

の経費として、離島漁業再生支援事業費10億
4,111万円を計上いたしております。

4ページをお開きください。
水産業の経営力強化についてでございますが、

経営計画に基づき、所得向上を目指す漁業者自

身が行う取組への支援に加え、漁業者の所得向

上に不可欠な漁協等の取組や施設整備を支援す

るための経費として、新水産業経営力強化事業

費8,854万4,000円を計上いたしております。
5ページをお開きください。
定置網漁業の育成強化についてでございます

が、定置網漁業経営体が行う大型台風や急潮等

の気象変化に備えた漁具の改良等に対する支援

を通して関係機関と連携しながらモデル実証や

経営モデルの確立を支援するための経費として、

定置網漁業育成強化事業費7,166万1,000円を
計上いたしております。

水産物の輸出対策についてでございますが、

海外での本県水産物のＰＲや輸出国が求める衛

生管理体制の充実、ニーズに応じた商品力強化

を図るとともに、新たな輸送ルートや新規販路

の開拓を推進するための経費として、長崎県水

産物輸出倍増事業費4,230万6,000円を計上い
たしております。

6ページの中央をご覧ください。
水産業基盤整備についてでございますが、1．
公共事業費、漁港・漁場・漁村・海岸整備につ

いては、水産改革に即した水産業の成長産業化
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に向け、水産業の競争力強化と輸出促進に向け

た生産・流通機能強化対策、水産資源の維持・

回復、大規模自然災害に備えた漁業地域の強靭

化対策、持続的な漁業生産力の確保を推進する

ための経費として、漁場水産基盤整備費で、水

産環境整備費等46億8,708万8,000円、県営漁港
水産基盤整備費で水産生産基盤整備費等76億
6,717万4,000円、市町村営漁港水産基盤整備費
で、農山漁村地域整備交付金事業費等18億
1,979万1,000円、7ページに移りまして、2の県
単独事業につきましては、修築・維持補修事業

により漁港及び海岸の整備を図るとともに、漁

港の管理、調査のための経費として、県営漁港

水産基盤整備費で、漁港施設維持補修費等3億
8,652万9,000円、3の漁港災害復旧事業費につ
きましては、令和2年の災害に迅速に対応する
ための経費として、2年災害復旧費2億2,500万
円をそれぞれ計上いたしております。

債務負担行為につきましては、記載のとおり

でございます。

8ページをご覧ください。
第6号議案「令和2年度長崎県沿岸漁業改善資

金特別会計予算」の主な内容についてご説明い

たします。

歳入、歳出それぞれ、合計1億8,758万2,000
円を計上いたしております。

これは、沿岸漁業者等が自主的にその経営や

生活環境を改善するため、経営等改善資金、生

活改善資金及び青年漁業者等育成確保資金を無

利子で貸し付けるものであります。

次に、第10号議案「令和2年度長崎県長崎魚
市場特別会計予算」の主な内容についてご説明

いたします。

9ページをご覧ください。
歳入、歳出それぞれ、合計2億2,745万5,000

円を計上いたしております。

これは、長崎魚市場の維持・管理並びに生鮮

水産物等の取引の適正化等を図るための経費で

あります。

債務負担行為については、記載のとおりでご

ざいます。

次に、第14号議案「令和2年度長崎県港湾整
備事業会計予算」の関係部分についてご説明い

たします。

収益的収入では、貸付収益及び令和2年度に
土地売却が見込まれる土地売却収益として、

8,219万2,000円、10ページに移りまして、収益
的支出では、完成土地の維持管理経費、土地売

却収益に伴う土地売却原価として、1億1,813万
5,000円をそれぞれ計上いたしております。
次に、第77号議案「令和元年度長崎県一般会
計補正予算（第6号）」の関係部分についてご
説明いたします。

歳入は、合計13億9,443万5,000円の減、歳出
は、合計20億6,261万6,000円の減を計上いたし
ております。

11ページをお開きください。
補正予算の主な内容についてご説明いたしま

す。

水産基盤整備等についてでございますが、事

業費の精算見込み等に伴い、漁場水産基盤整備

費で、水産環境整備費等5億9,195万1,000円の
減、県営漁港水産基盤整備費で、水産流通基盤

整備費等14億2,261万9,000円の減、市町村営漁
港水産基盤整備費で、農山漁村地域整備交付金

事業費等3億1,409万7,000円の増をそれぞれ計
上いたしております。

繰越明許費については記載のとおりでござい

ます。

12ページをご覧ください。
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第81号議案「令和元年度長崎県沿岸漁業改善
資金特別会計補正予算（第1号）」についてご
説明いたします。

歳入、歳出それぞれ、合計6,439万9,000円の
減を計上いたしております。

これは、貸付見込額の減等に伴うものであり

ます。

次に、第89号議案「令和元年度長崎県港湾整
備事業会計補正予算（第3号）」のうち関係部
分についてご説明いたします。

土地売却収益の減等に伴い、収益的収入で、

5,015万3,000円の減、13ページに移りまして、
維持工事費等の減に伴い、収益的支出で1億
1,305万3,000円の減を計上いたしております。
最後に、令和元年度予算につきましては、本

議会に補正をお願いいたしておりますが、国庫

補助金等になお未確定のものがあり、また、歳

出面でも年間の執行額確定に伴い整理を要する

ものがあります。

したがいまして、これらの調整、整理を行う

ため、3月末をもって、令和元年度予算の補正
について専決処分により措置させていただきた

いと考えておりますので、あらかじめご了承を

賜りますようお願いいたします。

以上をもちまして、水産部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【松尾漁政課長】 私の方から1点おわびを申し
上げさせていただきます。

今朝ほど、委員の皆様には追加の資料を配付

させていただきましたが、令和元年度2月補正
予算案の説明資料、横長資料の23ページが欠落
をしておりました。沿岸漁業改善資金の歳出の

部分でございます。

今後、こういうことがないよう確認を徹底し

てまいりたいと考えております。

大変申し訳ございませんでした。

【近藤分科会長】次に、漁港漁場課長より補足

説明をお願いいたします。

【橋本漁港漁場課長】お手元に配付しておりま

す資料1「予算決算委員会農水経済分科会補足
説明資料 令和2年2月ゼロ国債予算（案）につ
いて」をご覧ください。これに基づきまして水

産基盤整備事業のゼロ国債の設定内容について

ご説明をいたします。

1ページをご覧ください。
ゼロ国債につきましては、令和2年度に予算

化する国庫補助事業について、当該年度の支出

を伴わずに前倒しして実施するため、国の承認

を得て設定する国庫債務負担行為でございます。

設定の主な目的といたしましては、地元漁業

の操業への影響を避けるため、定置網の休漁期

までに増殖場の海上工事を完了する必要のある

地区ですとか、近年の海水温上昇等の漁場環境

の変化に対応した漁場整備のための調査などの

前倒し実施により、効果的な事業実施を図ろう

とするものでございます。

2ページをご覧ください。
設定額といたしましては、表の一番下でござ

いますが、早期の事業着工が必要な増殖場1カ
所の整備と魚礁、増殖場の整備にかかる調査費

として、県予算ベースで2億6,400万円を計上し
ております。

3ページをご覧ください。
事業箇所の例をご紹介いたします。

下五島地区ではカジメやホンダワラなどの藻

場の拡大を図るため、増殖場の整備を進めてお

りますが、海上工事による地元の定置網への影

響を避けるため、前倒しして工事を発注し、8
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月から9月の定置網の休漁期間に増殖場2ヘク
タールの整備を実施することとしております。

今後とも、効果的な事業の実施に向け努力し

てまいります。

以上をもちまして、補足説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

引き続きまして、繰越明許費について、補足

してご説明をいたします。

お手元にお配りしております資料2「予算決
算委員会農水経済分科会補足説明資料」の繰越

事業理由別調書をご覧ください。

1ページをお開きください。
上の表は、繰越理由別に件数と繰越額を示し

た表です。主なものは、⑤その他、経済対策補

正と昨年の台風17号によるものが17件、42億
3,949万2,000円で、これが全体の51％を占めて
おります。

次いで、②施工計画・設計及び工法変更によ

る遅れが44件、31億9,442万5,000円で、全体の
39％となっております。
なお、表の中の上段括弧書きにつきましては、

昨年11月議会でご承認いただいた件数、金額を
記載させていただいております。

続きまして、昨年11月議会から増額となった
理由についてご説明させていただきます。

まず、②施工計画・設計及び工法変更による

遅れでございますが、佐世保市の平地区におい

て、海岸工事が冬季風浪に伴い、施工ができな

い日が続き、年度内完成が困難となったものや、

佐世保市の楠泊地区において、防波堤改良工事

の施工にあたり、当初設計時に想定しておりま

した地盤改良船が確保できずに、本工事の年度

内完成が困難となるなどの理由で繰越が増加し、

44件、31億9,442万5,000円となっております。

次に、④地元との調整に日数を要したもので

ございますが、対馬市の一重地区の防波堤改良

工事におきまして、今年度はサワラ漁が盛んで

ございまして、水揚げが工事の施工期間と重複

するというようなことから調整が必要となり、

工事の年度内完成が困難となったものなど、4
件、2億2,482万7,000円の繰越が新たに発生し
ております。

次に、⑤その他（経済対策補正・台風17号災
害）でございますが、令和元年度の経済対策補

正予算によるものや、平戸市営の漁港において、

防波堤の延伸を予定していた箇所が、昨年9月
の台風17号で被災したことで、延伸工事と災害
復旧工事との調整が必要となったものなど17
件、42億3,949万2,000円の繰越が新たに発生し
ております。

なお、このページの下の方に参考といたしま

して、経済対策補正を除く、最近3カ年の繰越
状況及び昨年度との比較を記載しております。

次の2ページから7ページまでは、漁場水産基
盤整備費、県営漁港水産基盤整備費、市町村営

漁港水産基盤整備費の予算科目別に繰越理由、

事業名、箇所名、工事概要等を記載しておりま

す。

なお、繰越を予定している事業につきまして

も、早期の完成に向け、今後も引き続き事業の

執行管理の強化を行い、事業効果の早期発現に

努めてまいります。

説明は以上でございます。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【近藤分科会長】 次に、提出がありました「政

策等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料（政策的新規事業の計上状況）」について、

説明をお願いします。
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【松尾漁政課長】お手元にお配りしております

資料の「農水経済委員会提出資料」、一番下に

「政策的新規事業の計上状況」と記載されてお

ります資料のご用意をお願いいたします。

水産部関係の令和2年度新規事業につきまし
ては、1ページ目の中ほどに記載しております
定置網漁業育成強化事業費、それから廃棄魚を

活用した循環型社会推進調査費の2件でござい
ます。各事業の事業概要と当初要求額及び今議

会に上程しております当初予算計上額は記載の

とおりでございます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【近藤分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【山田(博)委員】 おはようございます。
それでは、先般の委員会の勉強会並びに横長

資料におきまして、事前に質問通告をさせてい

ただいているわけでして、理事者におかれまし

ては明確な回答なり見解をよろしくお願いした

いと思います。

まず最初に、横長資料の14ページに水産業協
同組合指導費の中の検査指導費についてお尋ね

します。近藤委員長のおかげできちんと明確な

回答の資料をいただいているわけでございます。

実は、勉強会でわかったのは、漁業協同組合の

組織機能強化ということで、繰越欠損金を保有

する組合がなんと14漁協あるということです。
それを今後、財務指導をしっかりとやっていく

ということでありましたけれども、舘浦漁協を

含めて、繰越欠損金が長崎県の14漁業協同組合、
総額で今どれくらいあるかというのを、まず明

示をしていただきたいと思います。

【松尾漁政課長】 14組合の合計で約22億円で

ございます。

【山田(博)委員】約22億円の繰越欠損金がある
ということになれば、これは先般、島原の有明

漁業協同組合も大変な経営の中で、いろんな問

題があって、なかなか理事会も開かれない、総

会も開かれないということがありました。舘浦

漁協を含めて14漁業協同組合の繰越欠損金が
約22億円ということでありますけれども、こう
いった漁業協同組合の検査指導費として、今年

1,200万円上がっております。前回からすると、
また200万円近く減額されています。本来であ
れば、前回、ああいった有明漁協の件がありま

したから、やっぱり検査指導というのは強化す

べきだと。そうすると、予算的な裏づけがある

かどうかと思ったら、逆に減っているわけです

ね。これはなぜこういった形になったのかとい

うのを説明していただけますか。

【松尾漁政課長】全体的な予算配分、適切な予

算配分を検討する中で、この水産業協同組合検

査育成指導費については減額をさせていただい

ておりますが、中身を精査いたしまして、特に

組合に対しまして実際の指導を行う県職員が研

修に行く部分、そこについては一定見直しをさ

せていただきまして、県職員が漁協を回って指

導するという旅費、そちらの方に重点的に配分

をいたしました。そうした精査をした結果とし

て、最終的にこういった形になっているところ

でございます。

あともう一点、その下に地域を担う漁協機能

強化支援事業費というのがございますが、これ

は拡充をさせていただいております。これは漁

協の基盤強化を図るために合併を推進するとい

う事業費でございますが、これにつきましては

実効性のある合併計画を策定するということで、

中小企業診断士の経営診断等を盛り込みながら
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充実を図るという形で、こちらの方は拡充させ

ていただいておりまして、この2つの事業費を
合わせて指導していくという考え方でございま

す。

【山田(博)委員】 そういうことですね。わかり
ました。そういうことであれば私も納得がいく

わけでございます。

それでは、別の課の質問に移りたいと思いま

す。水産加工流通課にお尋ねしたいと思います。

この横長資料で言うと24ページになります。
今回、国の方で卸売市場法の改正があり、議

案にも上がっているんですが、ここに水産物流

通対策費とありまして150万円余りの予算が出
ているわけですが、水産加工流通課長、水産物

流対策費という項目というのは、今までも並べ

られてされていたのかどうか。また、中身を詳

しく説明していただけますか。

【岩田水産加工流通課長】この水産物流通対策

費につきましては、これまでも項目として計上

しておりました。

中身ですけれども、卸売市場の業務と運営の

指導、それから流通の調査などの中身を、これ

までも予算計上させていただいておりました。

【山田(博)委員】 水産加工流通課長、今、この
水産物流通対策費というのは、卸売市場の指導

監督費も入っていたということでありましたけ

れども、それは今まで幾ら入っていたんですか。

【岩田水産加工流通課長】細かくは旅費などを

計上しておりまして、例えば市場の検査に幾ら

といいますか、全体として旅費を計上させても

らっております。それから、需用費や役務費と

いうものを個別に計上をしております。

今回、検査の部分につきましては、特に来年

度ですけれども、県北地区における市場の検査

に要する経費として旅費を計上させてもらって

おります。

【山田(博)委員】 今の説明では私も納得いかな
いところがあるんですが、前回の委員会で、水

産加工流通課というのは卸売市場法に基づいた

卸売市場の指導監督というのは今まで行ってな

かったという答弁がありました。しかし、予算

は計上されていたということであれば、この予

算は今までどう使っていたんですか。私が言っ

ていることがわかりますか。今まで、魚市とか

に行って指導監督をする予算計上は今までもさ

れていましたよという答弁があったわけです。

しかし、実際は、委員会で法律に基づいて検査

指導をやっているかというと、やっていません

でしたと。私、山田博司から指摘されて、初め

てさせていただきましたということでありまし

た。

ということは、その予算というのはどういう

扱いをされていたのか疑問が残るわけでして、

そこを明確にお答えいただけますか。

【岩田水産加工流通課長】法で定めます卸売市

場の検査につきましては、委員の指摘がありま

して、今年度、初めて実施させていただきまし

た。この旅費を使いました。その前までは、検

査という形での市場の確認はしておりませんで

したけれども、通常でも市場にはたびたび我々

参りまして、指導とか、状況を確認しておりま

したので、そこの旅費として使わせていただい

ておりました。

【山田(博)委員】 今の答弁で、いいですか、検
査指導で各市場に行っていましたと。しかし、

法律に基づいては行っていませんでしたと。と

いうことは何をしに行ったのですかとなるんで

す。あなた方は法律に基づいて市場に足を運ぶ

のが本来の姿だったんです。ということは、今

までそれを、法律に基づいて行っていなくて何
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しに行ったんですかということになるわけです

ね。

これはどちらの方に答えていただけますか。

今の答弁では私は納得いきませんから、明確に

しかと、そこは反省すべきは反省してやらない

といけないわけですよ。今の答弁では、何を言

っているんですか、何をやっていたんですかと

なるわけですからね。

【髙屋水産部政策監】今、水産加工流通課長が

申しましたとおり、私どもは普段から市場に対

する指導の責務を負っているということでござ

いまして、適切に市場の流通機能が機能してい

るかどうかということは、普段から現場に赴い

て直接確認をするという業務を行ってきたとい

うことでございます。

ただ、そこが検査になりますと、一定の検査

の体制を整えて、検査項目を整理して、そして

検査の項目に基づいて書類の実地検査まで法に

基づいて行うということが山田(博)委員のご指
摘において必要であるということが議論された

わけでございまして、これまでの指導に加えま

して、そこの部分を切り取って、明確に法に基

づいての検査を導入したということでありまし

て、これまでも漫然と遊びに行っていたわけで

は当然ありませんで、指導の一環として、現地

に赴いて直接見てきたと。それを一定必要に応

じて検査の体制を整えて切り替えたということ

で違いがあるという説明でございました。

【山田(博)委員】 髙屋政策監、あなたみたいな
答弁だと私も納得いくわけだよ。初めから水産

加工流通課長もそういった答弁をしていただけ

れば私も納得いくわけでございますが、明確な

答弁がなかったから指摘をさせていただいてい

るわけでございます。ありがとうございました。

ぜひ、水産加工流通課長、今、髙屋政策監が言

うような答弁を、方向性をしっかりと持ってい

ただきたいと思っておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。

それで、またこれに続くんですけれども、こ

れは指摘をさせていただきたいと思います。

実は、農林部は卸売市場対策費としてきちん

と、明確に89万円というのが計上されているん
ですね。水産部も同じ法律に基づいてやってい

るにも関わらず、この項目が違うというのは、

きちんと整理してやるべきじゃないかと思うわ

けでございます。今、髙屋政策監がおっしゃる

ように、明確に法的根拠に基づいてきちんとや

っていくという方向性を改めて認識したという

のであれば、そういう方向性をしっかり今後取

り組んでいただきたいと思いますので、これは

指摘だけさせていただきたいと思っております。

続いてお尋ねしたいと思うんですが、横長資

料の25ページを見ていただけますか。
ここに、ながさきのおいしい魚消費拡大事業

費とありますね。一昨年ですか、反社会的勢力

の方々が関与された海鮮丼があることがわかり

まして、これは漁業取締室と県警が中心になっ

て検挙に至ったということであるわけでござい

ます。今、長崎県の水産物の消費拡大というこ

とで、長崎県は魚のおいしい店の認定をやって

いたわけですが、これは今、認定数はどれだけ

あって、その中に、私はやはりそういった事件

を踏まえましたら、認定要件に反社会的勢力の

関与はないように、きちんと対応しないといか

んということを指摘させていただいていたわけ

でございますが、その状況はどうなっているの

か、説明していただけますか。

【岩田水産加工流通課長】ながさきのおいしい

魚の認定店につきましては、3月5日時点で県内
202店舗を認定しております。
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それから、反社会的勢力の関与のある店舗は

認定しないということにつきましては、本制度

の認定要領の改正をいたしまして、12月4日付
けで施行させていただいております。

【山田(博)委員】 水産加工流通課長、長崎魚市
におきましても、反社会的勢力が魚市に関与で

きないように条例改正を速やかにやっていたわ

けですね。しかし、そこは、こういったながさ

きのおいしい魚のお店の認定要領を改正したの

が12月4日ということで、少し遅かったのじゃ
ないかと思うわけですね。

これは、紛れもなく私から指摘をさせていた

だいたというのは間違いないと思うわけでござ

います。では、12月4日にしたということは、
私から指摘されて初めて認定の要領に加えたと

理解していいんですか。

【岩田水産加工流通課長】 山田(博)委員の指摘
を踏まえまして、要領の方を改正させていただ

きました。

【山田(博)委員】 きちんと明確にそういったこ
とをやっていただきたいと思っております。

やはり1次産業をそういった方々からしっか
りと守っていく姿勢というのは、これからも堅

持をしていただきたいと思っております。

続きまして、漁港漁場課長にお尋ねしますが、

先ほど、横長資料の27ページに漁場環境保全対
策費とありますけれども、この有害動物の駆除

という記載があるわけでございます。この有害

動物の駆除ということで、有明海において、い

ろいろと水産物に影響を及ぼすナルトビエイを

駆除するとあります。これは実際、今、有害動

物の駆除というのは水産部としてどれだけの被

害状況があると認識されているのか、そこをお

答えいただけますか。

【森川漁港漁場課企画監】本年度の場合、ナル

トビエイを約7トンぐらい駆除いたしておりま
す。ただ、その被害額というのが、算定するの

は非常に困難なものですから、額として出ては

おりません。

【山田(博)委員】 ナルトビエイでどれだけ苦情
があるかとか、これは有害動物とあるから、こ

れはあれですか、捕食すると理解して、それで

駆除すると理解していいんですか。

このナルトビエイを捕獲して、その後どうし

ているのかお尋ねしたいと思います。約7トン
もナルトビエイを捕獲して、ナルトビエイの漁

をしている人もいるかもしれませんから、どう

されているんですか。

【森川漁港漁場課企画監】ナルトビエイにつき

ましては、平成10年ぐらいからずっと駆除を行
っております。これまでも加工に向かないのか、

食用に向かないのかということも、さまざまな

チャレンジをしてまいりましたけれども、どう

もこれは食用としてはそれだけの価値が認めら

れないということで、長崎県だけではなくて、

有明海沿岸の福岡県、佐賀県、熊本県、長崎県

の4県で二枚貝、特にアサリやタイラギを捕食
するという生き物でありますので、とても食用

に向くような魚じゃないということで取り上げ

て処分しているという実態です。

【山田(博)委員】 そうですか。企画監が調べた
ところによると、ナルトビエイというのは食用

としてはなじまないということですね。

ところが、漁師に聞いたら、こんなにおいし

いものはないんだ、美味だということを言って

いる人もいるわけですね。どっちなんですか、

髙屋政策監。こういう優れた長崎県の水産海域

で、すばらしい海域で捕れたナルトビエイとい

うのは、全く役に立たないという魚はないわけ

でございます。この世に生を受けたわけでござ
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いますから、髙屋政策監、今日はあなたに思う

存分お答えいただきたいと思っております。

【髙屋水産部政策監】ナルトビエイに関しまし

ては、委員ご指摘のように、嗜好の問題もござ

いますので、漁業者の方におかれては、ひょっ

としたら好きな方もいらっしゃるのではないか

と思われますが、一般的にはやはり市場に出し

てもなかなか売れないというのが普通でござい

ます。したがいまして、今、企画監が説明しま

したように、何か加工してでも一般の消費者の

方に受け入れていただける方法はないかという

ことで、いろんな加工とか、付加価値の向上対

策をやったわけでございますけれども、今のと

ころ、なかなか消費者に受け入れていただける

ようなところまでいっていないというのが現実

でございますので、残念ながら処分をするしか

ないというのが現状でございます。

【山田(博)委員】 これは、ぜひ、髙屋政策監、

今まで水産行政で、昨年は県庁の食堂で廃棄さ

れている魚を試食しようという動きもあった。

今回の予算計上の中でも廃棄する魚を再利用す

るということで予算を計上されているわけです

ね。今の答弁では、その中にナルトビエイとい

うのは入ってないみたいですね。私としては、

引き続き、そういった水産資源を有効活用する

ようしっかりと取り組んでいただきたいと思っ

ております。髙屋政策監におかれましては、引

き続きしっかりと取り組んでいただきたいと思

っておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。

私ばかり質問できないので、一旦終わりたい

と思いますので、よろしくお願いします。

【近藤分科会長】ほかに質疑はございませんか。

暫時休憩します。

― 午前１０時４４分 休憩 ―

― 午前１０時４５分 再開 ―

【近藤分科会長】 再開いたします。

【西川委員】質疑を遠慮しておりましたが、誰

もいないのでさせていただきます。

部長説明資料の5ページ、漁業就業者の確
保・育成対策について、次代を担う漁業後継者

育成事業費7,014万7,000円の詳しい内容、対象
者、地域などがわかっていたら教えてください。

それから、横長資料の予算表ではあちこちに

分かれておりますので、この縦長資料の6ペー
ジの漁場水産基盤整備費の中の県営漁港水産基

盤整備費76億6,717万4,000円と市町村営漁港
水産基盤整備費の18億1,979万1,000円の詳し
い内容。

それと、例えば、今、高齢化したり少人数化

されて、漁獲した魚、もしくは船からの陸揚げ、

さらには資材などを船に乗せる場合、引き潮の

時の岸壁との差がひどくて、簡易な浮桟橋とか

も含めて、水産部におかれましては各漁港にい

ろいろ整備していただいておりますが、さらに

要望も大きくなっていると思います。

そこで、今までにした主な漁港数、また、浮

桟橋などの設置数と、今後要望されている、そ

してまた、今年度にする予定の設置数など、詳

しい数字も教えていただきたいと思います。

【川口水産経営課長】まず、私から漁業就業者

の確保・育成対策の中身についてご説明をさせ

ていただきます。

この事業につきましては、昨年度、本分科会

で議論いただきまして、新規事業として立ち上

げたものでございます。

今回、漁業就業者の確保・育成のためという

ことで、従来から、漁業相談から技術習得、就
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業後の定着支援まで段階に応じた切れ目ない支

援を実施ということでさせていただいておりま

したが、まず、その受け皿づくり、情報発信と

いうことでございまして、これは漁業就業者の

ための受け入れの運営費でございます。これは

県の方でながさき漁業伝習所本所ということで

運営をいたしておりまして、支所については県

内の16市町に支所を置き、受け入れの体制を整
えているということがまず1点でございます。
受け入れにつきましては、就業者をどう呼び

込むかということがございまして、その受け入

れ組織の支援でありますとか、高校生の就業促

進、また、YouTubeを活用した水産業の魅力発
信ということで、これも昨年から取り組んでお

りますが、高校生の就業促進、情報発信につい

ては、今年、強化して予算を計上いたしており

ます。

また、受け皿づくりということで、人を呼び

込むための、移住のための呼び込みの手法です

が、お試し移住・漁業体験ということで、今年

度から新たに予算を組みまして要求をさせてい

ただいているところです。

この事業の一番基本、大本となる部分につき

ましては、就業前の研修支援、技術支援という

ことで、これは市町と一体となって支援をいた

しておりますが、これにつきましては昨年度、

漁業者育成コース、従業者育成コース、それぞ

れ独立型、雇用型ということでコースを設けて

おりましたが、昨年から漁家子弟コースという

ことで、漁家子弟の方が誰でもこの支援を受け

られるという仕組みをつくっております。

今年度、またさらに、経営者育成コースにつ

きまして、なかなかＵターン、Ｉターンの方が

就業後、技術が未熟で、経営なり、収入がまま

ならないということもございまして、その部分

につきましては、今、2年間の研修ということ
でさせていただいておりますが、予算案を認め

ていただければ、1年延長ということで、しっ
かり技術を学んでいただくというところに今年

度予算を計上させていただいております。

さらに、就業後の支援ということで、技術が

足りないとか、経営が厳しい方につきましては、

さらなる技術支援を行うということで、その3
本立てで計上させていただいているところでご

ざいます。

【西川委員】 大体わかりました。

私の知っている方で、修学旅行で来て、平戸

市内の漁家に泊まって漁業を体験し、高校卒業

してから平戸に来て漁師になった方がおられま

す。途中で挫折した方もおられますが、引き続

き平戸に住んで、そして、地元のお嫁さんもも

らって、そして、先輩漁師の方からご指導いた

だきながら、網とか一本釣りなども頑張ってい

る方もおられますし、定置網漁師の息子さんが

一本釣りの指導者のところに何年も通って、一

本釣りの漁法、名人の技を習得したというお話

も聞いておりますが、そういうマンツーマン的

な指導、育成の分野においてはどのように今後

はなされていくんですか。

【川口水産経営課長】すみません、私の説明が

不十分でございました。

委員ご指摘のとおり、平戸に来られた方につ

きましては、修学旅行で非常に平戸が気にいっ

て平戸に飛び込んできたということで、大阪か

ら来られた方だと認識しておりますが、その方

たちにつきましてもＩターンということで、技

術をしっかり学んでいただくということで2年
間の支援をさせていただいております。これは

親方漁師さんに指導費もありますし、研修生の

場合は、そこに生活費がございませんので、そ
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の部分について市町と分担しながら支援をさせ

ていただいているところでございます。

それと、いろんな漁業を学ぶという部分につ

きましても、雇用型育成コースということで、

現在、従事者につきましてもしっかり応援をさ

せていただいております。

【西川委員】それは、私も地元で大体の内容を

知っているんですよ。今年度、またそれ以後、

漁師として生活できるような技術を身につける

ための指導、親子でしていくのが今まで普通だ

ったんですが、親がいなかったり、新規就業者

という人たちに対する今後の指導はどのように

手はずを整えておられますか。

【川口水産経営課長】今後ということでござい

ますが、漁業の場合は技術習得が非常に大切な

部分だと認識しております。今後とも、引き続

き、漁業の技術を習得するための親子乗りでご

ざいますとか、Ｉターン、Ｕターン、そして地

元の方が転業する、転職する場合も、しっかり

と支援をしてまいりたいと考えております。

【内田水産部参事監】漁港の予算の内容につい

てご説明します。

県営漁港水産基盤整備費は県営の漁港の整備、

そして、市町村営漁港の水産基盤整備費は市町

村営の漁港の整備ということで、合わせて令和

2年度は44カ所で整備を実施していくこととし
ております。

内容としましては、まず、流通の拠点となる

漁港の衛生管理対策ということで、これは長崎

漁港において、高度衛生管理型の荷捌所、これ

と合わせて一体的な岸壁の整備というものを計

上しております。

それと、生産拠点漁港では、例えば尾崎だと

か、荒川だとか、今後養殖の生産の中核的な機

能を担う漁港の岸壁などの整備による陸あげ機

能の強化対策や、静穏度の確保対策を現在進め

ております。

そのほか、就労環境の改善対策や防災減災対

策ということも講じておりまして、合わせて44
カ所となっております。

現在、就労環境の改善対策、これはおおむね

230漁港がありますけれども、大体50カ所で就
労環境の改善をこれまで図ってきたところです。

これは実績です。ここをどんどん伸ばしたいと

思っておりますので、ここはしっかりと進めさ

せていただきたいと思います。どうぞよろしく

お願いします。

【西川委員】参事監の積極的な考え方は理解し

ておりますし、水産部の予算がこのような整備

費で増えていることも大変うれしく思っており

ます。

私が聞きたかったのは、岸壁の整備や浮桟橋、

特に高齢者対策のための簡易フロートの浮桟橋

などの設置数、そして、要望されている箇所数

なども教えていただきたかったわけでございま

す。

【橋本漁港漁場課長】就労環境改善のための簡

易浮体のお話でございますが、今、過去の整備

状況、過去の整備延長、それから今後の予定に

つきまして手元に資料がございませんので、後

ほどまたお知らせしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。

【西川委員】それでは、後で資料を出してくだ

さい。一応ここで終わります。

【近藤分科会長】ほかに質疑はございませんか。

【浅田委員】まず、次世代を担う漁業後継者事

業です。今も質問に出ていたと思うんですけれ

ども、その中でちょっと詳しくお伺いをさせて

いただければと思います。私も10年ぶりのこの
委員会でございまして、初歩的なところから聞
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かせていただく形になろうかと思うんですけれ

ども、この中で高校生の就業促進というのがご

ざいます。実態として、今、長崎の水産高校、

そういったところで漁業に結びついている就業

というのはどういう状況なのか、教えていただ

けますか。

【川口水産経営課長】高校生の就業促進につき

ましては、従来から鶴洋高校、昔は水産高校で

ございましたが、鶴洋高校とは連携をしまして、

先進漁家のところで実際に体験をしていただく

ということで行ってまいりました。

鶴洋高校だけということではありませんで、

漁業に興味がある高校生もいらっしゃるという

ことも耳にいたしまして、平成28年度から全県
下の高校生に枠を広げまして、就業体験研修に

取り組んでおります。

その結果、平成29年は、鶴洋高校を含め県内
の高校から30名の方が体験研修に行っていた
だいております。平成30年度が32名、今年度が
38名ということで、順調に伸びております。
それと、高校生の就業促進につきましては、

今年度の10月12日に就業者フェアというのを
県主催で初めて実施しました。これにつきまし

ては、県内高校に広く周知をし、それと鶴洋高

校にも実際に出向いてお願いをして、要するに

仕事のマッチングフェアを県庁で行ったわけで

すが、この時も高校生が19名来ていただいたと
いうことで、そういうものを含めていろんな対

策に、高校生が就業促進に結びつくようなこと

で取組を進めております。

これは教育統計の資料でございますが、平成

29年度の県内の高校生の漁業に就業する方が、
統計的に言えば22名の方が、高校卒業後、漁業
の世界に入っていただいているという状況でご

ざいます。

【浅田委員】皆様がそうやって体験等をしてい

くことによって、実態として22名の方が就業を
なさったということなんですが、漁業もいろん

な種類があるかと思います。そんな中で、この

お試し移住にしてもそうなんですけれども、体

験というのは具体的にどういったことをさせて

いるんですか。

【川口水産経営課長】漁業につきましては、委

員ご指摘のとおり、いろんな漁業種類がござい

ます。

それで、まずは受け入れ漁家がどういうとこ

ろがあるか、それと高校生の希望に沿いまして

広く、今の研修でいきますと、一本釣りであり

ますとか、定置網でありますとか、魚類養殖で

ありますとか、そういうものに生徒さんの要望

に沿って受け入れ漁家を探して体験をしていた

だいていると。期間は1週間でございます。行
きと帰りがございますので、実質3日間から4日
間の体験をしていただいているところでござい

ます。

【浅田委員】ありがとうございます。こちら側

が用意したというよりも、それは体験をしたい

という学生さんにしっかり合わせた上でのマッ

チングをなさっているということで、わかりま

した。

そういう形で次代も、水産県長崎なので、こ

ういう若い人たちにしっかりと継いでいただく

形を支援していただければと思います。

そんな中で、今、はやりでありますYouTube
等を活用した水産業の魅力発信というのもなさ

っておりますし、コンテストをなさったりして

いるんですが、これというのはやっぱり興味が

ある人は見にいくと思うんですけれども、そう

じゃないところにどうやって発信するのか。こ

うして長崎県がYouTubeを撮らせてコンテス
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トをやっているところまでの発信事業というの

はどのような形でなさっていますか。

【川口水産経営課長】 YouTubeにつきまして
は、これも今年度から新たに取り組んだもので

ございます。

要するに、長崎県の漁業に興味がある方が、

長崎の漁業をどう魅力的に発信するかを公募さ

せていただきまして、それについて県のホーム

ページでありますとか、いろんなところの媒体

を通じてぜひ見ていただきたいということでお

願いをして審査をしていただいたということで

ございまます。

中身につきましては、視聴回数でありますと

か、「いいね！」がついた回数、それと若い漁

業者の団体であります漁青連というのがありま

すけれども、そこで最終的に審査をしていただ

いて、今回、12の動画を、長さは1分程度にな
りますけれども、応募者につきましては高校生

から一般の方まで応募をいただきまして、いろ

んな動画をつくっていただいたというところで、

今後、その動画につきましては、就業者フェア

とか、人を呼び込むためのツールとして使って

いきたいと考えております。

【浅田委員】今年度ということでしたけれども、

せっかく若い方たちがたくさんつくっていらっ

しゃるような状況を、もっともっと発信してい

くことが、今まで漁業や長崎に興味がなかった

人たちへも浸透していくことになろうかと思い

ますので、そこをもっともっと、せっかくつく

ったものですから、こういったところで強化を

していただいて、体験授業にしてもYouTubeに
しても、活かし方ということを、もったいなく

ないような形でやっていただければなと思いま

す。

もう一点、漁業取締体制についてお伺いをさ

せていただければと思います。

さまざまな課題と対策を講じておられるとい

うことですが、ここ数年の実際の取締り状況、

そしてまた、それが国内の方だったり国外の方

だったり、いろいろと大変な事業だと思います

が、悪質な密漁等々もあろうかと思いますので、

そこの実態というものをお示しいただけますか。

【松本漁業取締室長】取締りの密漁情報等のご

質問だったと思いますけれども、ここ数年は、

まき網や底びきやごち網等の違反情報としまし

て、例年60件前後という情報がきております。
その情報に基づきまして、時期や地域を特定し

まして、そこに集中的に取締りを行うという業

務を行っております。

【浅田委員】この取り締まっている方々は、国

内漁業者というか、免許を持たない方もいらっ

しゃると思うんですが、国外の方も含めて実態

をもう少し詳しく教えてください。

【松本漁業取締室長】 先ほど申しました60件
前後の違反情報でございますが、これは国内の

漁業者が9割を占めておりまして、一般の方と
か漁業者ではない、いわゆる悪質な密漁、潜水

器密漁等というのは数件程度ということになっ

ております。

それと、外国の情報はゼロ件でございます。

【浅田委員】外国からはゼロ件、9割が漁業者。
漁業者間のそれぞれのモラルにのっとるところ

も非常に大きいところだと思うんですが、これ

は近しい県内の漁業者同士なのか、また、違う

ところなのか。

それと、これだけ、60件が来たことによって
の損害というか損失額、そういったものはどう

いう状況でしょうか。

【松本漁業取締室長】情報につきましては、そ

の地域外のところから、区域外での違反操業と
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いう密漁情報というのがほとんどでございます。

損害額については、積算はできておりません。

【浅田委員】わかりました。これは当然そうで

しょうね、区域外からということになろうかと

思うんですが、そういったそれぞれの漁業関係

の方たちのモラルをどうしていくかというとこ

ろも非常に重要なことだと思いますし、算出は

できてないにしても、やっぱりいろんな意味で

損害が生じるような状況でございますので、非

常に大変な仕事だと思いますが、しっかりこう

いったところもやっていただければと思います。

あとは議案外で質問します。

【饗庭委員】 私も2問ほど質問させていただき
ます。私は、初めてでございますので、理解を

深めるためにも質問させていただきたいと思い

ます。

横長資料の20ページで、今お話があったとこ
ろでもありますが、この漁業取締費のところで

お尋ねしたいんです。これが前年度より1億
7,000万円近く増えて予算が立ててあると思う
んですけれども、その理由を教えてください。

【松本漁業取締室長】 この横長資料の20ペー
ジのところの漁業取締費についてのご質問でご

ざいますが、一番右の内容説明のところをご覧

いただければ、「〇」が3つあって、真ん中の
ところに漁業取締船維持管理費というのがござ

います。これを5億5,000万円程度計上させてい
ただいております。

船も自動車と同じように2年半に1回とか、5
年に1回の定期点検がございます。この5隻うち、
来年度は、今年になかった3隻、5年に一度の定
期検査が2隻、2年半に1度の中間検査のドック
が1隻ございます。これが国の検査に基づきま
して、通常のドックでは行わない、エンジンを

船から降ろして、ばらして検査を行うという解

放検査を行いますので、それについては1隻当
たり6,000万円程度かかります。来年度は3隻の
定期検査があり、それで1億8,000万円ほど予算
が増加しているということになっております。

【饗庭委員】 では、その3隻をドック入りさせ
るわけですけれども、巡回するのに普段は5隻
全部で回っておられると思うのですが、その3
隻がドック入りした時にはどのような形でされ

るのか、お伺いします。

【松本漁業取締室長】 通常は、5隻を土日関係
なく、情報があるところに配船しておりますけ

れども、ドックに入る時には、例えば1隻ドッ
クに入る時にはほかの4隻の配船計画を変更い
たしまして、当然、毎日切れ目なく、1隻から2
隻が県内のどこかをパトロールしているという

状況をつくっております。

【饗庭委員】補いながらされるということかと

思いますが、先ほど、年間60件前後、悪質な方
がいらっしゃるというところでは、その取締り

で4隻交互に回られるんだと思うんですけれど
も、1日何時間とかあるのか。夜中は、通報が
あった時に行かれるのか、そういう体制も教え

てください。

【松本漁業取締室長】 情報の7割程度が夜間に
密漁が行われているという状況でございますの

で、5隻うち、必ず、年間にして200日ほどは夜
間取締りを行っております。

【饗庭委員】 では、その取締りの中で、海上保

安部、水産庁、県警との連携によりとなってお

りますけれども、連携がどんな形で、県警にい

ったのが海上保安部にいくのか、水産庁からく

るのかわからないので、そういう連携の構造も

教えてください。

【松本漁業取締室長】 海上保安部や県警とは、

常日頃から情報交換を行っておりますが、定期
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的な会議として年に2回会議を設けておりまし
て、そこで悪質な密漁は、合同で取締りをやり

ましょうということで、常日頃から情報交換を

行っておりまして、出せる体制として海上保安

部からも船を出す、警察からは例えばパトカー

等を出すと、我が漁業取締室も船、航空機、そ

れから陸上内偵班等を出すというふうな情報交

換を行いながら合同取締りを行っております。

【饗庭委員】その取締りが、年々効果が出てい

るのか、ちょっとわからないんですけれども、

年々、実績としては取締りにより減ってきてい

るんでしょうか。

【松本漁業取締室長】 情報件数としましては、

10年ほど前は100件近く情報がありましたが、
近年は60件程度に落ちていると。それから、検
挙数も20件程度あったものが、近年は5～6件程
度に少なくなっているということで、ある一定

の効果は出ていると認識しております。

【饗庭委員】 一定の効果があるということで、

今後も続けられると思うんですけれども、年度

の目標みたいなものはあるんですか。減らして

いこうというところで、これだけ検挙しても、

その方々のモラルというのがもちろんあるとは

思うんですけれども、どこまで減らしていこう

という目標を立てて行われているのかお伺いし

ます。

【松本漁業取締室長】行く行くは、将来的には

情報もゼロ、検挙もゼロというのが理想でござ

いますが、なかなかそういうところには達して

おりません。それで、日夜取締りを行っている

わけでございますが、年間の検挙数という数値

目標は定めてはおりません。

【饗庭委員】ぜひゼロを目指して頑張っていた

だければと思います。

もう一つ、横長資料の上の19ページの共同放

流がよく理解できていないんですけれども、放

流を増やしていって、どんどん収穫を増やすと

いいかなと思ってはいるんですけれども、予算

では減っている、ヒラメも広域種もクエも減っ

ているんですけれども、その理由を教えてくだ

さい。

【中村漁業振興課長】水産資源の底支えをする

ために、人工的に生産した種苗を放流して資源

を増やしていこうという栽培漁業の取組は古く

から行われているものでございます。

今回、ここに上がっている事業につきまして

は、まず、ヒラメは県内に8つの栽培漁業を推
進する組織がございまして、それらが連携して

放流をしていこうというところでございます。

その中でも特に、今までのデータ収集の結果

から内湾域、有明海とか大村湾とか橘湾に集中

して放流した方が、より回収率が高くなってい

るのではというデータがございましたので、そ

れを実証するために取り組んでいるところでご

ざいます。

ただ、予算が減っているのは、放流目標が37
万5,000尾でございましたが、やはり地域によっ
ては自分たちの漁場近くに放流をしたいといっ

た地域もございます。それから、地元負担の調

達が困難なところがございまして、目標数に対

して75％ぐらいの放流数量になっておりまし
た。そのような地域につきましては、現地に出

向いて推進をしてきたわけでございますが、来

年度についてもなかなか難しいということで、

その分を減額させていただいております。

それから、広域種共同放流につきましては、

トラフグとクルマエビを対象として放流してお

ります。これらの魚は、小さいうちは有明海で

過ごしまして、有明海の中で育って外に出てい

くといったような魚種でございますので、有明
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海の関係4県で情報交換をしながら、それぞれ
分担して放流をしています。

例えば、クルマエビでは、長崎の地先に放流

するよりも、福岡県とか佐賀県の浅い海域に放

流した方が効果があるということで、長崎県か

らわざわざそちらに持っていって、現在、放流

して実証試験をしているといったところです。

こちらにつきましても、実はトラフグの漁獲

が最近あまりよくなくて、着業する漁業者が減

っておりまして、どうしてもトラフグをこれ以

上、このまま計画どおりやるのは難しいという

地元のご要望がございましたので、これまで10
万尾放流していたものを半分の5万尾と。しか
し、クルマエビについては底びき網等で成果が

あり、現状どおりということで減額ということ

になっております。

最後のクエにつきましても、これは水産試験

場が種苗生産技術を開発した新しい魚種として

非常に期待が高く、単価も高いので着業する漁

業者も今増えております。この事業を、今、県

としても一生懸命進めているわけでございます

が、今回は事務費等の精査をいたしまして、90
万3,000円の減と、放流数量については変更はご
ざいません。

以上でございます。

【近藤分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【山下委員】私も初めてこの委員会に所属させ

ていただいて、通告もしてない案件なんですけ

れども、お答えいただければと思います。

横長資料の当初予算13ページでございます。
漁政課のメニューでありますけれども、漁業用

の燃油高騰対策支援事業というのがございます。

私の記憶するところによると、10年ぐらい前に
Ａ重油が非常に高騰した際に、水産庁、国が独

自のセーフティーネット事業を準備をしていて、

今も多分継続されているんじゃないかと思うん

ですが、まず、国のメニューと県のメニューの

違いを教えていただければと思います。

【松尾漁政課長】この予算については県の対策

でございますが、まず、国のメニューから説明

させていただきます。

平成22年度から創設をされまして、ある原油
価格におきまして一定の金額を超えた時に燃油

代の補塡がされるということで、7中5と言って
おりますけれども、7年度のうち、上と下の2年
分は除きまして5年分の平均、それと現在の原
油価格を比較して、その価格が超えている場合

は一定の額が国、あるいは漁業者がもともと積

み立てをしておりますので、一定の割合でそれ

が補塡をされるというものでございます。

これは年々見直しがされておりまして、平成

27年度に急騰対策交付金というのがございま
して、その基準の額に達しなくても、直前の四

半期ごとにそれを計算しますけれども、直前の

期から20％以上上昇した場合については補塡
がされると。平成30年度からは、またそれが一
定の見直しがされているところでございまして、

国としても燃油高騰の対策については充実をし

ているというのが一つございます。

この漁業用燃油高騰対策支援事業費でござい

ますが、これは平成25年、26年当時に、今以上
に非常に高騰した時がございました。その時に

各市町におきまして、過疎債を活用いたしまし

て燃油費の補助をしたという事例がございまし

た。それに対しまして、過疎債を活用してやる

という事例につきましては、県の方も支援をし

ましょうということで支援をさせていただいた

ものでございます。

その支援につきましては、過疎債の償還費に

対する支援ということでございまして、それが
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10年程度償還がある中での償還費についての
支援がずっと続いているということでございま

す。今現在は、その当時から比べますと、燃油

価格が下がっているという状況がございまして、

現在、それを発動しているということはござい

ませんが、当時、3年間、平成25年から27年の
間に発動いたしました対策についての利子補給

の額を支援しているということでございます。

【山下委員】よくわかりました。過疎債の部分

がまだ残っているというか、利子補給の部分を

まだ計上しているということでよろしいかと思

います。

それで、なぜこれを質問しているかというと、

いわゆる緊急時じゃない、平時に、例えば私の

選挙区で言いますと、小値賀町が独自に町とし

てメニューを準備していると。隣の宇久島につ

いては佐世保市の行政区なんですけれども、佐

世保市ではそのメニューがないということで、

隣の島なのにＡ重油代が違うという意見を地元

の漁業者からお聞きしたものですから、このあ

たりについては何か掌握をされているのか。例

えば調査とかをされていて、広域的にこうやっ

て格差が出た場合には、そのあたりを県として

何か考えられているのかどうかをお尋ねしたい

と思います。

【松尾漁政課長】一応県としても各市町の対応

策については調査をしております。今、委員が

言われましたように、小値賀町につきましては

独自の支援をしているという把握をしておりま

す。ただ、佐世保市については、そういった独

自の支援はしてないという状況でございます。

県の考え方といたしましては、まずは国際情

勢に非常に影響を受けるということもあります

ので、セーフティーネット等の事業で、まずは

国の方でしっかりと対策をしていただきたいと

いうことで、国に対しても要望しているところ

でございます。

それから、過去におきましては非常に高騰し

た時、先ほど申し上げましたような県の特別の

対策をいたしましたが、基本的には各市町の判

断でやっていただきたいと考えております。

県といたしましては、漁業者の経営改善とい

う意味でコスト削減、あるいは生産量の増加、

単価のアップ、そういったところで所得を増や

し、強い体質の漁業者をつくっていきたいと。

そういった燃油の高騰にも一定対応できるよう

な漁業者を育てていきたいということで所得向

上、経営改善の対策に力を置いているというこ

とで、そちらの方に予算についても重点的に配

分をさせていただいているということでござい

ます。

【山下委員】よく理解はできる話なんですけれ

ども、予算とは直接関係がないので議案外にな

るかもしれませんが、そういうご意見が、隣の

島なのに、同じ漁をして同じ魚種を捕っても、

そこで差が出てくるという現実問題があります

ので、また機会がありましたら、議案外で質問

させていただきたいと思います。

以上です。ありがとうございました。

【坂本(浩)委員】 幾つかお尋ねをいたします。

総体的な水産部の予算を見てみますと、今年

度の予算は、先般確認をした経済対策に伴う補

正予算を含めると前年度比で0.1％増というこ
とで、ほぼ前年同額じゃないかなと思っており

ます。

内訳を見ると、財源で言えば国庫がほぼ半分

ぐらいで、公共事業も6割を占めると。もちろ
ん水産業ですから、そういうことになろうかな

と思っているんですけれども。

それで、一昨年、漁業法が改正されました。
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2年後の施行ということでありますので、多分
今年の12月に施行されるんではないかと思っ
ております。国会審議の中では、いわゆる漁業

権の付与、それから海外も含めた企業の参入と

いうのが可能になったということで、この漁業

権は、従来は漁協を含めての優先でしたが、そ

れが取り払われたわけですので、そういう意味

でいくと、審議の中ではそういう漁協を含めた

現場の漁業者の皆さん方の声がなかなか届いて

いないのではないかという指摘もありました。

今年の12月から施行されるわけですので、そ
ういう面で長崎県内の漁業に与える影響という

か、そういうのをどう考えておられたのか。そ

の上でこの予算組みというのが、個別に見てみ

るとプラス・マイナスあるんですけれども、大

きくは変わってないのかなという感じがしまし

たので、そこらについての認識をまずお伺いい

たします。

【松尾漁政課長】予算の配分の関係でございま

すので、私の方からまずご説明させていただき

たいと思います。

令和元年度、昨年度の予算におきまして、国

の方で漁業法の改正を含みます「水産施策の改

革」というのが打ち出しをされました。それは、

新たな資源管理に対して対応して、また、水産

業の成長産業化を図るということで、国の補助

制度等につきましても一定の見直しがされてお

ります。それを取り込みまして平成元年度、今

年度の予算は組み立てをしたところでございま

す。

その国の枠組みにつきましては、令和2年度
も引き続いて行われるということでございます

ので、県の予算につきましても、そういった点

につきましては引き続き継続して予算立てをし

ているということで、令和元年度と比べますと

あまり変わらないといいますか、継続した形で

それを継続していく予算ということになってお

ります。国のそういった予算もしっかりと取り

込みながら、資源管理、あるいは所得向上、成

長産業化、そういったものに対してしっかりと

対応できるような予算ということで、今回、計

上させていただいたということでございます。

【坂本(浩)委員】 そしたら、この問題について
は、今年度からそういう予算組みになっていた

という理解でよろしいですね。わかりました。

この漁業法の改正に伴いまして、成長産業に

していくという趣旨のところもあろうかと思い

ますので、経営体の大中小、いろいろあろうか

とは思うんですけれども、前回の漁業センサス

なんかを見ても、やっぱり個人経営というのが

主流になっておりますので、そういう人たちの

所得の向上だとか、高齢化、それから担い手不

足というものも顕著になっておりますので、そ

ういったところにも、ぜひ、本県は有数の水産

県でありますし、豊富な漁場もたくさんあり、

いわゆる長崎が経済的に売り込む一つの大きな

産業だと思いますので、そういう立場での取組

をぜひお願いします。

個別に幾つか質問させていただきます。

先ほどから出ていますけれども、漁業取締り

の関係です。年間60件ということで、いろんな
対策をされていると思うんですけれども、取締

りと監視といいますか、ここら辺が2つの柱じ
ゃないかと思っているんです。その監視のとこ

ろで、いわゆる悪質密漁連携監視事業というこ

とで約2,000万円予算を組まれております。
事業の概要につきましては、前回もらった資

料で大きく3つありまして、監視活動の支援と
密漁防止のための啓発活動にかかる支援、それ

から、それに取り組む漁場監視連絡協議会と県
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の連絡会議を定期的に開催するというのが大き

な3つの事業だと思うんですけれども、監視と
啓発を取り組んでいる漁業監視連絡協議会とい

うのは、具体的にどういうふうな組織形態とい

うんですか、漁協が中心なのかなと思うんです

けれども、例えば基礎自治体の関わりだとか、

ほかの団体の関わりだとか、そこら辺について

教えてください。

【松本漁業取締室長】悪質密漁連携監視事業に

ついてのお尋ねでございますが、漁場監視連絡

協議会というのは県下に13地区ございます。そ
の13地区は、基本的に組織としては各漁協がそ
の会員となっているということになりまして、

そこの漁協の組合員が船を出して夜間の監視を

行うということでございます。その夜間の監視

に対する用船料として県が補助金を支出してい

るということでございます。

【坂本(浩)委員】 わかりました。では、基本的
に漁場監視連絡協議会というのは漁協が中心に

なって取り組んでいる、それに対して県が一定

の監視活動だとか、啓発についての支援を行っ

ているという理解でよろしいですね。

それからすると、この違反者の9割が漁業者
ということになると、恐らく県内の13ある連絡
協議会以外のところの漁業者なのかなと、いわ

ば県外の漁業者なのかなと思うんですけれども、

それぞれ漁業者同士でそういうふうになってい

るというのが、私もこの資料を見て、漁業取締

室長の答弁を聞いて、そんなものかなというふ

うに思ったんです。例えば、そういうことがな

いように、漁業資源というのは長崎県と佐賀県

とか県境はないですからね、そういう県境を越

えてお互いに、密漁者はもっと遠いところから

来ているのかもしれないですけれども、お互い

に漁業資源をきちんと守っていこうということ

を県をまたいでやっていかないと、恐らく水際

防止というんですか、監視と取締りだけでは、

なかなかイタチごっこみたいな感じでずっとあ

るんじゃないかと思いますので、そういったこ

とをやっていかなければいけないんじゃないか。

水際防止ですよね、それもやっていく必要があ

るんじゃないかと思っているんですが、その辺

の認識についてはどう考えられていますか。

【松本漁業取締室長】 委員おっしゃるとおり、

県内の密漁もございますが、県外からも入って

くるという密漁も当然ございまして、その県域

を越える場合につきましては、県をまたがりま

すので、水産庁にも入っていただきまして、各

県が集まる取締り会議もございますので、その

中で他県に対しては他県の県の方から関係漁協、

組合員に指導していただくというふうな要請を

行っている場合もございます。

【坂本(浩)委員】 その場合に、漁業者同士です
ので、例えば本県も、先ほど言いましたように

高齢化だとか、担い手不足、あるいは漁業とし

ての所得がなかなか上がらないという中で、そ

ういうふうに密漁という一つの選択を迫られて

している方もいらっしゃるんじゃないかという

気がするんですよね。

そういう意味でいくと、単に取締りとか監視

ということでの連携だけじゃなくて、例えば長

崎県には長崎県にある水産業の部分、それぞれ

あるわけですから、こうした取組をやっている

わけですから、そこを共有して、それぞれの地

域の中で漁業者の皆さんがきちんと漁業ができ

て、それで飯を食っていけると、そういうこと

も含めた連携というのも、ぜひやっていく必要

があるんじゃないかと思いますので、ご検討を

よろしくお願いいたします。

次に、先ほどもありましたけれども、次代を
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担う漁業後継者育成事業費ということで7,000
万円ぐらい予算が組まれております。これは水

産経営課が担い手対策ということで水産業の所

得向上の支援とか、そういうのを含めて幾つか

の対策予算を組んでいる中の一つであります。

この事業の概要を見ますと3つあって、情報
発信と受け皿づくり、これが先ほどちょっとや

りとりがあった分かなと思うんですけれども、

それを受けて就業前の支援と就業後の支援とい

うことがあろうかと思います。

この就業前研修で経営者育成コース、従業者

育成コース等々があります。この各コースで研

修を受けた方、こういう言い方をしたら失礼か

もしれないんですけれども、実際漁業に就かな

い人もいるんじゃないか。ほぼ100％なのか、
そこら辺についてはどう認識をされていますか。

【川口水産経営課長】就業前の研修につきまし

ては、先ほどご答弁差し上げたとおり、漁業技

術を習得するという研修でございます。

それぞれのコースにつきましては、就業前、

漁業に就きたい方の希望に応じてコースを選ん

でいただいているというところでございますが、

研修を受けた後、どういうことになっているか

といいますと、実は県と市で折半して生活費を

支援しているということもございまして、事業

の要綱上、3年間は研修を受けた地域で漁業に
従事をしてくださいという縛りを設けています。

そのこともあって3年間は頑張っていただいて
いるという状況でございますが、3年間頑張る
と、地域にも溶け込んで、技術もそれなりに身

についてくるということもございます。

新規就業者につきましては、就業後5年間の
追跡調査をやっておりまして、その中で、この

研修を受けた方は5年後も9割以上が漁業に就
いているというところで、研修を受けずに、一

般的に漁業に入ってこられた方は3割ぐらいが
離職しているという状況の中で、この研修を受

けた方は非常に歩留まりがいいということでご

ざいます。

【坂本(浩)委員】 この方々の県外・県内出身の
内訳はどんな感じになっていますか。

【近藤分科会長】 暫時休憩します。

― 午前１１時３６分 休憩 ―

― 午前１１時３７分 再開 ―

【近藤分科会長】 再開いたします。

【川口水産経営課長】この研修を受けておられ

る方の内訳でございますが、これにつきまして

は今年度は50名の方に研修を受けていただい
ておりまして、Ｉターンの方が11名、Ｕターン
の方が3名、残りが漁家子弟や地元の方という
ことで、Ｉターンが22％、県外から来ていただ
いているという状況でございます。

【坂本(浩)委員】 わかりました。それなりに奏
功している事業だと思いますので、継続して取

組を強化していただきますようにお願いいたし

ます。

それから、私は離島ではないんですけれども、

離島漁業再生支援事業費についてお尋ねをいた

します。これは漁政課の予算ということで、新

年度約10億円予算がつけられております。前年
比で4,300万円減ということですけれども、事業
の仕組みについてお伺いします。

この事業の概要に3つあって、離島漁業再生
事業交付金、2つ目が離島漁業新規就業者特別
対策事業交付金、3つ目が特定有人国境離島漁
村支援交付金となっておりまして、それぞれ予

算がつけられているんですけれども、まずはこ

の3つの構成の中で、3つ目の特定有人国境離島
漁村支援交付金というのは、これは1番目の漁
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業再生事業と2番目の新規就業者特別対策にそ
れぞれ活用するというふうな性格のものだと理

解したんですけれども、それでよろしいでしょ

うか。

【松尾漁政課長】 この3つの交付金につきまし
ては、それぞれ独立した考え方で設けられた交

付金でございます。

まず、最初に、1番目の離島漁業再生事業交
付金というものができました。これを基本交付

金と呼んでおります。その後に新規就業者の特

別対策、それから特定有人国境離島の漁村支援

交付金というのが設けられました。

まず、1番目の離島漁業再生事業交付金につ
きましては、離島振興法が適用される離島、一

部条件等によりまして除外される部分もありま

すけれども、基本的にそういった離島の集落で

活動する集落に対して支援をするということで、

これは基本的にある一定の算定に基づいて集落

に交付されるというものになっております。

それから、新規就業者特別対策事業交付金に

つきましては、新たに漁業に就業する方につき

まして、漁船を購入したり、漁船のリースをす

るといった経費について支援をするというもの

でございます。

それから、特定有人国境離島漁村支援交付金

につきましては、特定有人国境離島法が適用さ

れる離島におきまして、そこで雇用を創出する

取組、あるいは雇用の創出を円滑に行うための

環境整備、この2つに対して支援を行うという
ことで、まず、雇用を創出するための取組につ

きましては、そういった漁業を行う方、あるい

は漁業に付随した、例えば漁師食堂であるとか、

実際に事業を新たに行う、あるいは拡大をする

ということで、雇用を生み出すような取組をす

る場合につきまして、それぞれの個別の取組に

対して支援をすると、そういった事業になって

おります。

【坂本(浩)委員】 そうすると、この特定有人国
境離島漁村支援交付金というのが6市町70件と
いう書き方で約4億円予算化をされております
けれども、この70件というのは、例えば、先ほ
どの1番目の基本的な事業の交付金の分は、10
市町の81集落ということで、集落単位にそうい
う取組を促進するために交付をするということ

と、それから新規就業者の分については、独立

して3年未満かつ45歳以下ということで5市町
の9名ということで特定できていますよね。そ
ういうところに交付するということなんでしょ

うけれども、この6市町の70件というのはどう
いう中身なんでしょうか。

【松尾漁政課長】これはそれぞれの事業者から

の申請に基づいて交付をするというものでござ

いまして、例えば内訳でいいますと、五島市が

20件、対馬市が20件、壱岐市が21件と、こうい
ったところが多くなっておりますけれども、そ

れぞれの市町におきまして、この事業を活用す

る方につきまして申請を受け付けをいたしまし

て、その申請の内容に基づいてそれぞれの事業

者に交付をするという形になっております。

したがいまして、事業者の希望がまずあって、

それを踏まえて審査をした中で交付金を支給す

るといった事業になっております。

【坂本(浩)委員】 わかりました。そうすると、

今の特定有人国境離島漁村支援交付金の分が

70件、五島や壱岐、対馬であるということなん
ですけれども、その分が先ほど言った基本的な

離島漁業再生事業交付金に、場合によってはプ

ラスになってそこの地域で活用される、集落で

活用されるとか、そういうのもありなのか。新

規就業者についてもそういうのがあるという理
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解でよろしいのですか。

【松尾漁政課長】今、委員がおっしゃった考え

方でよろしいかと思います。

もう一度ご説明させていただきますけれども、

ただ、交付する対象者が違うということはござ

います。

まず、1番目の交付金につきましては、集落
に交付をされるということでございます。

あとの2つ、新規就業者特別対策交付金と国
境離島の漁村支援交付金は、その集落を構成す

る個人、あるいは事業者に対して支給をされる

ということで、交付する対象者が違います。

ただ、集落単位で見ますと、まず基本交付金

があって集落の活動をする。その集落の中でい

ろんな漁業をする上で、個人に対して2番目と3
番目の交付金については支給がされるというこ

とで、集落の中で見ると、まず1番目は集落に
対して支給をされる、2番目と3番目は個人に対
して支給がされるということで、集落全体で見

るとプラスアルファで支給されるという考え方

にはなるかと思います。

【坂本(浩)委員】 了解しました。
あと1点だけです。水産経営課の所得向上対

策ということで、第1期目、これは水産業所得
向上支援事業ということで1,300万円ほど予算
化をされております。今回、第2期目というこ
とで資料をいただいておりますが、第1期目の
実績、成果ということで経営改善計画77件とな
っております。この中身について、特徴的なも

のでいいですから教えてください。

【川口水産経営課長】 第1期の77件につきまし
ては、この事業を、この資料に書いてあるとお

り平成27年から、要するに今までは個人に対す
る支援ではなくて、やはり共同利用ということ

で漁協等にいろんな支援を行ってまいりました。

それでは個人経営体がなかなか厳しいという状

況もございまして、当時、個人支援という事業

を立ち上げまして、第1期、平成27年から29年
まで取組をしまして77件ということになって
おりますが、これにつきましては、ほぼ7割、8
割が一本釣りでありますとか、はえ縄でありま

すとか、そういう本当の個人経営体へのいろん

な漁業の効率化でありますとか、要するに機器

を入れて操業時間を短くするとか、漁場の探索

時間を短くするとか、そういうものに対して経

営改善の計画をつくっていただいて、その改善

に必要な機器等の導入、整備について、県と市

で支援をしてきたところでございます。

これにつきましては、ほかにも定置網とか、

養殖も一部ございますが、大きな特徴としまし

ては、個人経営体の支援ということでございま

す。

【坂本(浩)委員】 了解しました。経営改善計画
は、個人に対してそれぞれ支援をするという理

解でよろしいですね。わかりました。

【近藤分科会長】 暫時休憩します。

― 午前１１時４６分 休憩 ―

― 午前１１時４６分 再開 ―

【近藤分科会長】 再開いたします。

午前中の審査はこれにてとどめ、午後は1時
30分から再開いたします。
しばらく休憩いたします。

― 午前１１時４７分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【近藤分科会長】 再開いたします。

ほかに質疑はございませんか。

【八江委員】水産業の技術開発等についてです。

先ほど答弁でいろんな放流関係のことも出てお
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りましたが、長崎県は水産県といって我々も誇

りに思っている県でありますし、また、水産が

大きく長崎県の経済を潤していることも事実で

す。海域もいいし、海岸線も長いし、魚種もた

くさんあるし、我々は一番いいところに住んで

いるなという思いの中で、この長崎県の水産が

ますます活気づいて、基になればなと思って期

待を持ちながらしているんですけれども、今、

総合水産試験場は全国の中でも優秀な試験場だ

と私たちは思っています。魚種の関係で改良事

業といいますか、あるいは養殖技術についての

技術開発が順調に進んでいるのではないかなと。

その中にクエの問題とか、いろいろたくさんの

ものがあるということは聞いております。

そういった水産技術の中で、試験研究費の1
億余の予算が多いのか、少ないのかというのは

一概には言えない部分がありますけれども、も

う少し予算の確保をしなければ、我々が知って

いる農林関係の品種改良等に比べたら相当大き

な問題もあるのではないかと思うと、やっぱり

予算はある程度確保しておかなきゃならないと、

こう思ったりしています。これでは十分ではな

いのではないですかと言いたいんですけれども、

そのことについて、水産試験場長も来ておりま

すから、確認をしながら、自分では言いにくい

かもしれないけれども、この際思い切って、足

りないなら足りないと言っておかないといけな

いのじゃないかと思います。その実態を教えて

いただきたいと思います。

【平野総合水産試験場長】予算面の話というの

は、なかなか答弁しにくい部分があるんですけ

れども、かなりこれでも大きな予算をいただい

て、研究員も入れまして今五十数名ではあるん

ですけれども、頑張っております。

それプラス、外部資金という形で文科省とか、

水産庁の競争的資金、これは大学や国の研究所

と組んで予算取りするんですけれども、そうい

った予算も入れて何とか頑張って、成果としま

してはトラフグの全雄とか、そういったものが

昨年の12月から日の目を見ておりますけれど
も、何とかこういう金額で頑張らせていただい

ております。もう少しいただければ、ありがた

い部分はあるんですけれども、県の予算は厳し

いですので、何とかやっております。

【八江委員】 今、部長、聞こえたですかね。や

っぱり水産県ということを考えてみれば、魚種

も長崎県は多いし、そしてまた、求める部分と

いうか、放流するにしても、沿岸が長ければ地

域の漁業団体といったものも多く、漁獲をする

ためにも放流は非常に大事なことだと、こう思

っております。

ただ、午前中、トラフグの放流が半分でいい

という話がありましたね。半分でいいというの

は、なるほどなと私が感じたのは、今まで自然

の中でトラフグの漁獲があっておったのは毒性

が高いというか、毒性があるトラフグだったと

思います。ところが、今度は、長崎県の養殖の

水揚高は日本一と言われるようになって、養殖

がだんだん増えてくると、自然のトラフグを捕

らなくても、売るのに不足はないと。そして毒

性もない。そういうことから考えて、トラフグ

の放流関係がなくてもいいというか、半減した

のかなと思ったんですけれども、その辺の解釈

の仕方は、どう捉えればいいですか。

【中村漁業振興課長】養殖の経営とトラフグを

漁業として捕っている方というのは、やっぱり

経営形態が違いますので、トラフグが増えれば

当然その方々も生活が豊かになっていくという

意味から、トラフグの放流についての要望は多

いのでございますが、やはり優先順位をつけて
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やっていかないといけないというところもござ

いますし、それから、今、八江委員おっしゃっ

たように、市場のところでは確かに養殖ものの

トラフグというのがかなり大衆化というか、一

般化してきたところもございます。天然のトラ

フグとなれば、なかなか私たちが手を出せるよ

うな状況ではないということもございまして、

そういう経済的なバランスの中で、今回、地元

としては放流したいんだけれども、どうしても

やむを得ないので、クルマエビを優先してトラ

フグについては半減をしたいという結論に至っ

たというふうに考えております。

【八江委員】 有明海の4県で共同放流をすると
いう中で、先ほどクルマエビ等については湾奥

の福岡方面の浅瀬のところで放流するのが一番

うまくいっているということですけれども、そ

ういう中で1,352万円という予算ですけれども、
これは4県とも同じ割合ぐらいでやっているん
ですか。これは有明海だけの予算じゃないとは

思いますけれども、そういう予算的なもので4
県はどのように区分しているんですか。その中

身はわかりますか。

【中村漁業振興課長】有明海の共通資源でござ

いますクルマエビについては、関係研究機関が

寄って、漁獲量とか、放流した効果を調査して

おりまして、その調査の結果に基づいて、有明

海4県で320万尾を放流していきましょうとい
う目標をまず立てております。その内訳として

は、例えば漁獲実績等を用いまして負担割合を

決めております。本県の場合が320万尾のうち
の145万尾ということで、半分近くは長崎県で
す。結局、有明海の入り口に近いところでござ

いますので、長崎県にメリットがかなり今のと

ころはあるという状況が出ているところでござ

います。

【八江委員】有明海の場合、漁業再生特措法と

いう諫干に絡んでの特措法ができていると思い

ますけれども、そういう中で放流がうまくいけ

ば、漁獲高もある程度増えてこなきゃならない

んですが、今、ノリ業者の酸処理問題等は、あ

る程度抑えられていると思いますけれども、特

にクルマエビや貝類、二枚貝等については酸処

理でもって消滅をしていると。消滅というか、

ある意味ではそういう方向にあるということで

ありますけれども、そういった放流とノリとの

絡みといいますか、酸処理との絡みというのは、

問題点はないわけじゃないと思いますけれども、

捉え方がどうなのかと思うんですが、それはい

かがなんですか。

【中村漁業振興課長】クルマエビ、トラフグに

関して言えば、漁獲量は比較的ずっと安定をし

ておりまして、今回の一般質問の中で、一部島

原漁協の関係でクルマエビが減っているという

お話もございましたが、確かに年変動はござい

ますが、おおむね横ばい程度になっています。

それから、放流効果を見ますと、クルマエビ

は10％程度が天然魚の中に混じっているとい
うデータも出てきておりますので、この放流が

資源を底支えしながら、比較的安定した漁獲が

保たれていると考えております。

【八江委員】 特に、有明海の問題は、放流をし

て、それが漁獲につながることができれば、有

明海再生等についての一石ともなりますから、

大きな期待もしております。

トラフグについては、島原の方はガンバとい

う中で流れておるところですから、それも地元

としても期待をする漁法であり、魚種であると

思いますので、その辺もひとつよろしくお願い

をしておきたいと思います。

もう一つ総合水産試験場長にお尋ねしたいん
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ですけれども、全国に誇れるもの、例えば近大

はクロマグロの養殖を一貫してできているもの

がありますけれども、長崎県の場合も、私の記

憶ではクエの話は長崎県が技術開発の先駆者だ

と言われておっても、クエの陸上養殖、あるい

は放流関係で、今のところ放流のことしか出て

ないと思うんですけれども、そういったものを

含めてベストテンじゃないけれども、長崎県が

全国に誇れるものというのがわかれば、その点

だけ、幾つかでも挙げて説明していただけませ

んか。

【平野総合水産試験場長】長崎県の試験場の技

術開発で全国に誇れるものというような問いか

けだろうと思うんですけれども、まずは、大分

前のお話になるんですけれども、トラフグがこ

れだけ養殖できる、また種苗放流できるように

なったのは、成熟関連ホルモンを魚に注射して、

前は雌のトラフグが大体一腹100万円とか、そ
ういうとてつもない値段がしていたんですけれ

ども、そういう魚のホルモンを使うことで計画

する形で産卵させることが可能ということの中

で、こういう種苗生産が回るようになりました。

それで安価に栽培と、放流や養殖ができるよう

になりました。これがもう20年ぐらい前のお話
で、それがもとで、やはり長崎県が養殖日本一

というような生産を誇れるようなものになりま

した。

それはかなり昔のお話なんですけれども、最

近のお話で言いますと、全雄トラフグをつくる

技術というのが長崎の技術でございまして、そ

れにプラス、雄が少し白子が早めに張るという

ような、これは遺伝的なケースがあるんですけ

れども、それをミックスさせて、実はこれも平

成30年度に、実際希望する養殖業者の方に配付
しまして、平成30年度は県内5地区で4万7,000

匹。これが昨年の12月から出荷が始まりまして、
やはり雄だけですから全部白子が張るというこ

とで、市場でかなり高い評価を得ております。

それプラス、あとは令和元年にはそれが県内7
地区で14万3,000匹の配付になっております。
こういったものとか、先ほど委員がおっしゃ

いましたクエの種苗生産におきましても、実際

種苗生産ができる段階になっておりまして、放

流はかなりされているんですけれども、養殖に

関しましては、海水で養殖しますと、やはり冬

の間になかなか成長しないと。1キロサイズに
なるのに3年ぐらいかかるということの中で、
陸上養殖も模索してみたんですけれども、冬に

ボイラーを入れますと経費もかかるということ

で、なかなかこれは広まらなかったということ

でございます。

そういったところが長崎の試験場が開発した

中で誇れる部分かなと思います。

【八江委員】 どうぞこれからも自信を持って、

堂々と日本一の養殖技術、あるいは種苗の開発

等についてはやっていただいて、名実ともに長

崎県が漁業県だということにしていただくため

には、やっぱり技術がまず先行しておかないと、

捕ること、外洋で捕る技術ももちろんのことだ

けど、これは中国や韓国等といつも衝突がある

わけです。周辺でとか、陸での養殖事業といい

ますか、こういったものはどこでもできること

になると思いますし、ただ、先ほどのクエの養

殖については、設備が非常に高くかかるから、

それには費用対効果が関連してうまく進んでい

かないのかなという思いもありますけれども、

そういった技術開発も含めて、試験場としては

しっかりやってほしい。試験場の技術者という

のは、大体技術者というのは偏屈な人が多いか

ら、あんまり人の話を聞かなくても構わんので
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すよ。やるだけやりっぱなしにやってでも、部

長から予算をふんだくって持って帰るぐらいな

ければ成功しませんので、それは私が助言をし

ておきたいと思います。

そういう意味で、今後、水産種苗の関係につ

いては力を入れていただくということが必要だ

と思いますけれども、その点、本省から来られ

ている水産部長としては、長崎県のそういった

漁業が栽培漁業、あるいは試験場の開発事業が

全国においてどのような役割を果たしているの

か。これで長崎県はうまくいくのかどうかとい

うのを見た時、いかがでしょうか。それを最後

に聞いておきたいと思います。

【坂本水産部長】先ほど、平野場長から説明が

ありましたように、トラフグにつきましては市

場価値の高い白子を持つ全雄の種苗の作製を進

めて、今もう社会実証という形で実用化に着実

に取り組んでいるところでございますし、一方

のクエの種苗生産につきましても、長崎県産に

ついては消えが少ないと、他県産のクエは消え

が多いのに対して、本県産のクエの種苗は消え

が少ないというのが強みでございます。こうい

った強みを使いながら、予算の方はしっかり確

保しながら、種苗放流の推進と、一方で、今、

国の方で力を入れている養殖業の成長産業化と

いうことがございますので、養殖魚の種苗とし

ても、クエについてぜひ有効活用できるよう、

県としても取り組んでまいりたいというふうに

考えています。

【近藤分科会長】ほかに質疑はございませんか。

【山田(博)委員】 それでは、事前通告している
中でいろいろと質問させていただきたいと思う

んですが、まず最初に、水産加工流通課長に、

長崎県水産物輸出倍増事業費に関して質問した

いと思います。これは横長資料の25ページにな

ります。

この輸出戦略に基づいて、予算の関係を含ん

で水産加工流通課で輸出協議会をつくっていま

すね。その輸出協議会に、特に離島の方は水産

が大変盛んな地域でありますが、そこに入って

いない自治体がありますね。以前も私は、そこ

の自治体にぜひ参加を呼びかけるようにという

話をしておりましたが、なぜ入っていないのか、

お答えいただけますか。

【岩田水産加工流通課長】当課から、入ってい

ないところにつきまして積極的に呼びかけとい

うのはしておりませんけれども、入られるとこ

ろには全部ウエルカムで、こちらとしては門戸

を開いているという状況でございます。

【山田(博)委員】 これは構成員が長崎県漁連、

長崎魚市、佐世保魚市、日本遠洋まき網、西日

本魚市、松浦市、長崎市、佐世保市、対馬市、

水産物輸出戦略会議、長崎県が入っていまして、

これで入っていないのは、離島で言うと壱岐、

新上五島町、五島市なんですよ。これは私も以

前、ぜひ加入してということを話しておりまし

た、これは水産県長崎だから。大体水揚げの半

分近くは離島で水揚げするわけですから、そこ

が参加しないというのはどういうことかと、長

崎魚市に五島から持っていくわけだから。そこ

をしっかりと取り組んでいただきたいと思いま

す。これについて、見解だけ聞かせていただい

て、この質問を終わりたいと思います。

【岩田水産加工流通課長】現在、ご指摘のとお

り松浦、佐世保、長崎、対馬以外は入っておら

れませんので、加入をされていないところにつ

きましては、当課からもう一度積極的に加入を

促してみたいと思っております。

【山田(博)委員】 ぜひお願いしたいと思います。
それで、長崎県水産物輸出倍増事業費の中に、
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輸出国はどこを主にするかといったら、県当局

は中国、アメリカ、東南アジア各国ですという

返事がきております。

それで、以前、ヨーロッパに輸出戦略をする

ということで、県内の水産加工会社に400万円
ほど出して戦略を立てておりましたね。その立

てた戦略はどう活かされたんですか。一昨年度、

これは平成30年度ですね、水産加工流通課長、
平成30年度に指針というか、戦略の調査を依頼
して、それで平成31年度、要するに令和元年度
にやるかと思ったら、それはなかなか実績がな

かったと。確かに調査をしてすぐ取りかかりは

できないと思うけれども、今度の令和2年度に
はそれを含んだ上でやっているのかと思ったら、

今聞いたら、これは中国、アメリカ、東南アジ

アと言っていますけれども、じゃ、何のために

あれをやったんですかということを聞きたいわ

けです。見解を聞かせていただけますか。

【岩田水産加工流通課長】ＥＵの調査につきま

しては、平成30年度に調査を行っております。
その結果につきましては、先ほどありました県

の水産物海外普及協議会の会員の皆様に配付を

いたしまして、有効活用してくださいと情報を

提供しているところです。

ただ、委員のご指摘もありましたとおり、現

在、ＥＵにつきましては、商談はされているん

ですけれども、なかなか実績が出ていないとい

うのが現実でございます。今回の水産物輸出倍

増事業につきましては、そこの部分の実績見込

みというのは、今のところは計上はせず、ほか

の例えば中国、アメリカの方は伸びております

ので、そこの方を伸ばすということで倍増事業

というのを組んでおります。

ただ、じゃＥＵをしないかというと、そうで

はなくて、ＥＵの輸出についても支援はずっと

継続していきたいと考えております。

【山田(博)委員】 ぜひそういった指針というか、
思いというのはしっかり持ち続けて取り組んで

いただきたいと思います。これは指摘をしてお

きたいと思います。

横長資料の27ページの漁港漁場課にお尋ね
しますけれども、水産公害対策費とありますね。

これは海難事故等があった時のために吸着マッ

トを備蓄していますと。吸着マットというのは

どこに備蓄しているんですか。

【森川漁港漁場課企画監】緊急の油濁事故への

備えとして吸着マットは総合水産試験場の漁具

倉庫の中に保管しております。

【山田(博)委員】 これは水産試験場の倉庫に保
管されているということでしたけれども、これ

は離島県長崎の場合、壱岐や対馬でこういった

事故があった時に試験場から運ぶんですね。こ

れは、本土だったら車で運べるけれども、離島

の場合はそうはいかない。離島でもそういった

ことにぱっと対応できるように、なぜそういっ

た対応をしないのかというのをお聞かせいただ

きたいと思います。

【近藤分科会長】 暫時休憩します。

― 午後 １時５４分 休憩 ―

― 午後 １時５４分 再開 ―

【近藤分科会長】 再開いたします。

【森川漁港漁場課企画監】離島につきましては、

離島の振興局なりが保管している分があります

ので、そういうところで起こった事故につきま

しては、まずそれを使うということにしており

ます。

【山田(博)委員】 どこにどれだけ保管している
というのは把握しているんですか、把握してな

いんですか、そこだけお答えいただきたい。
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【森川漁港漁場課企画監】現在、手元に資料が

ございませんので、調べさせていただきたいと

思います。

【山田(博)委員】 ぜひ、後ほどお願いしたいと
思います。私も、水産公害対策費とありますか

ら、これは水産公害対策費ということで確認だ

けさせていただきたいと思います。県の各振興

局に水産公害対策費の一環として吸着マットを

置いているということで理解していいですね。

どれだけ置いているかというのは後で報告して

もらうということで理解していいんですか。

【森川漁港漁場課企画監】この水産公害対策費

の予算で振興局に吸着マットを保管していると

いうわけではございませんで、振興局は局の予

算なりで保管していると伺っております。数に

つきましては、調べさせていただきまして、後

ほどご報告させていただきたいと思います。

【山田(博)委員】髙屋政策監、ご存じのとおり、
壱岐や対馬は外国の船の航路が多いわけです。

また、五島沖でも長崎県内の造船会社でつくっ

た船を試験運航しているんですよ。そうすると、

万が一事故があった時に、こういった水産の、

特に上五島も壱岐も対馬も定置網が多いわけで

す。また、養殖も多いわけですから、この吸着

マットなどをきちんとどれだけ保管しているか

というのを、水産県長崎ですから、きちんと把

握してないといけないわけですね。こういった

予算を計上しているのであれば、ぜひ髙屋政策

監の指導のもとで、今後の水産公害対策費とい

うのをしっかりと水産県長崎として、離島も含

めて取り組んでいただきたいということを私は

思うわけでございます。

これはどうですか、本来であれば、この委員

会で、水産公害対策費としてあるのであればき

ちんと、この前、一昨年のマグロ養殖でも土砂

が流れていろんな問題が出たんですよ。そうで

あれば、この水産の公害というのをしっかりと

把握した上で、こういうところに吸着マットは

幾らあるかというのを把握してないといけない

と思っているわけですね。私としては、後で報

告してもらうということになっておりますけれ

ども、今後、こういったことがないように、ま

た、あなたの方から指導をしっかりとやってい

ただきたいと思っておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。

続きまして、横長資料の17ページを見ていた
だきたいと思うんですが、漁業権の免許事務費

とあります。この免許事務費の中に、漁業振興

課長、サンゴ漁業のことがありますね。サンゴ

漁業の許可をする時には、資金調達、資金運用、

また収支計画、収入とか支出とかいろいろあり

ますね。このきちんとした資金計画、収支計画

に基づいて、これが本当にできるかどうかと。

本当にこの資金計画、収支計画に基づいて漁業

の許可を与えた場合に、本当に漁業ができるか

どうかというのを、この免許事務費の中でしっ

かりとそれは議論していると思うわけでござい

ますが、それは間違いないかどうかだけ、確認

をまずさせていただきたいと思います。

【近藤分科会長】 暫時休憩します。

― 午後 １時５９分 休憩 ―

― 午後 １時５９分 再開 ―

【近藤分科会長】 再開いたします。

【中村漁業振興課長】 今、山田(博)委員ご指摘
の免許については、漁業権の設定等に関わる事

務費でございまして、漁業許可に関しましては

17ページの真ん中に漁業許可・海面利用調整事
業費というのがございまして、ここの中で許可

の審査等をしているものでございます。



令和２年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月１０日）

- 121 -

【山田(博)委員】 わかりました。項目が違うん
ですね。大変失礼しました。

では、この項目の中にそういったことをきち

んと盛り込んでいるんですか。サンゴ漁業の許

可というのは、資金計画、収支計画の中身をき

ちんと精査した上で与えていると理解していい

かどうかお尋ねしたいと思います。

【中村漁業振興課長】漁業許可の申請書の中に、

今、山田(博)委員がご指摘の書類を添付して、
漁業を営む状況にあるのかどうかということの

参考とするためにそういう資料を出していただ

いております。その中には、漁業を1年間運営
するに当たって必要な漁船が用意されているの

か、あるいは餌代、漁具費等の計画がきちんと

盛り込まれているのかということを、おおむね

それをもって審査をして許可をするということ

になっております。あくまでも事業計画という

ことで、その計画の内容を我々は審査をしてい

るということでございます。

【山田(博)委員】 そういうことですね。これは
また議案外でいろいろとお尋ねしたいと思って

おります。要は、きちんと資金計画、収支計画

が、まともな漁業を営むことができるというこ

とを確認の上でするということですね。わかり

ました。

それでは、横長資料の31ページの漁港漁場課
の予算全てに関連してお尋ねしたいと思います。

水産部長は、長崎県漁港管理条例というのは

ご存じですね。この管理条例に基づいて、実は

長崎県の1年間の漁港をどのように管理運営、
維持管理していくかというので、本当は毎年1
回出さないといけないわけです。今回、本来は

近藤委員長のもとで令和2年度の予算を審議す
るわけでございますが、今回、その条例に基づ

いて長崎県内の漁港の維持管理計画が提出され、

もしくはきちんと用意されているかいないか、

そこだけ、まず、お答えいただけますか。

【橋本漁港漁場課長】維持管理運営計画につき

ましては、各漁港ごとに次年度の維持管理をし

ていく基本となる指針を定める計画でございま

して、これは4月から発効するわけですが、そ
れまでにつくるということで、現在、策定中と

いうことになっております。

【山田(博)委員】 これは予算を審議する上では、
そういった維持運営計画というのがきちんとあ

って、それを出してくださいと言った時に出せ

るのか。予算に関連するわけですからね。じゃ、

お尋ねしますけれども、漁港漁場課長、今提出

してくださいと言った時に提出できるかできな

いか、これは来年度の予算について質問してい

るわけだからね。今できますかと言った時に、

できるかできないか、そこだけお答えください。

つまり、イエスかノーかでお答えください。

【橋本漁港漁場課長】 現在、策定中ですので、

まだ維持運営計画として提出することはできま

せん。

【山田(博)委員】 参事監、そういうことです。

今後はこういったことがないように、しっかり

とやっていただきたいと思います。私の言って

いることはわかりますか。これは来年度の予算

の審議です。つまり、来年度の予算を審議する

時に、維持運営計画というのがきちんと今の時

点で出されてないと、これは予算に関わってく

るわけですから。本来であれば出さないといけ

ないと、私はそう思うわけでございます。今後

は、きちんと当委員会に、この時期に間に合う

ように、いろいろ業務は大変だと思うんですけ

れども、提出するようにしっかりとお願いした

いと思っております。この質問は終わりたいと

思います。
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参事監、何か言いたいことがありますか。言

いたくなかったら別にいいんですよ。ぜひとも

言いたいというんだったら言ってもいいですし、

特段なければいいんですけど。

【内田水産部参事監】この維持運営計画という

のは、4月からの計画を定めているものなので、
現在、4月の時期に向けて策定の準備をしてい
るということでございます。

ご指摘のとおり、予算の審議ですので、当然

その積算というのは説明できるようにしておか

ないといけないと思っておりますので、これは

もちろん、別途積み上げたものというのはござ

います。この維持運営計画というものは、どち

らかというと、中の具体的な活動の項目である

とか、それに対してどれぐらいの事業量が書い

てあるのかとか、こういったものを規定してい

るものではございません。別途そういったもの

の積算というのは積み上げて、もちろん用意し

ておりますけれども、この運営計画というのは

どういうふうな心得で運営に当たっていくのか

といったものですので、現在、最終案について

は4月からすぐ間に合うように、3月末というこ
とで現在準備している状況でございますので、

どうぞご理解ください。

【山田(博)委員】 これはそういうことで、今後
はきちんと来年度の予算の審議をする時は、ぜ

ひ間に合うようにお願いしたいと思います。

あと2つほど手短にしたいと思うんですが、
水産部で来年度の政策的新規事業の計上の中で、

廃棄魚を活用した循環型社会推進調査費とあり

ますね。これは廃棄魚と地域の資源を活用した

堆肥化を実証するということでありますけれど

も、これをもうちょっと詳しく説明してほしい。

この横長資料をずっと私も拝見しておりました

が、どこにそういった記載があるのかというの

をお答えいただきたい。

それと、漁業振興課長にお尋ねしたいと思う

んですが、横長資料の16ページに外国水域出漁
漁船対策費とあります。これは韓国の船とかに

立入検査をして調査したと言っていますけれど

も、これは大体、逮捕した事案でわかった水産

被害額というのは把握されておりますか。今お

聞きしたら、タイ類とかミズダコとかタチウオ

類で3,200キログラムを外国漁船が違法操業し
て漁獲をしていたという資料をいただいており

ますが、その金額というのは明らかにされてお

りますか。そこをお尋ねしたいと思います。

【橋本漁港漁場課長】廃棄魚対策についてでご

ざいますが、まず、横長資料のどこに記載され

ているかということでございますが、横長資料

の31ページの真ん中あたりの項目に、単、漁港
施設維持補修費1億3,449万2,000円を計上して
おりますが、この中に含まれております。

それと、具体的な事業の概要でございますが、

最近、藻場において食害が増大して問題になっ

ているんですけれども、そういったものですと

か、廃棄魚などを積極的に漁民に駆除をしても

らうと。それを推進し、大分減ってまいりまし

た藻場の回復と海域の生産性向上の一助となる

ように、農林水産業が連携いたしまして、廃棄

魚を堆肥化するという実用可能性について、こ

の調査費でもって検証を行うものでございます。

この検証を行いまして、最終的には県内の漁

港での有効活用、漁港用地を使った有効活用を

推進する観点から、廃棄魚堆肥の利用に意欲の

ある集落での展開を目指していこうと考えてい

るところでございます。

【中村漁業振興課長】外国船の不法・違反操業

につきましては、管轄が水産庁、あるいは海上

保安庁が取締りをしてございます。拿捕なり、
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漁具を押収した情報というのは水産庁から我々

も入手をしております。

被害量については、プレス発表の時に出てく

るんですが、金額というのは出ておりません。

押収したものは廃棄をするというふうに聞いて

おりますので、被害金額としては出てないと聞

いております。

【山田(博)委員】 漁業振興課長、これは廃棄す
るなら廃棄するでいいですけれども、その時、

時価総額で大体幾らかと。そして、この外国の

船で今長崎県の水産業にどれだけの影響がある

かというのをきちんと県民なり、内外にアピー

ルして、これを取り締まる機運等を高めないと

いけませんからね。何隻拿捕したとか、どれだ

けの漁獲があったとかいっていますが、今後は

金額も、水産庁なりに聞いて明らかにしてほし

い。これは漁業取締室長も一緒だと思うんです

よ。これを単に何キロ捕ったではなく、金額も

これから明らかにして、こういった違法操業と

か、違反をきちんと取り締まる機運を高めない

といけないと私は思っております。漁業振興課

長、そう思いませんか。

今、漁業取締室は、最近は土日も頑張ってい

るんですよ。誰から言われたかは知らないけれ

ども、土日も電話対応するようになったんです、

大変な中ね。漁業振興課長、いいですか。そう

いったことでしっかりと取り組んでいただきた

いと思っております。これは漁業取締室の仕事

じゃないかという顔をしているけれども、そう

いった顔したらだめですよ。そういうことでし

っかりと取り組んでいただきたいと思っており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

あと、これは資料をいただきたいと思ってお

ります。横長資料の29ページに水産基盤整備事
業効果調査費とあります。魚礁等の効果調査及

び海水温の上昇に対応したとかいろいろありま

すけれども、こういった調査は今までされてい

たんですか。されていたのであれば、その調査

資料をいただきたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

あとは議案外なり、ほかの関連で質問させて

いただきたいと思います。

【近藤分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論はありませんか。

【山田(博)委員】 実は、先ほど私が話をしまし
た長崎県の漁港管理条例というのがありますけ

れども、こういった計画というのは一度じゃな

くて2度目なんですね。この計画に基づいた計
画書なりをきちんと委員会なりに提出するよう

にということで話があって、今、こういった計

画も実はできているわけでございます。今後は

こういった予算審議に当たっては、維持運営計

画をしっかりそろえた上で委員会に臨んでいた

だくように要望したいと思っております。

私は、もちろんこの予算に関しては了とした

いと思います。

【近藤分科会長】ほかに討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第1号議案のうち関係部分、第6号議案、第10
号議案、第14号議案のうち関係部分、第77号議
案のうち関係部分、第81号議案、第89号議案の
うち関係部分については、原案のとおり可決す

ることにご異議ございませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、それぞれ原案のとおり

可決すべきものと決定されました。

【近藤委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

まず、水産部長より総括説明をお願いいたし

ます。

【坂本水産部長】 資料は、「農水経済委員会関

係説明資料」と、同資料の「追加1」及び「追
加2」がございます。お手元にご用意いただけ
ればと思います。

まず、「農水経済委員会関係説明資料」の1
ページ目をお開きください。

はじめに、水産部関係の議案について、ご説

明いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第53号議案「長崎県魚市場条例を廃止する条
例」、第54号「長崎県地方卸売市場長崎魚市場
条例」、第55号議案「長崎県漁港管理条例の一
部を改正する条例」、第70号議案「権利の放棄
について」、第73号議案「直轄特定漁港漁場整
備事業に対する県の負担について」であります。

はじめに、第53号議案「長崎県魚市場条例を
廃止する条例」については、「卸売市場法及び

食品流通構造改善促進法の一部を改正する法

律」の公布に伴い、中央卸売市場及び地方卸売

市場以外の魚市場の開設や規制に関し規定して

いた条例を廃止しようとするものであります。

次に、第54号議案「長崎県地方卸売市場長崎
魚市場条例」につきましては、「卸売市場法及

び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法

律」の公布に伴い、長崎県地方卸売市場長崎魚

市場にかかる条例について、全部の改正を行お

うとするものであります。

次に、第55号議案「長崎県漁港管理条例の一
部を改正する条例」につきましては、国の模範

漁港管理規程例の一部改正に伴い、漁港施設の

占用期間の定めについて、所要の改正を行おう

とするものであります。

次に、第70号議案「権利の放棄について」は、
沿岸漁業従事者等の漁業経営又は生活の改善、

漁業後継者の養成を図るため、必要な資金を無

利子で貸し付ける長崎県沿岸漁業改善資金にお

いて、昭和56年度に漁船用の機器設置に対して
貸し付けを行ったものの、延滞元金255万5,000
円、及び延滞違約金1,064万5,077円について、
債務者が破産法第253条第1項の規定により当
該債権の責任を免れており、連帯保証人は死亡

していること等から、債権の回収が不能である

ため、権利を放棄しようとするものであります。

次に、第73号議案「直轄特定漁港漁場整備事
業に対する県の負担について」は、漁獲量が減

少している対馬暖流域のまあじ・まさば・まい

わしの資源増大を図るため、対馬海峡地区にお

いて、国が行う特定漁港漁場整備事業に要する

経費の一部を県が負担することについて、同意

しようとするものであります。

続きまして、議案外の報告事項についてご説

明いたします。

和解及び損害賠償の額の確定についてでござ

いますが、令和元年9月23日、五島振興局上五
島支所管内奈摩漁港臨港道路で発生した県の管

理瑕疵により車両に損傷を与えた事案について、

和解及び損害賠償の額の決定を地方自治法第

180条の規定に基づく軽易な事項として専決処
分させていただいたものであります。

当案件は、奈摩漁港臨港道路において、軽自

動車が走行していた際、側溝グレーチングの受
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枠が破損していたことから、通過中の軽自動車

の車輪がグレーチングを跳ね上げて、当該車両

に損傷を与えたもので、4万8,631円を賠償金と
したものです。

続きまして、議案外の主な所管事項について、

ご説明いたします。

今回、ご報告いたしますのは、有明漁協につ

いて、漁業協同組合の合併について、クロマグ

ロの資源管理について、第8回長崎発「旨い本
マグロ祭り」について、長崎県水産加工振興祭

について、俵物認定委員会について、全国海水

養殖シンポジウムについて、ながさき魚博につ

いて、地方創生の推進についてであります。

このうち、主な事項について説明いたします。

同資料の2ページ目の下段をご覧ください。
有明漁協につきましては、組合員による役員

改選請求に端を発した役職員全員の辞任・退職

と事務所閉鎖に伴い平成30年度から開催され
ていなかった通常総会が、昨年12月25日に開催
され、平成29年度及び平成30年度の決算や令和
元年度事業計画などについて承認されました。

漁協においては、窓口対応や購買事業などの

通常業務の正常化に向けた取組を進めることと

しており、県としましては、引き続き関係市及

び県漁連等の系統団体と連携し、組合運営の再

建に向けた支援を行ってまいります。

次に、漁業協同組合の合併についてでござい

ますが、去る1月下旬に小長井漁協、瑞穂漁協、
国見漁協で臨時総会が開催され、3漁協による
諫早湾漁協としての合併について承認されまし

た。

今後は、本年4月1日の合併に向け、認可の手
続きが進められることとなっており、成立する

と、昨年の大村湾漁協に続く合併となり、本県

の沿海漁協数は64となります。

県といたしましては、水産業の振興を図るう

えで、漁村の中核的組織である漁協の経営基盤

の強化は重要であることから、今後とも、関係

市、系統団体等と連携し、合併を推進してまい

ります。

その他の事項の内容につきましては、記載の

とおりであります。

以上をもちまして、水産部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議をいただきますようお願いい

たします。

【近藤委員長】次に、水産経営課長より補足説

明をお願いいたします。

【川口水産経営課長】 私の方から、1点補足説
明をさせていただきます。

第70号議案「権利の放棄について」でござい
ます。お配りしております補足説明資料、資料

番号は3になりますが、権利の放棄についてに
基づいてご説明をいたします。

長崎県沿岸漁業改善資金に係る未収金で回収

不能となっている1件につきまして、「権利の
放棄に係る議決を求める基準」1の（1）の③及
び④に基づき、権利の放棄を行うため議会の議

決を求めるものでございます。

基準につきましては、下記に参考で記載をし

ております。

本議案につきましては、沿岸漁業従事者の漁

業経営又は生活の改善、漁業後継者の養成を図

るため、必要な資金を無利子で貸し付ける長崎

県沿岸漁業改善資金において、昭和56年度に漁
船用の機器設置に対して貸し付けを行ったもの

の、延滞元金255万5,000円及び延滞違約金
1,064万5,077円につきましては、債務者が破産
法第253条第1項の規定により、当該の債権を免
れており、保証人は死亡していること等から、



令和２年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月１０日）

- 126 -

債権の回収が不能であるため、権利を放棄しよ

うとするものであります。繰り返しになります

が、ご説明をさせていただきました。

以上でございます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

【近藤委員長】次に、水産加工流通課長より補

足説明をお願いいたします。

【岩田水産加工流通課長】お手元に配付してお

ります資料4「農水経済委員会補足説明資料」
をご覧ください。

第53号議案「長崎県魚市場条例を廃止する条
例」及び第54号議案「長崎県地方卸売市場長崎
魚市場条例」の改正につきまして、補足して説

明させていただきます。

まず、1ページ目をご覧ください。
1の卸売市場法改正の概要に記載しておりま

すとおり、生産者の所得向上と消費者ニーズへ

の的確な対応を図ることを目的として、卸売市

場法が改正され、令和2年6月21日に施行されま
す。

今回、この卸売市場法の改正に伴い、長崎県

魚市場条例を廃止し、また、長崎県地方卸売市

場長崎魚市場条例について所要の改正をしよう

とするものです。

まず、卸売市場法の主な改正点を説明いたし

ます。

表の左側、県の役割の欄に記載しております

が、これまで地方卸売市場の開設につきまして

は、知事の許可を得なければ開設できませんで

したが、今回の改正では、生鮮品の公正な取引

の場として、一定の要件を満たす卸売市場を知

事が認定する制度となっております。

また、表の左側中央に記載しております売買

取引の方法公表から商物一致の原則までの8つ
の項目につきましては、一律に卸売市場法で規

定されておりましたが、改正後は、売買取引の

方法公表から取引条件・結果の公表までの5項
目は共通ルールとして規定されますが、第三者

販売の原則禁止から商物一致の原則までの3項
目につきましては、市場ごとにルールを定める

ことができることとなりました。

また、表の一番下に記載しておりますが、規

模未満の卸売市場につきましては、改正前は県

が条例を定め、規制を行うことと規定されてお

りましたが、この条項が削除されました。

次に、2の「長崎県魚市場条例を廃止する条
例」について説明いたします。

水産市場に関しましては、先ほど説明しまし

たとおり、卸売市場法に基づいて、中央卸売市

場と地方卸売市場以外の規模未満市場について

は、県が長崎県魚市場条例を定め、市場の開設

や業務に関して規制を行っておりましたが、卸

売市場法の改正により、地方卸売市場に関する

規模の要件がなくなり、規模未満市場を県が条

例で規制する根拠となっていた条文も削除され

ましたので、今回、長崎県魚市場条例を廃止し

ようとするものです。

3ページをご覧ください。
「長崎県地方卸売市場長崎魚市場条例」の改

正についてご説明いたします。

本条例は、長崎魚市場の開設者である県が市

場の設置、業務運営、管理に当たり制定した条

例で、右上の上段の囲みの下に記載のとおり、

各項目の概要を条例で定め、右側の下段の囲み

の下に記載のとおり、各項目の詳細を当該条例

の施行規則で定めておりましたが、今回の卸売

市場法の改正に伴い、国の指導のもと、構成を

見直したものでございます。

構成の見直し内容につきましては、左側上段

の囲みの下に記載のとおり、新条例では施設の
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使用、使用料、取引参加者に関する指導監督に

ついて規定し、下段の囲みの下に記載のとおり、

これまで条例で規定しておりました取引参加者

の許認可、売買取引のルール等を条例施行規則

で規定することとしております。

長崎県地方卸売市場長崎魚市場条例の主な改

正内容を4ページ以降でご説明いたします。
まず、4ページの第1章の総則につきましては、

条例の目的や開場の期日等を規定しており、旧

条例からの変更は特にございません。

5ページをご覧ください。
第2章の魚市場の施設の利用及び使用につき

ましては、もともと条例施行規則で規定した条

項を条例で規定したものです。

第8条から7ページの第21条までが該当し、魚
市場の施設使用料等を定めております。

7ページをご覧ください。
第3章は、魚市場における卸売業務について、

22条で卸売等の許可等を定めており、その詳細
な内容は条例施行規則で規定しております。

7ページの第4章、業務規程では、魚市場の業
務の基本原則等について規定し、また、魚市場

の業務の方法や取引参加者の遵守事項について

は規則で定めることを規定しております。

10ページをご覧ください。
卸売市場法の改正前と改正後の法体系の変化

を参考として添付しております。

以上で補足説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【近藤委員長】次に、漁港漁場課長より補足説

明をお願いいたします。

【橋本漁港漁場課長】お手元にお配りしており

ます資料5「農水経済委員会補足説明資料」第
55号議案「長崎県漁港管理条例の一部を改正す

る条例」について、補足説明させていただきま

す。

長崎県漁港管理条例は、漁港漁場整備法第26
条の規定に基づいて制定しております。

一方、国は漁港の維持管理に関し、全国的な

視点に立った模範となる運用方針を漁港管理者

に示すため、漁港漁場整備法第34条第4項の規
定に基づき、模範漁港管理規程例を定めており、

本県ではこれを模範として漁港管理条例を制定

しております。

お手元にお配りしております資料5、模範漁
港管理規程例の一部改正についてをご覧くださ

い。

国は、増養殖の場や漁村の賑わいの創出の場

として、漁港の有効活用を図ることが重要な課

題となっていることを背景に、平成31年4月1日
付で模範漁港管理規程例に定めている占用許可

の期間を延長する改正を行っております。

占用許可の期間を延長する理由としては、次

の3つとなっております。
1つ目は、漁港の有効活用を図るために、民

間事業者等が投資しやすくなるよう、可能な限

り長期間の占用を可能とする必要があること。

2つ目は、近年、道路、港湾、河川といった
公物管理制度のほか、登録、免許等の公的規制

においても、国民負担の軽減や行政事務の簡素、

合理化の観点から、許可等の期間が延長される

傾向にあること。

3つ目は、期間を延長した場合でも、漁港の
管理や保全の観点から支障があるケースにおい

ては、漁港管理者の判断で、これまでどおり短

い期間で許可することも可能であること。

以上の3つの理由により、占用許可の期間を
延長する改正が行われております。

県としましては、国の改正趣旨を踏まえ、今
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回、長崎県漁港管理条例の一部を改正する条例

議案を上程したものです。

補足説明は以上でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【近藤委員長】次に、水産部参事監より補足説

明をお願いいたします。

【内田水産部参事監】それでは、私の方から第

73号議案「直轄特定漁港漁場整備事業に対する
県の負担について」補足説明いたします。

資料の6をご覧ください。
この議案は、国が行う特定漁港漁場整備事業

に要する経費の一部を、令和2年度県負担限度
額として県が負担することを同意するにあたり、

議会の議決をお諮りするものでございます。

それでは、1ページをご覧ください。
本事業の内容は、国が対馬東方沖の排他的経

済水域にまあじ・まさば・まいわしの増殖を図

るための湧昇流漁場を整備するものでございま

す。

事業費は全体で42億円、施設の規模は高さ20
メートル、長さ約170メートル、幅約80メート
ルの山型の構造物を計画しております。

平成29年度に事業が開始され、令和3年度の
完成を目指して、現在工事が進捗しております。

この整備の場所は、図に▲印で示している場

所でございまして、対馬市美津島町の黒島灯台

から東約14キロメートルの地点でございます。
それでは、2ページ目をご覧ください。
マウンド礁の造成は、令和元年度までに土台

となる石材の投入が完了しております。令和2
年度以降は、土台となる石材を覆うためのブロ

ックの製作・投入が引き続き行われる予定です。

3ページ目をご覧ください。
令和2年度については、マウンド礁造成のた

めのブロック製作を行うものでして、その対象

事業費は5億5,891万5,000円となっております。
この金額については、法令に基づく県負担金の

基準13.75％を乗じて算出した7,685万812円が
令和2年度の県負担限度額となります。
この負担金の基準につきましては、漁港漁場

整備法の規定に基づき、事業に要する経費の

25％となっておりますが、「後進地域の開発に
関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関

する法律」の適用によって、本県における令和

2年度の負担金の基準は、13.75％に低減されて
おります。この費用負担に係る根拠法令につき

ましては、4ページ目に規定をお示ししており
ます。

補足説明は以上でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【近藤委員長】 以上で説明が終わりました。

暫時休憩します。

― 午後 ２時３５分 休憩 ―

― 午後 ２時５５分 再開 ―

【近藤委員長】 再開いたします。

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【山田(博)委員】 まず最初に、第54号議案の長
崎県地方卸売市場長崎魚市場条例についてお尋

ねしたいと思います。

この条例につきまして、先ほどいろいろと説

明があったわけでございますが、この中に反社

会的勢力の関係の除外要綱がなかったわけでご

ざいます。これは、どのような対応を今後はさ

れるかというのを、確認の意味で改めてお尋ね

したいと思っております。現条例におきまして

は、きちんとそういったことが記載されている
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わけでございますが、この対応をどのように考

えているのかを含めてお答えいただけますか。

【岩田水産加工流通課長】 資料の3ページ目を
ご覧いただければと思います。

これまで、暴力団の排除につきましては、右

側の上段、旧長崎県地方卸売市場長崎魚市場条

例の17条、それから24条にその規定をしており
ました。今回、国の指導のもと、構成を見直し

て左側の魚市場条例と、その下の魚市場条例施

行規則というふうに分けて記載しております。

今回、反社会的勢力の排除の規定につきまして

は、左の下の長崎魚市場条例施行規則の方にき

ちんと記載させていただいております。

【山田(博)委員】 その施行規則というのは、も
うできているのか、できてないのか、そこをお

答えいただけますか。

【岩田水産加工流通課長】施行規則につきまし

ても、部内の決裁が終わっております。6月21
日をもって施行するということで決裁は終わっ

ております。今回の条例につきましては、知事

までの決裁を受けまして、今回、議会に諮らせ

ていただいているという状況でございます。

【山田(博)委員】 これは、本来であれば、大事
な条例の規則で、今までは反社会的勢力に対す

る対応条項が記載されていたのが、今のところ

はないわけですね。それはあくまでも施行規則

でこうするということになっておりますけれど

も、本来であればきちんとした説明をいただき

たかったわけございます。確認の意味で質問さ

せていただいているわけでございます。

それはそれとして、次の質問に移ります。第

50号議案の長崎県漁港管理条例の一部を改正
する条例についてお尋ねしたいと思います。

これは、県が管理する漁港施設の占用期間を、

今は3年を超えないとなっているのを10年まで

借りられると、簡単に言うとそういうふうにな

ったということであります。実は、水産部長、

平成16年に関係地方機関に民間事業者の漁港
施設・用地の占用を可能とする取扱基準におき

まして、この占用内容については地元漁協と事

前協議を行い同意を得ることとなっているわけ

です。この通達文書の存在を部長はご存じであ

ったのか、なかったのか。これは、まず、部長

に率直にお尋ねしたいと思います。

【坂本水産部長】 今回、山田(博)委員からご質
問があった際に調べさせていただき、確認いた

しました。

【山田(博)委員】 ということは、私から言われ
て初めて知ったということですね。

ということは、この取扱いは今後どうするん

ですか。

今回の長崎県の管理条例の一部を改正すると

いうのは、今までは占用許可の期間は3年を超
えないようにしていたのを、漁業法改正によっ

て、いかにして民間企業が漁業に参入しやすく

するかという施策の一環だと私は認識している

わけでございます。

そうすると、こういった通達文書との関係と

いうのは、県当局はどのように関係するのか。

もっとわかりやすく言うと、国は漁港施設をど

んどん民間に貸しなさい、長崎県もやっていく。

民間の皆さんに開放しますよということでアク

セルを踏んでいるんです。ところが、これだっ

たら漁業協同組合に調整しなさいと、平成16年
に出しているんです。これはブレーキがかかっ

ているんです。片方ではアクセルを踏んで、片

方ではブレーキをかける、これではどういうこ

とかとなるわけですね。

これは政策監、あなたがこういった調整をず

っと今までしてきたわけでございますから、政
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策監なり、担当課の方でどのような見解を持っ

ているのか、聞かせていただきたいと思ってお

ります。

【橋本漁港漁場課長】 確かに、山田(博)委員ご
指摘のとおり、現在は占用については地元漁協

の同意が必要ということになっております。

今回、条例を改正して規制緩和を図るわけで

ございますが、これにつきましては、占用期間

について緩和を図るということでございまして、

漁港は漁業者を中心として成り立っている集落

でございまして、そこに民間企業が入ってくる

ということになりますと、漁港の秩序が乱れな

いようにする必要もございます。そういった観

点からは、これまでどおり、地元の漁業協同組

合の同意が得られる企業が入ってくる方が漁村

のにぎわいの場をつくる、あるいは活性化につ

ながると考えておりますので、我々も漁港管理

者として、企業を判断する一つの指標としては

地元の漁業協同組合の同意が、これまでどおり

必要であると考えております。

【山田(博)委員】 わかりました。そういうこと
ですね。

では、参事監にお尋ねします。国の方の趣旨

というのは、この民間事業者が参入しやすくな

るように、できるだけ規制緩和をするというこ

とで法律改正、条例改正してきたわけですね。

この水産部長の通達というのは、ある意味、規

制緩和をしながら、いきなり規制をしていると

いうふうにとられてもおかしくない。こういっ

た姿というのは、国の方では了とするのか。こ

れは国の方に確認した上で、今の答弁はあるん

ですか。これは国に確認したんですね。それを

参事監にお尋ねしたいと思っております。

【内田水産部参事監】漁港施設ですので、当然

漁港の利用、要するに漁港として機能させなけ

ればいけないので、当然漁港というのは漁業者

が使っていますから、これはもう地元の同意を

取るということは当然なんだろうなと思ってお

ります。だからといって、同意を取るから規制

緩和の方向に反しているかというと、そういう

ことは全然考えておりません。

今、水産庁の方では、平成16年もそうですけ
れども、規制緩和というのを随時広げておりま

す。その基本的な考え方としては、漁港という

のは、とにかく、まず漁業のために機能する、

これが第一の原則ですけれども、漁港の利用の

状況というのが相当変わってきていると。中に

は、機能を再編した結果、少し空いたような用

地が出てくるかもしれないと。こういった時に、

地域の活性化に資する施設であれば、そこは幅

広く受け入れていこうじゃないかと、こういう

考え方でやっております。あくまで、漁業の本

拠地としての漁港があって、その上で地域活性

化のための施設というのがそこに付随してくる

と、こういう考え方でやっております。

【山田(博)委員】 私がお聞きしているのは、こ
の通達を国の方も了とするのかというのを聞い

ているんです。いいですか。今まで1年ごとに
更新して、3年を超えないようにしていたわけ
ですね。これが10年となれば、漁業者からする
と大丈夫だろうかと。

いいですか。今までは、更新は原則1年が多
かったんです。私もいろんな地域を回って、地

方局に行ったら、漁港施設とか、港湾施設でも

1年更新ですよ。なぜかというと、3年とか2年
にしていたら、実質上は担当者が忘れてしまう

から、今、もう必ず1年更新です、実際は。橋
本漁港漁場課長、そうなんですよ。出先は実際

1年ごとにやっているんですよ。担当者が代わ
るから、2年とか3年にしていたら、更新を忘れ
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てしまったら困るからということで1年更新で
やっているんです、実際は。これが10年近くま
でなるとどうなるかというと、忘れてしまうわ

けだよ。

今回、どういったことかというと、片方では

規制緩和して、片方では規制をするとなったら、

絵に描いた餅になるんじゃないかと言っている

わけですよ。これを水産部としては国にもきち

んと趣旨を説明して、了解してもらったと理解

していいんですね。私は、今回、国がやってい

ることはある意味わからんでもないけれども、

こういったことがあるということで、整合性を

どうするかということを言っているわけです。

いかがですか。

【内田水産部参事監】この平成16年6月24日の
ペーパーを水産庁に見せて、こういうペーパー

で県庁は考えているけれども、よろしいかと、

それをいつとったかどうかというのはわかりま

せん。ただし、当然ながら地元調整をしていく

と、これはもう大前提です。そこはやり方は任

されていると思います。地元の漁協の同意を取

るということについては、これはもう私は当た

り前だと思っておりまして、このペーパーを見

せて、この内容についていいかどうか、いつ聞

いたのかとか、それは私は今わかりませんけれ

ども、これについては特に問題はないんじゃな

いかと思っておりますし、水産庁もこれについ

て反対をするということは、なかなか想像はで

きません。

【山田(博)委員】 私は、平成16年時点ではそれ
でよかったと思うよ。今回は、法律改正して、

占用期間を長く延ばしたということを言ってい

るわけですよ。これが足かせになるんじゃない

かと私は言っているわけですよ。それを参事監

が今お答えするのは難しいのであれば、後日、

きちんと調整してお答えください。これは今あ

あしろ、こうしろと言っているわけじゃなくて、

部長も、さっき質問されてわかったと言ってい

るんですから、あとはこれをどのように調整す

るかというのをね。

条例改正しても、片方では規制緩和しなさい

と言っているわけですよ。しかし、平成16年の
こういったことがあると、これは絵に描いた餅

になるんじゃないかと私は言っているわけです

よ。もう一度言いますね。1年ごとにずっと更
新していたんですよ。これが10年となったら、
普通、地元の漁業者だって1年更新していたか
ら安心して、だめな時はやめることができたけ

ど、これが10年となったら、「はい、わかりま
した」と言って皆さん賛同できるかといったら

難しくなりますよ。ということは、この条例を

改正しても、絵に描いた餅になるんじゃないか

と思って私は言っているわけです。そういった

ことを調整しながら、次の6月定例会の委員会
では、またこの件に関して報告をいただきたい

と思っております。そういったことを言ってい

るわけです。参事監、いかがですか。

【内田水産部参事監】いずれにしましても、平

成16年というのは、もう今から15年前ですので、
大分状況も変わってきているだろうと思います。

新たに、今後、用地というのをどういうふうに

利活用するのかという意味で規制緩和もどんど

んやられておりますので、実際にそれを実行に

移していく上でどういう手続を踏むのか等は、

改めて整理をしていかなければいけないだろう

なと思っております。

【山田(博)委員】参事監、その答弁なんですよ。
そのとおりだと私は思うんですよ。それを答弁

していただくのに時間がかかったわけでして、

しっかりと取り組んでいただきたいと思ってお
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ります。これは指摘をさせていただいたわけで

ございます。

第73号議案「直轄特定漁港漁場整備事業に対
する県の負担金について」お尋ねします。これ

は領海の外で、まあじ・まさば・まいわしの増

殖を図るということを言っています。対馬の沖、

14キロも離れたところでこれをやるとなると、
主にここの地区で漁業をされる方は、どういっ

た漁業者を対象にされているのかというのを確

認の意味でお尋ねしたいと思います。

【内田水産部参事監】当該海域は、まさに書い

てありますように、まあじ・まさば・まいわし

等のまき網漁業、特に長崎船籍と聞いておりま

すけれども、そこが主の漁場と聞いております。

【山田(博)委員】 これは長崎船籍のまき網の漁
業者が中心にここで捕ってもらうようになって

いるということで理解していいんですね。そう

いったことですね。間違いありませんね。

【内田水産部参事監】実態として、利用の船籍

がそうだという状況でございます。

【山田(博)委員】 実態としてね。そういうこと
で、これは国の予算を投じて、長崎県の漁業者

の調整をしているわけですから、ここで今、第

73号議案「直轄特定漁業整備事業に対する県の
負担について」というのは、長崎県の貴重な一

般財源を出してやっているわけですから、長崎

県のまき網の船団がここで漁をしていただくよ

うになっているということを改めて確認させて

いただいたわけでございます。安心しました。

ありがとうございました。

【近藤委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【西川委員】 第70号議案「権利の放棄につい
て」です。担当部署の方は、相当長年苦労して

こられたと思いますが、しかし、結果的には残

念でございます。

そういう中で、この昭和56年から始まり、連
帯保証人の方も亡くなられておりますが、お聞

きしたいのは、連帯保証人は一人だったのか、

複数じゃなかったのか。

それと、今までに回収額が85万237円入って
おりますが、この最後の回収は何年何月、何円

だったのか。

そして、この方が、当初からかどうか知りま

せんが、今現在、福岡におられますが、どのよ

うな漁法の漁家として水産業を営んでいたのか、

詳しい内容をお聞かせください。

【川口水産経営課長】まず、この方の連帯保証

人でございますが、お二方おられました。

それと、参考資料の参考1というところの令
和元年度の回収額、平成2年1月末現在というと
ころがございますが、これにつきましては平成

30年度末の未収金が9件ございます。その方た
ちの令和元年度中の回収額ということで記載を

させていただいております。

最近の回収額につきましては、手元に資料が

ございませんので、申し訳ございません。

それと、この主債務者につきましては、借入

当時、昭和56年でございますが、シビひき縄一
本釣りを営んでいたというところで、急激に水

揚げの減少に陥ったということで延滞が発生し

たということでございます。

【西川委員】これは船をつくる資金ですか、そ

れとも、網や漁具などの資材の資金のための貸

付ですか、どっちだったんですか。

【川口水産経営課長】この借入につきましては、

低燃費機関ということでエンジンでございます。

【西川委員】エンジン乗せ替えだったんですか。

わかりました。

それで、長い年月、本当、担当部署はきつか

ったろうと思いますが、初めからずっと返済が
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滞っていたのですか。初めのうちは幾らか入っ

ていたんですか。どうしてこういう長い間、昭

和56年からのものが今現在までかかったのか、
その期間中の出来事など、もうちょっと詳しく

教えていただきたいと思います。

【川口水産経営課長】この主債務者の方につき

ましては、借入400万円でございますが、当初
は4年間で償還する計画で、1年目は100万円の
償還がありまして、2年目から非常に漁模様が
厳しくなって、その100万円のうち45万5,000
円は回収できましたが、元金として255万円が
その当時から残ってしまったということでござ

います。

この方につきましては、主債務者の状況に書

いてありますとおり、破産によりということで

ございますが、この方、漁が非常に厳しくなっ

て、福岡の方に転居をされております。転居先

では、漁業の乗り子になって稼いでいたようで

すが、非常にその状況が悪くて、自己破産の申

立をなされ、平成3年3月に破産が確定したとい
うことで、県は、この方の免責が確定しまして、

請求できなくなったということでございます。

先ほど申した二人の保証人につきましては、

延滞が発生した昭和60年から、当然、督促を実
施いたしております。

1名の方につきましては、当初から保証を否
認されて、面談も10回程度、督促も10回以上行
っておりますが、ずっと否認をされたというこ

とで、この1名の方につきましては平成12年に
消滅時効が満了したということで回収が不能に

なったところでございます。これにつきまして

は、時効を援用する旨の通知が最近なされまし

たので、そのことをもって保証人につきまして

の回収が不能になったと。

もう一名の方については、督促をしたところ、

一部償還に応じていただいたということで、額

的には少額をずっとお入れいただいていたんで

すが、この方につきましても亡くなられたとい

うことです。平成8年4月から一部償還に応じて
いただきましたが、平成28年に死亡されて、そ
の方の相続人につきまして、償還はどうかとい

うところで交渉しましたが、相続人全てが相続

放棄をされたということで、この方たちにも返

済の要求が不能になったということで、今回、

議会にお諮りするものでございます。

【西川委員】沿岸漁業改善資金の内容を詳しく

知らないんですが、担保とかは取っていなかっ

たんですか、土地・家屋、また船自体とか。そ

れがもしあったとしても価値がなかったのか。

その辺も詳しくお願いします。

【川口水産経営課長】この沿岸漁業改善資金に

つきましては、昭和54年に国の法律で定められ
た資金でございまして、当初から担保というか、

保証人を取るようにということでご指導がござ

いまして、担保につきましては当初から取らな

いということで現在まで運用しているところで

ございます。

【西川委員】 わかりました。それで、大変苦し

い立場で頑張ってきていただいたことには敬意

を表しますが、これだけの長い年月をかけなけ

れば、権利の放棄についてでも、決断をするに

はこれだけ時間がかかったんですか。先ほど平

成28年に連帯保証人の最後の一人の方が亡く
なったということですが、そこまで返済を促し

て努力しなければならなかったのか。権利の放

棄までの期間があまりにも長いので、つまり諦

めるのにどうしてこれだけ長くかかったのかと

思うんですが、その辺については何か決まりが

あるんですか。

【川口水産経営課長】権利の放棄に時間がかか
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ったということにつきましては、我々も行政債

権でありますので、きちんとした対応をしない

といけないということで、連帯保証人に対して

も面談を重ね、一方は死亡するまで少額でもお

支払いするというご返事がございまして、一部

ずつでも償還があっていたというところで、額

的に全ての額を一気に償還するような状況でも

ございませんでしたが、一部でも償還したいと

いうお話がございまして、それをずっと継続し

てやってきたということで、結果的に長い時間

かかったということでございます。

【西川委員】大変ご苦労でした。本当頭が下が

ります。

実は、水産部の審議の中で一つの例を挙げて

申し訳ないんですが、農林関係が市とか農協と

かの関連で、県からの補助金とか何とかで枠が

あると。市が、例えば近代化資金を幾ら持って

いるとか、農協に何人かおりませんかとか言っ

て無理やりに貸して、結局うまくいかなかった

という例も聞くんです。水産部はそういうこと

はなかったろうと思いますが、やはり制度資金

の貸付などにつきましては、本当ご無理なさら

ないよう、本当は水産部ですから漁業者のさら

なる活躍、所得の向上を目指して、いろいろな

船やエンジン、そして網などの資材につきまし

ても頑張らせてやりたいと思うところは十分わ

かりますが、無理しての貸付などをしないよう

に気をつけていただけたらと思います。ありが

とうございました。

【近藤委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤委員長】ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、議案に対する討論を行います。

討論はございませんか。

【山田(博)委員】今回の第54号議案の長崎県地
方卸売市場長崎魚市場条例ですけれども、これ

は賛成する立場で、改めて指摘だけ一言させて

いただきたいと思います。

以前の長崎県長崎魚市場条例は、きちんと反

社会的勢力の関与について指摘をされていたわ

けでありまして、それは今度、施行規則で十分

対応するということになっておりますので、し

っかりとした対応をお願いしたいと思います。

続きまして、第55号議案ですが、これも賛成
の立場で一つだけ指摘をさせていただきたい点

があります。

先ほど、説明させていただいたように、平成

16年6月24日の水産部長の通達文書があるんで
すが、その通達文書の中に、実は占用の許可に

当たっての留意事項というのがあって、毎年度

の占用許可更新に当たっては、事務手続をしっ

かりやりなさいという規定があるわけです。つ

まり、この占用は10年を超えないこととすると
いいますけれども、占用許可は更新をしないと

いけないわけですから、そこの整合性を地方機

関とどのようにするか。民間企業は10年近く借
りられると思ったら、毎年毎年更新しないとい

けないとなったら、それはちょっと、さっき言

ったように規制緩和をしながら、片方では規制

をしているんじゃないかという誤解を招きます

から、この条例改正の趣旨が十分行き届かない

点がありますので、そこはしっかりとお願いし

たいと思います。

【近藤委員長】 ほかに討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤委員長】ほかに討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。
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第53号議案ないし第55号議案、第70号議案及
び第73号議案については、原案のとおり可決す
ることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、各議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定されました。

次に、提出がありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について、

説明をお願いいたします。

【松尾漁政課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づきまして、本委員会に提出い

たしました水産部関係の資料についてご説明を

させていただきます。補助金の内示一覧等が載

っているものでございます。

まず、補助金の内示一覧表につきましてご説

明をさせていただきます。

令和元年11月から令和2年1月までの補助金
内示の実績は、1ページに記載のとおり、地域
栽培漁業推進基金支援事業費補助金など直接補

助金、計9件となっております。
次に、1,000万円以上の契約状況につきまして、

令和元年11月から令和2年1月までの実績は2ペ
ージから3ページに記載のとおり、建設工事以
外が2件、4ページから21ページに記載のとおり、
建設工事が10件、22ページから31ページに記載
のとおり、建設工事にかかる委託が8件となっ
ております。

なお、このうち入札に付したものは、入札結

果一覧表をそれぞれ添付しております。

次に、陳情・要望に対する対応状況につきま

して、知事及び部局長に対する陳情・要望のう

ち、県議会議長あてにも同様の陳情・要望が行

われたものは、島原半島振興対策協議会など4

件となっており、これに対する県の対応は資料

の32ページから88ページにかけて記載のとお
りでございます。

最後に、附属機関等会議結果報告につきまし

て、令和元年11月から令和2年1月までの実績は、
89ページから90ページに記載のとおり、長崎県
漁業経営改善計画認定審査委員会の1件となっ
ております。

説明は以上でございます。

よろしくご審議賜りますようよろしくお願い

いたします。

【近藤委員長】以上で説明が終わりましたので、

次に陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。

審査対象の陳情は、2番と16番です。
陳情について、何かご質問はありませんか。

【山田(博)委員】陳情番号の16番ですけれども、
今、対馬の漁業者の所得向上を実現する会とい

うことで宮崎会長からきているわけです。簡単

に言うと、山枯れの状態が進んでいるので、こ

れから豊かな海づくりを再生することを望むと

いうことできているわけですが、水産部はどの

ような実情を把握されているのか、まずお聞か

せ願いたいと思います。

【森川漁港漁場課企画監】山枯れの状況という

ことでございますけれども、実際、どの程度山

枯れが起こっているかというところは、十分私

どもも把握しておりませんが、対馬の漁業組織

が自分たちで植林活動を行おうという団体も出

てきております。したがいまして、山枯れとい

う実態があるところは十分認識しているところ

です。

この団体につきましては、対馬の美津島町の



令和２年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月１０日）

- 136 -

賀谷地区の藻場保全協議会、藻場保全活動組織

というところでございまして、水産多面的機能

発揮対策事業を活用しまして、山からの栄養分

の流出を防ぐということを行うために植林活動

を行っていこうという取組を今年から行うと伺

っております。

【山田(博)委員】 企画監、この陳情書が3月3日
にきて、この陳情書を踏まえた上で、対馬振興

局なり農林部に話をして、調査依頼とかはされ

ているか、されてないか、そこだけお尋ねした

いと思います。

【森川漁港漁場課企画監】その調査の依頼等ま

ではできておりませんでした。

【山田(博)委員】 これは、こういった実情とい
うのを踏まえた上で、もうちょっと調査をして

いただきたいと思います。

私は、実はこの委員会の勉強会で農林部の林

政課に対して、今現在、対馬にどれだけの山枯

れが起こっているかということを調べてくださ

いと。農林部も明日審査がありますけれども、

こういった状況を把握してないと。把握してな

い中でマツクイムシの駆除のために散布をして

いるんですよと。その散布をするのにどれだけ

の荒廃があるんですかと聞いてもわかってない

と言うんですね。わかってない状態でそんなこ

とをするんですかと私は指摘させていただいて、

山枯れがどれだけあるかというのを速やかに調

査して、次の委員会までには報告してもらいた

いとう話をしていたわけでございます。

ということは、今の企画監の話を聞いたら、

陳情書がきて文章は読んだけれども、一応そう

いうふうにあったけれども、農林部とも話をし

てない、対馬振興局とも話をしてないというこ

とはいかがな状況かと思いますので、本来であ

れば委員会審査だから、大変お忙しいとは思う

けれども、しっかりと次の委員会までにこの関

係者の方々と協議をして、足を運んで実情をし

っかりと把握していただきたいと思います。

企画監、私はこの漁業者の会の皆さん方の思

いというのは十分認識できるわけです。しかし、

忙しかったからとかいう理由はよくわかりませ

んが、そこはぐっとこらえて、次の委員会まで

にはきちんと報告できるような体制なり、施策

を委員会でお示しできるような状況にしていた

だきたいと思うんですが、いかがですか。企画

監、決意ぐらいぴしっと言っていただかないと、

私の気持ちがおさまらないんだよ。今日は髙屋

政策監がいるから抑えているけど。

【森川漁港漁場課企画監】委員ご指摘のとおり、

私どもも調査するところまで至りませんでした

けれども、農林部と情報交換しながら、よく勉

強させていただきたいと考えております。

【山田(博)委員】 ぜひよろしくお願いしたいと
思っております。

続きまして、陳情番号2番の海員組合からい
ろいろときておりますが、見てみますと、正直

言って、これは国の方の施策が中心じゃないか

と思っているわけです。その中であえて言わせ

ていただくと、捕鯨対策というのがありまして、

捕鯨対策も「日新丸」の代替建造を支援する施

策を講じていただきたいとか言って、一般的に

これはちょっと、陳情内容を見てみたら、どう

も国の方の施策を中心に書いてあるんじゃない

かと私は思うわけですが、これはどうですか。

漁政課長、県の方にきたわけですけれども、ど

ちらかというと、全体的にこれは国の方への要

望が強いんじゃないかと思うんですが、いかが

ですか。

【松尾漁政課長】今回の要望におきまして水産

部で所管をいたしておりますのは、30番の外国
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人漁船員の権利擁護と福利厚生対策ということ

で、確かにこの30番の要望につきましては、国
で今現在検討がなされているところでございま

す。内容を申し上げますと、国際労働機関であ

りますＩＬО、こちらの方で漁業労働条約が定

められました。この内容は、漁業者を対象とし

た労働の最低要件や勤務条件が盛り込まれたも

のでございますけれども、今、これは国の方で

批准等に向けて、批准、あるいは国内法制化が

行えるように環境整備を段階的に進めていると

聞いております。

したがいまして、県の対応といたしましても、

国の動向を注視していくという形にさせていた

だいております。

【山田(博)委員】 いずれにしても、これは国の
動向を注視しながらやっていかないといけない

ということでありますけれども、全日本海員組

合の長崎支部長からきている陳情書をもとに、

機会あるたびに、国にこういった要望があると

いうことでお伝えしていただければと思います。

よろしくお願いします。

【近藤委員長】 ほかに質問はありませんか。

【坂本(智)委員】 今、山田(博)委員から陳情書
の16番の件でいろいろとございました。私の地
元対馬、私の選挙区でもありますし、一言申し

上げたいと思います。さすがに対馬に来る回数

を重ねておられる山田(博)委員のご発言だなと
いうふうに思いました。

なぜ山枯れが起きると思いますか。対馬には、

イノシシもそうですけれども、鹿が今どのくら

いいるか、数字がわかる人はいらっしゃいませ

んか。大体推定で3万頭ぐらいいるんじゃない
かと。それを環境省が、随時減らしていかなき

ゃいけないという予定を今立てているんですけ

れども、どのくらいまでに減らすのかというと、

3,500頭ぐらいに減らすそうです。期間は10年
ぐらいかかるそうですけれども、それをもっと

もっとスピードを上げて、かなりの数を減らし

ていかなきゃ、10年もかかっていたら、山枯れ
どころじゃないというような気もいたしますも

のですから、明日、農林部でお話をさせていた

だこうとは思いますけれども、この鹿が苗木を

全部食べてしまって山枯れが起きるという状況

みたいですので、この鹿を何とかしなければな

らないと。だんだん、下島から上の方に行って

いるという、国の天然記念物のヒトツバタゴが

鰐浦というところにありますけれども、ヒトツ

バタゴのちょうどいいところを鹿の角で削るそ

うですね、下から1メートルから1メートル50セ
ンチぐらいのところを。そうすると、もうその

ヒトツバタゴは、国の天然記念物ではございま

すけれども、用をなさなくなってしまうという

状況で、鹿がとにかく芽を、杉やヒノキをずっ

と植えて防鹿ネットをしていますけれども、範

囲が限られていますし、そんなに狭い山ではご

ざいませんので、とにかくそういうことでござ

いますので、そこも併せて一緒にやっていかな

きゃいけないということを私は申し上げたいと

思います。以上です。

【近藤委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山田(博)委員】 地元の坂本(智)委員がおっし
ゃることは、さすがです。いろいろと詳しくさ

れましたけれども、これは水産部と農林部、い

ろんな機関としっかり取り組むべきだと思うん

です。企画監、これはしっかりやってください

よ。私は、本当は今日はもっと言いたいんだよ。

この今の答弁ではどうかと思うんだよ。そうい

うことで、企画監、決意だけもう一回聞いて、

坂本(智)委員の大所高所からのすばらしい見解
がありましたので、もう一回質問したくなった
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ので言っております。決意だけ聞いて終わりた

いと思います。

【近藤委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ３時４１分 休憩 ―

― 午後 ３時４２分 再開 ―

【近藤委員長】 再開いたします。

ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤委員長】ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。

次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。

【山田(博)委員】 「政策等決定過程の透明性等
の確保などに関する資料」の1ページ、補助金
の執行をする時に、いろんな資材とかを買いま

すけれども、全般的にお尋ねしたいと思うんで

すが、補助金を執行する時、土木部の積算基準

というのがあるんですね。こういった積算基準

を基にしながら直接補助金というのをある程度

精査をしてされているのかどうかというのを、

まず確認したいと思います。この直接補助金の

内示一覧表の全体に関わって質問しているわけ

でございますが、答弁いただけますか。

【吉田水産加工流通課企画監】 この補助金の9
件あるうちの5件が水産加工流通課の養殖関係
の事業でございますので、その点につきまして

ご説明させていただきます。

この養殖関係につきましては、基本的には物

を買うという内容の補助金でございまして、3
者以上の入札で基本的に手続がなされておりま

す。

ただ、真珠組合2件ございますけれども、こ
れにつきましてはＩＣＴブイというものを設置

いたしておりまして、これについてはそれを製

造できる相手先が特定されるということで、随

意契約で行われております。

【山田(博)委員】 これは漁政課長、土木部の積
算基準というのがあるんですけれども、これを

参考にして水産部も補助金というのは全体的に

やっているということで理解していいんですか。

今、代表して水産加工流通課企画監が述べま

したけれども、水産部としては、補助先という

のは全部土木部のこれを参考にしてやっている

のかどうかというのを改めて確認させていただ

きたいと思っております。

今、水産加工流通課企画監が答えたけれども、

水産部としてはきちんとそういったのを、しっ

かりとした指針、考えを持っているかというの

を、改めて確認させていただきたいと思ってお

ります。

【川口水産経営課長】補助金の施設整備等の見

積もりがどうかというところで、水産部として

きちんと対応しているかというご質問だと思い

ますが、今回は内示の中に水産経営課の施設整

備についてはございませんが、これまで山田

(博)委員からご指摘をいただきまして、我々施
設整備の県単事業、それと国庫補助事業を持っ

ておりますが、それにつきましては事業費積算

の時から見積もりを3者以上からいただいて、
適正な価格で設計額を算出して計画を立ててい

るところでございます。

【山田(博)委員】 ということは、私から指摘さ
れて、今、土木部と同じように、原則として3
者以上から見積もりを徴取してやっているとい

うことですね。私から指摘されてということで
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すね。これからはそれをきちっとやっていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。

それでは、もう一つお尋ねしたいんですが、

先ほどの養殖真珠の水質測定器センサーとあり

ますね。これはどこにつけたんですか。個数と

場所を教えてもらえませんか。

【吉田水産加工流通課企画監】県真珠組合につ

きましては、3カ所で設置いたしております。
佐世保市の浅子地区、鹿町地区、平戸地区の3
カ所でございます。

対馬地区につきましては、既に漁協の方で設

置をしておりましたＩＣＴブイに、このたび溶

存酸素量と塩分を策定できるセンサー、この機

能を付加したというもので、それは6基分でご
ざいます。申し訳ございませんが、既存の施設

への追加ということで、箇所までは手元に用意

しておりませんでした。

【山田(博)委員】 それでは、後ほどでいいです
から、細かい場所と地図をいただきたい。それ

から機能がわかる資料をいただきたいと思いま

す。

念のため確認しますけれども、こういった真

珠を養殖する地域はいろいろありまして、少な

い予算でやりくりしながらやっているわけです

が、これは事前にどこに設置するとか、そうい

うのはきちんと協議した上で設置していると理

解していいですか、そこだけお答えいただきた

いと思います。

【吉田水産加工流通課企画監】養殖事業につき

ましては、組織的な事業展開ということで、養

殖産地計画をつくりながら推進いたしておりま

す。

真珠につきましては、本土地区を対象といた

します長崎県真珠組合、この組合も入った中で

養殖産地協議会というものをつくっております。

そこの中で議論をされて申請が上がってきて、

箇所あたりも整理した上で要望が上がってくる

ということでございます。

対馬地区も同様でございまして、養殖業者の

方と組合と入った産地協議会がございまして、

そこの中で整理して上がってきているものでご

ざいます。

【山田(博)委員】 わかりました。では、後ほど
資料をよろしくお願いしたいと思います。

終わります。

【近藤委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ３時５０分 休憩 ―

― 午後 ３時５０分 再開 ―

【近藤委員長】 再開いたします。

次に、議案外の所管事務一般についてご質問

はありませんか。

【八江委員】定置網の育成強化というのが先ほ

ど議案にも出ていたんですけれども、定置網経

営企業体が大型台風や急潮によって破損するこ

とがあって、漁具の改良を進めていくというこ

とであります。例えば、それはどのような形で

するかということもあって、モデル実証とか、

経営モデルの確立を推進したいということです

けれども、これは今まで漁網を使っていたもの

が、漁網の形を変えるのか、質を変えるのか、

そして、どういう形でモデルをつくっていくの

か、まず尋ねたいと思います。

【川口水産経営課長】定置網漁業の育成強化事

業についてご説明いたします。

まず、漁具の改良でございますが、これにつ

きましては最近の台風の大型化とか、潮の流れ
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が急にくるというようなことがありまして、こ

こ2～3年、非常に台風被害が大きくなってござ
います。漁具が流されるという被害があります

が、これにつきましては今までの網目、網の大

きさが、潮の抵抗で網目が小さいと流されてし

まうということもございまして、例えば定置網

でありますと魚を一旦遮断して、箱網というか、

魚がたまる場所があるんですが、その垣網とい

う魚を一旦止める網、これがかなり、今まで少

し網目が小さかったというところで、潮の流れ

がきますとたわんで効果が発現できないという

こともございました。これを、網目を大きくす

れば流れに強いということもありまして、きち

んと張ることもできるというような改良を加え

れば、かなり漁獲効率が上がるということもご

ざいまして、そういう声も聞いておりますので、

まずはそういう網目の拡大を行いたいというこ

とと、流れにつきましては網を浮かす浮きがあ

りますけれども、そういうものをその海域に沿

った浮力にするというようなことも大切なこと

でございますし、網なりをきちんと張らせるた

めに、重りもつけております。その重りが適正

かというところもございますので、そういうも

のをその海域に合った漁具に改変していくとい

うことが1点でございます。
それと、そういうものをモデルにしてという

ところでございますが、被害があったところで、

要するに被害前の漁具と、被害後に漁具を改良

して経営がどううまくいったか、生産性がどう

うまくいったかというところを、それぞれの海

域でモデル化して、そのデータにつきましては

水産試験場とか、定置網の協会がありますので、

そういうところの協力を得て、モデル化して、

それを普及していきたいと考えているところで

ございます。

【八江委員】 今、網の質といいますか、漁網と

いうのもいろいろ、プラスチック製みたいなも

のも今はあるし、強化されたものもあるし、そ

ういったものに変えるのかなということと、網

の目は確かに潮の流れで随分変わってきます。

そういったことに関係した答弁はなかったんで

すが、網の目を大きくするだけでいいんですか。

性質とか、網の大きさを変えるとかも、定置網

の大きさによって変わるんだろうと思いますけ

れども、その辺はいかがですか。

【川口水産経営課長】漁網の資材の質につきま

しては、委員ご指摘のとおり、海域によっては

中に重りが入ったロープとか、より軽いロープ

とか、いろんなものがございますので、そうい

うものを含めて網目等々も改良していくという

考えでございます。

【八江委員】 委員長は上五島ですけれども、

我々も上五島に時々行った時に、定置網にイル

カがかかったとか、イルカの5メートル以上は
鯨だと、5メートル以内はイルカだということ
があって、誰かがそういうところで購入して

我々も食味をさせていただく機会も得たんです

けれども、そういったものも考え方によっては

定置網の中に大型の魚種がかかってくるんじゃ

ないかと思いますけれども、そういったことを

想定しながら考えてもいいのではないかという

思いもあって聞いておりましたので、そういう

意味では、そういったことを考えて、定置網の

中に入る沿岸捕鯨というものもありますし、こ

の間は一般質問の中で捕鯨のことをお尋ねしま

した。長崎県がなんで手を挙げなかったのです

かと言ったら、いろんな事情があってできない

んだと言われておりましたけれども、かかるも

のは捕っていいということにはなっていると思

います。そのことはぜひ、捕鯨の形でしていた
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だきたいと思います。

先ほど、陳情の中に捕鯨のこともちょっと出

ましたけれども、日新丸は大型船団で、下関が

本拠地になっております。そういったものの流

通基地を、長崎県は捕鯨ができなければ、長崎

は日本一の鯨の消費県だと言われています。ま

た、長崎港に前は日新丸が停泊して荷下ろしを

したこともあるし、長崎港にはたくさんの鯨問

屋がたくさんあるということ。彼杵は彼杵で、

鯨の市場もありますので、そういったことをで

きないかということで、今後協力要請をしてみ

るというか、調査をしながらお願いしてみると

いうことになったんですけれども、そのことの

可能性というものもぜひ追及していただきたい。

そして、できれば定置網等で捕っていただき

たい。そして、それを長崎県のものに、沿岸捕

鯨につなげていただきたいという思いがありま

すけれども、その点、いかがですか。

【岩田水産加工流通課長】ただいまの件につき

ましては、今回の一般質問の中でも部長が答弁

をさせていただきました。繰り返しになるかも

しれませんけれども、平成8年と平成14年に長
崎港の方に共同船舶が寄港していただきました。

その時は鯨肉につきましても水揚げをしていた

だいて、長崎に保管をしていただいたと。その

時のことを、当時のこちらの鯨業者の方に聞き

ますと、やはりその時は非常に流通経費がかか

らないので格安で購入できたということ、それ

から冷凍の保管料ですとか、全国へ発送すると

いうので、その辺の業界も非常に利益が出まし

たということ、それから、母船の一般公開です

とか、物販のイベントもあり、非常ににぎわっ

たと、とてもよかったということをお聞きして

おります。

今後、答弁でもいたしましたけれども、捕鯨

船団に長崎港に寄港していただくように、地元

の鮮魚流通の方と協議しながら、具体的にどう

やって進めていくのかというところから検討い

たしまして、できることからやらせていただこ

うかなと思っております。

【八江委員】ぜひ、共同船舶の寄港地が下関で

ありますので、その南地区はそこだけしかない

んですね。あとは東北、北海道方面の沿岸捕鯨

がなされているところです。ですから、どうし

ても日新丸のよく寄港するところ、それに近い

長崎県というのは、どうしても、せめて流通の

中心的な役割を果たすということばかりはでき

ませんけれども、準基地になるような形で、強

力にスクラムを組みながらお願いをしたいと思

っております。何とか今の消費量の関係と過去

の実績から、私も共同船舶の社長はじめ皆さん

知っていますけれども、県の方から正式に、し

かと要望、鯨類研究所も含めて進めていただき

たいと思いますけれども、いま一度それを、部

長から答弁いただいたんですけれども、再度、

最後の話だと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。

【坂本水産部長】一般質問で申し上げましたし、

先ほど岩田課長から申し上げたとおりでござい

まして、過去に2回、日新丸が長崎に入った際、
非常に鯨の流通にもメリットがあり、地域もに

ぎわったということでございますので、鯨流通

業者とも十分協議しながら、一体となって国及

び捕鯨関係団体の方に要請を行ってまいりたい

と考えています。

【山下委員】 議案外で2点、手短に質問させて
いただきたいと思います。

まず、まち・ひと・しごと創生総合戦略の中

で、この冊子でいくと91ページでありますが、
異業種との連携による浜の活性化という項目が
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ありまして、離島の漁村集落への人の交流を図

っていくということで、具体的に3点こちらに
掲載があります。

その中で、釣りを滞在型観光のツールとした

ブルーツーリズムを構築していくと書いてござ

います。もちろん、文化観光国際部の方との連

携もあると思うんですが、このあたりのイメー

ジといいましょうか、中身についてちょっとお

知らせをいただければと思います。

【内田水産部参事監】漁村の魅力といえば、伝

統文化であるとか、あとは美しい海があって、

おいしい魚が捕れると。それぞれいろいろある

と思いますが、こういったアドバンテージを活

かしていく分野の一つとして釣りというものに

注目して、滞在型観光を促進していきたいと、

こういう考え方でございます。

具体的には、まず釣りに活用可能な施設の抽

出、あるいは利用者のニーズの把握、あとは漁

業活動などと調整していく上での課題、必要と

なる安全対策、こういったものについていろい

ろ整理していこうと思っております。

そして、その上で取組意欲の高い地域と一緒

にストーリーづくりであるとか、必要な施設整

備を本格的に進めていこうと、こういう考え方

でおります。

【山下委員】私の周りにも大変釣りの愛好家の

方が多うございまして、また、他県からもすば

らしい漁場があるということで訪れる方も大変

多うございますので、ぜひ釣りをこうやって滞

在型観光のツールとして、今後、長崎県を押し

出していただきたいなと思っております。

そこで私は提案がありまして、釣りとツーリ

ズムをかけまして、「ながさき釣りツリ」とか、

「釣りツリながさき」とか、何かそういうイン

パクトのあるキャッチコピーを出すことで、長

崎のイメージを釣りのイメージということでや

ったらどうかなというふうに提案させていただ

くんですが、水産部長、この「釣りツリながさ

き」について、少し感想を申し述べていただけ

ればと思います。

【坂本水産部長】参考にさせていただきたいと

思います。

私も釣りが好きなので、ぜひ釣りで漁村地域

の賑わいづくりとか、都市との交流について促

進させていきたいと考えています。

【山下委員】もう一点だけ最後に質問させてい

ただきますが、同じく総合戦略の90ページに、
ヨット等の寄港誘致増による交流人口の拡大と

いう記載がございます。これは県内、例えばど

ういうところのイメージでこの掲載をされてい

るんでしょうか、お知らせいただければと思い

ます。

【内田水産部参事監】静穏域や浮桟橋、トイレ、

あとは飲食関連施設とか、こういったものがユ

ーザーニーズとしてあるということまでは大体

つかめてきております。

あとはそういったニーズを満たせて、なおか

つ漁協と地元の理解が得られるような場所、こ

ういった場所をこれから選んで、いろいろなこ

とをお話していくということを考えております。

まだ、具体的にここだというものではありませ

んけれども。

【山下委員】これにマッチングする場所を私が

見つけました。宇久に県管理の「フィッシャリ

ーナ宇久」というマリーナがあるんです。これ

は県の肝いりでつくった施設でありまして、こ

こが、残念ながら今まだ遊んでいる状態であり

ます。ぜひここを活用していただいて、このま

ち・ひと・しごと創生総合戦略に盛り込まれた

ことを実現するには、ぜひとも宇久の「フィッ
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シャリーナ宇久」を、今後整備とかメンテナン

スしていただいて活用していただければと思う

んですが、その点だけ感想をいただいて終わり

たいと思います。

【内田水産部参事監】宇久については、フィッ

シャリーナが昔整備されているということでご

ざいます。ポテンシャルはあるんではないかな

と思っております。今後、長崎県全体としてど

ういうふうに、利用者に来ていただくのかとい

うことも考えていかなければいけないと思いま

すし、宇久についても、もちろんそういう施設

が既にあるということを踏まえながら、全体の

中で考えながらやっていきたいと思っておりま

す。

【浅田委員】ブルーツーリズムについて、私も

まずはお伺いをさせていただきたいと思います。

私もせっかく船の免許を取ったので、釣りでも

始めてみようかなと思っているところなんです

が、漁港で、いろんな場所がある中において、

例えば釣りをする場所において一定のルールと

いうのがないと、観光人口を集めるということ

は私は非常に大賛成なんですけれども、魚を資

源として考えた場合において、いろんなルール

づくり、キープ・アンド・リリースとか、そう

いったものの考え方だったり、例えばいろんな

ものを廃棄していって、逆に言うと海が汚され

る。だから、例えば料金を取ることによって整

備費等を出すとか、地域によってはそういうこ

とをしっかりやっているところがあると思うん

ですね。まず、交流人口を増やすところからの

視点だけで走るのか。きちっとそういったルー

ルづくりもしていく必要性もあると思うんです

が、そのようなところはどのようにお考えでし

ょうか。

【内田水産部参事監】まさに重要な、一番重要

な視点の一つになると思います。私は、先ほど

どういうふうに進めていくかという時に、地元

の理解が得られると言いましたけれども、要す

るにそういうイメージがまずあると思いますし、

しっかりごみの対策であるとか、漁業の邪魔を

しないとか、こういったルールづくり、あとは

その上で受け入れてもらうような場所、さらに

は、なおかつ魅力的で呼び込めるようなストー

リーというものをつくっていかなければいけな

いと思います。それはもう三位一体で考えてい

かなければいけないと思っております。

【浅田委員】 そうですね。どこもかしこも、釣

りをするからお金を取るとかではないにしても、

さっき言っていた、しっかりとした環境整備が

なされて、いろんなことが活用できるところで

はそういうことを一定考えながら、まずはやっ

てみたり、きっちりとした長崎の歩み方、水産

県としての一つのやり方、方策というものを見

つけていく必要性があるのではないかなという

ふうに感じています。

その中で、もう一つ漁港の有効活用というの

があって、ここもこの中に釣りだったりヨット

だったりというのがあるんですけれども、漁港

に応じて、私は前から、海を活用したまちづく

りというもので何度かご質問をさせていただい

た中で、漁港であいていても、いや、ここは漁

港だからヨットは泊められませんと断られた方

がいるんですが、ここの中での漁港というのは

どこを考えられているのか。

長崎の中でも、例えば目の前の県庁から渡っ

たところに丸尾地域とかもあるわけですね。わ

かりますか、参事監。例えば、そことかは絶対

ヨットはだめですみたいなことが過去にあって

いるんですけど、あそこはだめだけど、ここは

いいとか、いろんな区分けというのが、素人な
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ものですからわかりませんので、そのあたりも

含めて教えていただければと思います。

【内田水産部参事監】漁港の利用の計画をつく

っていて、漁港の中で実際にその漁業ゾーン、

どこで陸揚げするのか、陸揚げした漁船がどこ

で休憩をするのか、どこで準備をするのか、あ

とはそのほかの船をどこに泊めるのかといった

ゾーニングというのをつくっております。その

中で決められた計画に基づいて漁港の利用とい

うのは進めていると、そういう計画をつくって

いるということです。

【浅田委員】ということは、あくまで使われて

いない地域においては、そういったヨットの停

泊だったり、いろんなことをやっていくという

ところだと思うんですけど、すみません、私が

見た時に、あまりそんなに船がいるように感じ

なかったものですから、それも併せて、自分の

中では、ここはもっと活用のしようがあるんで

はないかなと感じたところでした。

また、話は全然変わってしまうんですけれど

も、先ほど栽培漁業の話があって、大村湾、橘

湾の方に放流というのがありました。これも素

人的な感覚なのかもしれませんが、その放流し

た後の状況というか、もちろん魚を全部追跡す

るわけにはいかないと思いますけれども、どの

くらいだったらきちんと放流してとか、また追

加して放流するとか、いろいろあると思うんで

すけれども、たくさん放流すればするほど個体

間の競争とかも激しくなったり、いろんな状況

があるかと思うんですが、それはどういう感じ

でやられているんでしょうか。

【中村漁業振興課長】 委員おっしゃるように、

あまりたくさん放流しても効果が出ないといっ

た場合もございますが、今、全般的に長崎の水

産業は資源が減っておりますので、できる限り

人工種苗を放流していくということですが、現

在の技術では、天然で生まれる数量よりも相当

少ない数でしか人工的には放流できていない。

経費もかかりますので、今のところ、そういっ

た問題は生じていないところでございます。

放流したものにつきましては、地元や県、水

産試験場が一緒になって、例えば魚のひれを切

って標識をつけて、回収できている数量を把握

するとか、あるいは最近ではＤＮＡ標識と申し

まして、ＤＮＡで親子関係を判別できる技術も

水産試験場の方で進めておりますので、そうい

うものを最大限使いながら、放流効果を求めて

いきたいと思っています。

今日ご紹介したヒラメでは、多いところでは

2割ぐらいは放流魚が混じっているという報告
もございますし、それから通算の回収率も5％
程度回収されていると。5％程度であれば、一
般的には費用対効果がとれているといった状況、

漁業者の方も放流ものが増えているといった感

想もいただきますので、こういった事例を積み

重ねていきたいと考えております。

【浅田委員】ありがとうございます。一定の効

果がしっかりあらわれているということで理解

できました。

それと、さっき藻場の話も出ていたと思うん

ですけれども、藻場にもいろんな種類があって、

ある1つの種類ばかり増やすと、今度逆に生態
系のバランスを崩すおそれがあるのではないか

ということを勉強している人から聞いたことが

あるんですが、今の長崎の状況において、先ほ

ど何でしたか、ホンダワラ類でというお話だっ

たんですけれども、そのあたりはどういうふう

に考えてやられているんでしょうか。

【森川漁港漁場課企画監】もともと長崎県の藻

場は、アラメとかカジメという大型の昆布類の
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藻場が非常に多かったんですが、近年、海水温

が上昇してきまして、非常に魚の摂餌活動が活

発になって、魚に食われてなくなってしまうと

いう現象が起こってきています。

一方で、ホンダワラ類にも種類がいっぱいあ

るんですけれども、今まであまり見られなかっ

たような南方系のホンダワラ類がこちらの方で

生育しているという状況にもなってきています。

したがいまして、これまでアラメ、カジメ類

を増やそうとしていましたけれども、過去にあ

ったからといって、それがこの先も育つかと言

われると、なかなか難しい状態ですので、今そ

こに生息しているものをどんどん増やしていこ

うという考え方で、現存の環境にあったものを

増やしていこうという考え方で今事業を進めて

いるという状況です。

【浅田委員】すみません、先ほどから聞こえな

くなるのでご協力よろしくお願いします。途中

全然答弁が聞こえませんでした。申し訳ありま

せん。後で議事録でしっかり確認をさせていた

だきたいと思います。

藻場の食害の話なども先ほどご説明が、山田

(博)委員の質問の中であったと思うんですけれ
ども、藻場減少の原因と断定できるような根拠

について、後ででもいいんですが、資料等々が

あれば、それもお示しいただければありがたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

以上にします。

【西川委員】浅田委員の質問に関連してお尋ね

します。

実は、港には漁港と港湾とあります。平戸市

の平戸港は港湾で、土木部所管ですが、実は最

近クルーザー、そしてヨットなどの停泊があり

まして、電気、水の供給を要望されております。

その施設をですね。そういうことでここ1年ば

かり私も土木部にお願いしたり、打ち合わせを

したりしていたんですが、各地でそのような要

求が出ている。だから、土木部としては、水、

電気などの供給をどのようにまとめて、どんな

ところから手をつけていけばいいのか、考えて

いるのかというところなんですけれども、水産

部所管の漁港とも関連があるわけですね。

それで、漁港に大型クルーザーが来たら、先

ほどのお話ではありませんが、漁業の邪魔にな

るかもわかりません。どれくらいの船までだっ

たらいいのか、それは堤防とか、港の大きさ、

そして水位などで当然わかってくると思います

が、そのような中で、水産部としても将来ヨッ

トハーバー的なものでなくてでも、釣り船のた

まり場的な意味で、地元の漁船じゃない船が停

泊可能な施設を整備していくということを考え

ておられるかもわかりませんし、私が経験した

のは生月の舘浦港で島根県等他県から来るイカ

釣り船の水や一時停泊の許可ということで水産

部の方にお世話をいただきました。そういうこ

とで、海、港に対する水産部と土木部が連携し

た施設、水や電気の供給、もしくは、場所によ

ってはトイレが要るかもわかりません。そうい

うものの整備方針について連携したお話ができ

ているものか、話が進んでいるものか、全然別

個なのか、その辺を説明していただきたいと思

います。

【近藤委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ４時１９分 休憩 ―

― 午後 ４時２３分 再開 ―

【近藤委員長】 再開いたします。

【内田水産部参事監】 港湾及び漁港それぞれ、

漁船が利用していますので、関係部局とよく情

報交換をし、連携をしながら施策を進めていき
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たいと思います。

【近藤委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山田(博)委員】 それでは、議案外の質問をさ
せていただきたいと思います。時間が15分とい
うことで限られておりますので、質問させてい

ただきたいと思います。

漁業振興課長、いろんな漁業許可の中で資金

計画とか収支計画、資金計画においては資金調

達とか資金運用、収支計画においては収入とか

支出とか、こういった書類まで出させるような

漁業許可というのは、サンゴ漁の許可以外にあ

るんですか。あるのか、ないのか、そこだけお

答えください。

【中村漁業振興課長】許可申請を受ける上での

許可の手引きという中で、そういう1年間の収
支見通し等含めて参考資料として提出をしてい

ただいているところでございます。全ての漁業

許可についてでございます。

【山田(博)委員】 全てこれをやっていると理解
していいんですね。キビナゴなんかの漁師の人

も全部やっているんですね。間違いないですね。

私は確認しますよ。私は、いろんな漁業者に聞

いたけど、組合から申請した時、こういった話

をしたことはないよ。間違いないんですね、そ

こだけ確認させていただきたいと思います。

【中村漁業振興課長】許可申請書には、そうい

う書類を添付していただいておりますが、組合

によっては漁協を通して販売しているところ、

あるいは継続してずっと許可を受けている方な

どは漁協の指導を受けながらとか、そういう書

類も整備をされているんじゃないかというふう

に思っております。

【山田(博)委員】 違うんですよ。漁業協同組合
とかなんかじゃなくて、長崎県が許可するので

あれば、全ての許可に、先ほど言った資金計画、

収支計画をきちんと添付して、長崎県知事の許

可に基づいてやっているというのであれば、県

の方できちんと確認した上で許可を出している

と理解していいんですか、そこだけ確認してい

るわけです。

【中村漁業振興課長】その書類を添付書類とい

たしておりますので、その書類の内容も審査の

一つとして参考にさせていただいております。

【山田(博)委員】 そうしますと、その書類の資
金計画の中に、この漁業は大体1年間でどれだ
けの費用がかかって、どれだけの資金運用が必

要かというのはきちんと把握した上で許可して

いると理解していいわけですね。

というのは、この資金計画というのはあくま

で書類で上げるわけだから、いい加減なことで

出していたら県も許可しないわけですからね、

ちゃんと書類を見ているわけだから。そういう

ことで理解していいかどうかだけお答えいただ

けますか。

【中村漁業振興課長】同じ漁業種類でも周年や

られる方、あるいは時期的にやられる方、ある

いは漁船の大きさ、さまざまでございますので、

統一してこの程度の計画であればというのは、

なかなか難しいところではございますが、今ま

でこの書類を見たところでは、操業、経営に何

か支障があるといったようなものは見られたこ

とはないというふうに承知しております。

【山田(博)委員】 私はそういうことを言ってい
るんじゃなくて、例えばサンゴ漁の許可に当た

っては、そこの資金計画の中で資金調達は幾ら

必要ですと、収支は幾らですと、ある程度この

ぐらいの運用の中でやらないとだめですよとい

うことをきちんと理解した上で許可しているの

かどうかと言っているわけですよ。なぜかと言

ったら、そういった書類を出させるわけだから。
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出して許可する方が、きちんと認識した上で許

可しているんでしょうということを言っている

わけですよ。それもわからんうちに、組合から

上がってきたから、許可するというわけじゃな

いんでしょう、これは。それは大事なところで

す。なんでかというと、許可をあなた方がする

わけだから、県がするんだから。資金計画出せ、

収支計画を出させておいて、この漁はどれだけ

の資金運用が必要ですよとか、何もかも全部把

握した上で許可しているかどうかというのを確

認しているんです。そこだけお答えください。

【中村漁業振興課長】漁業を営む上で一番大事

なのは、まず漁船ということ、その漁船を所有

しているか、調達できているかというのは、こ

れは漁船登録等々で県は確認しております。そ

れ以外に出漁する時の経費であるとか、実際の

収入見込みというのを書いていただいているん

ですが、これも経営規模、漁船規模によってさ

まざまでございますので、これ以上であればい

いとか、そういうルールはなくて、全体の計画

の中で判断をさせていただいているということ

でございます。

【山田(博)委員】 ルールはそうだけれども、私
が言っているのは、ある程度の漁業の、サンゴ

漁ならサンゴ漁でどれだけの船が要るというの

は認識した上で許可しているんでしょうねとい

うことを聞いているわけですよ。なおかつ、莫

大な費用がかかるのであれば、その費用はどこ

から持ってきたんですかと、きちんと調査をし

て許可していると認識していいんですか。

なぜかというと、聞くところによると、いろ

んな漁業において、外国人からお金を出資して

もらっているとかいろいろあるからさ。出資し

てもらっているなら共同経営になるのかと。共

同経営になるのであれば、共同経営のあれを出

しているかといったらそうでもないというのが

いろいろ出てきているから、漁業振興課長、そ

ういった時はやはり漁業の規模、資金計画の中

でどこからどういうふうに資金調達をしたかと

か、きちんと把握した上で、これが共同経営に

当たるんじゃないか、当たらないのか、そうい

ったことをきちんと調査をした上でこういった

許可をしていただきたいと思うんですが、改め

てその見解を聞かせていただきたいと思います。

【中村漁業振興課長】出資については、外国資

本がする場合についても、これは特段支障はな

いということは水産庁には確認をいたしておる

ところでございますが、漁船を購入するに当た

って、いろんなところから資金調達される漁業

者もいるというふうには伺っております。

それから、経営を進めていく上で、最初に事

業計画書というものを審査するわけですが、そ

の後の経営の状況については、毎年、漁獲実績

報告を取って、実際操業されているかどうかを

確認しているところでございます。

山田(博)委員がおっしゃったように、いろん
な情報があった場合には、本人等から調査をし

て、事実関係を確認するということをしたいと

思っております。

【山田(博)委員】 漁業振興課長、指摘をしてお
かないといけないのがあって、この前のＩＲ事

件は、いいですか、資金がどのような法的ルー

ルに基づいて出資されたかということが一番問

題になったんですね。私は、このサンゴ漁の許

可において、出資したらだめだと言っているん

じゃないんです。そのお金はどういった形で入

ってきたかというのを言っているわけです。

だから、改めてこういったきちんとした調査

をしていただきたいと思っております。

それで、これは水産加工流通課長にお尋ねし
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ますけれども、今、マグロの規制が厳しくなっ

ております。そうすると、今、漁業者において、

市場に大型まき網船が入る日時がわかることに

よって漁業経営に大きな影響をもたらすと。つ

まり、市場にまき網船が入荷するのが大体わか

っていれば、自分たちの漁の日程調整をして水

揚げをしないと。これによって経費とか、漁業

経営に大きな影響をもたらすということで、し

っかりとそういった調査なり、連絡をもらえれ

ば大変ありがたいということを言っていました

けれども、これはなかなかうまくいかないね。

水産加工流通課長、昨年からずっと言っている

けれども、あそこに行ったりここに行ったりと

かして全然進まないけれども、しっかりとこれ

はやっていただきたいと思うんですよ。次の委

員会で委員の皆さん方に、壱岐、対馬、五島に

おきまして、マグロの規制が厳しい中に、所得

向上の一環としてそういったことをやってきま

したという報告を上げてもらうようにしていた

だきたいと思っております、次の委員会までに。

決意だけお答えいただけますか。

【岩田水産加工流通課長】今、指摘いただきま

した件につきましては、対馬の漁協の方でいろ

いろ検討していただいております。そこのやり

方等につきまして、当課で把握して、ほかの漁

協の方にも周知をしたい。次回の委員会で報告

させていただきたいと思っております。

【山田(博)委員】 ぜひそれはお願いしたいと思
っております。

それで、漁港漁場課長にお尋ねしたいことが

あります。時間的にないので、資料をお願いし

たいと思います。

というのは、繰越明許費の資料の3ページに、
鳴鼓トンネルという長崎市のトンネルが基本計

画の承認に時間を要したので遅れるということ

になっています。荒川地区の水産基盤整備工事

もですね。あと、五島地区の奥浦地区も樫の浦

の漁港整備が遅れているみたいなので、その遅

れている理由、また整備計画がどのようなるか

というのを後日説明いただきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

時間があまりありませんので、改めてまた漁

業振興課長に資料の確認だけします。クロマグ

ロの漁業の承認が、要するに規制する前には

1,918隻ありましたが、現在の隻数は2,457隻。
実際に、今捕っている船は1,291隻、これは間違
いないかどうか、そこだけお答えください。

【中村漁業振興課長】これは国の承認制になっ

ておりますが、現在承認を受けている船が2,457
隻、それから直近の漁獲期間であります平成30
年7月から31年の3月31日までの間の第4管理期
間という管理期間がございますが、その間に漁

獲実績がある者が1,291隻ということになって
ございます。これは第4管理期間の場合は、マ
グロの内容がやや低調で、漁獲、特に大型魚が

芳しくなかったためじゃないかというふうに推

察いたしております。

【山田(博)委員】 それだけですか。
漁業振興課長、いいですか、クロマグロの規

制をする時というのは、大変マグロ漁の盛んな

時に1,918隻であったと。規制をする直前になっ
たら2,457隻だった。今になったら、実際やって
いる人が1,291隻。なぜこういう差があるんです
か。お答えいただけますか。

一番マグロ漁が盛んな時に1,918隻であった
んですよ。規制がどんどんされますよとなった

ら2,457隻、今になったら1,291隻。いいですか。
直前には2,457隻あったんです。これはなぜ上が
って下がるということになっているわけですか。

どういうことですか。
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【中村漁業振興課長】規制前は、届け出制とい

うことで、1,918隻が届け出をなされておりまし
た。平成27年から承認制が入って、隻数が規制
されるということになりましたので、長崎県と

いたしましてはマグロの漁獲量というのは年変

動が大きいので、できるだけマグロ漁業に携わ

る可能性のある方は進んで承認をしてください

ということで助言をいたしました結果、承認枠

が2,457隻という結果になったということでご
ざいます。

【山田(博)委員】 そういうことだったんですね。
漁業振興課長、その政策がよかったか悪かった

か、検証して次の委員会までに報告してくださ

い。いいですか。

【中村漁業振興課長】 2,457隻にしてからの漁
獲状況等について、調べてご報告したいと考え

ます。

【山田(博)委員】 ぜひお願いしたいと思います。
最後に、私は35歳で県議会議員になって、私

の地元は1次産業の農業、漁業が大変盛んであ
りまして、私も最初に県議会議員になった時は

この委員会に所属させていただきました。私も

若気の至りで、いろんな失礼な発言とかあった

ということをいまだに反省しながら、日々精進

して頑張っているわけでございます。今回、私

もこの委員会でお世話になった総合水産試験場

長の平野さん、五島の奈留島の多面的でいろい

ろと迷惑をかけたり、ご苦労かけました。本当

にありがとうございました。地元の人から、大

変お世話になったということで、奈留島の漁業

者の方から一言お礼を言っていただきたいとい

うのがありました。

あなたにお願いがありまして、今まで水産行

政に携わってこられて、これからの水産行政は

どういうふうにあるべきかというのを、ぜひ後

輩含めて、私にもご教授いただきたいと思いま

す。一言述べていただきたいと思います。

続きまして、髙屋政策監、私もあなたにいろ

いろと教授いただいたわけでございますが、髙

屋政策監が対馬市の副市長時代に、対馬の人た

ちも大変お世話になったということでありまし

て、退職にするに当たって、ぜひこれからの水

産行政について、あなたのいろんなご意見を私

も賜りたいと思いますので、一言、退職に当た

ってのご意見を聞かせていただいて終わりたい

と思います。

【平野総合水産試験場長】 私自身、35年間の
県庁勤務ですが、そのうち実質21年間が水産試
験場勤務ということで技術開発に携わってきま

した。それで、後輩に残すということで言わせ

ていただきますと、主に試験場になるんでしょ

うけれども、やはり地元の漁業者にとって、そ

の方々がもうかるような技術開発に励んでいた

だきたいというのが私が試験場に残していきた

い言葉でございます。本当に長い間どうもあり

がとうございました。

【髙屋水産部政策監】 一言だけ申し上げます。

私が入った当初と比べて、ここ数年で随分変

わったのは、所得に注目するということと、総

花的にメニューを掲げた中から漁業者が選ぶと

いう方法ではなくて、個々の漁業者の経営を分

析して、足らざるものは何なのかと、それに焦

点を当てて不要なものはしない。とにかくあな

たの一番大事なのはこれですよというのをお互

い理解した上で、行政も漁業者も理解した上で

設備投資をする。あるいは経営計画を立てる。

それによって確かに効果が出てまいりました。

後継者もそれを見て、おれもやろうという人が

随分出てまいりました。このやり方は間違って

ないと思います。後輩には一層進めてもらいた
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いと思っております。

【近藤委員長】 ほかに質問はありませんか。

【中村(一)副委員長】 ラストバッターです。
今、島原半島は、非常にワカメの最盛期を迎

えておりますけれども、県内の状況と南島原市

内の状況をお伺いいたします。

【吉田水産加工流通課企画監】養殖ワカメにつ

きましては、今季、芽流れという現象が発生い

たしております。

島原半島におきましては、養殖開始の11月か
ら12月にかけて、この芽流れが発生いたしまし
て、7漁協中5漁協で確認をされております。
また、県内におきましては、壱岐、小値賀、

平戸地先の養殖ワカメにも見られ、また、天然

ワカメについても佐世保市、対馬市、長崎市な

どでは若干不漁の情報があるという状況でござ

います。

さらに、島原半島の養殖ワカメにつきまして

は、少し被害の方が大きかったものですから、

現地調査、水試あたりも現場に入って調査をし

て、さらに1月末にそれぞれアンケートを実施
させていただきました。

生育不良があるか、ないかだけ申しますと、

43業者中、生育不良があるとそのアンケートで
お答えになられた方が13業者、ないと答えられ
た方が30業者ということで、大体7割、3割の比
率でございます。地域的にばらつきがあるとい

う状況でございます。

【中村(一)副委員長】 大体その原因はどのよう
に見ておられますか。

【平野総合水産試験場長】 今漁期の11月から
12月は、気温もそうなんですけれども、例年に
ない高水温、水温が高くて、平年より1度から2
度Ｃ高く推移しております。

これまでも平成27年の秋から冬が高水温で、

有明海のみならず、県内各地の養殖及び天然ワ

カメに生育不良というのが生じております。そ

の時は、有明海では養殖ワカメの生産量が平年

の約6割に減少する不作になりました。
それで、今年に関しましては、やはり今回の

ワカメの芽流れ等の生育不良は、11月から12月
の高水温が大きな原因であると考えております。

【中村(一)副委員長】 大体わかりました。水温
の高さと芽流れをしているということですね。

ただ、一部、島原半島は、今50から60ぐらい
と思うんですね、例年で。一部地域だけ、8業
者、ゼロなんですよね。その原因は何かわかる

か、お尋ねをいたします。

【平野総合水産試験場長】布津町漁協地先の一

部のところでほとんど収穫が見込めないという

状況は理解しております。

それで、まずは高水温の要因が一つ大きくあ

るんですけれども、他の要因につきましては、

今のところ、環境データ等を持ち合わせており

ませんので、その影響というのは、原因につい

ては不明であるというところでございます。

【中村(一)副委員長】 ありがとうございます。

これは、土木部とも所管を兼ねますけれども、

答えられない部分だけは答えなくても結構です

ので。

去年の12月、工期が27日から本年の11月29
日、漁業者と工事を、県の舗道整備事業ですね。

そこで締結をして、9月いっぱいで工事を終わ
るというようなことで漁協と話をしておったん

ですね。それが10月を過ぎて、上からもセメン
ト工事をして、非常に業者の方は8事業者、種
代300万円、今、払えない状況なんですよ。
今まで二十何年間そこでワカメの養殖をして

いたわけですけれども、8事業者は一つもとれ
てない。南の方はとれている。こっちの北の方
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はとれている。その工事をしたところの河川、

8事業者はゼロなんですよ。
大体3,000万円から4,000万円あるべきもの

がない。もう漁業者の方はどうしようかという

ことで、私たちも3回ほど振興局、水産普及所、
中島(浩)議員とお話をしたわけですけれども、
とにかく県の方はその水質調査をしない。今回

の予算があって、それの見積もりをして設計を

させて事業者に出すと。そうすると10月ぐらい
になると言うんですよね。これを何とか、すぐ

にでも調査をしていただきたい。もう100％こ
れは出ているんですよ、全部工事が原因という

ことです。

これを県の方はどのように考えているのかと

思ってですね、私たちが入ったら少し真剣にな

ってしましたけれども、この調査は何月頃する

予定なんですか。

【橋本漁港漁場課長】 この工事は、一般国道

251号線の交通安全施設等整備事業ということ
で、島原振興局の道路課が発注した工事でござ

います。

島原振興局に確認いたしましたところ、調査

は土壌調査、水質調査、濁度調査を行うという

ことで、至急入るということで、4月中には結
果が出るのではないかという話は伺っておりま

す。

【中村(一)副委員長】 これは土木関係になるん
ですけれども、要するに、河川をする時には事

前に漁協と調査をして、そこで工事に入ること

が大前提なんですよね。市町の時には結構その

辺は順を追ってしていたんですけれども。

もう漁業者は生活ができない。来年の種をま

くそのお金もない。銀行はお金を貸さない。補

償がもしもあった時には、補償はどのような補

償ができるんですか。

【橋本漁港漁場課長】工事が原因で漁業被害が

出たという立証がされれば、営業補償等が考え

られると思います。

【中村(一)副委員長】 その漁業者あたりも、漁
協長から県の方に、被害者が県庁に押しかける

というような話まで出たんですけれども、ちょ

っと待っていてくれということで、今回、私が

質問をしているんですけれども、明らかにこれ

は工事によってそうなったのは間違いないんで

すよ。50メートルぐらいの400本ですからね。
その種をまいた1本を港内に持ってきたんです
よ、湾内に。そしたら、ばあっと発育したんで

すよ。私たちも中島(浩)議員と2人現地に行って
みたら、もう悲惨な状況でした。ちょっと200
メートル先はばんばん芽が出ている。こっちは

全然ない。400本ですよ。50メートルの400本、
1本もないんですよ。そういう状況の中、やは
り今からは担い手、後継者対策というような中

で、どうやって生活をしていくんですかね。そ

の辺、県としても早急に対策を講じていただき

たいと思いますけれども、部長、ちょっとお願

いします。

【近藤委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ４時５０分 休憩 ―

― 午後 ４時５１分 再開 ―

【近藤委員長】 再開いたします。

【内田水産部参事監】ワカメ被害の大変ひどい

状況について、今、お伺いいたしました。

水産業の立場で土木部の方に、河川工事の影

響についてあるのか、ないのか、しっかり調査

をして、原因究明のための調査をしっかり進め

ていってほしいと、まず申し入れていきたいと

思っております。

【中村(一)副委員長】 写真もあるんです、後で
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皆さんに配付しますけど。一本たりとも芽は立

っておりません。それが8事業者なんですよね。
布津町は22事業者がワカメをしているんです
けれども、14事業者は大丈夫。こちらの8事業
者だけ、お金が全然ない、とれないしですね。

多分、漁業の方は資金の調達がないんですよね。

農協あたりは保険とか共済とかありますけど、

漁業の場合はないんですよね。信連があります

けれども、ちょっとそれは無理なんですよ、漁

協を通じてしなければいけないので。

個人事業者だから、その種代さえ払えない。

そして、そのもとになるワカメの漁をしてお金

をもらうんですけれども、それも大体一人500
万円ぐらいはとると思うんですよね。だから、

8人で4,000万円。
それで、調査結果が遅れる、8月、9月になっ

た時に、10月中旬に種をまくんですよ。それも
またお金が300万円。それがまたならなかった
らどうするか。そういう問題も含んでいますの

で、早急に土壌調査、農薬調査をしていただき

たいと思いますけれども、もう一度、答弁をお

願いします。

【坂本水産部長】まず、先ほどの副委員長のご

指摘でございますけれども、水産養殖につきま

しても、養殖共済の制度がございます。ただ、

残念ながら、今回の生育不良に遭われた方々は

共済に入っていなかったということでございま

す。

また、資金についても、系統資金、制度資金

等水産についてもご用意がございます。

先ほど、内田参事監からもご説明したように、

土木部とも連携しながら、水試の協力も仰ぎな

がら、原因の把握なり、海域環境の調査につい

ては水産部としても対応してまいりたいと考え

ていますし、経営の支援面でもどのようなこと

ができるか、不漁に遭われた方のご意見も聞き

ながら対応してまいりたいと考えています。

【中村(一)副委員長】 ありがとうございます。

あとはもう振興局と水産普及所と県との話し

合いになっていくと思うんですけれども、みん

な若いんですよね。30歳から55歳ぐらいまでの
後継者と、わざわざ漁師になった方もおられる

んですよ。こういう状況の中で人口減少対策と

か言っている。生活ができない。じゃ、もう外

に出ていきますよね。そういったもろもろの面

も含めて、いい案があればお願いをしたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

以上で終わります。

【山田(博)委員】 資料請求というか、次の委員
会までにお願いしたいことがあります。

壱岐の北方沖で漁船と遊漁船が衝突しました

けれども、この中身を詳しく次の委員会で、原

因と今後の対策をどのようにすべきかというの

を水産部なりの見解の資料をまとめて提出して

いただきたいと思います。

それと、以前からシイラ漁をしっかりと活か

して、マグロ規制の中で漁業者の所得向上に活

かしてもらいたいと主張してきたわけでござい

ますが、これは水産加工流通課の方で、私のこ

の提案にこれから取り組んでいくということで

ありますので、今後の施策なりを次の委員会ま

でに、この対策がわかる資料を提出していただ

きたいと思います。

【近藤委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤委員長】ほかに質問がないようですので、

水産部関係の審査結果について整理したいと思

います。

しばらく休憩いたします。
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― 午後 ４時５６分 休憩 ―

― 午後 ５時 １分 再開 ―

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、水産部関係の審査を終了

いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から委員会を再開し、農林部関係の審査を行

います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ５時 ２分 散会 ―



第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年３月１１日

自   午前１０時 ０分

至   午後５時 １７分

於  委 員 会 室 ４

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 近藤 智昭 君

副委員長(副会長) 中村 一三 君

委 員 八江 利春 君

〃 坂本 智徳 君

〃 中島 廣義 君

〃 山田 博司 君

〃 浅田ますみ 君

〃 西川 克己 君

〃 坂本  浩 君

〃 饗庭 敦子 君

〃 山下 博史 君

３、欠席委員の氏名

な   し

４、委員外出席議員の氏名

な   し

５、県側出席者の氏名

農 林 部 長 中村  功 君

農林 技術開 発
セン ター所 長

荒木  誠 君

農 林 部 次 長 岡本  均 君

農 林 部 次 長 綾香 直芳 君

農林 部参事 監
（農村整備事業・
諫早湾干拓担当）

山根 伸司 君

林 政 課 長
（ 参 事 監 ）

内田 陽二 君

農 政 課 長 吉田 弘毅 君

農山村対策室長 川口 健二 君

団体検査指導室長 村岡 彰信 君

農業 経営課 長 宮本  亮 君

農地利活用推進室長 村里 祐治 君

農産 園芸課 長 渋谷 隆秀 君

農産加工流通課長 長門  潤 君

畜 産 課 長 山形 雅宏 君

農村 整備課 長 土井 幸寿 君

諫早湾干拓課長 藤田 昌三 君

森林 整備室 長 永田 明広 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【近藤委員長】委員会及び分科会を再開いたし

ます。

これより、農林部関係の審査を行います。

【近藤分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

農林部長より、予算議案説明をお願いいたし

ます。

【中村農林部長】 おはようございます。

農林部関係の議案についてご説明いたします。

予算決算委員会農水経済分科会関係議案説明

資料の農林部の1ページ目をお開きください。
今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和2年度長崎県一般会計予算」の
うち関係部分、第3号議案「令和2年度長崎県農
業改良資金特別会計予算」、第4号議案「令和2
年度長崎県林業改善資金特別会計予算」、第5
号議案「令和2年度長崎県県営林特別会計予算」、
第77号議案「令和元年度長崎県一般会計補正予
算（第6号）」のうち関係部分、第78号議案「令
和元年度長崎県農業改良資金特別会計補正予算
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（第1号）」、第79号議案「令和元年度長崎県
林業改善資金特別会計補正予算（第1号）」、
第80号議案「令和元年度長崎県県営林特別会計
補正予算（第1号）」であります。
議案の説明に先立ちまして、当面する農林行

政の課題及び今後の取組についてご説明いたし

ます。

本年1月に公表されました平成30年の本県の
農業産出額は、前年を133億円下回る1,499億円
となっております。

この要因としては、肉用牛で前年比7.5％増加
したものの、冬場の天候が全国的に温暖となり

露地野菜の生育が良好であったため、出荷の前

進化と市場入荷量の増により価格が低下し、野

菜で16.4％、いも類で30.7％減少したこと等が
影響したものと考えられます。

また、農業産出額に占める生産農業所得の割

合は、前年の38.4％から38.0％とやや低下して
おり、全国順位では前年の31位から26位と向上
したものの、全国中位にとどまっているほか、

基幹的農業従事者数は平成27年時点で約3万
1,700人と平成17年からの10年間で22％、約
9,200人減少しており、今後、令和7年には、約
2万2,800人まで減少すると予測されることか
ら、産地の生産基盤の弱体化や集落機能の低下

が危惧されるところであります。

このため、県では、「儲かる姿を見せ、若者

から選ばれる産業」、「地域で稼ぐ仕組みをつ

くり、若者から選ばれる集落」を目指し、若者

をとどめる、呼び込む、呼び戻すことで、県の

最重要課題である人口減少対策に取り組んでま

いります。

具体的には、品目別・地域別の「産地計画」

を基軸とした生産性の向上や流通・販売対策の

強化、担い手への農地集積、労力支援、新規就

農者・就業者の確保、新たな森林管理システム

に基づく森林整備などを進めるとともに、農山

村地域における移住・定住の促進、地域ビジネ

ス化などによる集落の維持・活性化に取り組ん

でまいります。

まず、「儲かる経営の実現、新規自営就農者・

雇用就業者の増大」として、認定農業者の世代

別・後継者状況別の経営改善支援や産地が主体

となった就農希望者の受入態勢の強化、経営体

との就業マッチング、これら情報の県内外若者

への発信強化等に取り組んでまいります。

次に、「担い手の規模拡大と産地の維持・拡

大」として、地域の話し合いにより策定した人・

農地・産地プランに基づく、水田の畑地化・汎

用化等による園芸団地の育成や農地中間管理事

業を活用した農地の条件整備とともに、外国人

材や農福連携等による多様な労力確保の支援体

制を整備してまいります。

さらに、「生産性向上・コスト縮減対策の更

なる強化」として、環境制御技術などのスマー

ト農業の導入拡大や農地・施設等生産基盤整備、

肉用牛の増頭、全国和牛能力共進会鹿児島大会

に向けた出品候補牛の確保・育成、路網や高性

能林業機械導入による木材生産性向上などに取

り組んでまいります。

また、「農産物等の流通・販売対策」として、

国内流通の新たな連携先となる地域中核量販店

の開拓、花き・茶をはじめとした農畜産物の輸

出拡大、さらに輸出を見据えた産地の育成など

に取り組むとともに、県産材について民間事務

所など新たな分野での利用促進を図ってまいり

ます。

最後に「農山村地域での人口減少対策」とし

て、集落自らが農地付空き家などの生活情報の

発信やお試し移住の受入等による移住・定住の
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促進に加え、中山間地域に対応した営農体系の

確立、地域ぐるみでの6次化による雇用の創出、
都市部の住民や企業等と農山村集が連携した保

全活動などに取り組み、集落の維持・活性化を

目指してまいります。

それでは、第1号議案「令和2年度長崎県一般
会計予算」のうち関係部分についてご説明いた

します。

3ページ目から4ページ目に記載のとおり、歳
入総額は193億5,832万2,000円、歳出総額は337
億73万5,000円となっております。
以降、主な事業については、それぞれ記載の

とおりであります。

12ページの下段から15ページにかけまして、
債務負担行為の主な内容につきましては、複写

機の賃借に要する経費のほか、利子補給や工事

請負契約にかかる支払額等であり、その他の内

容につきましては、それぞれ記載のとおりであ

ります。

15ページの下段をご覧ください。
第3号議案「令和2年度長崎県農業改良資金特

別会計予算」についてご説明いたします。

16ページに記載のとおり、歳入・歳出総額は
8,299万9,000円となっており、その内容は、農
業改良資金及び就農支援資金について、県によ

る貸付事業の終了に伴い貸付金償還金を国及び

一般会計に返納する処理等を行うものでありま

す。

次に、第4号議案「令和2年度長崎県林業改善
資金特別会計予算」についてご説明いたします。

歳入・歳出総額は2,074万8,000円となってお
り、その内容は、林業・木材産業の経営改善、

林業労働にかかる労働災害の防止、林業労働に

従事する者の確保のために、林業従事者等に対

して必要な資金を無利子で貸し付けるものであ

ります。

17ページの中段をご覧ください。
第5号議案「令和2年度長崎県県営林特別会計
予算」についてご説明いたします。

歳入・歳出総額は3億1,454万8,000円となっ
ており、その内容は、県営林経営計画に基づく

県有林及び県行造林の管理経営に要する経費で

あります。

18ページをお開きください。
第77号議案「令和元年度長崎県一般会計補正
予算（第6号）」のうち関係部分についてご説
明いたします。

歳入総額は12億1,997万2,000円の減、歳出総
額は19億7,564万8,000円の減となっておりま
す。その内容は、国の内示の減や事業実績の減

等に伴うものであり、それぞれ記載のとおりで

あります。

22ページの下段から23ページにかけまして、
繰越明許費については、計画、設計及び工法の

変更による工事の遅延や災害復旧にかかる国の

交付決定の遅れ等により、事業の年度内完了が

困難であることから、それぞれ記載のとおり設

定するものでありますが、後ほど農政課長から

補足説明をさせていただきます。

23ページの中段から24ページにかけまして、
第78号議案「令和元年度長崎県農業改良資金特
別会計補正予算（第1号）」、第79号議案「令
和元年度長崎県林業改善資金特別会計補正予算

（第1号）」、第80号議案「令和元年度長崎県
県営林特別会計補正予算（第1号）」について、
歳入・歳出予算の補正額は、それぞれ記載のと

おりであり、主な内容は、事業実績等の減によ

るものであります。

最後に、令和元年度予算につきましては、本

議会に補正をお願いいたしておりますが、国庫
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補助金等になお未確定のものがあり、また、歳

出面でも年間の執行額確定に伴い整理を要する

ものがあります。

従いまして、これらの調整、整理を行うため、

3月末をもって、令和元年度予算の補正につい
て専決処分により措置させていただきたいと考

えておりますので、あらかじめご了承を賜りま

すようお願いいたします。

以上をもちまして、農林部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【近藤分科会長】次に、農政課長より補足説明

をお願いいたします。

【吉田農政課長】私のほうからは、農林部関係

の繰越明許費についてご説明いたします。

予算決算委員会農水経済分科会補足説明資料

の〔繰越事業理由別調書〕と真ん中に書いてあ

る農林部をお手元にお願いいたします。

資料1ページをご覧ください。横長になって
おります。

今回、計上いたしておりますのは、表の一番

上、右から2つ目になりますが、「2月議会計上
（通常）③」の欄でございます。

今回、繰越明許費として計上いたしておりま

すのは、その欄の中ほど「計」の欄があります

けれども、合計で687件、金額といたしまして
53億8,896万円となっております。
繰越理由の主なものといたしましては、繰越

理由を一番左に記載しておりますが、件数とし

ては、一番上の事業決定の遅れによるものが多

く、率として81.4％、金額として25億1,669万
2,000円、割合で46.7％を占めております。
また、2つ目の表に課ごとの集計表を記載し

ておりますので、ご覧ください。

それから、繰越事業の主なものといたしまし

ては、今回、繰越にするものは、災害復旧に関

するものが一番多くございまして、一番上の、

先ほどの事業決定の遅れの559件中94％に当た
ります527件が災害復旧に関連するものになっ
ております。

それから、⑤のその他の欄になりますが、90
件となっておりますが、このうちの64件が災害
復旧に関するものとなっております。

合わせて687件のうちの86％に当たります
592件が、今回、災害復旧費として繰越をお願
いするものでございます。

なお、その他の欄の災害復旧費以外のものに

つきましては、技術者の不足等による入札不調

でありますとか、全国的な需要の高まりによる

建設資材の納入の遅れ、こういったものが理由

として挙げられております。

また、さきにご承認いただきました11月議会
①の分と、先議いただきました経済対策補正分

②の分を合わせますと、左から2つ目、合計の
欄になりますが、金額として、その表の中ほど

の「計」の欄、777件、131億2,054万4,000円が
繰越明許費としてお願いするものでございます。

一番下に、参考といたしまして、前年度の繰

越しの比較を掲載させていただいております。

一番下になりますが、対前年比といたしまして、

件数で134件、金額で33億5,736万円の増となっ
ております。

この理由といたしましては、合計欄から右に

経済対策、災害復旧費と記載してありますが、

これを合わせまして95件、約12億3,000万円が
増ということで、理由としては、経済対策、災

害復旧費、それから、その他の欄で39件、約21
億3,000万円の増となっております。この主な増
加理由といたしましては、工事予定箇所におい
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て豪雨等によりまして災害が発生し、災害関連

として事業決定が遅れたものが増加したほか、

先ほど申しました建設資材や建設機材の調達困

難、それから、豪雨災害によって施工地への道

路が被災したため、工事用車両が通行不能だっ

たことなどによって、その他の分の繰越箇所・

金額とも増加いたしております。

また、資料の2ページから11ページに、繰越
が見込まれる事業一覧を記載させていただいて

おります。

今後は、残り事業の早期完成に向け、最大限

努力してまいりたいと考えております。

以上でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【近藤分科会長】 次に、提出がありました「政

策等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料（政策的新規事業の計上状況）」について、

説明をお願いいたします。

【吉田農政課長】 続きまして、「政策等決定過

程の透明性等の確保及び県議会・議員との協議

等の拡充に関する決議」に基づく提出資料とい

たしまして、政策的新規事業の計上状況のうち、

農林部関係についてご説明いたします。

資料につきましては、農水経済委員会提出資

料の産業労働部・水産部・農林部と中ほどに書

いてありまして、政策的新規事業計上事業とい

う資料になりますが、お手元にお願いいたしま

す。

表紙をめくっていただきまして、1ページを
ご覧ください。

農林部の今回ご報告する事業につきましては、

中ほどの下、3つの事業、それから裏面の2ペー
ジの3事業を合わせまして6事業となっており
ます。

これは、政策的新規事業にかかります予算要

求内容についての査定結果を提出するものでご

ざいまして、要求額と計上額に差が出ておりま

すのは、予算編成過程におきまして、事業内容

や事務費等を精査したことなどによるものでご

ざいます。

以上をもちまして、説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【近藤分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【坂本(浩)委員】 おはようございます。幾つか
質問をさせていただきます。

今、部長のほうから説明がありましたけれど

も、農林部の来年度の当初予算、2月の経済補
正と特別会計を含めまして、一般会計では337
億円を超えていますけれども、含めますと、総

額397億円を超えているというふうなことで、
今年度の当初予算と比較をいたしまして、額で

言いますと約32億円、9％伸びているというふ
うなことになっております。

内容的には、部長説明がありましたように、

5の施策の柱について、新規、拡充を含めて非
常に盛りだくさんの事業が予算化をされている

なというふうに認識をいたしております。

各課別に、この横長資料でずっと見たんです

けれども、ほとんどが今年度の当初予算よりも

増額をされているというふうなことであります

けれども、農政課、農山村対策室、団体検査指

導室が約4億6,000万円、結構な額が減額をされ
ております。

それで、横長資料を、どういった事業費が減

額されているかということを見てみたんですけ

れども、2つお尋ねをいたします。
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一つは、33ページにありますけれども、鳥獣
害に強い地域づくり推進事業費が約9,500万円
減額をされております。これは農山村対策室に

なります。それと、もう一つは、35ページの農
林技術開発センターの施設整備費が約3億円近
く減額をされているということになっておりま

すので、まずは、33ページの分、鳥獣害に強い
地域づくり推進事業費の減額の理由について、

お尋ねいたします。

【川口農山村対策室長】この病害虫防除対策費

は、鳥獣害に強い地域づくり推進事業費という

ことで、鳥獣害対策の3対策を進める予算でご
ざいますが、市町から上がってまいりました防

護柵の設置費が特に減少しておりまして、その

金額が約1億円以上減額しておりますので、そ
の分で予算が減額されております。

【吉田農政課長】 35ページの農林技術開発セ
ンターの施設整備費で約3億円減少になってい
ますが、これは昨年度予算で、農業大学校の宿

舎を建て替えるために、ＪＡの研修所を取得し

た金額を、そこの地区の一連のものとして、こ

の施設整備費の中で計上させてもらいまして、

その金額が、予算計上額といたしまして2億
9,500万円ぐらいございまして、その特殊要件を
除きますと、令和元年度の予算計上が2,085万円
ぐらいなんですが、若干、通常ベースでも減っ

ているような状況になっております。

【川口農山村対策室長】失礼いたしました。先

ほどの回答に補足をさせていただきたいと思っ

ております。

防護柵の設置につきましては、これまで長期

間にわたりまして1万4,000キロぐらい防護柵
を、ワイヤーメッシュ、電気柵で囲ってきてお

ります。一定防護柵の設置が進んだことから、

ここ近年は、防護柵の設置距離が減少しており

まして、その分の減少ということでございます。

【坂本(浩)委員】 ありがとうございます。
農業技術開発センターの施設整備費について

は、了解をいたしました。そうだったですね、

去年はそういうことだったですね。

いわゆる鳥獣害の問題ですけれども、防護柵

の設置面積が少なくなったということなんです

ね。確かに、ピーク時が平成16年ということで、
随分減少してきたということではあるんですけ

れども、ただ、この事業費の予算が、今年度当

初が9億8,500万円で、昨年度の当初が14億
6,800万円、その前の年が14億5,200万円という
ことで、今年度の当初でがくんと下がって、さ

らにまた下がったというふうな印象があったも

のですからね。

私もよく地域の方から、「イノシシ対策って

なかなか手が回らない。まだしてくれんとやろ

うか」というふうな声を結構聞くんですね。「本

当に今、被害があちこち多かけん、なかなか手

が回らんとですよ」、あるいは、「予算も足ら

んのじゃなかですか」というふうな話もしてい

るんですけれども、そういうふうに目に見えて

防護柵の部分が減ってきたというのが理由なの

かなというのは、ちょっと疑問があるんですけ

れども、しかし、実際、そういうことで予算を

組んでいるということなんですよね。実際、防

護柵がきちんと広がってきているというふうな

理解でいいんですよね。

【川口農山村対策室長】国からの内示額、配分

額の推移を見ますと、平成27年度以降、平均で
5億円か6億円、毎年同じ金額をいただきながら、
確実に実行できていると考えております。

ちなみに、令和元年度の予算の要望額と配分

額の配分率につきましては、87％国からいただ
きまして、その中で執行残、市町間の融通を行
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いまして、市町の追加の要望もとりながら実施

できておりまして、防護柵の設置につきまして

は、一定進めることができているというふうに

考えております。

また、市町からも、今後そういった要望があ

れば、お聞きしながら進めていきたいと考えて

おります。

【坂本(浩)委員】 とりあえずは了解をいたしま
した。

それから、次に、先ほど部長説明にもありま

したように、県の最重要課題である人口減少対

策ですね。農林部としてもその一翼を担って取

り組んでいくというふうな説明ではなかったか

なと思いますけれども、昨年の8月に、県民経
済計算の取りまとめが行われました。それに対

して政策企画課のほうから、県民所得向上対策

の取りまとめというふうなことでありまして、

製造業だとか、農業、水産業かれこれの一定の

取りまとめがありました。

その中でも農業については、「産出額が順調

に伸びている一方、農業所得が、全国と比べ依

然低位であり、担い手不足、高齢化の影響によ

り農家戸数、栽培面積が減少傾向にあるなど、

産地の縮小が危惧されている。人口減少に伴う

離島、中山間地域での集落機能の維持対策が急

務である」という取りまとめになっています。

もちろん、これは政策企画課が出した資料であ

りますけれども、それぞれ各部局とも相談の上

での認識だろうというふうに思っています。

それで、来年度予算で、中山間地域、農山村

地域の集落機能の維持・活性化という部分につ

いて、この横長資料でどれが該当するのかなと

いうことで調べたんですけれども、一番大きい

のは、31ページにありますけれども、中山間地
域等直接支払費ですね、いわゆるデカップリン

グのことだろうと思いますけれども、これが11
億5,600万円。それから、32ページに農山村地
域力向上支援事業費ということで1,820万円、そ
れから、同じく32ページに山村振興対策費で
6,460万円、37ページに3つありまして、これは
新規重点でありますけれども、ボランティアと

農山村集落の共働による集落維持活動事業費、

額的には690万円ということなんですね。中山
間ふるさと活性化基金、多面的機能支払事業費

ということで、私がこれぐらいかなと思って、

大体20億円を超えるぐらいの感じになってい
るんですね。もし、これ以外にもっと大きい事

業、これがありますよということであれば、お

示ししていただきたいと思うんですけれども、

大方これでよろしいのかどうか、これは課はま

たがりますよね。よろしいですか。

【川口農山村対策室長】農山村集落の維持・活

性化のための予算は、ほぼ、今委員ご指摘のと

おりでございます。若干小さい部分もございま

すが、今、委員ご指摘のとおりでございます。

【坂本(浩)委員】 それで、この中で37ページの
新規重点の分ですね。額的には690万円という
ことなんですけれども、先ほど農政課長のほう

から補足説明がありました。いわゆる新規政策

ということで、要求額は1,800万円、これは政策
的新規事業の計上ということでしているんです

けれども、計上額は690万円ということで、採
択率というんですかね、37％ぐらいというふう
なことで、ながさ木ウッドチェンジ事業費とい

うのも低いんですけれども、ほかの事業に比べ

てちょっと低いなというふうな感じがしたもん

ですから、人口減少に関わって重点的にやる取

組の、しかも、新規重点がこういうふうな採択

になっているということについて疑問がありま

すので、そこら辺の認識についてお尋ねいたし
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ます。

【川口農山村対策室長】ただいま委員からご指

摘いただきました事業につきましては、農山村

集落に、一つ、関係人口を呼び込む対策が必要

かと思って、今回予算を提出させていただいて

おります。

これにつきましては、移住・定住に加えまし

て、さらに社会貢献活動に関心がある企業や学

生、定年退職者等のボランティアを、困ってい

る中山間地域とマッチングさせる場を県がつく

りまして、そういった共働活動により農山村集

落の維持を図ろうという事業でございますが、

これは、もともと予算の段階におきましては、

自治会や集落、小・中学校を含めた学校に募集

活動を行って進めようと考えおりましたが、県

で初めての取組でもございますので、令和2年
度におきましては、ある程度地区を絞った形、

また、ボランティアにつきましては、企業と大

学、農高、このあたりを考えまして募集業務を

行うということで、募集に関わる予算は、今年

度の様子を見て、令和3年度に向けて考えてい
こうということで、予算を減額いたしまして、

今回ご提出をさせていただいたところでござい

ます。今回は、募集に関わる部分を少し減額さ

せていただきました。

【坂本(浩)委員】 地区を絞ったということは、

具体的にもともとこれぐらいを計画していたけ

れども、減額になったということで絞り込んだ

というふうなことでよろしいんですかね。

【川口農山村対策室長】私どもといたしまして

は、初めての取組でしたので、まず、2地区ほ
ど試行を行った上で、その成果を踏まえまして、

県下全体に波及させていこうというふうに考え

ておりまして、まず、そこでしっかり試行して、

どういった問題点とか課題が出てくるか、初め

ての取組ですので、人員の派遣ですとかいろい

ろ課題が生じますので、それをしっかり精査し

た上で、次のステップに進みたいと考えており

ます。

【坂本(浩)委員】だから、私が聞いているのは、
もともと農林部としては1,800万円要求して、要
するに、査定の中でこの金額になったというこ

となんですよね。その査定が、要求に対してわ

ずか40％に及ばないというふうな、そこら辺の
認識をお伺いしたかったんですけれど。もとも

と初めての事業だからそうなんですと言ったら、

要求額もその金額になるんじゃないですか。

【川口農山村対策室長】募集業務を行うと、先

ほどお答えさせていただきましたが、特に集落

等については中山間の集落を対象に募集活動を

行うといたしておりましたが、市町が中山間集

落を対象といたしました説明会を毎年されてお

りますので、中山間集落の組織の総会時にアン

ケートをとって、その募集活動につなげると。

また、自治会については、市町にご協力いた

だきまして進めることができるんではないかと

いうことを考えまして、その募集業務について

は、今回、一回様子を見ると考えております。

学校につきましては、小学校、中学校ではな

かなか草刈りとか溝上げというのは難しいんじ

ゃないかと。まずは、大学や農高を中心に募集

をしっかりと行った上で、ボランティア活動の

成果を見た上で、令和3年度以降に結びつけて
いきたいと考えております。

【中村農林部長】 補足をさせていただきます。

ボランティアを募集して、共働活動がなかな

かやりにくいという集落にマッチングをすると

いうボランティアセンターを委託して、そうい

うものを設置しようというふうに考えておりま

す。
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ボランティアセンターに対する委託費をもと

もと計上しておりまして、その中で、先ほど室

長が説明したとおり、ボランティアセンターが

いろいろな募集をかけるというふうなことを最

初からやろうと予算化をしておって、それだけ

の委託費を組んでおったんですが、それはまだ、

そげん簡単にいかんやろうということで、募集

のやり方をまずは試行的にやろうということで、

最初は縮小してやろうかということで財政当局

とずっと協議をしてまいって、相手を絞り込ん

で県がまずやってみて、広がっていくやり方を

しっかり確認した上で、その次にボランティア

センターのほうからしっかりやっていくという

ような流れに変えていこうという協議をしまし

て、来年度については、その分の査定を受けた

ということでございます。

【坂本(浩)委員】 了解いたしました。
いずれにしても、様子を見てというふうなこ

とでありますし、それから、この分については、

農山村地域力向上支援事業というのが、前年度

比で約1,000万円増えて、多分、これとセットに
なって集落対策というのをやっていかれるんだ

ろうと思っていますので、ぜひそういうふうな

取組の強化方をよろしくお願いいたします。

あと、横長資料の31ページ、ここに女性力発
揮推進事業費ということで、内容的には、女性

農業者活躍支援事業費ということで、女性農業

者の経営参画促進だとか、そういうのが前年度

で取り組んで、来年度は廃止ということで、こ

れは理解してよろしいんでしょうか。

【吉田農政課長】この事業につきましては、当

初事業期間を3年で設定しておりまして、令和
元年度が終期となっておりましたが、30ページ
の普及指導員研修費の農業産地指導力強化事業

費とありますけど、これは研修事業になるんで

すけれども、こちらのほうに集約をいたしまし

て、女性農業者の皆さんに対する研修事業は継

続をしたいというふうに考えております。

ただ、来年度、新しい活性化計画の見直しの

時期になりますので、女性の農業者の皆さんに

対して、どういった事業を打ち込んだほうが、

今以上に活躍をしていただけるのか、研修の在

り方も含めて、来年1年かけて検討して、新し
い活性化計画とともに、新しいメニューを打ち

出したいというふうには考えております。

いずれにしても、事業は、先ほどの研修事業

の中で継続してやっていきたいと考えておりま

す。

【坂本(浩)委員】 了解をいたしました。
ぜひ、来年度中に策定予定の活性化計画の中

で生かしていただきたいと思います。

最後に、要望になります。今言われましたよ

うに、来年度中に、本県の次期新ながさき農林

業・農山村活性化計画が策定をされるというこ

とが、前回の委員会の概要説明の中でもありま

した。これは国の食料・農業・農村基本計画、

5年ごとに見直されておりますけれども、多分、
これに基づいて歩調を合わせながらやっていく

んだろうというふうに思っております。

この国の計画が、前回2015年（平成27年）に
改定された時に、施策推進の基本的視点を農

業・食品産業の成長産業化を促進する産業政策

が一つ、それと、今の中山間地域に関連します

けれども、この中山間地域が持つ多面的機能の

維持発揮を促進する地域政策、これを車の両輪

として位置づけているということで、恐らく国

のほうは今年度中に、間もなく改定されるんだ

ろうと思いますけれども、その流れは変わらな

いというふうに思いますので、先ほど私が取り

上げました、中山間地域の集落機能の維持・活
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性化、この分についての事業をぜひ充実した内

容にしていただくことを要望させていただいて、

終わります。

【近藤分科会長】ほかに質疑はございませんか。

【山田(博)委員】 それでは、質問をさせていた
だきたいと思います。

質問をする前に、農山村対策室長、今日のあ

なたの質問のやりとりを聞いていたら、大変意

気込みを感じております。それは、あなたの服

装からしても、特にあなたのネクタイは大変す

ばらしいですよ。ひとつ言っておきたいと思っ

ております。

それで、今回、予算の策定に当たりまして、

農林部長として、この予算編成に当たってどう

いった思いがあって組まれたのか、また、考え

なり指針なりをまずお聞かせ願いたいと思いま

す。

【中村農林部長】 令和2年度の予算編成に当た
りましては、先ほど部長説明の中で申し上げた

とおり、これまで産出額については、8年連続
で上がってきているということではあるんです

けれども、さらに、認定農業者の経営改善計画

の達成率も上がってきていると言いながらも、

農業者の減少に歯止めがかからない。

集落においても、先ほどから議論があります

ように、集落は大変厳しい状況になっていると

いうことで、さらに若者を地域に呼び込んでい

かないといかんということで、これまでも農業

所得を上げて、その姿を見せることで若い方々

を農山村に呼び込んでいくという考え方で進め

てまいりましたが、それをさらに進めて、若者

に魅力を感じていただいて、産業として農業を

選んでいただく、住むところとして農山村を選

んでいただくといったことをさらに進めていく

必要があるという考え方で予算編成に臨んだと

ころでございます。

【山田(博)委員】 そういうことでありまして、

本当にごもっともでございます。そういった農

林部長の予算編成に当たってということでござ

いますので、それを念頭に置きながら、私は今

から質問させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

まず、横長資料の5ページに農政課なり、あ
と、14ページに物品売払収入とあるんですけれ
ど、これは農業関係のほうに販売を委託し、競

り売りとか市場価格により販売となっているん

です。というのは、委託は委託で結構なんです

が、それは市場に出して売っているのか、それ

はどうなのかというのを、まずそこをお尋ねし

たいと思っています。

【荒木農林技術開発センター所長】 まず、5ペ
ージのものにつきましては、農協で委託販売を

して、競り売り、市場価格によって販売いたし

ております。

【山田(博)委員】 農協に委託販売をお願いして、
市場でその価格で売っているということでいい

んですね。

そのときに、これは農業技術センターの牛で

すよとかいうふうに表示をされるのかされない

のか、そこをお尋ねしたいと思います。

【荒木農林技術開発センター所長】表示されて

おります。

【山田(博)委員】 表示されているわけですね。

畜産課は、どうなんですか。

【山形畜産課長】畜産課においても競りで販売

しておりまして、これも表示がきちんと、名簿

が出まして、そこに出荷者が出るようになって

おります。

【山田(博)委員】 わかりました。そういうこと
なんですね。
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それでは、今度は林政課にお尋ねしますけれ

ども、林政課はどうなるんですか。これも普通

財産の売払収入となっておりますが、普通財産

の材木とか何かを売る時にはどのような形で販

売するのか、お尋ねしたいと思います。

【内田林政課長】 第13次の経営計画に基づき
まして、県営林の間伐材を売り払うものでござ

いまして、山土場で入札をして単価を決定して

おります。

【山田(博)委員】 ということは、私はよくわか
らないんですが、山に行って、幾ら幾らと決め

てそこで売るということで理解していいんです

か。

例えば木を伐って市場に持っていって、先ほ

ど牛のほうとか何かは委託はするけど、市場に

ちゃんと出して販売をしているということなん

ですけど、林政課の普通財産はどうなるんです

か。もうちょっと詳しく説明いただけますか。

【内田林政課長】従来は、委員ご指摘のとおり、

山で生産された丸太を木材市場に運んで、それ

で販売していた経緯があるんですけれども、ど

うしても運搬経費と市場の手数料がかかります

ので、現地で販売すると、その分運搬経費等が

不要になりますので安くなります。

今から伐る予定箇所をそれぞれ地方機関が調

査をしていまして、どこどこの団地では、どん

な樹種がどれくらいの規格でどれくらい出ると

いうのを一覧表にして、現地説明をして回りま

す。その結果でもって、それぞれの規格で単価

入札をやっているという現状でございます。

【山田(博)委員】 ということは、そのやり方が
適正な価格というか、県当局にとって収入とし

てしっかり明確な価格として明らかになってし

やすいということで理解していいんですか。

牛は市場に持っていって、きちんと市場のほ

うに出してやっているというわけですね。林政

課は、市場に出すと手数料がかかるから出さな

いんだと。こっちは市場に出して、こっちは出

さないと、なぜそういうふうになるのかなと、

普通思うわけですね。ここは、農林部長なり部

内で協議した結果なのか、林政課長が単独でそ

ういうことをしたのか、これはちょっと聞かな

いといかんですもんね。

【内田林政課長】 県営林も、今、返済がピーク

を迎えていまして、いかに収入を上げるかとい

うところでいろいろと研究をしたところ、現在

の木材の取引が、市場での落札、あるいは販売

というのが全体の1割未満になっていまして、
なかなか有利販売ができないところであります。

それで、実際に需要者に直接で販売するとい

うのが、今の県営林のやり方でございます。

【山田(博)委員】県営林はそうですけど、要は、
市場になぜ出すか。それは、適正な価格でこう

なっていますよということを明らかにできるわ

け。しかし、山で見て、誰々が行って公正入札

をやっているかというのはわからんわけね。例

えば、平戸だったら西川さんがおって、ちゃん

と手続しているかどうか、見る人がおればいい

けれども、そういう人がいるかどうか、関係者

しかいないわけでしょう。

市場は、公平性というのをやるんです。だか

ら、農林技術開発センター所長はなんで市場に

出すか、それは、きちんと公明正大にやってい

るということを明らかにするためにやっている

わけ。しかし、林政課としては、そっちのほう

が収入が上がるんですよということでやってい

るということでありますけど、これは部内でそ

ういうふうに決定してやっているのか、やって

ないのか、そこだけお尋ねしたいと思います。

【内田林政課長】まず、市場の市場価格に基づ
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きまして予定価格をつくります。予定価格をも

とに、それよりも高く入札をしていただいた方

が、結果的に落札をしていますので、市場に出

すよりも有利な販売であるというふうに認識を

しております。

【山田(博)委員】 林政課長、あなたの言葉じり
をとるわけじゃないけれども、委員長、休憩し

てもらっていいですか。

【近藤分科会長】 暫時休憩いたします。

― 午前１０時４９分 休憩 ―

― 午前１０時４９分 再開 ―

【近藤分科会長】 分科会を再開します。

【内田林政課長】 林政課で案を作成しまして、

農林部全体で決定しております。

【山田(博)委員】そういうことですね。これは、
入札の方法というのが違うというのであれば、

そういうふうに部内で決定してしたということ

であれば、それは私も納得できましたので、そ

れは、ぜひそういったやり方で、これからも林

業収入が少しでも多くなるように頑張っていた

だきたいと思っております。

続きまして、横長資料の33ページ、これは農
業協同組合育成指導費とありますね。ここに、

長崎県農業組合の概要等取りまとめているとい

うことでありますけれども、これは、要するに

いろんな農協の調査結果を把握しているといい

ますけれども、これはどういった形で公表され

ているのか、それを説明いただけますか。

【村岡団体検査指導室長】この長崎県農業協同

組合の概況というものは、一斉調査の概要版と

いうことで、農協の組合員、職員、あるいは損

益状況、資産状況、そういった財務状況などを

含めて概要について取りまとめた冊子でござい

ます。

これにつきましては、国及び調査対象である

各農業協同組合、各振興局、そして県民センタ

ーの図書資料閲覧コーナーにも置かせていただ

いて公表しているところでございます。

【山田(博)委員】 これは、そこまでするのであ
れば、今、ペーパーレス化ということで議会も

取り組んでいるんですけれども、これはホーム

ページとか何かで公表はできるんですよね。で

きるんであれば、そういうふうにしていただけ

ませんでしょうか。それはできますか、いかが

ですか。

【村岡団体検査指導室長】この公表状況につき

まして、団体検査指導室のホームページを昨日

確認しまして、これが掲載されていないのを確

認しましたので、掲載に向けて、早急に掲載す

るように対応したいと考えております。

【山田(博)委員】 ぜひそれは、そういうふうに
していただければと思います。

続きまして、横長資料の44ページに、農業大
学校の運営費ということで、ながさき農業オー

プンアカデミーということで、昨年は8回、県
内でやっているんですね。今年は9回開催予定
ということでありますけれども、今年はどうい

うふうに予定されているんですか。

昨年は、23人が受講されたとありましたけれ
ども、このアカデミーは、農業者に経営管理、

マーケティング、労務管理、財務管理が体系的

に学習できるという講座でございますので、ま

ず、一昨年はどこで開催して、本年度はどこで

開催する予定というか、先ほど農林部長がおっ

しゃったように、農業者がこういった勉強をし

て、いかに農家の所得向上につなげるかと、減

少している農業者に歯止めがかかると、これは

一環として大変すばらしいことなんですよ。

宮本課長、どうぞお答えいただけますか。
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【宮本農業経営課長】今年度のオープンアカデ

ミーにつきましては、開催会場につきましては、

全部で共通講座を5回開いているんですけれど
も、こちらにつきましては、諫早地域の県央振

興局、ホテルで開催しております。また、選択

講座につきましては3回開催しておりますけれ
ども、こちらにつきましても県央振興局で開催

しているということでございます。

それから、令和2年度につきましては、まだ
カリキュラムは検討中ということで準備中のと

ころがありますけれども、基本の講座につきま

しては県央振興局、それから農業大学校で開催

することとしております。

それから、もう一つのオープンスタイルであ

りますオープン講座につきましても、同様の方

向で考えておりますほか、講義に出られる農業

者の方々の利便性なども考えまして、令和2年
度のオープンアカデミーにつきましては、講座

によってはテレビ会議を開催することで、例え

ば、交通の便で急に来られなくなったりするよ

うな離島の方にも、場合によっては参加いただ

けるような体制をとって、そういう意欲ある農

業者の方々に積極的に講義に出ていただけるよ

うな機会を設けたいと思っております。

【山田(博)委員】 宮本課長、場合によっては離
島の人に県央に集まってくださいとか、宮本課

長は農業者の現場に行って、農業者が畜産なり

野菜なり、どれだけ大変かわかりますか。

それで、壱岐や対馬から、上五島から、五島

から県央振興局まで来なさいと。時間と費用と

どれくらいかかるかご存じですか。それをテレ

ビ会議でやりますよということはわかりますけ

れども、今のは、「場合によっては」というこ

とは聞き捨てなりませんよ。

先ほどの農林部長の指針に当たっては、何回

も言ったでしょう。確認で、私は2回聞いたん
だよ。あなたは農林部長の思いというか、指針

をまだ理解してないんじゃないですか。もうち

ょっとしっかりとした前向きな答弁をいただき

たいと思いますよ。いかがですか。

【宮本農業経営課長】場合によってはと申し上

げたのは、大変失礼しました。

私が考えたのは、例えば天候などで急に来ら

れなくなった場合などでも、離島の方でも、そ

の日講義を聞いていただけるようにということ

で申し上げたものでございます。言葉足らずで

申し訳ありませんでした。

【山田(博)委員】 それで、地方局には対馬振興
局、壱岐振興局、五島振興局、上五島は上五島

事務所があるわけでね、県北とか、そういった

立派な公共施設があるわけだから、そこでテレ

ビ会議で講義ができるようにしたらいいじゃな

いですか。それはお金がかかるんですか、宮本

課長。あなたは農林水産省の職員であって、私

よりも頭がいいと思っていたけれども、もうち

ょっと機転をきかせてやってくださいよ、とい

う声があるということをお伝えしておきたいと

思っておりますが、いかがですか。

【宮本農業経営課長】離島の振興局で開催する

ことについては、その地域の農業者が広く来ら

れるというメリットもありますので、いろいろ

課題もあるかと思いますけれども、引き続き検

討していきたいと思います。

【山田(博)委員】 ぜひ、そういうことでやって
いただきたいと思っております。

実際、農家の方々が、今、コロナウイルスで

大変なのに、農家が所得の確保をこれからどの

ようにしてやっていくかという際に、講義をし

たいので、諫早の県央振興局に来なさいと。旅

費と時間と考えたら、どれだけかかるか。それ
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は、ぜひそういったことを踏まえてしていただ

きたいと思っております。

私は、五島振興局でせろと言っているわけじ

ゃないんです。上五島も壱岐も対馬も県北もし

ないといかんということを言っているわけです。

続きまして、横長資料の53ページを見ていた
だけますでしょうか。

長崎四季畑ブランド推進事業ということで、

今、認証商品数は幾らで、平成30年度の売上は
どれだけになっているのか。これを将来的に、

農産加工流通課として、令和2年度を受けてど
れだけの売上目標にしているのか、これは農家

所得向上に大変効果がある事業でございますの

で、明確な目標なりをお答えいただきたいと思

います。

【長門農産加工流通課長】長崎四季畑の認証商

品数につきましては、令和2年度2月現在で114
商品となっております。

平成30年度の四季畑の売上額につきまして
は、平成30年度時の認証商品が109商品ありま
すけれども、これが6億8,000万円ほどとなって
おります。

委員ご指摘の令和2年度の目標ですが、この
四季畑の売上は7億円を目標に推進を図ってま
いりたいと考えています。

【山田(博)委員】 農産加工流通課長、ぜひ頑張
ってください。期待しております。7億円です
ね。言いましたからね、頑張ってください。

続きまして、横長資料の57ページに、畜産課
へお尋ねしたいんですが、中小家畜対策費で、

これは養蜂等対策費になっていまして、畜産課

長、予算がどうなっているかというと、前年よ

り5,000円減ったわけです。予算自体が、ちょっ
と私が間違えているんじゃないかと思うんです

が、要はミツバチですね。この対策費が幾らか

というのをお答えいただきたいと思います。

【山形畜産課長】養ほう等対策費につきまして、

令和元年度の予算額が12万9,000円、それから
令和2年度の予算額が12万4,000円となってお
ります。

【山田(博)委員】 畜産課は、牛には腹いっぱい
予算つけて、ミツバチは体が小さいからといっ

て、これしか予算をつけないんですか。ミツバ

チは怒りますよ。

コロナウイルスの対策に対して、蜂蜜が大変

効果があるということで、新聞・テレビで今言

っているわけだ。私も、壱岐や対馬等に行った

ら、ミツバチの箱をあちこちに置いているんで

すよ。行ったら、「山田先生、そんなに元気だ

ったら、私の蜜を飲んで頑張ってください」と

言って持ってきてくれるわけだよ。「どうです

か、うまいですか」といってね。そういうふう

に農家の方が所得の向上でミツバチ振興で頑張

っている中に12万4,000円、これはちょっと間
違っているんじゃないかと思ったんですけれど、

間違いないんですかね。もう一度、お尋ねした

いと思います。

【山形畜産課長】 県の令和2年度の予算額は12
万4,000円でございまして、その内容についてご
説明させていただきますと、まず、養蜂振興法

に基づきまして、蜂群の配置調整というのを実

施する必要がございます。それにかかる現地で

の確認とかそういったものの経費、それから、

あと、ミツバチで今大きな問題となっているの

が、ミツバチが途中で大量に死んでしまうとい

う問題がございますので、そこを県の連絡協議

会を開催して、被害防止につながるような対策

をやる会議、そういう会議に対する予算を計上

しているところであります。

そのほかに、蜜源の確保対策というのが非常
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に大事になっておりますので、それについては、

この予算とは別に、国の直接採択事業、これは

県のほうで指導いたしまして、県の養蜂協会を

中心に、国の植栽事業、令和元年度につきまし

ては60万3,000円の事業を実施しておりますけ
れども、こういったものとか、また、あと全国

の養蜂協会と連携した研修会等も長崎県で誘致

をしたり、生産性向上に向けた研修会等につい

ても取り組んでいるところでございます。

【山田(博)委員】 農産園芸課長にお尋ねします
けれども、農産園芸におきましては、ミツバチ

というのは大変貴重ですよね。なぜかというと、

特に果物とかにおいては、いちご農家でミツバ

チがないと、あと、カボチャもそうですね。こ

のミツバチというのは、体は小さいけど、農家

にとってはものすごく必要不可欠な虫なんです。

それを、いいですか、12万4,000円ですよ。農
産園芸課長、どう思いますか。私は、これを農

家の方に言ったら、「何考えてんだ」と言って

この前怒られて、「もうちょっと頑張らんとい

かんぞ、博司君」といって言われたわけですよ。

農産園芸課長、よかですか、12万4,000円です
よ。これでミツバチ振興ができて、あなたの農

産園芸の振興に役立てると思いますか、という

のはなかなかきつい質問でしょうから、もう答

弁は要りませんけれども、私はそういうふうに

思っているわけですよ。

これは、農政課長、ミツバチ振興は大変必要

不可欠な事業です。だから、緊急の場合に当た

っては、部を挙げて、畜産課は大変なんですよ、

牛もせんといかん、ミツバチも。あれだけ大き

いのに一生懸命しとって、これだけ小さいのを

やれといったって、なかなか難しいと思うんで

す。農政課長、それはバックアップをしっかり

やっていただきたいと思っております。いかが

ですか。だって、あなたしかおらんですよ、こ

の取りまとめというのは。

部長、答えますか。

【中村農林部長】委員ご指摘のとおり、養蜂産

業そのものも重要な産業ですし、ご指摘のとお

り、交配昆虫としても非常な位置づけでござい

ます。

12万4,000円という金額の問題というよりも、
それをどうしていくかといったことが大事かと

思っておりますので、県の養蜂協会とはしっか

り連携してやってきているところでございます。

今後も、意見を十分聞きながら、必要な対策

等について、予算化も含めて検討してまいりた

いと思います。

【山田(博)委員】 私もそういうことで、ぜひお
願いしたいと思います。体が小さいからといっ

て、ミツバチの予算をこんなにしたらだめです

よ。重要な役割をしているわけですから。

続きまして、横長資料の71ページを見ていた
だきたいと思います。林政課長にお尋ねしたい

と思います。

この林産物生産流通振興対策費に関連してお

尋ねしたいことがあるんですが、現在、長崎県

産木材を輸出している実績というのはどこにあ

って、どれだけの実績があり、今後、どういっ

たところに輸出先を考えているのか、また、そ

の目標を明確にお答えいただきたいと思います。

【内田林政課長】 現在、平成30年度の実績で
ございますが、韓国に9,550立方メートル、中国
に1万1,000立方メートル、合計で2万立方メー
トルが輸出をされておりまして、輸出額は3億
4,100万円となっております。
今後の輸出先でございますが、なかなか新規

開拓が難しいところでございますが、台湾、ベ

トナム、あるいは、アメリカも含めて模索しな
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がら、輸出額も増やしていこうと考えておりま

す。

【山田(博)委員】林政課長、驚きました。中国、
韓国で3億4,000万円の売上をしているという
ことですね。林政課というのは、日本国内だけ

だと思っていたら、インターナショナルだった

んですね。国際的な林政課長ということになっ

ていくわけですから、ぜひこれは期待をして、

頑張っていただきたいと思います。

もうちょっとお尋ねしますけど、これからベ

トナムとか台湾、アメリカとありますけれども、

ここで検討していきますと言うけれど、今、3
億4,000万円とありますけれども、どれだけの目
標を持っているかというのを、持っているでし

ょう。まさか持ってなくて、そのまま言ってい

るわけじゃないでしょうからね。どれだけの目

標を持ってやろうとしているのかというのをお

答えいただきたいと思っております。どうぞ、

お答えいただけますか。

【内田林政課長】 令和7年度までに5億6,500万
円まで伸ばしていこうという目標を掲げて取り

組んでおります。

【山田(博)委員】 ぜひ、それはしっかりと取り
組んでいただきたいと思っております。

横長資料の74ページ、森林整備室にお尋ねし
たいと思っております。

この松くい虫被害地というのは、今、被害地

はどれだけの市町にあって、どれだけの被害面

積なり総額があるのかというのを示していただ

けますか。

【永田森林整備室長】 被害については、12市
町で松くい虫の被害が発生しております。令和

元年度12月末現在でございますけれども、1万
1,000立方メートルほどの材積の被害が発生し
ている状況でございます。

【山田(博)委員】 金額にするとどれぐらいにな
るんですか。掛け算したらできるでしょう。

【近藤分科会長】 暫時休憩いたします。

― 午前１１時 ９分 休憩 ―

― 午前１１時 ９分 再開 ―

【近藤分科会長】 分科会を再開します。

【永田森林整備室長】クロマツが主体で枯れて

いますけれども、大体1立方メートル1万円相当
するものでございますので、それからすると、

1億円ほどの損失ということになります。
【山田(博)委員】 松くい虫被害を食い止めると
いうことで、こういった被害状況というのは、

今回初めて把握されたんですか、金額なり面積

なりというのは。いかがですか。そこだけお答

えください。

【永田森林整備室長】把握については、以前か

ら調査をしておりまして、当然、その中で駆除

量というのも把握している状況でございます。

【山田(博)委員】 そういうことですね。わかり
ました。

それでは、畜産課長にお尋ねしたいことがあ

りまして、畜産課で家畜の精液手数料というの

が、今年、1億5,700万円上がっておりますが、
この収入というのは、この前、精液の販売の価

格を上げて、それでどれだけ上がったのか、手

数料収入が見込まれるのかというのをお尋ねし、

また、それをどのように畜産の振興に生かされ

ようとしているのか、考えなりをお尋ねしたい。

もう一つは、実は、家畜伝染病関連業務とあ

りますね。これはＢＳＥ検査の委託等にかかる

ということで、令和3年度から令和7年度という
ことで1,400万円上がっていますけれど、令和3
年度からやることを、今予算計上するという理

由も含めて2つ、順を追ってお答えいただきた
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いと思います。

【山形畜産課長】 まず、1点目の家畜精液の手
数料の収入についてでございます。

平成31年度の予算におきましては、精液の収
入を約1億4,000万円見込んでおりまして、今回、
令和2年度につきましては、昨年、精液の手数
料も値上げ等もさせていただきましたけれども、

1億5,700万円を計上しておりまして、その差額
が1,786万9,000円、増加をしております。
この分については肉用牛の振興に使わせてい

ただくということで、具体的な事業名では、肉

用牛生産拡大事業とか、肉用牛改良センターの

施設整備等に充てさせていただいております。

もう一点、債務負担行為の件でございます。

家畜伝染病関連費ということで、これにつきま

しては、鳥インフルエンザ等で殺処分する時に

炭酸ガスのボンベを使いますけれども、この炭

酸ガスのボンベの保管を業者のほうに委託して

おります、長期期間。そのための費用として、

債務負担を毎年やっていくということにしてお

ります。

【山田(博)委員】 お尋ねしたいんですけれど、

まず、家畜精液取扱手数料に関連して、今、各

都道府県の家畜市場におきましては、牛の病気、

白血病を調査して、この母体は白血病にかかっ

てない牛の子牛ですよというふうに宮崎県とか

は出しているということで、家畜伝染病関連業

務に関連してお尋ねしますけれども、今、生産

者、また市場の関係者も、これから長崎県もそ

ういうふうにすべきじゃないかと。そうすると、

購買者、生産者にとってもよりよい子牛の生産

にもつながるし、購買者も安心して購入ができ

るということでありますので、そういったこと

に今から対応できるのかできないのか。この家

畜伝染病関連業務委託とか、家畜精液取扱手数

料の中にそういったことが含めてできないのか

も含めて、総括的にお答えいただければと思い

ます。

【山形畜産課長】牛の白血病の関係ですが、委

員が今お話にありました、宮崎県の4市場では、
白血病にかかってないという証明書を出して子

牛を販売しているということで、購買者の方が

安心して買われるということで、確かに、一定

評価がされているということです。

白血病につきましては、吸血昆虫、アブとい

ったものが媒介をしていくということで、地域

全体として、母牛なり飼っている牛全体を、白

血病にかかってない牛に変えていく必要があり

まして、それを今現状で、牛を全部入れ替える

というのが非常に難しいと。

宮崎県がなぜそれができたかというと、実は

口蹄疫という大きな災害があった時に、牛を殺

処分して、地域の牛を入れ替える時に、今後、

白血病にかかってない牛で新しく再建をしてい

こうということで、牛を入れ替える時に全部検

査をして入れ替えたという経緯がございまして、

ですから、白血病の発生の割合が非常に低い地

域になっているというのが、一つ前提としてあ

るということで、今、それを長崎県に置き換え

た時に、すぐできるかというと、じゃ、今飼っ

ている牛を淘汰するのかということになってし

まうので、技術的になかなか難しいところもあ

るのかなと。それから、農家の同意・合意も含

めてやっていく必要があるのかなというふうに

思っております。

ただ、検査については、白血病の検査をして

ほしいという農家に対しては、家畜保健所のほ

うでしっかり検査をして、例えば10頭おって、
その中で陽性牛が2頭いるといったら、その牛
をきちんと隔離して、ほかの牛に移らないよう
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にする対策とか、そういったものを指導してい

るところでございます。

【山田(博)委員】 ということは、畜産課長、白
血病にかかっている、かかってないというのを、

生産者が希望したらできますよと。それで、本

人が市場において、自分の牛は、母牛は白血病

にかかっておりませんよと、だから、購買者の

皆さん、買ってくださいよということは問題な

いということでしょう。それはできるというこ

とでしょう。要は、生産者が希望すればそれは

できるということで理解していいんですね。

全部が全部するというのと、一遍にするとい

うのと、希望者がいるんだったらできるという

のは、これはまた次元が違いますからね。どう

ですか。

【山形畜産課長】現状、農家から依頼があった

場合には、家保、家畜保健衛生所のほうで検査

を今しております。

市場の名簿にそういうのを出すかどうかとい

うのは、また市場関係者とも協議をしていかな

きゃいけないと思いますけれども、この牛はか

かっていませんよというのは、証明することは

できます。

【山田(博)委員】 そうであれば、畜産課長、こ
れは第一歩だから。生産者が希望して、それは

できますよということを、今後はしっかりと各

地方機関に通達なりをしていただいて、よりよ

い、さっき部長が言ったでしょう。この予算と

いうのは、農業者に少しでも所得向上になると

いう指針でやっているんだと、中村イズムだな。

畜産課長、聞いているかな、そういうことです

よ。十分頑張っていただきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

いいですか、その通達なりをやっていただき

たいと思いますが、いかがですか。そこだけ聞

いて終わりたいと思います。

【山形畜産課長】市場関係者とも十分協議して、

進めてまいりたいと思っております。

【山田(博)委員】 じゃ、そういうことで、ぜひ
よろしくお願いしたいと思います。

一旦終わりたいと思います。

【近藤分科会長】 ほかございませんか。

【饗庭委員】私も何点か質問させていただきた

いと思います。初めての委員会なので、まだ理

解してないところもあるので、理解を深めたい

と思います。

最初に、ご説明がありました、農業従事者が

減っているというところでは、「儲かる姿を見

せ、若者から選ばれる産業」、「地域で稼ぐ仕

組みをつくり、若者から選ばれる集落」を目指

すと書いてありますけれども、これの具体的な

ところでどのようにしていかれるのかを教えて

いただきたい。

もう一つは、横開き資料の68～69ページの諫
早湾干拓事業推進費のところで予算が減ってい

るんですけれども、昨日判決とかもあっていろ

いろあるかと思いますが、経緯を全部把握でき

てないので、予算が減っているところを教えて

ください。

【宮本農業経営課長】一つ目のご質問でござい

ますけれども、部長が申し上げました、しっか

り儲かる仕組みということでございますけれど

も、農業の担い手を確保していくのに、特に新

規就農者に対して儲かる仕組みをしっかり見せ

て、農業に就業する意欲を持ってもらうことが

非常に大事だと思っております。

既に担い手の方がどれぐらい儲けているか、

収益を上げているかという姿ですとか、昔の農

業のイメージと違って、もっと軽労化、作業も

楽にできるような技術も開発されているとか、
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そういうことも知っていただく。そういうこと

で、農業が魅力ある産業だということを認識し

ていただくことが、まずは一つだと思っていま

す。

こういったことを結びつけることで、そうい

った方が経営体になっていただいて、これなら

新しく入って人も儲かっていくんだという姿が

見えてくると、そういう新しい好循環が生まれ

てくる。新しい担い手が入ってくるという仕組

みがつくれるんじゃないかというふうに考えて

おります。

そのための県の施策としましては、一つは、

産地部会がつくっている産地計画に基づいて生

産とか販売、流通の計画をまずしっかり立てて

いくということが一つと、それから1,000万円所
得、県では農業所得1,000万円を目指すというこ
とで、具体的には県の普及員が、600万円ぐら
いのある程度の所得が得られている方がステッ

プアップするための技術指導、経営指導もしな

がら、伴走型で進めるというようなこともして

おります。

そういうことの情報発信をすることと併せて、

新規就農者に対しては、受入団体等登録制度と

いう形で、産地ぐるみで新規就農者を受入れる。

特に外から来た方は、その地域はどういうもの

がつくられているのかというのはわからないの

で、技術面も含めて、まず最初に県のほうで、

農業の座学的な技術とか経営について2カ月間
教えた後、その後10カ月にわたって産地に入っ
て、自分がつくりたい品目を技術習得するよう

なことを師匠についてやると。その後も、県の

ほうでも5年間しっかりフォローアップする。
そういった中で、新規就農者を受け入れるよう

な事業を進めていまして、こういった形で新規

就農者を受け入れて儲かる仕組みをつくってい

って、さらなる就農拡大に結びつけていきたい

と考えております。

【中村農林部長】 内容については、今、課長が

申し上げたとおりなんですけど、もうちょっと

わかりやすく申し上げますと、農家に後継者が

残るというのはどういうことなのか。やっぱり

父ちゃん、母ちゃんたちが400万円で食うてい
く。プラス200万円、子どもが帰ってきて、子
どもが小遣いじゃないですけど、ちゃんと給料

をもらうということで考えると、プラス200万
円ということで、一農家で600万円稼ぐという
のを目標にやっていこうという考え方でやって

まいりました。

実際に認定農業者という方々がおられまして、

5年後、自分たちの経営をこうしたいという計
画をつくって、それに基づいて経営改善をする

ということに対して、県はしっかりと支援をし

ていくという考え方でやってまいりました。

実際に、その結果、やっぱり600万円以上の
経営体というのは徐々に増えてまいりまして、

県では、認定農業者のデータベースというのを

つくっているんですけど、どういう経営内容な

のか、それを5年後どうするのかといったとこ
ろのデータベースがありまして、経営状況を試

算すると、大体そこの所得がわかるということ

になっております。

実際に、データ的には600万円以上になって
こられた方、やはり後継者がしっかり育ってお

ります。600万円以下になりますと、やっぱり
後継者の割合が減ってきております。

ですので、やっぱりしっかり600万円以上、
そういうことで、県全体の平均所得を600万円
以上にしようという目標であるんですけれども、

やはり600万円以上を確保する経営体を増やす
ことで後継者を増やしていくというのが、考え
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方でございます。

【藤田諫早湾干拓課長】諫早湾干拓関係の予算

の減額のお話でございますけれども、諫早湾干

拓事業は国営の土地改良事業でございまして、

国が一旦事業費を全額負担するという仕組みに

なっております。その後、県が負担金を払うと

いう仕組みになっておるんですけれども、その

分が、令和元年度から令和2年度への支払いの
分で約7,000万円減額になるということが主な
理由でございます。

【川口農山村対策室長】先ほどの儲かる仕組み

づくりについて、ご説明を申し上げます。

県ではこれまで農山村地域の活性化のために、

交流人口の拡大や地産地消の推進によりまして、

地域全体で儲かる仕組みづくりに取り組んでま

いりました。

具体的には、農産物直売所を販売交流拠点と

いたしました特産物等の地域資源の情報発信や

少量多品目産地の育成、また、農泊を推進する

ことによりまして、農産物直売所と農泊の売上

額につきましては、平成27年の105億円から、
平成30年には113億円と順調に伸びているとこ
ろでございます。

【饗庭委員】 その儲かる姿というところで600
万円以上にしていくというのは、大変いいこと

だと思うんですね。それがなかなか若い方に周

知されてないのではないかと思うんですね。そ

れをどうやって周知していくのかと、もともと

の平均的な農家の収入というのがお幾らぐらい

で、大半が600万円以上となると、イメージ的
にも儲かるんだなと思うんですけれども、今か

ら推進していくことによってなることはあると

思うんですけれども、そのあたりを教えてくだ

さい。

【宮本農業経営課長】まず、農業の所得でござ

いますけれども、県内の主な農業の担い手であ

ります認定農業者につきましては、平均の所得

が、平成29年度で507万円というふうになって
おります。

先ほど申し上げました支援も含めて、委員ご

指摘のとおり、必ずしも農業者に伝わってない

面もあろうかと思います。今申し上げました各

施策につきましては、我々も含め各振興局、普

及も通じて農家の状況を把握して、戸別の技術

指導・経営指導も含めてしっかりして、まだ600
万円に達してない方はまず600万円、それにさ
らに、1,000万円以上となりますと、人を雇って
雇用もしなきゃいけない、経営力も身につけて

いかないといけない、こういうところも含めて、

先ほどオープンアカデミーの話もしましたが、

そういった場面で勉強する場面もつくったりし

ながら、あるいは、戸別の普及員が経営改善の

指導もしながら1,000万円を目指せるような体
制づくりを、引き続きしっかりと対応していき

たいと思います。

周知につきましては、既にホームページなど

でもこういったことについてはお伝えをしてい

るんですけれども、日常、普及員が各農業者に

技術指導する中でもしっかりと周知活動も含め

て対応していきたいと考えております。

【中村農林部長】600万円経営体の、例えば500
万円だったと。やっぱり規模を拡大したい、ハ

ウスを増やしたいとか、農地の面積を増やした

いとか、新しい品種を入れて収量を上げたいと

か、そういったご希望があって、500万円の方
にそういった支援をさせていただいています。

例えば、補助事業名は何だと、実際それをや

って600万円規模に上がったら、600何十万円に
なりましたという事例を、名前は出さないにし

ても、いちご経営ではこんな事例がありました
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というのを、「振興局だより」というのがある

んですけど、そういうのに載せて農家の方々に

知っていただくということ。

それから、オープンアカデミーとか、農大の

授業の中でも、こういうふうな事例もあるよと

いったことをお知らせするということで周知を

図ってまいりたいと思っております。

【饗庭委員】大体理解したんですけれども、そ

の周知の中で、今、新卒者とか高校生、学生の

ころから農業はこんなふうにいいんだよとかい

うところも必要かと思うんですけれども、その

あたりもされておられるのか。

先ほどは認定農業者と言われたんですけれど、

認定農業者じゃない方もいらっしゃるかと思い

ます。兼業の方もいらっしゃるんですけれども、

そのあたりの年収というのが、平均が幾らかご

存じか、教えてください。

【宮本農業経営課長】高校生ですとかそういっ

た方々に対しても、就農に向けた普及啓発は進

めております。

一つは、農業高校と農大、それから我々と連

携しながら、将来の農業大学の進学とか就農に

向けた情報交換をする中で、先ほど部長から申

し上げました、将来の姿なども具体的な、農業

だとこれぐらい儲かるケースもあるというのを

お見せしたり、あるいは、農業高校生に対する

就業体験という形で、実際に3泊4日で…。
【近藤分科会長】 暫時休憩します。

― 午前１１時３１分 休憩 ―

― 午前１１時３１分 再開 ―

【近藤分科会長】 分科会を再開します。

【宮本農業経営課長】高校生に対する就農体験

でございますけれども、こちらにつきましては、

ここ3年で合わせて25人が経験をしておりまし

て、主に農業高校の学生さんなんですけれども、

一部社会人などもいて、今後の就農に結びつけ

るような取組として役に立っているかと思って

おります。

【中村農林部長】補足させていただくと、農業

高校なんかは、卒業して就農された先輩がたく

さんおられて、就農を考えている学生に対して

は、そういう農家の先輩方が来て講話をしたり

とか、実際に農業をされているところに行って、

実際の営農場面を見ていただいて勉強していた

だく。そこで、こんな経営をしたら、このぐら

い儲かるぞと、よか仕事ぞというような情報を、

直接先輩の農業者からお話ししていただくよう

な機会をしっかりと設けさせていただいて、そ

れで就農意欲を高めていただくというようなこ

とを実施しているところでございます。

【宮本農業経営課長】それから、県内の平均的

な農業所得でございますけれども、長崎県の場

合、185万2,000円という形で最新のデータはな
っておりますので、ご報告いたします。

【中村農林部長】今の平均値については、その

数字なんですけれども、どういう農家というこ

とを説明しますと、販売農家という考え方です。

年間に50万円以上農作物を生産して販売して
いる農家、先ほど言った認定農業者ももちろん

入っています。そういったことで、兼業農家の

方も入っていますし、従来言う、専業農家の方

が入っての全体での平均ということでございま

す。

【饗庭委員】今、認定外も含めて聞かせていた

だいて、やはりイメージ的に儲かるというのが

なかなか伝わってないように思うんですね。認

定はこうですよ、でも、販売農家はこうですよ

となると、農家は苦しいんじゃないかというと

ころがまだまだ皆さんの思いにはあるかと思い
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ますので、その辺も周知していただきながら、

農業従業者を増やしていただければというふう

に思います。

諫早湾干拓については、国の負担ということ

で理解したいと思います。

最後に、もう一点、先ほどありましたイノシ

シの被害のところなんですけれども、地元長与

でもやはりまだ被害は減ってないし、防護柵は

十分ということではございましたけれども、防

護柵が十分であっても被害が減っていない場合

は、防止対策なので、対策を講じるべきではな

いかと思うんですけれども、そのあたりはいか

がでしょうか。

【川口農山村対策室長】鳥獣被害について、ト

ータル的なことをちょっとだけ最初に。

鳥獣被害につきましては、平成30年では2億
円ということで、これまでイノシシ、シカ、カ

モ等の被害が発生してきたわけですが、農産物

の被害額としては減少傾向にあるところでござ

います。

これまで県といたしましては、防護、すみ分

け、捕獲の3対策を総合的に実施することで被
害を一定軽減してきたところでございますが、

委員お話がございました、例えば、今防護柵を

していない、新たに被害が発生しているところ

もございます。そういうところ、今、被害が発

生していないところにつきましては、農家さん

も被害対策をしようという気持ちになかなかな

られない。被害が発生して初めて、じゃ、ワイ

ヤーメッシュを張らんばねという話になってし

まっている部分がございますので、市町、関係

機関と協力しながら、予防的にしっかりと発生

時期を捉えて、事前にしっかり防護できるよう

な対策を、3対策をしっかり進めていこうと思
っております。

【饗庭委員】地元の話を聞くと、対策がとられ

てないんじゃないかということなんですね。市

町で大分違うから、県との連携ができてないの

かなと思うのと、防護柵が十分でも、捕獲する

方が最近は少ないというところで、対策として

は、防護柵がいいから減額しているというので

はなくて、捕獲対策というところにも補助金を

出したりいろいろしているけれども、新しい人

が育たないと、結構年配の方がいらっしゃるん

ですけれども、そういうところも、県も市町と

連携していかないといけないんじゃないかと思

うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。

【川口農山村対策室長】 委員ご指摘のとおり、

まず、捕獲者の減少につきましてなんですが、

捕獲には、大きく分けて銃、わなと2種類ござ
いますが、銃猟免許の所持者数については700
名程度でずっと、やや減少傾向にございますが、

わなは増加しておりまして、両方合わせまして、

過去5年間で10％ぐらい、銃とわなで3,539名い
らっしゃいまして、一定数確保されております。

これにつきましては、国と県の補助事業で、

免許を取る前に研修会があります。その分の研

修費への補助、もしくは診断書に対する補助、

これも付けて、免許を取る時は必要なんですが、

これに対する補助を設けておりまして、そうい

った新たに免許を取る方を増やそうということ

で、市町とも連携して進めておるところでござ

います。

防護柵についても、市町に呼びかけていただ

きまして、被害発生地区等については、重点的

に指導を行いながら、防護柵の設置を進めてい

るところでございますので、今後もしっかりと

取り組んでまいりたいと考えております。

【中村農林部長】細かいことをずっとお話しさ

れておりますが、やはり大分被害額が減ってき
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たと言いながらも、まだまだ残っているという

認識は、当然ございます。

まだまだワイヤーメッシュを張ってないとい

う地区もございますし、そういう方々が制度を

知らないということでは、私はだめだと思って

おりますので、まずは、気になったとか、被害

がちょっとでもあったら、役場のほうにまず一

報を入れていただいて、どういう対策をしたら

いいか、逆に言ったら、集落ぐるみで取り組ん

でいただくのが一番効果が高い。1軒1軒を囲む
のではなくて、集落全体をワイヤーメッシュで

囲むということで効果は高まってまいると思い

ます。

それから、張った後も、破れとったりしたら、

そこから潜り込むんです。だから、みんなで見

回って、開いたところを補修していくとか、そ

ういったことも集落ぐるみで大事だと思ってお

りますので、まずは相談をしていただいて、対

策についてみんなで話し合っていただくといっ

たことをお願いしたいと思っております。

【山下委員】 お疲れさまでございます。

1点だけ、予算についてお尋ねをしたいと思
います。

横長の予算資料の47ページ、農産園芸課の中
身でございますが、長崎県型次世代施設園芸推

進事業ということで、新規の予算が組まれてい

るようであります。

この事業費、3,153万9,000円の内訳を見てい
ますと、国費で2,725万円、県費で428万9,000
円というような内訳で、9分の8、9分の1という
ような感じのバランスでございます。

1点目の質問が、ほぼ農水省の予算で組まれ
ているのかなということですが、ネーミングが、

「長崎県型」とうたわれていると、なぜこうい

うネーミングになってきたのかということをま

ずお尋ねしたい。

それと、類似する、継続だと思うんですが、

チャレンジ園芸1,000億推進事業というのが、同
じような環境制御技術を活用してということで

の事業が今までもあって、来年度も8,600万円ち
ょっとの予算を計上されていますが、このあた

りの違いといいましょうか、逆に、今回の新規

事業の狙いといいましょうか、そのあたりをま

ずご説明をいただきたいと思います。よろしく

お願いします。

【渋谷農産園芸課長】 長崎県では、平成29年
から環境制御技術の導入実証を行っておりまし

て、11品目で実施を行った結果、大体2割から3
割程度の増収効果があっております。

それを、今度普及する段階になると、炭酸ガ

スの発生装置とか、あるいは暖房機とか、開閉

などをやる制御する機械があるんですが、これ

がかなり高価ということがありまして、一般メ

ーカーのものを買うと200万円程度かかるとい
うことなんですけれども、これを県内企業で連

携して開発していただいて、そのコストを抑え

る。そのために、「長崎県型」というネーミン

グをつけております。

国庫の額が多いのは、その実証をするための

機器を導入するための経費が国庫事業の対象と

なるということで、今回、国庫を活用させてい

ただくということで、この額が大きくなってお

ります。

それから、チャレンジ園芸1,000億の事業につ
きましては、今、既存の、あるメーカーが出し

ていらっしゃる環境制御機器等を導入するため

に、農家が導入する場合に対する3分の1の支援
事業ということになっております。

【山下委員】 大変よく理解ができました。

私の地元のほうでもいちご農家さんが結構い
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らっしゃって、先代といいましょうか、お父さ

んが結構高齢化をされてきまして、息子さんが、

逆に手伝いに戻ってきてくださって、今、二世

代で取り組まれていると、そういう生産者さん

もいらっしゃいます。

恐らくそういう方々も対象になってくるんじ

ゃないかなというふうに感じているんですが、

部長もおっしゃったように、所得600万円以上
を目指すというところの一つのモデルケースに

なっていけばなという思いで応援していきたい

と思いますので、今後ともよろしくお願い申し

上げまして、質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。

【近藤分科会長】 暫時休憩いたします。

― 午前１１時４３分 休憩 ―

― 午前１１時４３分 再開 ―

【近藤分科会長】 分科会を再開します。

午前中の審査はこれにてとどめ、午後は1時
30分から再開します。

― 午前１１時４４分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【近藤分科会長】 分科会を再開します。

質疑はございませんか。

【山田(博)委員】 農地利活用推進室なのか、諫
早湾干拓課長になるのかわかりませんけれども、

お答えいただきたいことがありますが、諫早湾

干拓事業推進費に関連してお尋ねしたいと思い

ます。

現在、諫早湾干拓の農地リース料の滞納状況

と、ここは宅地が販売されておりますが、その

販売がどのような販売状況になっているのかと

いうのを大きく2点、お答えいただけますか。
【村里農地利活用推進室長】 まず、1点目の諫

早湾干拓農地のリース料の滞納状況でございま

すけれども、3月2日現在で6経営体、総額3,057
万円の滞納となっております。

【藤田諫早湾干拓課長】宅地等用地のお尋ねで

ございますけれども、新干拓地の営農者の方々

に対応した住宅の建設や選果・加工施設などの

共同利用施設等を設置するための用地として、

宅地等用地がございます。

この用地は、諫早湾干拓事業の完成に伴い、

国から長崎県農業振興公社に一括して売却され、

県はその購入資金について、公社へ無利子貸し

付けを行っています。

現在の売却状況ということでございますけれ

ども、宅地等用地75区画、約7万平方メートル
のうち、県へ償還が終わっている分が41区画、
約3万7,000平方メートル、未償還となっている
部分が34区画、約3万3,000平方メートルという
状況でございまして、面積ベースでいきますと、

進捗率52％となっております。
金額ベースで申しますと、総額約3億4,000万
円を貸付けているわけでございますけれども、

このうち償還済みの分が約1億8,000万円、未償
還の分が約1億6,000万円となっております。
【山田(博)委員】 まず、諫早湾干拓農地のリー
ス料についてお尋ねしたいと思うんですが、滞

納状況が、今、6件で、大体3,000万円余りとい
うことでありますけど、これは保証人とかいら

っしゃって、その保証人から回収見込みがある

のかないのか。ないんであれば、今後どのよう

に対応していくのかというのをお尋ねしたいと

いうのが一つ。

先ほどの宅地のほうなんですが、これは、今

後の見込みですね、面積ベースで言うと、大体

半分近くは販売が終わっているわけですが、今

後どのように販売を推進していくのか、民間の
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ほうに委託してやっていくのかどうかというの

を含めて、お答えいただきたいと思います。

それと、利用形態というのを、そこの宅地を

利用するという形になっておりますけれども、

これを幅広く一般のほうに販売をするのかどう

かを含めて、お答えいただきたいと思います。

【村里農地利活用推進室長】諫早湾干拓地のリ

ース料未納は6経営体ございますけれども、ま
ず、その内訳をご説明いたします。過去の撤退

者が4経営体、あと、利用権の再設定が認めら
れない経営体が1、それと現営農者が1経営体の
6経営体になっております。
撤退者の4経営体につきましては、1経営体は

2カ月に一回程度の返済計画をつくりまして、
小額ですけれども、定額の返済を続けておると

ころでございます。

あと、撤退のうちの3経営体につきまして、2
経営体は裁判で負債の確定等いたしまして財産

調査をした結果、徴収する財産がないというこ

とで、現時点、徴収には至っておりません。も

う1経営体につきましても、県の納税状況等を
確認したところ、同じく差し押さえ等財産がな

いということで、その3経営体については、督
促は続けておりますけれども、返済に至ってな

い状況です。

あと、利用権の再設定が認められない経営体

につきましては、現在、訴訟中のところでもあ

りまして、その中で対応いたしておるところで

す。

現営農者につきましては、総額220万円の貸
付料でございますけれども、3月2日段階で140
万円の納付は済んでおります。あと、残り80万
円でございますが、これにつきましては、3月
中には販売収入で納入するということで、今お

伺いをして返済計画を立てていただいていると

ころでございます。

【藤田諫早湾干拓課長】宅地等用地でございま

すけれども、これまでも開門問題等がございま

して、なかなか設備投資に慎重になっていると、

そういった営農者も一部おられたということも

ございまして、なかなか売却が進まなかったと

いう状況がございました。

これまでも山田(博)委員をはじめ当委員会に
おいて議論いただきまして、売却の相手先につ

いて要件緩和等を行ってきて、例えばリース更

新に伴います空き農地にかかる入植者の再募集

において宅地購入の有無を評価のポイントに入

れましたり、入植者に限定しておりました売却

対象者につきまして、入植者以外でも干拓地の

営農に寄与すると見込まれる施設であれば対象

にすることや、国や公共団体等が公共用施設を

設置する場合にも活用できるよう見直しを行い

まして、制度面において売却や利活用の促進を

図っているという状況でございます。

そうした中、今ご説明しました要件の拡充に

伴いまして、現在2件、売却に向けた協議を進
めておりまして、それともう1件、これは営農
者でございますけれども、公社におきまして、

先週契約を締結したという状況でございます。

引き続き、宅地等用地の早期完売に向けまし

て、関係機関との協力を得ながら取り組んでま

いりたいと考えているところでございます。

【山田(博)委員】 そうしますと、まず、6経営
体で返済が不可能なところが1件、財産を調べ
たらなかったということでありますけれども、

実質、4経営体というのは回収が難しいんじゃ
ないかということになっていますけど、これは

事業申請した以外に保証人とか、それはもとも

と用意してなかったんですか。本当は、申請す

る際に、会社の体力審査をしてもともと入れて
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いるにもかかわらず、ふたを開けてみたら、や

っぱり払えませんでしたという会社が入植して

いましたということは、審査はどういうことに

なっているのかとなるわけですね。

当初は、審査する時には、干拓に入る会社の

方は、未払いがないようなしっかりとした経営

体だということで入植させた。万が一撤退なり

しても、ちゃんと回収見込みがあるような経営

体を入植させていると、私たちは認識していた

わけですね。ところが、今、違うということに

なれば、なぜこういうふうになったのか。当初

からそういうふうな見込みをしてなかったのか、

それか、保証人をちゃんとつけてなかったのか、

どっちなんですか。

【村里農地利活用推進室長】先ほど申しました

撤退者4経営体のうち、返済に至っていない3経
営体についてでございますけれども、それぞれ

平成20年、リース事業スタートからの入植の方
でございまして、平成20年当時は保証人なり保
証料の徴収をいたしておりません。1回目の再
配分の平成25年以降は、新規の入植者に関しま
しては保証人なり保証金を取るようにいたして

おりますけれども、平成20年当初から入植をさ
れて再設定をされる経営体につきましては、後

もって保証金・保証料の付与はできないという

判断を、弁護士等とも相談した中でしておりま

して、平成20年当初に入植された方については、
保証金・保証料の徴収をいたしておりません。

1点、すみません。ただ、再設定の審査の中
で経営改善が必要であるとかそういったご指摘

があった、経営改善が必要な経営体については、

同様の保証料・保証金の徴収をすることといた

しております。

【山田(博)委員】 平成20年に審査する時には、
未回収とか、要するに、経営が後から破綻した

からリース料は払えないような会社は入れない

んですよということで、私たちは認識していた

わけです。岡本次長、私もだてや酔狂で県議会

議員を5期していませんからね。ところが、今
聞いたら、平成20年当初から入っていたところ
がほとんどそういうふうになっていると。とい

うことは、あのときは審査を厳しくしていたと

いうことで私たちは認識しているわけです。

ところが、そのときは保証人をつけてなくて、

そのままにしていましたということでありまし

たけれども、3,000万円ですからね。結果的に、
今の状態が続けば、3,000万円は県民の皆さん方
に負担していただくという形になるんでしょう、

回収ができなかった場合には。どうなるんです

か、そこをお尋ねしたいと思います。

【岡本農林部次長】 今、山田(博)委員が言われ
ましたように、平成20年の入植時には審査をや
っておりましたけれども、その後、更新の段階

で保証人・保証料等を徴収するということを検

討いたしまして、弁護士とも相談したんですけ

れども、当初入植された方についてはそういう

ことはできないということで、今、山田(博)委
員からお叱りを受けましたけれども、その時点

ではつけることはできませんでした。その後、

次の更新からは保証料はやっております。

あと、リース料未納の分について、税金、県

民の負担になるんじゃないかというご意見でご

ざいますけれども、今、リース料の5％は、い
ろんな担保みたいな形で保管していまして、こ

の分については貸倒引当金等を充てて清算でき

るようにしております。税金の負担にはならな

いと考えています。

【山田(博)委員】 引き続き、いずれにしても、

この6経営体のしっかりとしたリース料の回収
に努めていただきたいと思っております。
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それで、先ほど宅地の要件緩和をしたという

ことでありますけれども、これは結果的には、

宅地は半分近くがまだ売れてないとなれば、こ

れは県が一遍国から買っていますよね。そうす

ると、その分を長崎県としては、実質上、長く

なれば金利負担も大きくなるわけですね。今、

この状態で宅地に関しては、金利はどれだけ負

担しているんですか。

【藤田諫早湾干拓課長】宅地等用地の取得につ

きましては、先ほど申しましたとおり、国から

県の農業振興公社が一括して取得しております。

その購入資金については、県から無利子の貸付

けを行っているという状況でございまして、そ

の資金について、現在、利子分が追加負担にな

っているということはないというふうに考えて

おります。

【岡本農林部次長】 前回の委員会で山田(博)委
員のほうからご指摘を受けまして、県からの無

利子借入れで購入しているところでございます。

先ほど申しましたように、前回の委員会以降、

1件の契約が終わりまして、今、またさらに1件
契約中でございます。あと2件検討中というこ
とで、とにかく県の負担がないように取り組ん

でいきたいと思っていますので、この前もご指

導いただきましたけれども、今後頑張っていき

たいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

【山田(博)委員】 いずれにしろ、諫早湾干拓地
という農地のリース料の滞納等しっかりと取り

組んでいただいて、なおかつ、宅地の販売もま

だまだ十分でない状況にありますので、引き続

きしっかりと取り組んでいただきたいとつけ加

えて、質問を終わりたいと思います。

【近藤分科会長】 ほか質問はございませんか。

【浅田委員】 お疲れさまです。すみません。退

席していたものですから。

数点だけご質問をさせていただければと思い

ます。

まず、横長資料の58ページの中に、長崎県獣
医師確保対策事業費というのがございます。要

望のほうでも出ていましたので、後ほどまた、

要望のほうでも獣医師に関してはいろいろお伺

いしたいところがあるんですけれども、獣医師

の確保を図るため、学生に対しての修学資金の

経費ですね、今、実際どれぐらいの学生が活用

をしているのか、ここ数年の状況を教えていた

だければと思います。

【山形畜産課長】獣医師修学資金のお尋ねでご

ざいます。

この資金については、平成22年度から開始し
ておりまして、これまでに28名に貸与していま
す。そのうち、13名の方が県または産業動物の
診療所に勤務をしておりまして、現在、10名が
大学に在籍中ということになっております。

【浅田委員】 平成22年から28名で、うち13名
が長崎県内にいらっしゃるということで、残り

の15名の方は、これは別に県内に就職するとい
うことが条件とかではないというものなんでし

ょうか。

【山形畜産課長】説明が十分でございませんで、

28名のうち13名は県内に就職、あと10名が学生、
あと1名が未就職ということで、獣医師の勉強
をしたわけですけれども、現在自己都合で、ま

だ勤務先が決まっていないということです。

それから、貸与後、自己都合により中止をさ

れた方が4名いらっしゃったということで、合
わせて28名ということになります。
【浅田委員】大方の方は県内にお勤めになって

いただいているということだと思うんですが、

この条件等々とかが詳しくわからなかったもの
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ですから、また後ほどお示しをいただければな

と思います。

産業獣医師の方とかだんだん減ってきていた

り、特に、今はペットとか、そちら側もだと思

いますけれども、小動物というところでも、な

かなか長崎県内に就職をしていない状況があろ

うかと思っているんですが、要望のほうにも出

てくるので、そこでも質問しますけれども、具

体的に工夫をなさっていること、こうやって奨

学金の制度はありますけれども、ほかに何かあ

れば、教えてください。

【山形畜産課長】獣医師の方、特に長崎県内に

獣医師の学校がありませんので、まず、全国の

獣医学科がある大学に実際に出向きまして、在

校生なり長崎県出身者を訪ねて、ぜひ長崎県に

来てくださいと、そういうＰＲを学校訪問でや

っているということ。

それから、あと、インターンシップ制度とい

って、特に離島の家畜保健所で実際に現場での

家保の業務を体験していただいて、実際どうい

うことをやっているか、長崎県はどういう状況

にあるのかというのを実際肌で感じていただい

て、そういう方に長崎県にまた来ていただくと、

受験していただくというふうな取組を進めてお

ります。

そのほか、あと、インターネット等を使って、

今、転職というのも結構多くて、小動物をして

いたけれども公務員獣医師を目指したいという

方もいらっしゃいますので、そういった人に対

して、インターネットでの情報発信をさせてい

ただいているところでございます。

【浅田委員】 わかりました。後はまた、要望の

ところで、いろいろ要望が挙がっている事項に

ついてもお伺いをさせていただければなと思い

ます。

もう一点、横長の32ページにあります、農山
村地域力向上支援事業費の中に、農地付きの空

き家やお試し移住などの情報発信等々の経費が

出ているかと思いますが、これの実態をもう少

し詳しく教えていただけますでしょうか。

【川口農山村対策室長】まず、農山村集落の現

状を少しご説明申し上げさせていただきます。

農林業センサスを5年おきに実施しておりま
して、直近の数字の2015年の農山村集落におき
ましては、いわゆる集落機能が低下すると言わ

れております、10戸未満かつ65歳以上が50％以
上の集落が54集落ございます。これを推計いた
しますと、2040年には6倍の344集落に増加する
と、今後は人口減少や高齢化に伴い、集落機能

が低下し、もしくは、非常に集落が減少してい

く傾向に、現状としてはあるのではないかと考

えております。

農地付き空き家の状況につきましては、各市

町で空き家バンクという制度がございまして、

この制度を活用して、県が自ら行うというより

は、むしろ市町と連携しながら、空き家バンク

の制度の中に農地付きの空き家がございました

ら、この事業に取り込んでいこうと考えており

ます。

件数については、ちょっとお待ちいただけま

すでしょうか。

【浅田委員】私の質問の仕方が悪かったかもし

れないんですけれども、今お話を伺うと、空き

家バンクの中に農地付きが入っていたならばと

いうふうに聞こえたんですけど、そもそも農地

付き空き家などを活用してもらうという事業な

のかなと思っていたのですが、そうではないと

いうことですか。

【川口農山村対策室長】 失礼いたしました。

この事業におきましては、人を呼び込むとい
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う視点で事業を立ち上げておりまして、現在、

移住というのが、長崎県は大体1,000名ぐらい来
ておられますが、なかなかその方々が、先ほど

申しました、非常に人口が減少している、維持

が困難となっている集落に住まれる割合が非常

に少ないと聞いております。

移住が多い県内2市に確認いたしましたとこ
ろ、約8割の方々が市街地のほうに、いわゆる
住みやすいところに、今までの生活スタイルを

変えないようなところに移住されてきていると

いう現状がございますので、なかなか移住が進

んでいない農山村集落に人を呼び込む対策とい

たしまして、農地付き空き家、そういったもの

を集落の方々と一緒に探しながら移住を進める

という事業にしております。

【浅田委員】 今、長崎は、移住者自体はだんだ

ん増えていますけれども、生活スタイルはなか

なか変わっていないと。実態として、移住して

来てくださった方は、農村地域に住んでいなく

とも、農業に就業したというか、農業を糧にこ

ちらに来たという方の人数とかの把握はござい

ますか。

【近藤分科会長】 暫時休憩します。

― 午後 １時５３分 休憩 ―

― 午後 １時５３分 再開 ―

【近藤分科会長】 分科会を再開します。

【宮本農業経営課長】新規就農者の数ですけれ

ども、農外、県外から農業に就農した方という

のは、最新の平成30年度の数字で14名いらっし
ゃいます。

【浅田委員】農業にもいろいろあるかと思いま

すけれども、どういったものが多いんでしょう

か。

【宮本農業経営課長】多いのは、やはり施設園

芸ですとか、一部露地野菜もありますけれども、

例えばハウスなどを導入することで、比較的早

期に収入が得られるような品目を選んでいる方

が多いです。

【浅田委員】その方たちが今まで経験者だった

のかとか、こっちで初めてそういうふうになさ

っているのかとか、例えば岡山に視察に行った

時は、果樹が比較的にやりやすいということも

あって、果樹を初めてやる若い人たちの移住に

焦点を当てて力を注いでいるということだった

んですね。

ここにも、お試し移住などの事業もあるわけ

ですから、長崎県として、そのあたりをもう少

し詳しくご説明いただけると幸いです。

【宮本農業経営課長】特に農外から農業をされ

るということで県にいらっしゃる方については、

経験がないということがありますので、県では、

技術習得支援研修という、外から来た方を中心

に技術力、経営力を身につける研修を行ってお

ります。こちらは2カ月間の座学と、それから、
その方が将来就農したい品目について、その産

地に行って、品目の師匠になるような担い手の

方のもとで研修を10カ月間するというもので
ございます。

例えば果樹でやっていきたいということであ

れば、みかん農家の担い手の方のところに10カ
月間行って、そのノウハウも学び、その間に、

例えば果樹の場合、みかんを植えてもすぐ実が

なりませんので、近隣で離農を考えていらっし

ゃる方の果樹園を借り受けるとか、そういった

手だてをその間に段取りをつけていって、速や

かな就労に結びつける。こういったことについ

て、県でも就農支援センター、それから、現場

の普及員が協力しながら進めているところでご

ざいます。
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【浅田委員】いろんな手だてをしながらという

ことだと思うんですけれども、長崎県はこうや

って人も減っていってる。そして、農業の担い

手、後継者もいないということを考えると、向

こうから来てくれる方がやりたいことをやらせ

るということはもちろん非常に重要なことだと

思うんですけど、ある一定こちら側が把握して

いる、ここはどうしても後継者がいなくて、農

村地域とかもどんどん人が減っていって、農業

自体をやめられる。そうなると、長崎県として

も食の安定供給の部分にもつながってくるかと

思いますので、事業としての発信の仕方、もち

ろん、来ていただいて技術を学んでいただくと

いうことも重要かと思うんですが、長崎県が打

ち出したい、例えば得意分野、空いているとこ

ろとかを、もっと違った形で発信するというの

もある意味必要なことではないかなという気が

しております。

【中村農林部長】ご提言、ありがとうございま

す。

一つだけ。今回、お試し移住とか、農地付き

住宅とかというお話をするのには、考えがござ

いまして、移住・定住ということと新規就農者

というところ、先ほどからお話があっている産

業対策と農山村対策と、少し事業で切り分けを

させていただいています。産業対策としての担

い手ということで、新規就農者を確保するとい

う面では、当然、ＵターンとかＩターンとか対

象になりますけれども、今どこに就農している

かというと、やっぱり平坦地から少しなだらか

なところで、中心は施設園芸、施設ハウスを2
反程度つくって就農する。それに対しては、1
年間に150万円の給付金もいただきながらとい
うことで考えると、住居もそれなりに確保しや

すい。

今回、今話題になっている農山村地域力向上

支援事業については、条件の悪いところ、山際

の基盤整備のできないようなところ、その山際

の集落がなくなると土砂災害が増えたりとか、

イノシシが里に下りてきたりとか、そういった

集落に若い人に住んでもらわんばいかんじゃな

いかと。当然、農業では食えませんので、逆に

言ったら、だんな様はまちなかに仕事に行く。

農地付きと言いましたけれども、その農地とい

うのは、俗に言う屋敷畑みたいなイメージで、

1畝とか、2畝とか、要は直売所向けにつくる程
度というイメージでございます。

ですので、農山村に移住をしていただく、専

業、兼業は関係なし、非農家でも結構。ただ、

そこに住んでいただいて、できれば、土日に田

植機のオペレーターになっていただければ一番

最高というような考え方で、少し切り分けた形

でお試し移住とか。だから、屋敷畑が付いた空

き家を提供するような形にできないかといった

ことで、切り分けた事業というふうにご理解い

ただければと思います。

【浅田委員】 わかりました。いろんな意味で、

減っているところを、まずは何とかするという

ことが先決であるというお考えで今やっている

ということですね。あいている時に、それをや

っていただければと。

先ほど質問の中で、午前中にも、以前はあっ

た女性の農業者、ここの部分での予算化は減っ

てはきていますけれども、だんなさんは外で働

いているけれども、女性が違った活路を見出せ

るようなことも併せてやると、またさらに、今

部長がおっしゃったことにプラスができるもの

と思います。

わざわざ部長自らお答えいただいて、ありが

とうございます。
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【八江委員】 2～3、質問をさせていただきま
すけど、まずは、諫早湾干拓の判決が昨日出ま

したことに対して、地元の者として、被災者の

一人として歓迎し、また安堵しているところで

あります。皆様、いろいろご苦労さまでしたと

言いたいんです。

ただ、干拓の事業の中で、先ほどから質問が

ありましたように、農地の活用の問題等で、し

っかり経営が安定した運営をしている企業と、

あるいは、まだまだそこに至らないところの企

業等があって、正直言って、ああいうふうな肥

沃で立派な農地を活用しながら生産性が上がら

ないというのは、もう少し技術的なことの援助

も必要だろうと思うし、取り組み方もまだまだ

足らないものがあるんじゃないかと。

それは、一つは、広大な面積を運用していく

わけでありますから、そのことに慣れてないと

いうか、栽培上、大型面積に対しての栽培等が

十分じゃないというか、あるいは品目の選定が

できていないのかなということを考えますけど、

いま一度、干拓の中には営農技術センターの分

譲もあったと思いますけど、このあたりの指導

が的確に行われているのかどうかということも

ありますけれども、していただいていると私は

思いますけれども、ばらつきが出ているところ

は、もう少しその辺が足らないのかなと思って

おります。

地元の入植者であるミニトマトの栽培をして

いる方は、言えば日本一いいトマト、うまいも

のを生産しているというようなこともあるし、

反面、カモ被害等に惑わされてといいますか、

そういうのに遭われて、負の栽培をしていると

いうようなこともあったりして、我々も両方聞

くわけでありますけれども、その点はもう少し

技術的な指導とか、排水対策は初めからあるわ

けですから、初めからあることを認識して、当

然入植はしていると思いますけれども、その点

も含めて、もう少し技術指導なんかは必要じゃ

ないかと思いますけど、その点いかがですか。

【藤田諫早湾干拓課長】入植者についての現在

の営農の状況でございますけれども、平成30年
度における耕地利用率は174％となっておりま
して、同年度の長崎県の畑地の耕地利用率の

88.9％、全国畑地耕地利用率の90.0％の約2倍と
なっているところでございます。

一方、経営状況につきましては、平成29年度
の決算などにおきまして、撤退者を除いた35の
経営体のうち29の経営体が黒字、6経営体が赤
字であるということを把握いたしております。

経営のほうがなかなかうまくいかなという部

分の原因につきましては、栽培技術の課題、あ

るいは労力不足、資金不足、そういったことで

あるというふうに考えているところでございま

す。

そうした中で、平成31年度におきましては、
経営向上取組経営体ということで、重点的に指

導する営農者ということで8経営体を対象とい
たしまして、現地の諫早湾干拓の営農支援セン

ターを中心といたしまして、県央振興局、島原

振興局のメンバーも含めましてチームを編成い

たしまして、生産分析あるいは財務分析をもと

に経営指導、技術指導を行い、問題の解決に向

けて取り組んでいるところでございます。

引き続き、営農者のほうと協議しながら対応

してまいりたいと考えております。

【八江委員】 ややもすると、入植された方が、

正直言って、その場所がといいますか、干拓地

が非常に悪い干拓地だったというイメージ的な

ことを今与えている部分が結構あるんじゃない

かと。我々は地元の地先を使ってやっていただ
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いていることを考えれば、見たところ、非常に

優秀な農地だと思って期待もしておりましたけ

ど、先ほど申し上げる部分があって、もう少し

経営努力といいますか、作物については、入植

されたから黙ってとれるということではないと、

そういうふうに思いますから、それには技術援

助等が必要です。これは肥培管理、あるいは水

等の管理です。地下水が高いということはわか

っているわけですから、そういったものを含め

てしっかりと指導いただければ、必ず日本一の

農地になるんじゃないかと期待しておりますの

で、指導を改めてお願いしたいんですけれど、

それはどなたかがやりますということを、お願

いします。

【綾香農林部次長】 諫早湾干拓で、今、営農し

ていただいている35経営体すべての農家に対
して経営指導、技術指導を行いますけれども、

特に赤字の農家、6経営体も含めまして8経営体
を重点的に選定いたしまして、先ほど申したと

おり、技術面、品目のアドバイス、栽培指導、

経営指導、労力の問題、そういうものも含めま

した重点指導を諫干営農センター、それから、

関係する振興局の普及指導センター、それと私

どもも入りまして、今、一緒に指導を行ってい

るところでございます。

8経営体の中には、指導の結果、品目をリー
フレタス等に絞り込まれて経営が安定された経

営体も見受けられて、黒字化した経営体も見受

けられますので、すべての経営体がしっかりと

黒字化して経営が安定していくように、今後も

その8経営体を中心に、35経営体の指導徹底を
図ってまいりたいと考えております。

【八江委員】モデル的な長崎県の農業というも

のを目指してこられたと思うし、我々もそうい

う期待もしておりました。20年ぐらいになりま

す。一つひとつ技術革新は進めていただいてい

ると思いますけれど、もう少し顔が見えるよう

にといいますか、そういったものに打ち勝って、

もう少し諫早湾干拓の産出の作物だということ

を誇りを持って売れるようなことに持っていっ

てほしいなと思いますし、その中には、先ほど

申し上げるミニトマトをはじめたくさんのもの

がありますけれども、だから、そこが一つの起

点となって、背後地の小野平野、諫早平野等に

ミニトマトが少し普及をしていることも事実で

す。

ですから、私はできればここで、答えは要り

ませんけど、長崎県のミニトマトの大産地をつ

くって、長崎県の大きな団地ということは、イ

コール、九州の一つの大きな団地として、八代

とか、横島とか、ほかの熊本県のあたりに負け

ない大きな集団的な栽培地をつくっていいんじ

ゃないかという思いもありますので、土壌その

ものは立派な土壌でありますことをここに申し

添えてお願いしておきたいと思います。

また、アリアケジャパン等が生産をし、そし

てまた、それを原料として自社製品を全国に、

あるいは世界に発売してもらっている部分もあ

りますから、そういった加工業者との連携、そ

ういったものもしっかりとやっていただきたい

と思います。60ヘクタール余りの一番大きな栽
培をしているのがアリアケジャパンだったろう

と思いますけれども、そういうようなことも含

めて、しっかり進めていただきたいと思います。

この予算等については、そういったものを含め

て、ＰＲを含め、また、進めていく予算に計上

されているものと思いますので、それはお願い

をしておきたいと思います。

それから、もう一つは、試験場の関係で、農

林技術開発センターの関係になりますけど、や
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っぱり新しい品種というのは、苦労に苦労を重

ねてしていかないとでき上がらない。今では7
～8年かかっておったのが、今はバイテクを使
って、3年前後でできるということになってお
りますけど、長崎県の特産の品種というのが、

果たしてどれだけできたかというと、以前の、

我々は若い頃からずっとのぞいておりますけど、

最近、品種改良についての取組というのが、や

やもすると予算の低下、昔、熊沢三郎場長がお

ったころは、それが一つの大きな目的だったわ

けですけど、それが、今、そうじゃない部分が

あったりして、停滞をしていると申し上げるの

は失礼だと思いますけれど、その辺が少し手薄

になっているんじゃないかと思うんです。

そういう中で、ばれいしょ試験場は非常に頑

張っております。茶業試験場も、茶業のほうも。

ただ、本来の技術センターのところが、いちご、

あるいは花、その他は、一部はありますけど、

もう少し頑張っていくためには予算の確保が、

こう見てみますと、貧弱な予算になっているよ

うな気もします。それでいいのかと。やっぱり

農業の原点は品種から、種からなんですよ。そ

れがなければ、高収入ということにもなってい

きませんので、その考え方がどこまで農林部と

して考えておられるのか、確認しておきたいと

思いますけれども、いかがでしょうか。

【荒木農林技術開発センター所長】農林技術開

発センターについては、4つの目標がございま
すけれども、その中の一つ、一番大きなものは、

今委員が言われたように、それぞれの作物の品

種改良によって、品種改良に勝る改良はないと

いうようなことで、それによって非常に所得が

上がるということでございます。そういう予算

が貧弱になっているんじゃないかというような

ご指摘でございます。

そこにつきましては、先ほど部長の説明の中

にもありましたように、それぞれセンターの本

所の試験研究費、果樹部門、畜産部門の研究費

がございまして、それぞれ言いますと、大体1
億6,000万円程度の予算費になっております。こ
れ以外に、その下に、国や民間等の外部資金を

利用した研究資金というのがございまして、こ

こにも8,500万円程度の予算化をしております。
ただ、この8,500万円の予算化されたものは競
争的資金ということで、国等が資金は用意しま

すけれども、皆さん方から応募を募って、その

中で採択をされて予算が獲得できるというよう

な資金でございます。ここの部分について予算

の獲得が少なければ、なかなか予算がとれない

というようなところでございまして、ここにつ

いては、今、長崎県の場合が、昨年度で42％ぐ
らいの獲得率ということでございます。全国的

に言いますと10％から20％でございますので、
非常に高率ではございますけれども、さらに、

2年～3年前には大体6割近くを獲得するという
ような、非常に高率で競争的資金の獲得をやっ

ておりました。それが、今、少し落ちておりま

すので、ここについては頑張りたいということ

でございます。

ここについては、県内の企業、大学、国、そ

の他メーカー等のアグリイノベーションのプラ

ットホームということで意見交換の場をつくっ

て、そこで意見交換をしながら共同研究を進め

ていく種をつくろうというようなことをやって

おります。

また、農林セミナーということで、外部の講

師を呼んでセンターはいろいろ勉強するという

ようなこともありますし、最近、県内に大手の

ＩoＴ・ＡＩの企業が来ておりますけれども、そ
この3社程度と意見交換をしながら、そことも
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一緒になって共同研究ができないかというよう

なことで、そういうものを種にしながら、先ほ

ど言いました競争的資金の獲得率を高めていこ

うというようなことを考えております。

【八江委員】長崎県には、ほかにないばれいし

ょ試験場、茶業試験場はほかの県にもあるんじ

ゃないかと思いますけれども。そして、もう一

つは果樹試験場がありますね。果樹試験場は、

国の口之津試験場は、一時撤退をするようにな

っておりましたが、今現在、残っていると思い

ます。ばれいしょのほうは、雲仙馬鈴薯原原種

農場というのが、一部まだ残っている部分もあ

ります。

そういう研究部門で優れた地域でもあるし、

また、県もそのような形の体系は整っておるも

のと思います。そうすると、そこにあるものを

もう少し活用し、また、人員的ないろんな入れ

替えもありながら、やっぱり活用していかなき

ゃならないというのが、正直言って我々も実感

として、県の技術関係については思う部分があ

りますので、その辺はしっかりやっていただき

たいなと思います。

長崎県のみかんは、優秀なみかんですね。し

かし、品種は長崎県特有の品種じゃないわけ。

栽培がうまくいって、マルチ栽培等がうまくい

っていいものができている、高糖度のものがで

きて、非常に高く売れておると。しかし、その

高く売れているものも、新宿高野では、今、1,000
円を切って安い価格になってしまった。高級メ

ロンである静岡メロン等も1,000円を切ったと
か、2割ダウンとか、3割ダウンとか、今ピンチ
になっています。

その品種は品種として、単価は、その年々に

よって違ってくると思いますけれども、品質そ

のものは変わらないわけですから、もう少しし

っかりお願いしたいということを思うんですけ

れども、農林部長、その点は欠かさないように、

技術は怠ったらもう終わりですよ。どうですか、

部長の考え方は。

【中村農林部長】私も技術屋でございます。八

江委員のおっしゃることは、重々自戒を持って

取り組んでいるところでございます。

やはり試験場は農家の皆様のニーズをしっか

り把握して、農家の皆様の経営向上に本当につ

ながるような試験研究をしていくべきだと思っ

ておりますので、先ほど場長のほうから、「競

争的資金の確保」という言葉もありましたとお

り、やはりニーズの高い課題に取り組んでいく

んだという姿勢、中身が大事になってこようか

と思っておりますので、やはり質の向上といっ

た面でさらに力を入れていくべきと思っており

まして、私も試験場の充実には力を尽くしてま

いりたいと思っております。

【八江委員】農林試験場は、諫早の一番ど真ん

中のいい場所で、今度はインターチェンジのす

ぐそばで、我々は毎日眺めながら来ております

から、これから先の研究は下手なことはできな

いと、監視員がたくさんおるんだということも

念頭に置きながら、それで、あそこをもう少し

有効に活用するか、移転するか、問題は前から

いろいろと、試験場が100年して移転したらど
うかと話にあっていたけれど、それは今のとこ

ろ保留になっていますから、そうなる前に、も

う少し実績を上げることが必要じゃないかと思

いますので、これは強く要望して、一旦質問を

終わりたいと思います。

【中村(一)副会長】 主要事業の概要をもとに、

5点ほど質疑をいたします。
まず、先ほど浅田委員が質問をされました、

お試しの移住体験です。これは、集落が農泊実
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践団体と連携し、移住希望者を宿泊させ、宿泊

金額の2分の1を補助するとなっていますけれ
ども、うちの南島原市は農泊実践団体が185あ
ると思うんですが、ない市町があるのか。

【川口農山村対策室長】農林業体験民宿がない

地区と申しますと、壱岐市にはございませんが、

多くの民宿がございますので、そちらの活用を

考えております。

【中村(一)副会長】 ということは、壱岐だけが
ないというようなことですね。わかりました。

移住希望者が移住したいという時に、集落に

そういう農泊実践団体がなかった時には、実際、

移住を希望したい人が非常に困ると思うんです

よね。壱岐市が、今からできるというような感

じですね。わかりました。

【川口農山村対策室長】壱岐市には民宿が複数

ございまして、そちらの活用を今考えておりま

す。

【中村(一)副会長】 2点目に、直売所関係でお
尋ねをしたいと思います。

52直売所と書いてありますが、県で把握して
いる直売所はどのくらいあるのか。私は、もっ

とたくさんあるんじゃないかなというふうに思

っているんですけれども、その52の根拠という
のを教えていただきたいと思います。

【川口農山村対策室長】県下には有人の農産物

直売所が152ございます。こちらの52の根拠と
いたしましては、5,000万円以上の販売額を有す
る直売所数ということで提示させていただいて

おります。

【中村(一)副会長】 規模や経営形態がまちまち
の中で、52直売所以外は対象としないんですか。
【川口農山村対策室長】 52は、あくまでも目
安として、対象として捉えているわけじゃなく

て、あくまでも人を派遣できる事業体として

5,000万円程度が必要ということで、参考数値と
して上げておりまして、現在、28の直売所が計
画を作成しておりますが、うち3つの直売所は
5,000万円以下の直売所でございまして、対象と
しては広く捉えておりまして、このときの目標

として、52の直売所にこういった計画はつくる
べきではないかということでお示しをさせてい

ただきました。3つは、5,000万円以下の小規模
な直売所も参加していただいております。

【中村(一)副会長】 市町との協力と周知が必要
と思うんですよね。そのようなことは、どのよ

うにして周知されておりますか。

【川口農山村対策室長】直売所の担当職員を振

興局に配置しておりますので、振興局の職員を

通じて、関心のある直売所についてはお声がけ

をさせていただきながら、セミナーを開催して

いるところでございます。

【中村(一)副会長】 うちは、直売所が2つあっ
たんですよね。その閉鎖の原因は、会員の高齢

化や消費税の切り替えに対応できないというよ

うなことで閉鎖をしたんですよ。

以前から取り組んでいたと思うんですけれど

も、その辺の支援が必要じゃないかと私自身思

うんですけれども、その辺のことはどのように

思われておりますか。

【川口農山村対策室長】委員お話しございまし

たとおり、今の農産物直売所につきましては、

高齢化に伴う出荷者の減少とか、来店者の減少、

販売額の伸び悩みとか、多数の問題点があると

考えておりますので、今回、横長の32ページに
ご提案しております。農山村地域力向上支援事

業の中で、農産物直売所を対象といたしました

セミナーですとか、社会実験を行いまして、農

産物直売所の活性化を図ってまいりたいと考え

ております。
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【中村(一)副会長】 3点目に、鳥獣被害防止対
策について。

昨日、対馬ではシカが推定3万頭おるという
ような話だったんですけれども、イノシシとシ

カの成獣は7,000円の捕獲の経費助成とありま
すが、昨年度の助成実績が種類ごとにわかれば、

教えていただきたいと思います。

【近藤分科会長】 暫時休憩します。

― 午後 ２時２４分 休憩 ―

― 午後 ２時２４分 再開 ―

【近藤分科会長】 分科会を再開します。

【中村(一)副会長】 シカについて、昨日は、対
馬が3万頭というように言われましたけれども、
県内のシカの生息状況、その辺もわかりますか。

【川口農山村対策室長】シカの推定生息頭数に

つきましては、年度をまたいで、地区を分けな

がら生息頭数の調査を行っております。

平成27年度、長崎市には720頭、平成30年度
の調査で、五島列島には4,503頭、令和元年度の
調査におきまして、対馬市においては4万1,700
頭、平成27年度の調査で、県北地区には250頭、
以上で4万7,173頭が県内では生息していると
考えております。

【中村(一)副会長】 今現在、多分、島原半島に
はいないんですよね。これも時間の問題じゃな

いかなと思っておりますけれども、今から、県

としては広域的に対策を講じる必要があるんで

すけれども、その辺は、島原半島の部分に関し

ては、市町あたりに指導なり周知なりされてお

られますか。

【川口農山村対策室長】指導体制につきまして

は、イノシシ対策のＡ級インストラクターとい

う制度を持っております。それを補強する制度

といたしまして、Ａ級インストラクタープラス

という講座を開催しております。

今年度につきましては雲仙市のほうで、今、

特に大村市、雲仙市の方面にアライグマが出た

というお話がございましたので、アライグマを

対象とした鳥獣被害対策の実施講座を開催いた

しまして、鳥獣被害対策を進めているところで

ございます。

【中村(一)副会長】 14ページの農地中間管理機
構事業促進対策費についてお尋ねをしますけれ

ども、簡易な基盤整備事業等を利用しながらと

ありますけれども、具体的にどのような事業が

あるのか、教えていただきたいと思います。

【村里農地利活用推進室長】この資料に、簡易

な基盤整備事業等と書いておりますけれども、

これは国の事業で、農地耕作条件改善事業とい

うのがございます。受益戸数が2戸、事業費が
200万円以上というので事業が実施できる事業
を指しております。

【中村(一)副会長】 県単独の基盤整備事業は使
い勝手が非常に悪いんですよね。それで、実績

がほとんどないというふうにお聞きをしており

ますけれども、どのぐらいの事業をされておる

のか。

【村里農地利活用推進室長】今ご紹介しました、

農地耕作条件改善事業につきましては、排水対

策等での取組は実際にございますが、ここで想

定しています、耕作放棄地解消に向けた取組に

ついては、まだ、現時点ではないところでござ

います。

【中村(一)副会長】 とにかく私たち南島原市は、
荒廃地が非常に多いんですよね。非常に使い勝

手が悪いという話を聞くんです。その辺等もも

うちょっと考慮していただければいいと思うん

ですけれども。

もう一点は、県産米のブランド化推進事業、
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ＪＡ等というのが入っておりますけれども、農

家で組織した任意団体でもいいのか。南島原市

では、掛け干しした米の食味のよさをＰＲして、

ブランド化に取り組んでおるんですよね。6～7
人とか7～8人で、集落でしているんですけれど
も、その辺は対象になるんですか。

【渋谷農産園芸課長】この事業につきましては、

ＪＡ等と書いておりますが、ＪＡ以外の任意の

団体についても、事業実績として上がっていま

す。

【中村(一)副会長】 ということは、利用できる
ということですね。

最後に、補正予算に関する質疑はいいんです

かね。

この資料に基づいてですけれども、11ページ
の農業用河川工作物応急対策事業、9,270万円の
予算がついておりますけれども、この事業は、

多分、有馬川地区の工事だと思うんですけれど

も、間違いないですか。

【土井農村整備課長】有馬川における鋼製の堰

の改修工事でございます。

【中村(一)副会長】 これは、南島原市で一番大
きな河川なんですよね。そして、昨日も話があ

ったんですけれども、可動堰の改修ですよね。

要するに、水田があって、用水が必要な時期が

ありますよね。その工事の期間というか、そう

いうのはどのように考えておられますか。

【土井農村整備課長】取水期には工事をせずに、

収穫が終わった後に工事をするという形になり

ます。

【中村(一)副会長】 十分に配慮して、していた
だきたいと思います。

そして、あそこは、可動堰が右と左とあるん

です。これは土木部がまず工事をするというふ

うに思っておりますが、左が倒れておるんです

よね。わかりますか。そこに堆積した土砂を浚

渫したら、多分いけるんじゃないかというふう

に思っているんですけれども、その辺は十分に

配慮して工事に入っていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。

終わります。

【近藤分科会長】農山村対策室長、さっきの数

字はわかりましたか。

【川口農山村対策室長】委員ご質問がございま

した、鳥獣被害にかかる助成実績について、ご

説明をさせていただきます。

平成30年度の実績を、まず、金額ベースでご
説明させていただきます。イノシシは1億7,300
万円、シカに関しましては7,000万円、アライグ
マにつきましては100万円、アナグマに関して
は45万3,000円、あとは小額になりますので省
かせていただきます。この金額で、総計としま

して、国庫事業といたしまして2億4,624万
4,000円の金額になっております。
【近藤分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第1号議案のうち関係部分、第3号議案ないし
第5号議案、第77号議案のうち関係部分、第78
号議案ないし第80号議案については、原案のと
おり、可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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【近藤分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、それぞれ原案のとおり、

可決すべきものと決定されました。

暫時休憩いたします。

― 午後 ２時３４分 休憩 ―

― 午後 ２時３４分 再開 ―

【近藤委員長】 再開いたします。

次に、委員会による審査を行います。

議案を議題とします。

まず、農林部長より総括説明をお願いします。

【中村農林部長】農林部関係の議案等について

ご説明いたします。

農水経済委員会関係議案説明資料 農林部の

1ページ目をお開きください。
今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第19号議案「長崎県の事務処理の特例に関する
条例の一部を改正する条例」、第56号議案「長
崎県卸売市場条例及び長崎県卸売市場審議会の

組織及び運営に関する条例を廃止する条例」、

第71号議案「権利の放棄について」であります。
議案の内容についてご説明いたします。

まず、第19号議案「長崎県の事務処理の特例
に関する条例の一部を改正する条例」の農林部

関係部分につきましては、知事の権限に属する

事務の一部を市町において処理することに関し

て、卸売市場法の改正による長崎県卸売市場条

例の廃止に伴い、所要の改正をしようとするも

のであります。

次に、第56号議案「長崎県卸売市場条例及び
長崎県卸売市場審議会の組織及び運営に関する

条例を廃止する条例」につきましては、卸売市

場法の改正に伴い、条例を廃止しようとするも

のであります。

次に、第71号議案「権利の放棄について」は、

主債務者、連帯債務者及び連帯保証人が破産し

ていることから、債権の回収が不能であるため、

権利を放棄しようとするものであります。

続きまして、議案外の主な報告事項について、

ご説明いたします。

今ご覧の資料に加え、農水経済委員会関係議

案説明資料（追加1）をご準備ください。
今回、ご報告いたしますのは、農業分野にお

ける外国人材（特定技能）の受入れについて、

第49回日本農業賞大賞受賞について、長崎県産
米「にこまる」の特Ａランク獲得について、千

綿女子高等学園跡地活用について、長崎県農業

共済団体の1組合化について、諫早湾干拓事業
の開門問題等について、地方創生の推進につい

てでございます。

そのうち、主な事項につきましてご報告いた

します。

農水経済委員会関係議案説明資料の2ページ
目をお開きください。

農業分野における外国人材（特定技能）の受

入れについてでございます。

外国人材の受入れにつきましては、昨年12月
23日より「エヌ」からＪＡ島原雲仙に派遣され
たカンボジア国の2名が、県内で初めて農業分
野での特定技能外国人として就労を開始し、現

在までにカンボジア国から計16名が島原半島
地域のＪＡや農家でブロッコリー、にんじんな

どの収穫や選果作業に従事しております。

県といたしましては、外国人が安心して暮ら

し、就労できる環境づくりに向け、島原半島地

域3市やＪＡを構成員とする受入市町連絡協議
会を通して、外国人材に対し、生活や交通に関

するルールの周知を図るとともに、地元行事へ

の積極的な参加を呼びかけるなど、円滑な受入

れ及び共生社会の実現に取り組んでいるところ
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です。

なお、現在、「エヌ」において、さらにカン

ボジア国の7名の在留資格を出入国在留管理局
に申請中であり、今後も継続的に人材を確保し、

速やかに派遣できるように取り組むとともに、

受入れを予定しているベトナム国に対しては、

早期の人材を送り出す体制の整備について、ベ

トナム国立農業大学と連携しながら、引き続き

要望してまいります。

また、島原半島地域以外の特定技能外国人の

受入れについては、3月中に五島地域で市町受
入連絡協議会を設立する予定としており、順次、

県下各地に受入態勢を整備していくことにより、

外国人材のための生活環境づくり、就労環境づ

くりに取り組んでまいります。

次に、同資料追加1の1ページ目をお開きくだ
さい。

千綿女子高等学園跡地活用についてでござい

ます。

千綿女子高等学園につきましては、平成15年
3月の閉園後、これまで跡地活用について地元
東彼杵町と協議を行い、過去3回の公募を実施
してまいりましたが、具体的な活用事業者の決

定までには至りませんでした。

このため、平成30年10月に新たな活用事業者
を募集した結果、県外の畜産事業者から応募が

あり、東彼杵町内の関係者や有職者等からのご

意見を踏まえ、昨年8月に町と県合同で地元住
民説明会を開催したところ、環境面の不安など

地元の理解を得られなかったことから、9月に
東彼杵町から同事業者の選定を見送るよう申入

れがあったところです。

その際、東彼杵町から、ＵＩターンなどの地

方移住を促進するため、跡地を町外からの利用

も含めた町民農園として活用したいとの意向が

示され、昨年12月に具体的な事業計画の提案を
受けたところです。

この計画は、跡地を公共用に供するものとの

説明であり、未利用地の有効活用が図られると

ともに、地域振興に寄与することが期待できる

ことから、県としては「長崎県県有財産の交換、

譲与等に関する条例」第3条第1号の規定により、
跡地を東彼杵町に譲与する方向で準備を進めて

いるところであります。

今後は、東彼杵町議会における県からの財産

の受入れについての議決を経て譲与することと

なるため、県としましては、引き続き、東彼杵

町と必要な手続を進めてまいります。

最後に、農水経済委員会関係議案説明資料に

お戻りいただきまして、3ページ目をお開きく
ださい。

長崎県農業共済団体の1組合化についてでご
ざいます。

農業共済制度は、水稲・麦共済が当然加入制

から任意加入制への移行などの制度見直しや収

入保険制度の導入など、大きな変革期を迎えて

おり、さらに高齢化などにより農業者が減少す

る中で国では農業共済団体の経営基盤の強化や

運営の合理化、農家サービスの維持・向上など

を目的に、1県1組合化を推進しており、現在、
36都府県で1組合化しております。
本県では、県南農業共済組合、県北部農業共

済組合並びに新上五島町の3者による1組合化
に向けた手続を進めており、本年4月1日に新た
に「長崎県農業共済組合」として発足し、さら

に翌5月に長崎県農業共済組合連合会の権利義
務を承継することで、県内の農業共済団体は1
組合に合併する予定であります。

県といたしましては、今後ともより安定的・

継続的な農業保険が提供され、農業者の経営安
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定と発展に一層寄与されるものと考えておりま

す。

また、近年多発する自然災害や、価格低下な

どの農業経営における様々なリスクに備えて、

農業者の皆さまが公的な保険制度である農業保

険へ加入いただくことは重要と考えており、今

後も、新たに発足される「長崎県農業共済組合」

並びに市町等と連携し、さらなる制度周知や加

入推進に努めてまいります。

その他の事項の内容につきましては、記載の

とおりであります。

以上をもちまして、農林部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【近藤委員長】次に、農業経営課長より補足説

明をお願いします。

【宮本農業経営課長】 私のほうから1点、補足
説明をさせていただきます。

第71号議案「権利の放棄について」でござい
ますが、お配りしております委員会補足説明資

料、「権利の放棄について」に基づいてご説明

をいたします。

資料1ページになります。
長崎県農業改良資金にかかる未収金で、回収

不能となっております1件について「権利の放
棄に係る議決を求める基準」1の（1）の④に基
づき、権利の放棄を行うため、議会の議決を求

めるものでございます。

本議案につきましては、農業経営の改善を目

的とした新たな農業部門の経営開始等に必要な

資金を農業者に無利子で貸し付ける農業改良資

金において、昭和54年度に貸し付けを行ったも
のの、延滞元金156万320円及び延滞違約金826
万7,618円について、主債務者、連帯債務者及び

連帯保証人が破産法第253条第1項の規定によ
り当該債権の責任を免れており、回収が不能な

状態であるため、権利の放棄をしようとするも

のであります。

【近藤委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ２時４４分 休憩 ―

― 午後 ２時４５分 再開 ―

【近藤委員長】 委員会を再開します。

3月11日は、未曽有の被害をもたらしました
東日本大震災の発生から9年目となります。犠
牲となられましたすべての方々に対し哀悼の意

を表するため、黙祷を捧げたいと思います。

皆様、ご起立お願いします。

〔黙祷〕

【近藤委員長】 黙祷を終わります。

ありがとうございました。

着席ください。

次に、農産加工流通課長より補足説明をお願

いします。

【長門農産加工流通課長】 私のほうから、第

19号議案と第56号議案に関係して、「長崎県卸
売市場条例」及び「長崎県卸売市場審議会の組

織及び運営に関する条例」の廃止について、補

足説明をさせていただきます。

お手元の資料、令和2年2月定例会県議会農水
経済委員会補足説明資料、「長崎県卸売市場条

例」及び「長崎県卸売市場審議会の組織及び運

営に関する条例」の廃止についてをご覧くださ

い。

1ページ目をご覧ください。
改正卸売市場法は、卸売市場を食品流通の核

として、卸売市場を含めた食品流通の合理化と

生鮮食料品等の公正な取引環境の促進により生

産者の所得向上と消費者ニーズへの的確な対応
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を図ることを目的に改正され、令和2年6月21日
に施行されることとなっております。

まず、卸売市場法の主な改正点をご説明して

まいります。

（2）でございますけれども、県の役割の欄
に記載しておりますが、これまで地方卸売市場

の開設については、知事の許可を得なければ開

設できませんでしたが、今回の改正では、生鮮

品の公正な取引の場として一定の要件を満たす

卸売市場を知事が認定する制度となります。

また、「売買取引の方法公表」から「商物一

致の原則」までの8つの項目につきましては、
一律に卸売市場法で規制されておりましたが、

改正後は、「売買取引の方法公表」から「取引

条件・結果の公表」までの5項目は共通のルー
ルとして規定されますが、「第三者販売の原則

禁止」から「商物一致の原則」までの3項目に
つきましては、市場ごとにルールを定めること

ができることとなります。

2ページ目をご覧ください。
改正前後の法律と条令等の関係を整理してお

ります。

まず、左側中段の枠内にありますように、改

正前の卸売市場法では、地方卸売市場に関する

許可申請や都道府県卸売市場審議会などの事項

については県条例で定めることとなっており、

左側下段のように、各条例を定めて市場に対し

て適切な対応を行ってまいりました。

今回の改正では、右側の中段にありますよう

に、法律の中に地方卸売市場の認定に関する条

項が明文化され、また、開設者に対する指導及

び検査など県の役割が法律の中に明確に位置づ

けられました。さらに、都道府県卸売市場審議

会に関する条項が削除されたことから、長崎県

卸売市場条例及び審議会組織及び運営に関する

条例を廃止することといたしました。

なお、右側下段にありますように、地方卸売

市場の認定申請に係る手続等必要な事項につき

ましては、開設等の行う事務手続が円滑に行わ

れるよう施行細則の制定を進めているところで

ございます。

地方卸売市場は、地域住民への安定的な食料

供給、また災害発生時の生鮮食料品の安定供給

など、基幹的インフラとして重要な役割を果た

しており、今回の卸売市場法の改正を踏まえ、

今後とも卸売市場の活性化に向けて取り組んで

まいります。

議案の説明については、以上でございます。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【近藤委員長】次に、諫早湾干拓課長より補足

説明をお願いいたします。

【藤田諫早湾干拓課長】諫早湾干拓事業の開門

問題等について、補足してご説明させていただ

きます。

お手元の補足説明資料、「小長井・瑞穂・国

見開門請求事件（長崎2次、3次訴訟）長崎地裁
判決の概要について」の1ページをご覧くださ
い。

まず、訴訟の概要ですが、平成22年3月11日
及び同23年3月29日に、小長井町、瑞穂町、国
見町の43名が国に対し、潮受堤防排水門の開門
を求めて長崎地裁に提訴した裁判の第1審判決
が、昨日10日に行われました。
判決内容でございますが、開門請求は棄却さ

れております。

判決要旨ですが、まず、1、漁業被害と諫早
湾干拓事業との因果関係についてですが、諫早

湾内の湾奥部及び湾奥部の貧酸素化及び底質に

おける浮泥の堆積の進行並びに湾奥部における



令和２年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月１１日）

- 195 -

硫化水素の発生に対する本件潮受堤防の閉め切

りによる寄与の程度が大きなものであるとは認

められない。また、本件潮受堤防の閉め切りに

よる潮流速の低下や調整池からの排水等によっ

て諫早湾における赤潮の発生が増加したとは認

められない。

次に、2、漁場環境の悪化及び漁業被害につ
いてですが、本件潮受堤防の閉め切りによる環

境変化が、原告らの営むアサリ養殖業、タイラ

ギ漁業、カキ養殖業、漁船漁業及びノリ養殖業

の漁場環境を悪化させたと認めることはできな

い。

3、結論といたしまして、本件潮受堤防の閉
め切りによって、原告らの営む漁業につき漁業

被害が生じたとは認められず、したがって、原

告らの漁業行使権が侵害されているとは認めら

れないとされております。

諫早湾干拓事業の開門問題については、平成

22年12月の福岡高裁開門確定判決以降、開門し
ない方向での司法判断が重ねられてきた中、昨

年6月26日、最高裁判所が開門を認めないとの
方向性を初めて示し、「開門を認めない」とす

る判決を確定させたところであります。

昨日の長崎地裁判決は、最高裁判所が示した、

この「開門を認めない」との方向性に沿ったも

のであると受け止めております。

このため、国においては、開門しない前提で

の海域特性に応じた効果的な水産振興策や環境

改善対策を実施し、真の有明海再生を目指して

いただくなど、開門問題の抜本的な解決に向け

取り組んでいただくよう、県議会や関係者の皆

様とともに適切に対処してまいります。

以上で、諫早湾干拓事業を巡る訴訟の動きに

ついて、説明を終わります。

【近藤委員長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりました。

暫時休憩いたします。

― 午後 ２時５４分 休憩 ―

― 午後 ３時１２分 再開 ―

【近藤委員長】 委員会を再開します。

これより、議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【山田(博)委員】 それでは、提出された議案の
中で幾つかお尋ねしたいと思います。

まず最初に、権利の放棄ということで、第71
号議案でお尋ねしたいんですが、拝見しました

ら、連帯債務者、連帯保証人という形で、これ

は破産されておりますね。これは同時にされた

のか、どういった経緯で破産の手続になったの

か、それをまずお尋ねしたいと思います。

【宮本農業経営課長】本件でございますが、ま

ず、主債務者につきましては、平成7年に破産
免責となっております。

それから、連帯債務者、連帯保証人、こちら

はいずれも2人ずついらっしゃいますが、この
うち連帯債務者の一人は、平成23年に破産免責
となっております。また、連帯保証人のうち一

人については、平成20年に破産免責となってお
ります。

【山田(博)委員】 これは平成7年に主債務者が
破産手続しておりますけれども、平成20年、平
成23年、破産になった経緯というのは、なぜそ
うなったんですか。

【宮本農業経営課長】まず、主債務者につきま

しては、今申し上げたような、もともと昭和56
年に延滞が始まりまして、督促、催告、現地訪

問など対応して、延滞元金の300万円の半分で
あります約144万円につきましては償還がされ
たんですが、残りについては償還できなかった
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という形になっております。

併せて、連帯債務者、連帯保証人についても、

督促等の対応をとったわけですけれども、その

中で、平成23年には、連帯債務者の一人につい
ては破産ということの手続をとられたというこ

とで免責になった。また、連帯保証人の一人に

つきましては、同様の手続の過程で、平成20年
に破産免責という手続を本人がとられたという

ことになっているところでございます。

【山田(博)委員】 農業経営課長にとっては酷な
話で、昭和50年の貸付年度の件ですから、なか
なか詳しい資料もなかったんでしょうけど、確

認ですけど、これは3人がお互いに保証してい
たんですか。これを見てみたら、例えば連帯債

務者、連帯保証人、3人が全部一緒に保証人に
なってたんじゃないかと、そういうふうに想像

せんでもないんですけど、それはどうなんです

か。それぞれ調べておりますか、調べていませ

んか。調べているんだったら、結果を教えてい

ただけませんか。

【宮本農業経営課長】委員のご指摘のあったよ

うな、3人で連帯保証し合っている形ではあり
ません。

【山田(博)委員】 なかった。そうしたら、平成
7年に一人の人が破産したら、平成20年、平成
23年にそれぞれしたら、期間が10年近く以上あ
ったわけね。そのときに、指くわえて待ってい

たのかとなるわけね。ただ督促状をしよっただ

けでということでしていますけど、財産差し押

さえまでいったのかいってないのか、どういっ

た手段でそこまでされたのか、説明いただけま

すか。

【宮本農業経営課長】連帯債務者、連帯保証人

に対しても督促ですとか、現地訪問等の対応は

とってまいりましたけれども、今、委員おっし

ゃったような差し押さえの手続はしておりませ

ん。

【山田(博)委員】 そこまで、普通はされるのか
されないのか、いかがですか。

【宮本農業経営課長】 平成7年に主債務者が破
産免責を受けた後も、本人から自主的な返済が

なされていたという状況がありまして、一定の

返済がある中では、ほかの連帯債務者、連帯保

証人に対して差し押さえということまでは、手

続としてはとりませんでした。

【山田(博)委員】 結果的にこういうふうになっ
たわけですね。平成7年に破産しても、少しず
つ受け取っていたからということで、しなくて、

結果的にこういうふうになりましたけど、それ

を踏まえまして、どう思われますか。今に至っ

ては。

【宮本農業経営課長】その段階では、一定の入

金があったということで、また、ほかの連帯債

務者、連帯保証人に督促等の手続をとる中で、

回収できる可能性があった中での対応だったと

思いますけれども、結果として十分な回収に至

ってないということは、反省すべき点があると

考えております。

【山田(博)委員】 そうですよね。やっぱりそこ
は反省せんといかんと思いますね。

続きまして、第56号議案でお尋ねしたいと思
うんですが、卸売市場法の改正に伴う「県卸売

市場条例」等の廃止についてということであり

ますが、先ほど農産加工流通課長は、長崎県卸

売市場法の施行細則を整備してやっていくとい

うことでありましたけれども、これはもうつく

っているのかつくってないのか、そこだけお答

えいただけますか。

【長門農産加工流通課長】長崎県卸売市場法施

行細則については、今、準備中でございます。
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【山田(博)委員】 準備中、そうですか。
実は、水産部に確認したら、水産部はもうつ

くっていたものですから。じゃ、準備中にお尋

ねしますけれども、反社会的勢力に対する、要

するに一定の制限というか、それは設ける予定

はないのか、そこだけお答えいただけますか。

【長門農産加工流通課長】地方卸売市場の認定

につきましては、法律に沿って行う必要がある

ということで、県の条例や規則の中で要件を付

加することはできないという国の認識でござい

ます。

したがいまして、県といたましては、今、卸

売市場法の欠格事項ということの確認の中で誓

約書をとるような形をしておりますけれども、

これと併せて、長崎県の暴力団排除条例に基づ

いて、そこに暴力団じゃないかどうかという部

分も含めて、そこの誓約書をとるような形で、

施行細則の様式の中に入れていこうという形で

準備を進めているところでございます。

【山田(博)委員】 その点はしっかりとやってい
ただきたいなと思っておりますので、そこの準

備のほうを確認させていただいたわけでござい

ます。こういったことが一番大切なところでご

ざいますから。

そういった法律の細則をする時は、いろんな

意見をもらうために委員会に提出する予定をし

ているのかしてないのか、というのをお尋ねし

たいと思っております。

【長門農産加工流通課長】施行細則につきまし

ては、知事までの決裁という形で決裁をもらう

ような形にしておりまして、議会のほうにお示

しすることは、今のところ考えておりません。

【山田(博)委員】 私は、これは施行が6月21日
になりますから、本当だったら間に合わないん

だな、議会に提出するに当たって。

実は、この前、水産部におきまして漁業調整

規則とありまして、ご存じですかね。水産の県

内の漁業取締りの規則というので、実は、漁業

法の下に長崎県漁業調整規則とありまして、こ

の規則を今度改正するに当たって、地方自治法

におきまして、これは別に議会に上げる必要は

ないんだということになっているから上げませ

んと水産部は言われていました。がしかし、地

方自治法では必要ないと言うけど、絶対出した

らだめと書いているのかと言ったら、書いてま

せんと。そうしたら、出すのか出さないのかと

言ったら、出しますとなったわけ。

本来であれば、この卸売市場法という法律に

基づいて規則をつくるんであれば、この長崎県

の野菜とか、果物とかいろんな花きの市場を取

締まる法律の規則を、本来であれば、6月21日
に施行すると同時に、当委員会に示していただ

ければ一番望ましかったんじゃないかと私は思

うわけでございまして、いずれにしても、議会

には、今のところ間に合いそうにないわけです

から、これはパブリックコメントなり部内でし

っかりと協議して、よりよい規則をつくってい

ただくよう要望して、質問を終わりたいと思い

ます。

【近藤委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤委員長】ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、議案に対する討論を行います。

討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。
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第19号議案のうち関係部分、第56号議案及び
第71号議案については、原案のとおり、それぞ
れ可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、各議案は、原案のとおり、可決すべ

きものと決定されました。

次に、提出のありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について、

説明をお願いします。

【吉田農政課長】 私から、「政策等決定過程の

透明性等の確保及び県議会・議員との協議等の

拡充に関する決議」に基づきまして提出いたし

ました、農林部関係の資料についてご説明いた

します。

真ん中に「農林部」と書いた資料をお手元に

お願いいたします。

まず、表紙をめくっていただきまして、1ペ
ージをご覧ください。

補助金の内示状況でございます。令和元年11
月から令和2年1月までの実績について、ご説明
いたします。

直接補助金は、1ページに記載の長崎県中山
間地域等直接支払交付金など、6ページまでの
40件でございます。
次に、7ページをご覧ください。
間接補助金になります。新構造改善加速化支

援事業補助金など、9ページまでの28件になっ
ております。

直接、間接合わせて、補助金の合計で68件に
なります。

資料の10ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約状況につきまして、同じ

く令和元年11月から令和2年1月までの実績で
ございます。

まず、委託につきましては、10ページに記載
の6件でございまして、11ページから17ページ
にその入札結果一覧表を添付いたしております。

18ページをご覧ください。
工事でございます。18ページから19ページに
記載の23件でございまして、20ページから49
ページにその入札結果一覧表を添付いたしてお

ります。

次に、50ページをご覧ください。
陳情・要望に対する対応状況でございますが、

知事及び部局長に対する陳情・要望のうち、令

和元年11月から令和2年1月までの間に、県議会
議長宛てにも同様の要望が行われたものに関し

まして、50ページから74ページに県の対応を記
載いたしております。

最後に、資料の75ページをお開きください。
附属機関等会議結果報告につきましては、令

和元年11月から令和2年1月までの実績は2件ご
ざいまして、その内容につきましては、76ペー
ジから77ページに記載のとおりでございます。
以上で説明を終わります。

【近藤委員長】以上で説明が終わりましたので、

次に、陳情審査を行います。

事前に配付しております陳情書一覧表のとお

り、陳情書の送付を受けておりますので、ご覧

願います。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

【坂本(浩)委員】 陳情番号1番について、質問
をいたします。「長崎県主要農作物種子条例の

制定を求める陳情書」についてであります。

これは県条例をつくってほしいという陳情な

んですけれども、種子法が廃止された後の本県

における種子の生産と供給の体制ということに

ついて、予算措置も含めてお尋ねをいたします。

【渋谷農産園芸課長】この「主要農作物種子法」
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の廃止に伴いまして、平成30年3月に「長崎県
主要農作物種子制度基本要綱」を制定いたしま

して、従前と同様に、米、麦、大豆の優良で安

価な種子を農家の皆様に安定的に供給しており

ます。

予算措置につきましても、一部事務費の増で、

横ばいから少し増で推移をしているところであ

ります。

【近藤委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ３時３３分 休憩 ―

― 午後 ３時３３分 再開 ―

【近藤委員長】 委員会を再開します。

【渋谷農産園芸課長】この農作物種子の予算措

置なんですけれども、この種子法廃止以前から

すると、事務費、消費税等で一部増えた分があ

りまして、数千円増えながら、ほぼ横ばいで推

移をしているということです。

370万6,400円というのが、令和2年の予算額
となっています。

【坂本(浩)委員】 この種子法がある時には、要
するに、国の予算措置というふうなことじゃな

かったかなと思うんですけれども、今の370万
円、令和2年度の予算措置については、これは
国庫措置というふうなことでよかったですか。

【渋谷農産園芸課長】種子法廃止後も地方交付

税は堅持をするという方針が示されておりまし

て、交付税の中にちゃんと位置づけられて、長

崎県のほうにも配分していただいております。

【坂本(浩)委員】 これは、民間の種子の参入と
いうのを可能にした廃止だというふうに思うん

ですけれども、そうすると、今から民間のそう

いう種子の参入というのがあってきた時に、こ

の予算措置というのが、今、地方交付税で措置

されているということでありますけれども、そ

れが変動するといいますか、少なくなるといい

ますか、そういうことは考えられるんでしょう

か。

【渋谷農産園芸課長】国からの通知でも、毎年

堅持をするということで、以前、法律が廃止さ

れる時も、参議院の附帯決議のほうでも、ずっ

と堅持をするという方向が出されておりますの

で、当面、地方交付税については維持をされて

いくものと考えております。

【坂本(浩)委員】 わかりました。
それで、この陳情書のちょうど中段あたりに

ありますけれども、「外資系事業者の種子の独

占などによる価格高騰が懸念される」というこ

とと、それから、その次の行に、「規模の小さ

な地方の品種が切り捨てられる事態になりかね

ません」という2つの懸念とか事態を書いてあ
りますけれども、そういうことが考えられるの

かどうか。いや、それは考えられませんよとい

うことであれば、その根拠というか、理由とい

うか、それを説明してください。

【渋谷農産園芸課長】この要望書の中には、外

資による種子の独占等とあるんですけれども、

今の日本の米等の種子の生産状況を見てみると、

国あるいは都道府県が育成した種子でほぼ占め

られておりまして、これが、急に外国の種子メ

ーカーが持ってきた種子が日本人の口に合うか

というと、なかなか、まだ受入れられないとい

うことで、この要望のようなことは起こらない

ということで考えています。

米品種についても、新しい品種が次々に出て

きておりまして、規模の小さな地方の品種が切

り捨てられるというよりも、消費者のニーズに

合った品種に変わっていくという方向ではない

かと考えております。

【坂本(浩)委員】 既に、三井化学とか、住友化
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学、それから日本モンサントの米が流通してお

りまして、これは主に業務用米というふうなこ

とでありますけれども、こういうのが今から広

がりかねないというふうな懸念も含まれている

んじゃないかと思うんですけれども、そういう

のも考えられませんか。

【渋谷農産園芸課長】確かに、大手の種子メー

カーの品種というものが、業務用米は契約して

栽培されているという事実はあるんですけれど

も、それが、今のところ見てみると、急激に広

がっていっているという状況ではないというこ

とで認識しています。

【坂本(浩)委員】 わかりました。急激に広がら
ないというふうな、現段階での認識というふう

に理解をいたします。

ただ、そうはいっても門戸を開いたわけです

ので、今までの品種、特に地域の気候とか土地

に応じたそれぞれの地域で工夫して種子をこの

間つくってきて、長崎では「にこまる」だとか

いろいろあるんだろうと思うんですけれども、

私も個人的には、そういうのがシェアが少なく

なってくると困るなというふうなことがありま

すけれども、そういうのもあって、要綱ではち

ょっと不安だから条例をつくってほしいという

ふうな農家、生産者だとか、あるいは消費者の

要望もあって、11道県で条例が制定されており
ますけれども、全国的なそういった動きという

のは、把握はされていますか。

【渋谷農産園芸課長】全国的に言いますと、今、

15の都道府県で種子条例化がされているとい
うことで、今後、策定予定が7県ということで
把握をしております。

【坂本(浩)委員】 各都道府県で今つくっている
15について、条例を取り寄せたりとか、そうい
うことはされていますか。

【渋谷農産園芸課長】各県にもともとあった条

例を変えたりされているんですけれども、条例

の中身そのものは取り寄せをしておりませんが、

なぜ条例をするに至った経過、そういうような

ものについては、聞き取りをしております。

【近藤委員長】 ほかにございませんか。

【浅田委員】 10番に関してお伺いをさせてく
ださい。「産業動物診療及び公務員獣医師等の

確保と処遇改善に関する要望書」であります。

先ほど予算のほうで、私はこの獣医師の確保

対策事業費についても質問をさせていただきま

した。そのときにインターンシップとかをやっ

て工夫をしているというお答えだったんですが、

この要望書の中には、インターンシップ研修制

度や産業動物診療獣医師修学資金制度等の充実、

強化を図ることというふうに、まず、第1に書
かれております。例えば他県と比べてこのイン

ターンシップ制度がどうなのか、実際これをや

ったことによってというところを、踏み込んで

教えてください。

【山形畜産課長】インターンシップ制度につい

ては、2つの事業がございまして、まず、県単
独でやっていますインターンシップ制度の助成

の内容としては、大学生が県内にインターンシ

ップに来られる時に往復の交通費を全額負担を

しているということです。上限が5万8,000円と
いうことです。

それから、あと、行政体験研修というのがご

ざいまして、これは中央畜産会という国の団体

がありますけれども、そちらの事業を活用しま

して、こちらにつきましては、大学からの往復

の交通費の全額、それから、宿泊の一定額、1
泊5,000円を上限に補助するという制度になっ
ておりまして、若干、県と行政体験研修で、宿

泊費の分がちょっと違うというのがあります。
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それから、実際にインターンシップを活用し

た方が県のほうに採用されている状況ですけれ

ども、平成27年度につきましては9名のインタ
ーンシップがありまして、そのうち3名が県に
採用されていると。それから、平成28年度は12
人のインターンシップに対して1名、平成29年
度の参加者については13名のうち1名が県に採
用されたという実績になっております。

【浅田委員】 ここ最近の13名中1名というのを
どう捉えるかという部分と、さっきの答弁の際

に、長崎には獣医学部がないので、どうしても

遠いところから来ていただかないといけないと。

そういう中で、離島とかだったら正味3日間ぐ
らいというようなお話もあったかと思うんです

けれども、この費用というのが、他県と比べて

実態としては少ない、多い、どうですか。

【山形畜産課長】先ほどの中央畜産会の事業に

ついては全国一律の事業でして、あと、県の単

独分について、すみません、他県との比較をし

ている手持ちがないので、今わかりかねます。

【浅田委員】ぜひお調べいただきたいなと。こ

うやって要望書が出ているということは、やっ

ぱりかなり人数とかにも問題があるのかなと思

うんですが、そもそも論になりますが、課長、

今、県内で獣医師の方というのは、人数的なも

のなんですけれども、どのように捉えています

か。

【山形畜産課長】産業獣医師全般の中でも、特

に公務員獣医師の点でいきますと、今年度につ

いては、農林部、県民生活部のほうを合わせて

3名の欠員状況ということになっています。
（「欠員ですか」と呼ぶ者あり）欠員が3名出
ているということです。

今年度も採用試験を実施しておりますけれど

も、実際、6名の応募に対して3名の確保にとど

まっているというところです。

九州各県も非常に苦労している状況はござい

ます。長崎県だけ厳しいということではありま

せんけれども、要は、少ない産業獣医師になり

たいという人を各県が競争して取り合っている

という状況になっているかと思います。

【浅田委員】人気的に言うと、特に女性とかの

分野においては、やっぱり産業獣医師よりも小

動物診療分野のほうとかに行かれる方が多いの

かなというところは想像でき得るところなんで

すけれども、これだけ欠員が、もうしっかり3
名欠員と。そうなると、やっぱりいかに長崎に

来ていただくかということが重要になってくる

のではないかなと思うんですが、九州各県と比

べて長崎の場合は、例えば募集人数と応募に対

しての在り方、実際に合格はしたけれども、採

用になった時の問題だったり、そういったとこ

ろもあるかと思うんですが、そこはどうでしょ

うか。

【山形畜産課長】各県の採用の状況でございま

す。

令和元年度、今年の状況でご説明をさせてい

ただきますと、福岡県が募集が10名、受験者が
19名、内定が14名で採用が13名、佐賀県が募集
が9名で受験者が17名、内定が9名で採用が7名、
それから、長崎県の状況ですけれども、6名に
対して9名受験されて、内定は8名で採用が3名、
熊本県ですけれども、募集が16名で受験者が14
名、内定が13名で採用が9名、大分県が22名の
募集に対して受験が8名、内定が6名で採用が4
名、宮崎県ですけれども、募集6名に対して11
名が受験されて、内定が9名で採用が7名、鹿児
島県ですけれども、募集が13名で受験者が9名、
内定が9名で採用が5名、沖縄県ですけれども、
募集が7名に対して受験者は5名、内定者が4名
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で採用人数が3名というところでございます。
【浅田委員】よければ、後でその一覧表をいた

だければ幸いです。

募集人数に対しての応募というのは、各県ど

こもあるというのは、皆さん、あちこちを併願

していて、そこがどう見合うか、給与面だった

りいろんなところとどう折り合いをつけるかと

いうところで決められるという部分だと思うん

ですね。

ということになれば、ここにもあります、福

岡県の「特定獣医師職給料表」をモデルに、本

県でも獣医師独自の給料表を創設することや処

遇改善が見込まれているわけですけれども、そ

れだけやっぱり長崎県というのは、勤務に値す

るそこの給料だったりとかがかなり厳しい状況

であるということなんでしょうか。

【山形畜産課長】獣医師の給料の面でございま

すけれども、例えば初任給の給料基準を見ます

と、長崎県が初任給で21万3,500円でございま
す。福岡県も、特定獣医師という給料表でいく

と22万500円ですけれども、獣医師で採用され
て、例えば行政職で畜産課みたいなところに配

置された場合は行政職給料表を適用するという

ことで、その場合は20万2,100円ということで
す。

ですから、九州各県比較しても、特に長崎県

が極端に低いというわけではございません。

【浅田委員】 ということは、多分、こちらにも

ありますけれども、「獣医学教育6年」にそれ
が見合っているのか、見合ってないのかという

部分にきてしまうのかなと。それはどこの県も

同じような状況があるのかなと思うんですけれ

ども、やっぱり長崎県としても畜産のところは、

産業獣医師の方は重要な部分でもありますし、

こちらに書かれている部分で、やっぱり運営基

盤の充実強化ですとか、女性獣医師、また、こ

の女性獣医師の方々もやめていかれる方が多く

て、結婚・出産を機に職をやめてしまう方が多

いというふうにも伺っておりまして、いずれに

しても、県としてもこういったところをしっか

りフォーローでき得るところ、対策というのを、

こうやって要望が来ておりますので、もう少し

ご協議いただいたり、目に見えて、もしかした

ら、私たちが知らない、獣医師の女性たちにも

こういうことをやっているんですよというのが

あるのであれば、それも改めて教えていただけ

ればと思います。

【山形畜産課長】確かに、女性特有の出産とか

育児ということでございます。

今まで県の職員で女性の方で、出産なり育児

が大変だということでやめた方はないというこ

とで聞いています。

県においては、育児関係についての制度、特

に獣医師という形ではなくて、一般の職員も同

じですけれども、育児休業であったりとか、出

産の補助休暇であったり、育児休暇であったり、

子どもの介護休暇であったり、そういう制度が

一定充実して、要は、そういうことをきっちり

採用の時にもう少し丁寧にご説明するとか、そ

ういったところはやり方があるのかなというふ

うには思っているところでございます。

【浅田委員】女性のことに関しては、私の言葉

が足らなかったのかもしれませんが、この要望

書に書いてあるとおり、獣医師のということで、

そこは公務員の方に限ってというご質問ではな

く、これにのっとっての、4番の項目にあると
おりの、獣医師の半数を占める女性獣医の皆さ

んが減っているということで、県のほうでも、

やっぱり全体的にそこの数が減っていることが

問題であるということで要望をいただいて、こ



令和２年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月１１日）

- 203 -

れが民間に対しましても、そういったところの

フォローアップを考える必要性があるのかなと

いうことでご質問をさせていただいた次第です。

今後とも取組、対応などに関して、もう少し

踏み込んだ形で情報提供していただければと思

います。

また、こちらに要望されているとおりに、非

常に重要な部分であろうかと思いますので、今

後、確保の支援対策の強化とか、専門職のあり

方とか共々に、またしっかり考えさせていただ

ければと思います。

【近藤委員長】 ほかございませんか。

【山田(博)委員】 それでは、陳情番号の1番、
「長崎県主要農作物種子条例の制定を求める陳

情書」とありますけれども、これは何度か当委

員会で一昨年から議論されているわけでござい

ますが、農産園芸課長、種子の予算確保する規

則なり実施要領がありますね。皆さんにもきち

んと予算の確保なり、優良な種子を供給すると

いうことはこの規則にうたわれているのか、う

たわれてないのか。うたわれているのなら、き

ちんと予算面で優良な種子を供給できるといっ

たことがあるのかないのか、そこも含めてお答

えいただきたいと思います。

【渋谷農産園芸課長】 要綱には、「安定して種

子を供給する」という旨は書いておりますが、

ただ、予算を確保ということについては、記載

をしておりません。

【山田(博)委員】 そこはやっぱりすべきですね。
というのは、このグリーンコープ生活協同組

合の方から来ている要望書というのは、大きく

そこの2つだと思うんですね。それを条例です
るか、実施要綱でするかでありまして、農産園

芸課長、実施要綱というのは、以前からあった

でしょう。知らない委員もいらっしゃるので、

いつから始まって、きちんと対応してというこ

とを明確にお答えいただけますか。

【渋谷農産園芸課長】要綱につきましては、平

成30年3月に、長崎県主要農作物種子制度基本
要綱というものを策定いたしまして、種子の生

産供給体制をしっかり維持するということを要

綱で定めております。

【山田(博)委員】 だから、農林部のホームペー
ジなりにきちんとそこを、こういった要綱も定

めておりますと。なおかつ、予算的なところも

きちんと確保しますということを明記した要綱

をつくっていただければ、それは条例にも値す

るわけだから、実際は。そこをしっかりと明確

にやっていただきたいと思うんです。ホームペ

ージなりに記載なりしてね。

かつての農林水産大臣までされた方が日本全

国言っているわけだ。それで、私にしょっちゅ

う電話がかかってくるんだよ、「どうなってい

るんですか。長崎県の種子は大丈夫ですか」と

文句言われるんだよ。なんで俺が言われないと

いかんのかと思っているんだよ。長崎県はちゃ

んとやっているんですよと、そのたびに一々言

わんといかんわけだよ。これで、俺の貴重な時

間がなくなっちゃうわけだな。

そういうことで、農産園芸課長、さっき言っ

たように、優良な種子を守る、予算も確保する、

こういったことをきちんと実施要綱に記載した

ということで、農林部のホームページか何かに

載せて、そういったところにきちんと、クリッ

クしたらできるようにしておいていただきたい

と思うんです。

部長、答弁したいというのであれば、してい

ただけませんか。

【中村農林部長】 まず、県として、安価で優良

な種子を供給する責務があるということで、重
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大だというふうに認識しているということは、

まずお知らせさせていただきたいと思います。

その考え方のもとに、要綱に基づいてしっか

り確保しますといった面について、やっぱり生

産者の皆さんに周知を十分図るべきだというふ

うに思っておりますが、このように、県のスタ

ンスがまだ十分見えてないということでご指摘

をいただくことについては、私たちとしては大

変申し訳ないというか、残念に思っております。

そういった意味で、リーフレットをつくって、

ホームページにも載せておるんですけれども、

確かに、おっしゃるとおり、予算をしっかり確

保しますということまでは明記しておりません

ので、しっかりと予算を確保しますといったこ

とも記載させていただいて、「します」という

言い方はなかなか難しいところがあるかもしれ

ませんが、私たちとしてはそういう気持ちで、

財政当局ともそういう約束もある程度させても

らっていますので、そういったことも記載させ

ていただいて、安心いただくように努めてまい

りたいと思います。

【山田(博)委員】 そういうふうにしっかりとお
願いしたいと思っております。

私のところにそういった話も来ているという

ことで、ご理解いただければと思います。

続きまして、陳情番号10番の「産業動物診療
及び公務員獣医師等の確保と処遇改善に関する

要望書」に関して、先ほど要望書の中身を見た

ら、福岡県の「特定獣医師職給料表」があると

いうことでありますけれども、長崎県は長崎県

でこういうのがあるのかないのか、まずそこを

お答えいただきいと思います。

【山形畜産課長】長崎県では、この特定獣医師

の給料表というのはございません。

【山田(博)委員】 ないということであれば、今

後、獣医師の処遇改善ということで、やっぱり

こういったところもしっかりと勉強してやって

いかないといかんのじゃないかと。

以前、この獣医師の確保に関して県議会で決

議が出なかったかな。記憶があるんだよな。あ

のとき、たしか、徳永議員が中心になって働き

かけて、やろうということで、私は記憶がある

んだが、畜産課長、記憶はありませんか。

【山形畜産課長】平成26年3月28日付で県議会
のほうから、公務員獣医師の処遇改善について

の意見書を国等に提出しています。

【山田(博)委員】 ということは、そこから進ん
だか進んでないか、一歩二歩進んだか、後退し

たのか、全く動いてないのか、どっちですか。

【山形畜産課長】 処遇改善というところでは、

例えば平成29年に初任給の増額をしたり、それ
から、給与の調整額の改定等を実施したり、改

善は一定進んでいるところでございます。

あくまで県議会からの要望については、国に

対する決議ということでございますが、県とし

ても処遇改善には努めているところです。

国のほうで特に改善がされたという事実は、

確認しておりません。

【山田(博)委員】 私が言っているのは、県議会
で決議して、一歩二歩進んだかと、若干動いた

んですかね。ということは、財政課が畜産課と

いうか、農林部にあまり協力しなかったという

ことだな。これはまた、問題が大きくなってく

るんだな。

これは機会を見て、財政当局におきまして、

県議会の決議がありながら、一歩も二歩も進ん

でいるかどうかというのが、ちょっと疑問が残

るから、これは改めて問題にせんといかんなと

思っているんです。

【近藤委員長】 暫時休憩します。
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― 午後 ４時 ２分 休憩 ―

― 午後 ４時 ２分 再開 ―

【近藤委員長】 委員会を再開します。

【山田(博)委員】 畜産課長、私は、畜産行政に
おきまして、獣医師というのはなくてはならな

い方でありまして、だから、処遇改善の中に、

県議会から国に上げて、国もある程度動いても

らわないといかんというのはわかるわけです。

そこをしっかりと整理して、畜産課長、お願い

しますね。あなたに期待しているんですよ。五

島に行ったら、私は牛の話ばかりされるわけ。

今、大変勉強しているわけでございまして、お

願いしたいと思います。

続きまして、陳情番号16番の対馬の漁業者の
所得向上を実現する会から、水産部で話をさせ

ていただきました。

これは、現在、対馬の豊かな海づくり、再生

することが漁業者にとっては急務だと。それに

当たっては、対馬のミタジキ地区というんです

かね、要するに、山枯れの状態の山林が多くて、

何とかここを緑豊かな山に再生していただきた

いということで、鋭意漁業者も頑張っているん

ですけど、なかなかそれが実行されないという

ことです。

現在、対馬の山枯れの状態というのはどれだ

けの面積があって、換算するとどれだけの被害

になっているのかというのを調べていただいて

いるというふうに私は思っているわけでござい

ますが、まさか調べてませんということはない

ですよね。あれだけ言ったんですから。お答え

いただけますか。

【永田森林整備室長】対馬における山枯れとい

うことでございますが、我々が認識しています

のは、皆伐後、森林が再生されてない。シカの

被害によって森林が再生されてないという面積

が、平成26年度から平成30年度までの間に258
ヘクタール存在するということでございます。

それによっての被害額というのは、すみませ

ん、ちょっと算定しておりません。

【山田(博)委員】 ちょっと算定してませんと、

今、算定できるんですか。ちょっと時間をとっ

たらできるんですか。できるかできないか、そ

こだけお答えください。

【近藤委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ４時 ５分 休憩 ―

― 午後 ４時 ５分 再開 ―

【近藤委員長】 委員会を再開します。

【永田森林整備室長】被害額というのは、そこ

から出る影響ということでございますので、算

定はできません。

【山田(博)委員】 それで、258ヘクタールとい
うことでありますけど、これをこれから長崎県

の林業の方々、また、漁業者の方々の所得向上

の一貫としては、再生は大変必要なことなんで

すね。これは、森林整備室長、前向きな検討協

議会なり立ち上げてしっかりやっていただきた

いと思うんです。いかがですか。森林整備室長、

よかですか、この人たちの会は5,000人ぐらい集
めて、水産部に陳情を上げたんだよ。5,000人よ、
びっくり仰天ですよ。どうですか。

【永田森林整備室長】 まずは、258ヘクタール
の森林の状態をしっかりと確認し、森林所有者

の管理に向けての意向の把握などをしっかりと

やっていって、そういった中で、シカの被害に

よって森林の再生ができていないところには、

再生に必要な防鹿ネットという、シカが入らな

いようなネットで囲うんですが、それの設置に

ついて、関係者としっかり協議をしてまいりた
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いと思っています。

また、全体的なシカの対策については、先日

の水産部の審議の中でもございましたけれども、

やはり昨年の集中豪雨後には、漁業者の方から

も山が荒れているという声が上がっているとい

うのを地元で聞いているということもございま

すので、シカ被害の対策については、農林部、

水産部、環境部連携して、一体となって対策を

とっていきたいと考えております。

【中村農林部長】今の答弁にちょっと、前提の

ところが不足してわかりにくいと、急にシカの

話が出てまいりましたので、ちょっと状況だけ

報告させていただきます。

今、258ヘクタールという数字がありました
けれども、ここは木を切った後に苗を植えるん

ではなくて、自然に天然林、木が生えてくるの

を待つというような更新の考え方でございます。

ですので、切った後に芽が出る間にシカが出て

まいりますと、その若芽を食べてしまって、結

局草が生えない状態になってしまう、裸地にな

ってしまうということで、そこに豪雨とかあっ

て、そこで土砂が流れ出して川下、海のほうに

影響を与えないかというご心配があっての陳情

であるということから、シカの被害ということ

で、そのシカの対策について、現在、協議会を

設けて検討させていだいているということを申

し上げたかったということで、補足させていた

だきます。

【山田(博)委員】 森林整備室長、しっかりせん
といかんよ。わかりますか、私が言っているこ

と。あなたは森林整備室長だよ。今答弁したの

は農林部長だよ。どっちがどっちか、わからん

じゃないか。しっかりとやっていただきたいと

思っております。それだけ農林部長がよく把握

しているということで、私もいろんな部の部長

に会ったことがありますけれど、これだけ詳し

い部長はいなかった。本当に大したもんだと思

いますよ。

それで、森林整備室長、部長があれだけ言っ

たから、あなたに聞きたくても聞けなくなった

から、質問だけしておきます。後で回答をくだ

さい、文書で。私が言いたいことは、今、そう

いった山もありますけど、台風とか自然災害で

木が流れてしまって山枯れしているのがあるわ

けだ。だから、木を伐採した後に、今言った状

態の山と、自然災害でだめになった山といろい

ろあるわけです。そこをしっかりと把握した上

で、さっき言った豊かな海をつくるにはどんな

したらいいかというのを、そこに植物が生える

ような状況をつくれるような仕組みを早急にや

っていただきたいということを言っているわけ

でございまして、森林整備室長、そういった対

応を、この対馬の漁業者の方と一緒になって協

議しながら、協議会を立ち上げて、こういった

要望の解決を一日も早くしっかりやっていただ

きたいと思っているわけでございます。

本当は、このやりとりをあと5～6回やりたか
ったんですけど、部長が言われたので、もうや

めます。以上です。

【近藤委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤委員長】ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。

次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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【近藤委員長】質問がないようですので、次に、

議案外の所管事務一般についてご質問はありま

せんか。

【近藤委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ４時１１分 休憩 ―

― 午後 ４時１１分 再開 ―

【近藤委員長】 委員会を再開します。

質問はありませんか。

【八江委員】改めて質問をさせていただきます

が、技術関係のことで、試験場関係が、長崎県

も頑張っている部門等もありますし、その中に

は暖地ばれいしょの試験をやってもらっている、

愛野馬鈴薯試験場というのは、なかなか新しい

ものをつくっていただいて、私も時々はお寄り

して、今、このチラシも持っております。「ド

ラゴンレッド」、「アイユタカ」、「さんじゅ

う丸」、「アイマサリ」とか、「ながさき黄金」、

そういったものを次々に出していただいて、長

崎県が全国のばれいしょの大産地としてもらっ

ているのは大変ありがたいし、長崎県の農業生

産の大きな牽引力になっているというのは、そ

れはそれとして、大変喜ばしいことだと思うし、

同時に、その出荷体制が整うためには、あるい

は栽培が整うためには基盤整備が必要だという

ことで、やっぱり基盤整備をしながらそこで生

産をされているのが、諫早から島原半島に向け

ての暖地ばれいしょの産地じゃないかなと、こ

のように思っておりますので、大いにそのあた

りは基盤整備等含めてやっていただきたいなと

いう思いはあります。

どうぞそういう意味で試験・研究も、それか

ら栽培技術等についてもしっかり指導していた

だきたいということをまず申し上げておきたい

と思います。

長崎県は、西南暖地でもありますけど、それ

だけに西日本地区で一番端っこの県だというこ

とから、輸送園芸というのになってきますと、

不利な条件栽培地におるということになります。

そうしたときに、重量野菜となりますばれいし

ょ、ニンジン、タマネギ、あるいはキャベツ、

ハクサイ等々についても、葉物から根物につい

ては、重量野菜のために、価格に上昇される部

分がありますし、私が一番心配をしているのは、

後継者不足であるということと同時に、高齢化

農業者が多いということ。そうなってくると、

ばれいしょは反収が、2～3トンというのが普通
の常識でしょうか、これが4トン、5トンとなっ
てくるのが一番いいことではありますけれども、

とればとるほど輸送費、あるいは重量野菜のあ

れがかさんできます。

そういったことで長崎の産地を見ますと、こ

こは将来のため、もう少し研究・検討しておく

べきものがあるのじゃないかなと。それは何か

というと、よそがつくらないから長崎県がつく

らないといかん。つくるから、何とか生計は立

てられるぐらいの産地にはなっておると。それ

をずっと長崎県が、都市周辺がつくらない作物

を、重くて値段も安くて、それを長崎県は産地

として抱えておくべきかというと、やっぱりこ

こは農林行政としては考えておかなければなら

ない大事なところだと思うんですよ。

そこがちょっと、産地は産地として、これか

らしばらくは産地を維持しながら、長崎県の生

産を引き上げていただく。重量野菜は大事なこ

とはありますけれど、同時に、品種改良等によ

って、もう少し軽量野菜の、言えば、空飛ぶ野

菜を、あるいは作物をつくるべきじゃないかと、

産地化すべきじゃないかということを申し上げ

ておきたいと思うんですけれど、そのことにつ
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いては、皆さん方の考えの中にどのように位置

づけてあるのか、それを一応聞いておきたいと

思うんですけれども、いかがですか。

【渋谷農産園芸課長】ばれいしょにつきまして

は、本県の重要な生産作物となっておりますが、

現実的に重量野菜ということもありまして、島

原半島を中心に、一部レタス、あるいはブロッ

コリーと新たな品目を入れて、できるだけ軽く

収益性が高いというものに変わってきている現

状もあります。

今後とも、農家の収益が上がるような品目に

ついて検索をしていきながら、所得を最大限に

持っていくように支援をしていきたいと考えて

おります。

【八江委員】野菜等についても、別にまたやっ

ている野菜というのは当然ありますけれど、そ

ういったものはしっかり品種の選定等含めて、

そして産地化を進めていただくことが必要かな

と思います。

八斗木のネギでもそうでしょうし、そしてま

た、今言われたブロッコリーについては、長崎

県は非常に優秀な産地としてクローズアップし

ていることも事実です。だからといって、これ

も軽量化というと、必ずしも軽量ばっかりじゃ

ない。しかしながら、さっき申し上げたよりも

幾らかは軽量になっている。そういったものを

選定しながら産地化を進めて、長崎県の産地を

つくり上げていくという姿勢は持っておかない

と、これは一気にはできないと思うし、また、

産地をつくり上げていくことはできないと思う

んですよ。それを今から徐々にやっていって将

来に備えるというのが大事だから、私は一言申

し上げておきたいと思っております。

コロナウイルス等で非常に厳しく指摘されて

いる学校給食の問題、野菜にしても、すべて食

料品はそうなんです。その中で畜産に関係する

と、牛乳が一斉にストップされてしまっておる

ということも言われておりまして、このことに

ついての支援策等が、今まで牛乳というのは加

工品に回しているかどうか知らないけれど、そ

の辺の対策等についてはどのようにしておられ

るのか、酪農に対する対策等についてはいろん

な検討がなされているのかどうか、それも聞い

ておきたいと思いますけれども、いかがですか。

【山形畜産課長】学校給食で長崎県産の牛乳を

県内に供給しております。今回の学校が臨時休

校ということで、県内で319トンの供給が停止
になったというところであります。

この酪農家に対する支援については、今、九

州の中で、極力、飲用向けが増産できればそっ

ちに回すと。どうしてもそれに回せない部分は

加工用として振り向けるということになってお

ります。

国のほうが需給緩和対策というのを、昨日、

第2陣の対策というのを打ち出した中に、一般
に飲用に向けた金額と加工に向けた時の価格差

というのがありますけれども、その価格差分を

国が全額見るというふうな方針が出されており

ますので、その詳細を、今後確認しながら、農

家の所得に影響がないようにしていきたいと考

えております。

【八江委員】しっかり対応していただきたいと

思います。

最後に花の関係、軽量作物、我々が若い頃に、

大村から飛行機で都市に搬送して、「空飛ぶカ

ーネーション」という名前をつけてやったこと

を久しく思い出しておるわけですけれど、花の

計画100億、今は80数億になって、あと間近と
いう時に、今のところコロナウイルスもあって、

価格が暴落している。
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毎日、テレビをつければ、農林水産大臣が出

てきて、「花を家庭に、職場に。そして、春の

花を飾って、楽しい一日を送ってもらうために

花を使いましょう」と、このような話が出るぐ

らいに、全国各地の花産地が大きな打撃を受け

ている。卒業式、入学式、こういったものに花

の贈呈をするのも、そういったものも減ってお

りますけど、花の産地としても、こういったも

のが出てくると打撃を受けます。

100億達成を間近にして、軽量作物である花
の栽培がそこで滞ってはいけないと思うけど、

その対策については、しっかりと支えていかな

ければいかん。あるいは、支援をしていかなけ

ればならないと思いますけれど、その点はどの

ように考えていただいているのか、お尋ねした

いと思います。

【渋谷農産園芸課長】今回のコロナウイルス関

係で園芸関係で一番影響を受けているのは花と

いうことで、青果物等については、家庭用の需

要が増えたことから、あまり価格は落ちてない

ということですが、花につきましては、卒業式

等がなくなって、謝恩会等もなくなったという

ことで、かなり単価が下落をしている状況にあ

ります。

ただ、青果物については、野菜価格安定事業

というので価格を補塡する仕組みがあるんです

が、花については、そういう事業はありません。

そういうこともありますので、まず、セーフ

ティネット資金、資金面でしっかりと生産者の

相談に乗りながら支援をしていく。それから、

もう一つ、農林水産省のほうで、今、「花いっ

ぱいプロジェクト」というものをやられていま

す。テレビ等でもあっておりますように、今度

のホワイトデーには花を贈りましょうとか、あ

るいは職場、家庭で花を飾りましょうというの

があっておりまして、県のほうでも、県のホー

ムページのほうにもそういう取組等を紹介させ

ていただいておりますし、県庁内のポータルサ

イトでも、ぜひ、県の職員の皆さんも花を活用

してください、消費のほうでも支援できないか

ということで、今取り組んでいるところであり

ます。

【八江委員】どうぞひとつ、コロナに負けない

で、農業団体としてもしっかりサポートしてい

ただきたいと思います。

いずれにしても、農業は欠かすことのできな

い職業でもあるし、生産をしているものであり

ますけれども、これも産地間競争というのがそ

こにはあるわけですね。野菜もそうですけど、

今の花もそうですし、果樹もそうです。幾らい

いものをつくっても、全国トップだと言いなが

らも、やっぱりそれに近い、あるいはそれ以上

のところが各県にもありますので、自分のとこ

ろだけがよかっただけじゃなくて、周囲を見な

がら、全国に負けない産地化というか、品種改

良とかを含めて努めてやっていただかなければ、

県民の農業生産としてもうまくいかない。

もう一つは、今は雨も降っているし、天候に

左右、温暖化等もありますけど、やっぱりそこ

は、しかし、そうですけど、全天候型の施設園

芸をもって生産高を確保することは、その中で

も一番大事な役割です。ですから、省力化、あ

るいはいろんな環境型の機器等もありますけれ

ども、そういったものを含めて、他県にない先

進的な農業経営をして、安定収入につながるよ

うに努力していただきたいと思います。

最後に、農林部長、それだけお答えをいただ

いて終わりたいと思います。

【中村農林部長】 私たちも園芸1,000億という
目標を掲げて、その中で「日本一の産地づくり」
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というキャッチフレーズでやっております。反

収で日本一、ないしは価格で日本一。

そういう産地間競争に打ち勝つ、いい産地を

つくっていくといった面で、委員ご指摘のとお

り、技術的にとか、いい品種をとか、それから、

先ほどあった全天候型とかいうことで、新しい

技術、スマート技術とか、新しい品種の開発と

か、そういった面でしっかりと所得の上がるよ

うな、ほかの産地に勝てるような産地づくりに

取り組んでまいりたいと考えておりますので、

今後ともご指導いただきますよう、よろしくお

願いします。

【山下委員】お疲れさまでございます。ご指名

ありがとうございます。私は、2点ご質問させ
ていただきたいと思います。

まず、農業経営課のほうにお尋ねをしたいん

ですが、農業サービス事業体、株式会社「エヌ」

について資料をいただいているんですけれども、

昨年から始まって、まだ短期間の運営だという

ことでお聞きをしているんですが、昨年、佐世

保市のみかん農家が単発的に派遣をお願いして、

実際に、日本人の学生さんだと思いますが、大

学生のほうに支援をいただいて、収穫期のみと

いうことで、大変助かったというお話をお聞き

したところであります。

ただ、1点だけ要望がありまして、今日は取
り上げさせていただきたいんですが、通常でい

くと、いわゆる最低賃金と言われるものがあり

まして、今、長崎県でいくと790幾らというこ
とで、800円ぐらいが最低賃金になるんですが、
そのときの単価が1,200円ぐらいだったという
ことでお聞きしています。もちろん派遣業務で

すので、いろんな経費がかかってきて、のっか

ってきて1,200円になっているというのはよく
わかるんですけれども、その分の差額の部分に

ついては、生産者さんたちの負担ということに

なっております。もちろんわかった上でオファ

ーをして、お願いをして来ていただいて、それ

で、助かったということをおっしゃっている。

ただ、例えば生産者にのっかる300円、され
ど300円ですけれども、単価、時給、この部分
について、例えば何か制度的にとか、支援とか

補助金とかも含めて、何かしら今後、考えてい

ただける余地があるのかないのか。ここの部分

を見ていただくと、皆さんは非常に助かるとい

うようなご意見が私どもに寄せられましたので、

あえて今日は質問をさせていただきたいと思い

ます。ご見解をお願いします。

【宮本農業経営課長】委員からご指摘いただい

たので、お話もありましたけれども、エヌにつ

きましては、外国人材の受入れを中心にやって

おりますけれども、人材派遣業の許可をとって

いるということで、国内人材の派遣も試行的で

すが、行っております。

お話がありましたとおり、昨年の単発派遣と

いうことで、佐世保地域のみかん農家を対象に、

延べ17人の大学の学生さんを11月の下旬から1
カ月間、収穫作業に対応していただいたという

ものでございます。

お話にあった費用につきましては、ありまし

たとおり、時給本体のほかに社会保険料ですと

か、賃金のほかに消費税とか、会社の運営費と

か、そういったものがどうしても入ってまいり

ますので、お話のように、少し上乗せになって

しまうというのが現状、正直ございます。

今回、試行的な取組ということですので、委

員のお話にあったようなご希望も受け止めた上

で、来年度以降、どのような国内人材の単発の

派遣のやり方があるのかについては、エヌとも

協議をしながら、今後の対応については、県と
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しっかり対応を考えていきたいと思っています。

現状では、お話はこの程度でございます。

【山下委員】ありがとうございました。来年度

以降、前向きに検討を進めていただけるという

ご回答をいただきましたので、ぜひともそうい

う流れで進めていただいて、少しでも生産者の

ご負担が減って、部長が申されます年収600万
円に近づくように、よろしくお願いしたいと思

います。

2つ目でありますが、新型コロナの影響とい
うことで、私が質問したいことをほとんど八江

委員が質問されましたので、重ならない程度に

質問したいと思います。

私のほうにも花きの生産者とか、影響が出始

めているところが大変苦慮しているということ

でお話が来ております。これは質問通告もして

ないんですけれど、例えば、今現在、掌握され

ている部分で結構ですが、県内の農産品の価格

等影響が出始めている品目等がありましたら、

お知らせをいただきたいと思います。

【吉田農政課長】 農林部の3月6日時点で把握
している状況ですが、牛乳につきましては、さ

っき畜産課長が言いましたように、臨時休校に

伴いまして、約319トンの供給が停止している
という状況でございます。

それから、肉用牛につきましては、外出を控

える等もございまして、東京や大阪の枝肉単価

が下落しているということで、これが長期化す

ると、さらに影響が出てくるんじゃないかとい

うお話もお伺いしております。

それから、野菜につきましては、外食産業と

契約取引をやっているところにつきまして、契

約の出荷量停止とか減少というような影響も出

始めているというようなお話も聞いております

が、一方で、家庭用の消費というのが増えてお

りまして、小売なんかは多少増えているという

ふうなお話もお聞きしております。

あと、花につきましては、先ほど農産園芸課

長が言いましたように、卒業式とかイベントの

中止で価格が下落しているということでござい

ます。

それから、木材価格につきましても、中国と

韓国向けの輸出が停滞しているということで、

その分が国内の供給に回って価格が下落してい

るというような状況については、一応確認をし

ているところでございます。

【山下委員】ありがとうございました。品目も

多岐に渡って影響が出始めているということが

わかったわけであります。

先ほど農産園芸課長のほうから、花いっぱい

プロジェクトということを国が率先してやって

らっしゃって、私も、今日、県のホームページ

を開いたら、県のホームページのほうにも、そ

のような趣旨で載せていただいています。

こうやってコロナの影響で需要が減少してき

て、いろんなところに影響が出始めています。

先ほども話がありましたけれども、お花をぜひ

とも、春ですし、花きの生産者からいくと、ち

ょうどこれが一番売れる時というか、一番需要

がピークの時にこういう打撃を受けているわけ

であります。先ほどありましたとおり、3月14
日ホワイトデーということであります。私も妻

に、ぜひ花を贈りたいなというふうに考えてお

ります。

また、農林部長におかれましては、私が国会

議員の秘書時代から大変ご指導いただきまして

お世話になりました。東京では、一緒に汗をか

かせていただいて、いろんな思い出が今思い出

されるわけであります。ぜひともご家族にホワ

イトデーに、農林部長が率先してお花を贈って
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いただくことをお願い申し上げまして、その辺

の決意を、部長、最後にお聞かせいただいて、

質問を終わりたいと思います。

【中村農林部長】私、バレンタインデーにはバ

ラをうちの奥様にプレゼントしております。ホ

ワイトデーは、当然贈りたいと思っております

し、奥様だけではなくて娘とか、おふくろとか

にもぜひ贈らせていただきたいと思っておりま

すし、そういう取組をやはり県民の皆様にもし

ていだたくように、ＰＲに努めてまいりたいと

思います。

なかなか実現はしてないんですが、県庁のエ

レベーター前のフロアに、私は県産の花をぜひ

飾ろうということで、できる限り5階のエレベ
ーターの前のフロアには飾らせていただいてい

るんですけれども、それを各階に飾るとかいう

ような取組も県庁全体でできないかというとこ

ろもご提案をさせていただければなと思ってお

ります。ありがとうございます。

【浅田委員】すばらしいご提案を部長自らお花

のことでしていただいて、ありがとうございま

す。

余談になるんですが、私は祖父がお花の家元

をやっていたりしたので、家はもちろん、ずっ

とお花があります。花のあるところに生まれた

り、花があるところで仕事をするだけで、また

いろんな違いも出てくると思いますので、もっ

ともっとそういうところを広げていただければ

なと思います。

あわせて、お二人から、コロナウイルスに対

しての今の現状というものがありました。先日、

私はいちご農家さんに視察でお邪魔をさせてい

ただいた時に、長崎のいちごも大阪、東京いろ

んなところに送られている状況だけれども、こ

れからもっともっと被害が出るのではないかと。

被害もそうなんですが、あわせて、自分たち

が、今日もフリーランスの方々にも、子どもが

いる方に限っては、半分ぐらいのお金が出ると

いうようなことがありましたけれども、農家と

か、企業体になってない方々が、今ものすごく

不安を抱えていらっしゃいます。今、現状で、

そういったところからのご相談件数だったり、

具体的な状況というのがあれば、あと対応策と

いうのがあれば、教えていただければと思いま

す。

【宮本農業経営課長】現状、コロナウイルス対

策につきましては、実際、例えば資金繰りなど

で困るというような話も若干ありまして、具体

的には、農林政策金融公庫が融資をしているん

ですけれども、こちらのほうから、これまでに

5件の相談があっております。まだ相談段階で
はございますけれども、より具体的に資金繰り

とかの話が出てきた場合には、農林公庫、それ

から、窓口としては各振興局なども含めて相談

に乗れる体制をとっておりますので、しっかり

と支援もしていきたいと思います。

今申し上げました農林水産業セーフティネッ

ト資金につきましては、災害などがあった場合

に、農林政策金融公庫のほうから農業者に対し

て支援するという措置でございまして、今回の

コロナウイルスの発生を受けて、昨日公表され

ました政府の緊急対策の第2弾におきまして、
農林水産業セーフティネット資金、通常は0.1％
の金利がありますが、これを実質無利子化する

ということ、それから、無担保・無保証で融資

をするということなどの具体的な支援策が打ち

出されておりますので、引き続き情報収集、中

身につきましても展開しながら、農家の支援も

していきたいと考えております。

【綾香農林部次長】農林業では、県内ではいち
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ごとか、そういう品目以外の多数の品目で影響

が懸念されます。農家の方も大変不安に思って

おられると思いますので、新型コロナウイルス

についての国の支援策とか、あと県でできるこ

と、そういうことを丁寧に農業者の皆様に、我々

が直接ホームページとか、会合の場でおつなぎ

するのと併せて、各振興局の職員が一戸一戸回

る機会にお伝えするとか、あと、「普及だより」

等で、広報誌の形でお伝えするとかしながら、

しっかり農林業者の皆様の不安を解消できるよ

うに、そして、支援策についてしっかり行き渡

るようにやっていきたいと思います。

その後、関係団体とか市町等とも一体となっ

て、国に対して申し述べることについても申し

述べていきたいと考えております。

【中村農林部長】それぞれ品目ごとに収入安定

対策がございます。すべてそれで賄えるという

わけではございませんが、例えば枝肉が安くな

ったとなりますと、牛マルキン制度というのが

ありまして、減収といいますか、所得が生産費

を下回った場合、それに対する補塡があります。

それから、野菜なんかには価格安定制度とか、

それから、価格が下がった場合じゃなくて、収

入全体が下がった場合の収入保険制度というの

も、最近出ております。そういったもので補塡

をする。

それから、先ほどの牛乳については、全部と

言いましたけれど、もともと飲用から加工に回

った場合、単価が下がりますので、それに対す

る補塡金もあります。ただ、それも、今言いま

した保険とかなんとかは、全部、現収の8割程
度しか補塡されないと。要は、減収の2割分は、
どうしても農家は困ってしまう。だから、セー

フティネット資金みたいな資金繰り対策を対策

として打ちますとか。

それから、今、国のほうでは、酪農のほうで

は、先ほど言いました加工の補給金で足らない

差額の分を、また国が対応しようということで

対策が出ておりますけれども、そのほかについ

てもいろんな検討がなされているのではないか

と思うんですけれども、まだその情報が来てお

りませんので、そういった情報をしっかりと収

集しながら、対応をしっかりとってまいりたい

と考えています。

【浅田委員】ありがとうございます。さまざま

な対応策、支援策というのがあるということで、

私も理解しました。

農家の方にとっては、無担保であっても借り

ること自体が、その後は返さなきゃいけないわ

けですから、そもそも借りるのがという声も当

然のこととしてあります。今、長崎県はまだ感

染者がいないので、まだ何とかなっているとこ

ろもあろうと思います。そのあたりもしっかり、

私たちも共に取り組みながら、情報発信もさせ

ていだたければと思います。

もう一点だけお聞かせください。

農産加工流通課について、牛肉の輸出状況を

まずお伺いできますでしょうか。

【長門農産加工流通課長】牛肉の輸出につきま

しては、「長崎和牛」の輸出ということで、香

港、シンガポールを中心に1億500万円ほど輸出
されている状況でございます。平成30年度です。
【浅田委員】量とかそのあたりは関係あります

か。輸出量を、また改めて教えてください。

【長門農産加工流通課長】長崎和牛の輸出量と

しましては14.7トン、平成30年度、輸出されて
いる状況でございます。

【浅田委員】 これは長崎和牛という形だけで、

ほかの輸出は、ありますよね。ほかにもマレー

シアとか、台湾とか、長崎和牛だけに限らず、
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教えてください。

【長門農産加工流通課長】長崎和牛のほかに交

雑種ということで、Ｆ1、酪農と掛け合わせた
交雑種というのがございますけれども、これに

つきまして、約2,700万円ほどございますので、
牛肉全体として合わせれば1億3,000万円ほど
で、量としましては21.2トンほどになります。
全体でです。

【浅田委員】他県と比べると、結構少ないとい

うふうにもお伺いをしているんですが、これは

屠畜場がないことも、長崎の場合は影響してい

るのではないかというふうなお話を業者さんか

ら聞いたことがあるんですが、そのあたりはい

かがでしょうか。

【長門農産加工流通課長】屠畜場が少ないとい

うこともあるかと思いますけれども、まずは、

長崎和牛の全体の頭数自体は、ほかの県と比べ

てやっぱり少ないということで、長崎和牛に限

定しますと、8,700頭ぐらいしか長崎和牛として
出荷されてないという状況でございます。

【浅田委員】畜産をやられている方からは、屠

畜場がないということが、生産者からは、もっ

と輸出の拡大を図るためには、どっちが先かと

いうこともあろうかと思うんですけれども、そ

ういったものをしっかりつくっていただければ、

またさらにというふうなお声もあるんですけれ

ども、生産者の方々とのそういう協議とか、そ

ういったことを過去にお声を聞いたことはあり

ますか。

【山形畜産課長】 現在でも、タイ、ベトナムに

ついては、佐世保食肉センターは処理施設とし

て認められておりますけれども、近年は、香港

とか米国というのが伸びているんですが、ここ

については、県内には対応している施設がない

ということで、九州管内の他の県の屠畜場で屠

殺をして輸出をしているというのが今の現状で

ございます。

生産者からも、ぜひ長崎県内にそういう施設

をつくってほしいという声は聞いております。

【浅田委員】実際、そういう屠畜場をつくって

ほしいという声を聞いてらっしゃるので。前、

私もドバイに行った時に、ハラール対応とかで

も、しっかりとしたこういう工場があるかない

かによって輸出の拡大が見込める、マレーシア

とかもそうだと思うんですけれども、そういっ

たところができているところでは、もっともっ

と伸びてきているというようなお声も伺ってい

ます。

これが、今まで長崎の場合はないわけですけ

れども、つくらない理由というか、つくってこ

なかったということに対しては、何かあります

か。

【山形畜産課長】牛肉の輸出については、国ご

とに相手国が定めた衛生基準等というのがあり

まして、国ごとにそれに対応していく必要があ

ります。

その中で県内の状況を見てみますと、衛生基

準の中で、例えば牛と豚を確実に分離しなきゃ

いけないとかあるわけですけれども、そのため

には大規模な改修工事だったり、場合によって

は新設をするということをしていかないと、多

分対応できないんじゃないかというふうに考え

ています。

そのために費用もかかりますし、場所の問題

も出てきますし、あと、それから、今の頭数で、

実際に施設をつくってもそれがきちんと運営で

きていくかという課題もあるというふうに思っ

ております。

そういう課題はありますけれども、今後どの

ような対応ができるのかは、県内に5つの屠畜
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場がございますけれども、その施設を管理して

いる方と、今後議論を重ねていきたいと思って

おります。

【浅田委員】 ぜひ。逆に、生産者の人にとって

は、どの程度の輸出量があれば、そういったも

のがつくれることになるんですかというような

ご質問もあるんですが、そこはどうなんでしょ

うか。輸出量だったり、頭数がちゃんとあれば、

それをつくることももっともっと考えられるん

だというのがあれば、その1点だけお聞かせく
ださい。

【山形畜産課長】どの程度の規模の施設をつく

るかによっても随分変わってきますし、それか

ら、その頭数に応じて農家が負担する処理のコ

ストというのも、当然出てくると思います。現

状のままでいければ、それがいいわけでしょう

けれども、当然それだけの負担をした場合に、

それを改修するために、例えば値上げをしなき

ゃいけないといった時に、じゃ、どれくらいか

というのも、生産費とか、輸出の効果とかも総

合的に勘案する必要があると思います。

現時点では、何頭とか、幾らとかというとこ

ろまでは試算をしておりません。

【中村農林部長】長崎和牛の、これはＪＡ系統

の扱いを申し上げますと、先ほど農産加工流通

課長が言ったとおり、ロットがもともと少ない

ということで、月に6頭分ぐらいしか、今、輸
出ができておりません。

というのは、従来からの流通の、いわば市場

ニーズが、もっともっと欲しいというニーズに

もともと応えられてない。ただ、今後、人口が

減ってまいりますので、やはり先々は外に出し

ていかんばいかんだろうということから、輸出

のノウハウをある程度事前に勉強しとかんばい

かんということから、まずは、少量なんですけ

れどもやっていこうという段階でございます。

ですから、今の段階で何十頭も何百頭も、さ

らに言えば、輸出はステーキ用が中心で、ほか

の部位はまた別に流さんばいかんという問題点

も実はありまして、だから、今後どういう戦略

でいくのか。逆に言ったら、頭数を増やさない

ことには輸出にまだいけないという段階なもの

ですから、増頭の戦略と流通の戦略と併せて検

討していくべきだろうと、併せて、屠畜場の在

り方についても、同時にしていかんばいかんと

いうふうな段階であるということでご理解をい

ただきたいと思います。

【浅田委員】ありがとうございました。私もそ

の状況をまたしっかりと学びながら、これも生

産者のお声だったものですから、皆さんがぜひ

もっともっと協議を共々にしていっていただけ

ればなと思います。

【近藤委員長】 ほかありませんか。

【山田(博)委員】 農林部長、先ほど浅田委員が
言った屠畜場の件ですね。私も昨年お話をした

とおり、農林部長がおっしゃるとおりでして、

これから日米貿易協定とかＴＰＰとかありまし

て、そうすると、これから輸出戦略をどのよう

にして考えていかないといかんとか、国が、こ

れから農家の方の所得をするには輸出しかない

と言ったわけでございまして、これは国を巻き

込んだ上の屠畜場のあり方というのに、しっか

りと取り組んでいただきたいと思っております。

国が、輸出をせんといかんと言っているわけで

すからね。そういうふうにせざるを得なくなっ

た状況をつくったのは、国がつくったんですか

ら、これはね。だから、国にしっかりと言って

いただきたいと思っております。畜産課長、お

願いします。

私のほうから、先ほどほかの委員からありま
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した、コロナウイルス対策なんですけれども、

質問したかったことは、これはきちんとした窓

口でしっかりと対応していただきたいなと。と

いうのは、農林部と水産部とそれぞれ部でやっ

ていただきたいと、産業労働部のほうは中小企

業を中心に、縦割り行政と言ったら誤解を招き

ますので、一体となってしっかりやっていただ

きたいと思っております。産業労働部に農業者

のことを言ったってわかりにくいでしょうから、

そこは、農業者のほうは農林部のほうでしっか

りとした窓口をつくって対応ができるように速

やかにやっていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

具体的に私のほうから質問を、限られた時間

でございますので、まず、壱岐の牛舎で敷き材、

森林整備室長、その後、順調に進んでおります

か。山口県からくぎとか何かが入ったものを持

ってきて、くぎとか何かが入っている敷き材だ

ったら、牛が間違えて飲んで胃が痛くなって、

牛が死んだりとか、こういう事例があるという

ことを私も聞いているんですよ。そういった敷

き材はいけないとなっているにもかかわらず、

なぜ山口県から持ってくるんですか。そういっ

たことはだめですよ。畜産課長、だめですね。

森林整備室長はよくわからんでしょうから、畜

産課長、いいか悪いか、そこだけお答えくださ

い。

【山形畜産課長】牛の飼育をする上で、牛舎の

底に敷く敷き材が非常に大事と。当然島内で賄

えない分については、安定して供給する場所が

要るということで、以前からつき合いのある山

口県から定期的にのこくずを入手しているとい

うふうに伺っております。

森林整備室とも連携していますけれども、島

内での供給体制がとれれば、地元にとっても非

常にいいことではありますので、それは森林整

備室と一緒に進めてまいりたいと思っておりま

す。

【山田(博)委員】 私が言っているのはそうじゃ
ないよ、畜産課長。敷き材として廃材にくぎと

か入っているのが牛にとっていいか悪いか、牛

が喜ぶか喜ばないか、それを聞いているわけだ

よ。そんなことを聞いてないんですよ。明確に

お答えいただけませんか。

もう一度言いますよ。敷き材でくぎとか入っ

ているのを牛が喜ぶか喜ばないかということを

聞いているんです。

【山形畜産課長】当然、くぎが入ったのを牛が

間違って食べると健康を害しますので、それは

問題だというふうに考えております。

【山田(博)委員】そうでしょう。森林整備室長、
そういうことですから。対馬でも十分供給でき

ると言っているわけだから、そういった対応を

しっかりやっていただきたいと思うんですが、

いかがですか。

【永田森林整備室長】壱岐島内でのおが粉生産

についても、一定増えているという声は聞いて

おります。

また、対馬からも壱岐のほうにおが粉を持っ

ていってますので、当然、供給能力に応じてに

なると思いますけれども、我々としても、県外

から持ってくるよりも県内のものを使っていた

だきたいと思いますので、そういうところにつ

いては、畜産課と一緒になって、山口県産では

なく、まずは長崎県産材、対馬産を使っていた

だきたいと。また、壱岐の生産が増えてくれば、

壱岐の島内の分という形で進めてまいりたいと

考えております。

【山田(博)委員】 森林整備室長、大体牛の、人
間で言うと布団みたいなものが、安心して眠れ
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るとしたら、くぎがないのが一番いい。という

のは、これは牛が間違えて食べて、胃が破けて

牛が死ぬんですよ。この事故があっているんで

すよ。森林整備室長、ご存じでしたか。知らな

かったでしょう。私は牛の言葉がわかるんです

かと、そんな顔をしているけれど、言葉はわか

らんけど、実情があるんだよ。

そういったことがあって、だから、私が言っ

ているのは、牛が安全で安心して生育できる環

境づくり、なおかつ、県産材でつくれば、これ

は、つまり県民所得の向上につながるわけだよ。

わざわざそんな危ないのをなんで山口県からと

るのかと、それをなんで今まで黙っていたのか

と、それを私は言っているんですよ。何をやっ

ていたのかと言いたいわけです。

森林整備室長、次の6月定例会までにそれを
ゼロにするぐらいの目標、計画を立てて提出し

ていただきたいと思うんですが、いかがですか。

【永田森林整備室長】私どもは供給側でござい

ますので、需要側、使う壱岐の畜産農家の方と

かと協議をしながら進めてまいりたいと思って

おります。ゼロということになるかどうかはわ

かりませんけれども、そういう実態をまず把握

し、ご意見を聞きながら、県産材使用というの

を検討してまいりたいと思っております。

【山田(博)委員】 目標を持って決意をやっても
らいたいと言っているわけだよ。その決意があ

るかないか、私はありませんけど、勘弁してく

ださいと言わんばかりじゃないか。あなたはど

この職員か、山口県の職員じゃないだろう。長

崎県の森林整備室長だよ。頑張ってくださいよ、

室長。もう一声。

【永田森林整備室長】県産材が使われるように、

進めてまいりたいと思っております。

【山田(博)委員】 ぜひ6月の委員会で、森林整

備室長からその計画が出るのを楽しみに待って

おりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

続きまして、私はいろんな地域を回っていた

ら、最近は畜産を一生懸命やっている農家と、

どうしても経営がいかなくて牛舎を廃止すると

いうことでありましたけれど、最近、住民訴訟

まで上がっているんですけれど、牛舎の保証人

という人には、先ほど権利の放棄もありました

けど、農協のリース牛舎というのは、ちゃんと

保証人があってするけど、保証人にきちんと請

求するようになっているかなっていないか、そ

れをお答えいただきたいと思っております。

いいですか、農協がリース牛舎をつくります

ね。リース牛舎をつくって、それを一般の農家

にお貸しします。その貸した牛舎を、借りる人

たちが、実際はもう畜産ができないから、保証

人が2人、3人いますよね。そこにきちんと請求
ができるような形をとっているかとっていない

か、というのをお尋ねしたいと思います。

実際、県の農協が補助金返還とかいろいろや

ってきました。県のほうにもしましたけれども、

その前に、やはりそういったことをきちんと請

求しているかどうか、これは団体検査室長にも

関わってくるわけですね。こういった事案があ

ったのはご存じだと思うんですが、そういった

のをきちんと整理されておりますか。そこをお

答えください。

【山形畜産課長】農協で牛舎をつくって、それ

をリースで貸し出すと。契約書の中には保証人

というのもしっかりうたってあります。ですか

ら、牛をそこで飼い続けている間、例えばリー

ス料が未納になったという場合は、その保証人

からということになると思うんですが、廃業さ

れた場合については、逆に農協の所有物ですの
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で、農協が、その牛舎を使ってくれる次の新し

い方を探してうまくそれがマッチングできれば、

その方を入植させるというふうな取組をしてい

ただいていると。

それでもどうしても見つからないとかいった

場合には、また別な対応が出てくるかと思って

おりますが、まずは後継者を探していくという

のが、今取り組んでいる状況でございます。

【山田(博)委員】 そうであれば、後日、わかる
資料を提出していただけませんか。よろしくお

願いしたいと思います。

それで、これは要望というか、次の委員会ま

でに農村整備課長に、畑総事業で新規にする時

に調査をやりますね。そういったときには、や

はり地元でできる仕事は仕事、分離するんだっ

たら分離できるような方法を提案できるように、

次の委員会まで検討していただきたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

最後に、私は県議会議員になったのは35歳で
ございまして、そのときに当委員会で最初にし

た時には、当時の先輩議員の松尾先生からいろ

んな罵声をいただきながら、委員会というのは

勉強させていただきました。特に、私の地元は

1次産業が大変盛んな地域でございましたから、
本当に農林部の職員の方にはいろいろとアドバ

イスいただいたわけでございまして、今回退職

される方が、中村部長と岡本次長、荒木センタ

ー所長といますけれども、このお三方に、県職

員として働いた中で、これからどうあるべきか

という農林行政のあり方というのを、ぜひ、限

られた時間でございますけれども、大変申し訳

ございませんけれども、聞かせていただいて私

の質問を終わりたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

【近藤委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ５時 ２分 休憩 ―

― 午後 ５時 ２分 再開 ―

【近藤委員長】 委員会を再開します。

【岡本農林部次長】 私は農林部に通算9年勤務
させていただいておりますけれども、諫干から

入りまして、非常に皆さんにはお世話になって

います。

県民の視点でしっかり物を判断していただき

たいと思っています。

【荒木農林技術開発センター所長】後輩にとい

うことで、おこがましいようでございますけれ

ども、いろんな問題、課題についてしっかり対

応するということが、やはり一番大切なことで

はないかと。それは現場においてでも、行政に

おいてでもと思っております。

【中村農林部長】 もしかしたら、山田(博)委員
からのご質問に答えない形になるかもしれませ

ん。ちょっと長くなりますが。

後輩たちに言いたいことは、イメージを同じ

にしたいというところです。何を言いたいかと

いいますと、私は、昨年、小値賀の大島に参っ

たことがございます。そこは、当然二次離島で

ございます。なのに何をしに行ったかというと、

若い後継者の方がお二人、ハウスをつくるとい

うことで、県の単独事業でやったものですから、

ぜひ視察をさせていただいて激励に行きたいと

いうことで行かせていただきました。

船から降りたら、左斜め上に小学校がござい

ました。小さなしまでございますけれども。そ

この後継者のお二人と話をしながら、そこは畑

地の基盤整備がされております。畑かんもござ

いました。そういった状況だから、自分たちは

帰ってきて、しっかり農業は継いでおるという

ことで、規模も大きい、儲かっている農業で、
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家族状況を聞いたら、子どもが、お二人合わせ

て11人でございまして、小学校の児童数が11人
です。まさに、これが僕らがせんばいかん仕事

ねというふうに思いました。

農業の基盤整備をして、ハウスとか整備して、

そこで若い後継者の方々が残って、その方たち

に技術指導とか、経営指導とか行って、儲かっ

て、子どもが生まれて、その地域の小学校がし

っかり残っている。

そこで確認したんですけど、「運動会、どげ

んですか」と聞いたら、島民皆さんが集まって、

家族だけじゃなくて、しまの人たち全員が集ま

ってわあわあ言うて、明るく、楽しく騒いでま

すよと。これが、私たちが目指さんばいかん施

策、行政だというふうに改めて思いました。

こういうイメージを後輩の皆さんには共有し

ていただいて、そのためにはなんばせんばいか

んかと、こうなったからこうなった、そこをし

っかりと理解していだいて、政策を進めていた

だきたい。「何のために仕事をしよるのかとい

ったことを、一緒に共有しながら仕事をせんば

いかんぞ」というところをお伝えしたいと思っ

ています。

【近藤委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤委員長】ほかに質問がないようですので、

農林部関係の審査結果について整理したいと思

います。

【近藤委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 ５時 ６分 休憩 ―

― 午後 ５時１０分 再開 ―

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、農林部関係の審査を終了

いたします。

引き続き、分科会長報告並びに委員長報告の

取りまとめなどの委員間討議を行います。

理事者退出のため、しばらく休憩いたします。

― 午後 ５時１１分 休憩 ―

― 午後 ５時１２分 再開 ―

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。

今定例会で審査いたしました内容について、

3月17日（火）の予算決算委員会における農水
経済分科会長報告及び3月19日（木）の本会議
における農水経済委員長報告の内容について協

議を行います。

それでは、審査の方法についてお諮りいたし

ます。

協議会につきましては、本委員会を協議会に

切り替えて行うことといたしたいと存じますが、

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【近藤委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。

― 午後 ５時１３分 休憩 ―

― 午後 ５時１３分 再開 ―

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。

農水経済分科会長報告及び農水経済委員長報

告については、協議会における皆様の意見を踏

まえ、報告させていただきます。

次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。

― 午後 ５時１４分 休憩 ―

― 午後 ５時１６分 再開 ―

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。
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閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【近藤委員長】それでは、正副委員長にご一任

願いたいと存じます。

これをもちまして、農水経済委員会及び予算

決算委員会農水経済分科会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

― 午後 ５時１７ 閉会 ―



農水経済委員会委員長　　近藤

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名

長崎県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（関係
分）

長崎県魚市場条例を廃止する条例

長崎県地方卸売市場長崎魚市場条例

長崎県漁港管理条例の一部を改正する条例

長崎県卸売市場条例及び長崎県卸売市場審議会の組織及び運営に関
する条例を廃止する条例

権利の放棄について

権利の放棄について

権利の放棄について

直轄特定漁港漁場整備事業に対する県の負担について

計　９件（原案可決

第 53 号 議 案

第 70 号 議 案

第 71 号 議 案

第 73 号 議 案

第 69 号 議 案

番　　号 

記

農 水 経 済 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告

令和２年３月１１日

　　　　議長　　瀬川　光之　　様

第 19 号 議 案

第 54 号 議 案

第 55 号 議 案

第 56 号 議 案

－221－



近藤　智昭

審査結果

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決　９件）

報告する。

－221－



委員長（分科会長）      近  藤  智  昭

副委員長（副会長）      中  村  一  三

署 名 委 員      饗  庭  敦  子

署 名 委 員         山  下  博  史

書  記   松 村 賢 太 郎

書  記   田 渕 正 樹

速  記   (有)長崎速記センター



配 付 資 料




































































































































































































